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（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意

義
は
、
そ

れ
ぞ

れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
 

（
１
）
・
（
２
）
 
（
略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 
（

略
）
 

（
３
）
 
情
報
提
供
等
記
録
 
番
号
法
第
２
３
条
第
１
項
及
び
第
２
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
番
号
法
第
２
６
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
記
録
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
 

（
３
）
 
情
報
提
供
等
記
録
 
番
号
法
第
２
３
条
第
１
項
及
び
第
２
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
規
定
す

る
記
録
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人

情
報
を
い
う
。

 

（
４
）
～
（
６
）
 
（
略
）
 

（
４
）
～
（
６
）
 
（

略
）
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～
第

１
条

に
よ

る
改

正
～

○
 第

1
8
条

の
3

１
　
対
象
条
項
の
修
正

《
公
布
の
日
か
ら
施
行
》

（
納
税
証
明
事
項
）

地
方
税
法
施
行
規
則
の
対
象
条
項
の
誤
り
を
修
正

（
誤
）
第
1
条
の
5
第
2
号
　
⇒
　
（
正
）
第
1
条
の
9
第
2
号

○
 
第
2
1
条

２
　
督
促
手
数
料
の
廃
止
に
伴
う
条
項
削
除

《
平
成
2
9
年
4
月

1
日

施
行
》

（
督
促
手
数
料
）

コ
ン

ビ
ニ

収
納

開
始

に
伴

う
バ

ー
コ

ー
ド

処
理

に
よ

り
、

督
促

手
数

料
の

加
筆

修
正

が
不

可
と

な
る

こ
と

か
ら

、
督

促
に

対
す

る
納

付
書

の

再
発
行
、
発
送
事
務
作
業
及
び
経
費
の
軽
減
を
図
る
た
め
督
促
手
数
料
の
徴
収
を
廃
止
。

○
 
附
則
第
7
条
の
3
の
2

３
　
法
律
改
正
に
あ
わ
せ
た
改
正

《
公
布
の
日
か
ら
施

行
》

個
人

住
民

税
に

お
け

る
住

宅
ロ

ー
ン

控
除

制
度

の
適

用
期

限
を

２
年

延
長

。

※
適

用
期

間
　

　
平

成
4
1
年

度
　

⇒
　

平
成

4
3
年

度
　

（
居

住
年

：
平

成
3
1
年

ま
で

　
⇒

　
平

成
3
3
年

ま
で

）

～
第

２
条

に
よ

る
改

正
～

○
 
平
成
2
8
改
正
第
1
条
中

１
　
法
律
改
正
に
あ
わ
せ
た
改
正

　
 
附
則
第
1
6
条

軽
自

動
車

税
の

グ
リ
ー

ン
化

特
例

（
軽

課
）
の

1
年

延
長

に
係

る
規

定
の

整
備

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）

○
 
平
成
2
8
改
正
第
1
条
の
2
中

２
　
法
律
改
正
に
あ
わ
せ
た
改
正

　
 
附
則
第
1
6
条

軽
自

動
車

税
の

環
境

性
能

割
の

導
入

時
期

が
変

更
に

な
っ

た
こ

と
に

伴
う

規
定

の
整

備

　

○
 
平
成
2
8
改
正
附
則
第
1
条

３
　
法
律
改
正
に
あ
わ
せ
た
改
正

（
施
行
期
日
）

法
人

税
割

の
税

率
引

下
げ

及
び

軽
自

動
車

税
の

環
境

性
能

割
の

導
入

時
期

が
変

更
に

な
っ

た
こ

と
に

伴
う

施
行

期
日

の
変

更

　
※
平
成
2
9
年
4
月
1
日
　
⇒
　
平
成
3
1
年
1
0
月
1
日

○
 
平
成
2
8
改
正
附
則
第
2
条

４
　
法
律
改
正
に
あ
わ
せ
て
改
正
【
新
設
】

江
 
差

 
町

 
税

 
条

 
例

 
 
の

 
一

 
部

 
改

 
正

 
の

 
概

 
要

改
正

税
目

等
改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

　
概
　
　
　

　
　
　
　
要

5
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江
 
差

 
町

 
税

 
条

 
例

 
 
の

 
一

 
部

 
改

 
正

 
の

 
概

 
要

　
 
の
2

法
人

税
割

の
税

率
引

き
下

げ
の

時
期

が
変

更
と

な
っ

た
こ

と
に

伴
う

規
定

の
整

備
（
平

成
3
1
年

1
0
月

1
日

施
行

分
）

○
 
平
成
2
8
改
正
附
則
第
3
条

５
　
法
規
定
の
新
設
に
あ
わ
せ
た
改
正
【
新
設
】

　
 
の
2

軽
自

動
車

税
の

環
境

性
能

割
の

導
入

時
期

が
変

更
と

な
っ

た
こ

と
に

伴
う

軽
自

動
車

税
の

グ
リ
ー

ン
化

特
例

（
軽

課
）
の

１
年

延
長

に
係

る
経
過
措
置
の
新
設
（
平
成
2
9
年
4
月
1
日
施
行
分
）

○
 
平
成
2
8
改
正
附
則
第
4
条

６
　
法
律
改
正
に
あ
わ
せ
た
改
正

軽
自

動
車

税
の

環
境

性
能

割
の

導
入

の
時

期
が

変
更

と
な

っ
た

こ
と

に
伴

う
適

用
年

度
の

変
更

※
平
成
2
9
年
度
　
⇒
　
平
成
3
2
年
度

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措

置
）

6



 

江
差
町
税
条
例
等
新
旧
対
照
表
【
第
１
条
改
正
】
 

改
正
後
（
案
）
 

現
行
 

 
（
納
税
証
明
事
項
）
 

 
（
納
税
証
明
事
項
）
 

 
第
１
８
条
の
３
 
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
９
年
総
理
府
令
第
２
３
号
。

以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
９
第
２
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
５
９
条
第
１
項
に

規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
２
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
、
天
災

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
旨
と
す
る
。
 

 
第
１
８
条
の
３
 
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
９
年
総
理
府
令
第
２
３
号
。

以
下
「
施
行
規
則

」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
５
第
２
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
５
９
条
第
１
項
に

規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
２
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
、
天
災

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
旨
と
す
る
。
 

 
 
（
督
促
手
数
料
）
 

 
第
２
１
条
 
削
除
 

 
第
２
１
条
 
徴
税
吏
員
は
、
督
促
状
を
発
し
た
場
合
に
お
い
て
は
督
促
状
１
通

に
つ
い
て
、
１
０
０
円
の
督
促
手
数
料
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
徴
収
し
な
い
。
 

附
 
 
則
 

附
 
 
則
 

 
第
７
条
の
３
の
２
 
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
４
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

個
人
の
町
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
度
分
の
所
得
税
に

つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第
４
１
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用

を
受
け
た
場
合
（
居
住
年
が
平
成
１
１
年
か
ら
平
成
１
８
年
ま
で
又
は
平
成

２
１
年
か
ら
平
成
３
３
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て

は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の

４
の
２
第
６
項
（
同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場

 
第
７
条
の
３
の
２
 
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
４
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

個
人
の
町
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
度
分
の
所
得
税
に

つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
４
１
条
又
は
第
４
１
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用

を
受
け
た
場
合
（
居
住
年
が
平
成
１
１
年
か
ら
平
成
１
８
年
ま
で
又
は
平
成

２
１
年
か
ら
平
成
３
１
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て

は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の

４
の
２
第
６
項
（
同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場

7



 

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税

義
務
者
の
第
３
４
条
の
３
及
び
第
３
４
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の

所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税

義
務
者
の
第
３
４
条
の
３
及
び
第
３
４
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の

所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
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江
差
町
税
条
例
等
新
旧
対
照
表
【
第
２
条
改
正
】
 

改
正
後
（
案
）
 

現
行
 

（
江
差
町
税
条
例
の
一
部
改
正
）
 

（
江
差
町
税
条
例
の
一
部
改
正
）
 

第
１
条
 
江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。
 

第
１
条
 
江
差
町
税
条
例
（
昭
和
２
５
年
条
例
第
２
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。
 

第
１
８
条
の
２
第
１
項
中
「
不
服
申
立
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。
 

第
１
８
条
の
２
第
１
項
中
「
不
服
申
立
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。
 

 
第
１
８
条
の
３
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
、
「
場
合
に
お
い
て
、
」

を
「
場
合
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。
 

第
１
９
条
中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
以
下
第
１
号
及
び
第
2
号
」
を
「
以
下
第
１
号
、
第

２
号
及
び
第
５
号
」
に
、
「
当
該
各
号
」
を
「
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
」
に
改

め
、
「
掲
げ
る
期
間
」
の
次
に
「
並
び
に
第
５
号
及
び
第
６
号
に
定
め
る
日
ま
で

の
期
間
」
を
加
え
、
同
条
第
２
号
中
「
第
４
８
条
第
１
項
の
申
告
書
（
法
第
３

２
１
条
の
８
第
１
項
、
第
２
項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
に
限
る
。
）
、
」
を
削
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
同
条
第
３
号
中
「
第
４
８
条
第
１

項
の
申
告
書
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
及
び
第
２
３
項
の
申
告
書
を
除

く
。
）
、
」
を
削
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
同
条
に
次
の
２
号
を
加
え
る
。
 

第
１
９
条
中
「
。
）
、
第
５
３
条
の
７
、
第
６
７
条
」
の
次
に
「
、
第
８
１
条

の
６
第
１
項
」
を
加
え
、
「
以
下
第
１
号
及
び
第
2
号
」
を
「
以
下
第
１
号
、
第

２
号
及
び
第
５
号
」
に
、
「
当
該
各
号
」
を
「
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
」
に
改

め
、
「
掲
げ
る
期
間
」
の
次
に
「
並
び
に
第
５
号
及
び
第
６
号
に
定
め
る
日
ま
で

の
期
間
」
を
加
え
、
同
条
第
２
号
中
「
第
４
８
条
第
１
項
の
申
告
書
（
法
第
３

２
１
条
の
８
第
１
項
、
第
２
項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
に
限
る
。
）
、
」
を
削
り
、
「
第
９
８
条
第
１
項
」
を
「
第
８
１
条
の
６
第
１
項

の
申
告
書
、
第
９
８
条
第
１
項
」
に
改
め
、
同
条
第
３
号
中
「
第
４
８
条
第
１

項
の
申
告
書
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
及
び
第
２
３
項
の
申
告
書
を
除

く
。
）
、
」
を
削
り
、
「
第
９
８
条
第
１
項
」
を
「
第
８
１
条
の
６
第
１
項
の
申
告

書
、
第
９
８
条
第
１
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
２
号
を
加
え
る
。
 

(
５

)
 
第
４
８
条
第
１
項
の
申
告
書
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項
、
第
２

項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
限
る
。
）
に
係
る
税

(
５

)
 
第
４
８
条
第
１
項
の
申
告
書
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
１
項
、
第
２

項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
限
る
。
）
に
係
る
税
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額
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日

か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
 

額
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日

か
ら
１
月
を
経

過
す
る
日
 

(
６

)
 
第
４
８
条
第
１
項
の
申
告
書
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
及
び

第
２
３
項
の
申
告
書
を
除
く
。
）
で
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
も
の
に

係
る
税
額
 
当
該
提
出
し
た
日
又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す

る
日
 

(
６

)
 
第
４
８
条
第
１
項
の
申
告
書
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
及
び

第
２
３
項
の
申
告
書
を
除
く
。
）
で
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
も
の
に

係
る
税
額
 
当
該
提
出
し
た
日
又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す

る
日
 

 
第
３
４
条
の
４
中
「
１
０
０
分
の
１
２
．
１
」
を
「
１
０
０
分
の
８
．
４
」

に
改
め
る
。
 

第
４
３
条
の
見
出
し
中
「
賦
課
後
」
を
「
賦
課
額
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項

中
「
規
定
に
よ
つ
て
」
を
「
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」

に
、
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
次
項
」
の
次
に
「
及

び
第
４
項
」
を
加
え
、
同
条
第
３
項
中
「
偽
り
、
そ
の
他
不
正
の
」
を
「
偽
り

そ
の
他
不
正
の
」
に
、
「
税
額
を
変
更
し
」
を
「
税
額
を
変
更
し
、
」
に
、
「
か
ら

第
１
項
」
を
「
か
ら
同
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。
 

第
４
３
条
の
見
出
し
中
「
賦
課
後
」
を
「
賦
課
額
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項

中
「
規
定
に
よ
つ
て
」
を
「
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」

に
、
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
次
項
」
の
次
に
「
及

び
第
４
項
」
を
加
え
、
同
条
第
３
項
中
「
偽
り
、
そ
の
他
不
正
の
」
を
「
偽
り

そ
の
他
不
正
の
」
に
、「

税
額
を
変
更
し
」
を
「
税
額
を
変
更
し
、
」
に
、
「
か
ら

第
１
項
」
を
「
か
ら
同
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。
 

４
 
第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
税
の
納
税
義
務
者
が
修
正
申
告
書
を
提

出
し
、
又
は
国
の
税
務
官
署
が
所
得
税
の
更
正
（
納
付
す
べ
き
税
額
を
増
加

さ
せ
る
も
の
に
限
り
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
増
額
更
正
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
（
国
の
税
務
官
署
が
所
得
税
の
更

正
（
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
も
の
に
限
り
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）
を
し
た
こ
と
に

基
因
し
て
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
賦
課
し
た
税
額
が
減
少
し
た
後
に
、

そ
の
賦
課
し
た
税
額
が
増
加
し
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
追
徴
す
べ
き
不

４
 
第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
税
の
納
税
義
務
者
が
修
正
申
告
書
を
提

出
し
、
又
は
国
の
税
務
官
署
が
所
得
税
の
更
正
（
納
付
す
べ
き
税
額
を
増
加

さ
せ
る
も
の
に
限
り
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
増
額
更
正
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
（
国
の
税
務
官
署
が
所
得
税
の
更

正
（
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
も
の
に
限
り
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）
を
し
た
こ
と
に

基
因
し
て
、
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
賦
課
し
た
税
額
が
減
少
し
た
後
に
、

そ
の
賦
課
し
た
税
額
が
増
加
し
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
追
徴
す
べ
き
不
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足
税
額
（
当
該
減
額
更
正
前
に
賦
課
し
た
税
額
か
ら
当
該
減
額
更
正
に
基
因

し
て
変
更
し
た
税
額
を
控
除
し
た
金
額
（
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を

含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
に
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
令
第
４
８
条
の
９
の
９

第
４
項
各
号
に
掲
げ
る
町
民
税
に
あ
つ
て
は
、
第
１
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限

る
。
）
を
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控
除
す
る
。
 

足
税
額
（
当
該
減
額
更
正
前
に
賦
課
し
た
税
額
か
ら
当
該
減
額
更
正
に
基
因

し
て
変
更
し
た
税
額
を
控
除
し
た
金
額
（
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を

含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
に
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
令
第
４
８
条
の
９
の
９

第
４
項
各
号
に
掲
げ
る
町
民
税
に
あ
つ
て
は
、
第
１
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限

る
。
）
を
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控
除
す
る
。
 

(
１

)
 
第
４
０
条
の
各
納
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
減
額
更
正
に
基
因
し
て
変

更
し
た
税
額
に
係
る
納
税
通
知
書
が
発
せ
ら
れ
た
日
ま
で
の
期
間
 

(
１

)
 
第
４
０
条
の
各
納
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
減
額
更
正
に
基
因
し
て
変

更
し
た
税
額
に
係
る
納
税
通
知
書
が
発
せ
ら
れ
た
日
ま
で
の
期
間
 

(
２

)
 
当
該
減
額
更
正
に
基
因
し
て
変
更
し
た
税
額
に
係
る
納
税
通
知
書
が

発
せ
ら
れ
た
日
（
当
該
減
額
更
正
が
更
正
の
請
求
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
同
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
日
）
の
翌
日

か
ら
増
額
更
正
に
基
因
し
て
変
更
し
た
税
額
に
係
る
納
税
通
知
書
が
発
せ

ら
れ
た
日
ま
で
の
期
間
 

(
２

)
 
当
該
減
額
更
正
に
基
因
し
て
変
更
し
た
税
額
に
係
る
納
税
通
知
書
が

発
せ
ら
れ
た
日
（
当
該
減
額
更
正
が
更
正
の
請
求
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
同
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
日
）
の
翌
日

か
ら
増
額
更
正
に
基
因
し
て
変
更
し
た
税
額
に
係
る
納
税
通
知
書
が
発
せ

ら
れ
た
日
ま
で
の
期
間
 

第
４
８
条
第
３
項
中
「
の
申
告
書
」
を
「
に
規
定
す
る
申
告
書
」
に
、
「
（
法

同
条
第
２
３
項
の
規
定
」
を
「
同
条
第
２
３
項
の
規
定
」
に
、
「
場
合
で
」
を
「
場

合
に
お
い
て
、
」
に
改
め
、
同
条
４
項
中
「
の
申
告
書
」
を
「
に
規
定
す
る
申
告

書
」
に
、
「
場
合
で
」
を
「
場
合
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
中
第
６
項
を
第
７

項
と
し
、
第
５
項
を
第
６
項
と
し
、
第
４
項
の
次
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。
 

第
４
８
条
第
３
項
中
「
の
申
告
書
」
を
「
に
規
定
す
る
申
告
書
」
に
、
「
（
法

同
条
第
２
３
項
の
規
定
」
を
「
同
条
第
２
３
項
の
規
定
」
に
、「

場
合
で
」
を
「

場

合
に
お
い
て
、
」
に
改
め
、
同
条
４
項
中
「
の
申
告
書
」
を
「
に
規
定
す
る
申
告

書
」
に
、
「
場
合
で

」
を
「
場
合
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
中
第
６
項
を
第
７

項
と
し
、
第
５
項
を
第
６
項
と
し
、
第
４
項
の
次
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。
 

５
 
第
３
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
に
規
定
す
る

申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
修
正
申
告
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が

あ
つ
た
と
き
（
当
該
修
正
申
告
書
に
係
る
町
民
税
に
つ
い
て
同
条
第
１
項
、

第
２
項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お

５
 
第
３
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
に
規
定
す
る

申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
修
正
申
告
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が

あ
つ
た
と
き
（
当
該
修
正
申
告
書
に
係
る
町
民
税
に
つ
い
て
同
条
第
１
項
、

第
２
項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
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い
て
「
当
初
申
告
書
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
当

初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に

類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
い
お
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）

が
あ
つ
た
後
に
、
当
該
修
正
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、

当
該
修
正
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申
告
書
に

係
る
税
額
（
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の

部
分
に
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
詐

偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
町
民
税
を
免
れ
た
法
人
が
法
第
３
２
１
条
の

１
１
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
知
し

て
提
出
し
た
修
正
申
告
書
に
係
る
町
民
税
又
は
令
第
４
８
条
の
１
６
の
２
第

３
項
に
規
定
す
る
町
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第
１
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）

を
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控
除
す
る
。
 

い
て
「
当
初
申
告
書
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
当

初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に

類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
い
お
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）

が
あ
つ
た
後
に
、
当
該
修
正
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、

当
該
修
正
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申
告
書
に

係
る
税
額
（
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の

部
分
に
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
詐

偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
町
民
税
を
免
れ
た
法
人
が
法
第
３
２
１
条
の

１
１
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
知
し

て
提
出
し
た
修
正
申
告
書
に
係
る
町
民
税
又
は
令
第
４
８
条
の
１
６
の
２
第

３
項
に
規
定
す
る
町
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第
１
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）

を
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控
除
す
る
。
 

(
１

)
 
当
該
当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
の
納
付
が
あ
っ

た
日
（
そ
の
日
が
当
該
申
告
に
係
る
町
民
税
の
納
期
限
よ
り
前
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
納
期
限
）
の
翌
日
か
ら
当
該
減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日

ま
で
の
期
間
 

(
１

)
 
当
該
当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
の
納
付
が
あ
っ

た
日
（
そ
の
日
が
当
該
申
告
に
係
る
町
民
税
の
納
期
限
よ
り
前
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
納
期
限
）
の
翌
日
か
ら
当
該
減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日

ま
で
の
期
間
 

(
２

)
 
当
該
減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日
（
当
該
減
額
更
正
が
、
更
正
の
請

求
に
基
づ
く
も
の
（
法
人
税
に
係
る
更
正
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る

場
合
又
は
法
人
税
に
係
る
更
正
（
法
人
税
に
係
る
更
正
の
請
求
に
基
づ
く

も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
減
額
更
正
の
通
知

を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
日
）
の
翌
日
か
ら
当

該
修
正
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
３
項
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
修
正
申
告
書
が
そ
の
提
出
期
限
前

(
２

)
 
当
該
減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日
（
当
該
減
額
更
正
が
、
更
正
の
請

求
に
基
づ
く
も
の
（
法
人
税
に
係
る
更
正
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る

場
合
又
は
法
人
税
に
係
る
更
正
（
法
人
税
に
係
る
更
正
の
請
求
に
基
づ
く

も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
減
額
更
正
の
通
知

を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
日
）
の
翌
日
か
ら
当

該
修
正
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
３
項
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
修
正
申
告
書
が
そ
の
提
出
期
限
前
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に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
修
正
申
告
書
の
提
出
期
限
）
ま
で
の
期
間

に
提
出
さ
れ
た

と
き
は
、
当
該
修
正
申
告
書
の
提
出
期
限
）
ま
で
の
期
間
 

第
５
０
条
第
２
項
中
「
に
つ
い
て
も
」
を
「
が
あ
る
場
合
に
は
、
」
に

、
「
に

よ
る
も
の
と
す
る
。
な
お
」
を
「
と
し
、
」
に
、
「
と
き
は
」
を
「
場
合
に
は
」

に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
の
申
告
書
」
を
「
に
規
定
す
る
申
告
書
」
に
、
「
詐

偽
、
そ
の
他
不
正
の
」
を
「
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
」
に
、
「
更
正
、
若
し
く
は
」

を
「
更
正
若
し
く
は
」
に
、
「
場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、

「
受
け
た
こ
と
」
の
次
に
「
。
次
項
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
条

に
次
の
１
項
を
加
え
る
。
 

第
５
０
条
第
２
項
中
「
に
つ
い
て
も
」
を
「
が
あ
る
場
合
に
は
、
」
に

、
「
に

よ
る
も
の
と
す
る
。
な
お
」
を
「
と
し
、
」
に
、
「
と
き
は
」
を
「
場
合
に
は
」

に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
の
申
告
書
」
を
「
に
規
定
す
る
申
告
書
」
に
、「

詐

偽
、
そ
の
他
不
正
の
」
を
「
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
」
に
、
「
更
正
、
若
し
く
は
」

を
「
更
正
若
し
く
は
」
に
、
「
場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、

「
受
け
た
こ
と
」
の
次
に
「
。
次
項
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
条

に
次
の
１
項
を
加
え
る
。
 

４
 
第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
に
規
定
す
る

申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
修
正
申
告
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が
あ

つ
た
と
き
（
当
該
修
正
申
告
書
に
係
る
町
民
税
に
つ
い
て
同
条
第
１
項
、
第

２
項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
当
初
申
告
書
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
当
初
申

告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に
類
す

る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ

た
後
に
、
当
該
修
正
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
修
正

申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申
告
書
に
係
る
税
額

（
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
に
相
当

す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
詐
偽
そ
の
他
不
正

の
行
為
に
よ
り
町
民
税
を
免
れ
た
法
人
が
提
出
し
た
修
正
申
告
書
に
係
る
町

民
税
又
は
令
第
４
８
条
の
１
５
の
５
第
３
項
に
規
定
す
る
町
民
税
に
あ
つ
て

は
、
第
１
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
を
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期

間
か
ら
控
除
す
る
。
 

４
 
第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
に
規
定
す
る

申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
修
正
申
告
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が
あ

つ
た
と
き
（
当
該
修
正
申
告
書
に
係
る
町
民
税
に
つ
い
て
同
条
第
１
項
、
第

２
項
、
第
４
項
又
は
第
１
９
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
当
初
申
告
書

」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
当
初
申

告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に
類
す

る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ

た
後
に
、
当
該
修
正
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
修
正

申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申
告
書
に
係
る
税
額

（
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
に
相
当

す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
詐
偽
そ
の
他
不
正

の
行
為
に
よ
り
町
民
税
を
免
れ
た
法
人
が
提
出
し
た
修
正
申
告
書
に
係
る
町

民
税
又
は
令
第
４
８
条
の
１
５
の
５
第
３
項
に
規
定
す
る
町
民
税
に
あ
つ
て

は
、
第
１
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
を
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期

間
か
ら
控
除
す
る
。
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(
１

)
 
当
該
当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
の
納
付
が
あ
つ

た
日
（
そ
の
日
が
当
該
申
告
に
係
る
町
民
税
の
納
期
限
よ
り
前
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
納
期
限
）
の
翌
日
か
ら
当
該
減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日

ま
で
の
期
間
 

(
１

)
 
当
該
当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
の
納
付
が
あ
つ

た
日
（
そ
の
日
が
当
該
申
告
に
係
る
町
民
税
の
納
期
限
よ
り
前
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
納
期
限
）
の
翌
日
か
ら
当
該
減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日

ま
で
の
期
間
 

(
２

)
 
当
該
減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日
（
当
該
減
額
更
正
が
、
更
正
の
請

求
に
基
づ
く
も
の
（
法
人
税
に
係
る
更
正
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る

場
合
又
は
法
人
税
に
係
る
更
正
（
法
人
税
に
係
る
更
正
の
請
求
に
基
づ
く

も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
減
額
更
正
の
通
知

を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
日
）
の
翌
日
か
ら
当

該
修
正
申
告
書
に
係
る
更
正
の
通
知
を
し
た
日
ま
で
の
期
間
 

(
２

)
 
当
該
減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日
（
当
該
減
額
更
正
が
、
更
正
の
請

求
に
基
づ
く
も
の
（
法
人
税
に
係
る
更
正
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る

場
合
又
は
法
人
税
に
係
る
更
正
（
法
人
税
に
係
る
更
正
の
請
求
に
基
づ
く

も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
減
額
更
正
の
通
知

を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
日
）
の
翌
日
か
ら
当

該
修
正
申
告
書
に
係
る
更
正
の
通
知
を
し
た
日
ま
で
の
期
間
 

第
５
６
条
中
「
又
は
第
１
２
号
の
固
定
資
産
」
を
「
若
し
く
は
第
１
２
号
の

固
定
資
産
又
は
同
項
第
１
６
号
の
固
定
資
産
（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安

全
機
構
が
設
置
す
る
医
療
関
係
者
の
養
成
所
に
お
い
て
直
接
教
育
の
用
に
供
す

る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
」
を

「
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
」
に
改
め
る
。
 

第
５
６
条
中
「
又
は
第
１
２
号
の
固
定
資
産
」
を
「
若
し
く
は
第
１
２
号
の

固
定
資
産
又
は
同
項
第
１
６
号
の
固
定
資
産
（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安

全
機
構
が
設
置
す
る
医
療
関
係
者
の
養
成
所
に
お
い
て
直
接
教
育
の
用
に
供
す

る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
」
を

「
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
」
に
改
め
る
。
 

第
５
９
条
中
「
又
は
第
１
２
号
」
を
「
、
第
１
２
号
又
は
第
１
６
号
」
に
改

め
る
。
 

第
５
９
条
中
「
又
は
第
１
２
号
」
を
「
、
第
１
２
号
又
は
第
１
６
号
」
に
改

め
る
。
 

 
第
８
０
条
第
１
項
中
「
軽
自
動
車
税
は
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
自
動
車
、

小
型
特
殊
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
（
以
下
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
「
軽

自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。
」
を
「
軽
自
動
車

税
は
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
、
当
該
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得

者
に
環
境
性
能
割
に
よ
つ
て
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
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 有
者
に
種
別
割
に
よ
っ
て
課
す
る
。
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
軽
自
動
車
等

の
売
買
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
権
を
留

保
し
て
い
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
買
主
を
当
該

軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
す
。
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
の
取
得
者
に
は
、
法
第
４
４
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
者
を
含
ま
な
い
も

の
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
第
４
４
３
条
第
１
項
」
を
「
第
４

４
５
条
第
１
項
」
に
、
「
に
よ
つ
て
軽
自
動
車
税
」
を
「
に
よ
り
種
別
割
」
に
、

「
で
き
な
い
も
の
」
を
「
で
き
な
い
者
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に

改
め
、
「
対
し
て
軽
自
動
車
税
を
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
、
」
を

「
た
だ
し
、
」
に

、
「
も
の
」
を
「
軽
自
動
車
等
」
に
改
め
る
。
 

 
第
８
０
条
の
２
を
削
る
。
 

 
第
８
１
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
）
 

 
第
８
１
条
 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の

所
有
権
を
留
保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て

は
、
買
主
を
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
（
以

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い
う
。
）
又
は

軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
 

 
２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い

て
、
買
主
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
三
輪
以
上

の
軽
自
動
車
の
取
得
者
又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動

車
税
を
課
す
る
。
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３
 
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
製
造
に
よ
り
取
得
し
た
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
又
は
そ
の
販
売
の
た
め
そ
の
他
運
行
（
道
路
運
送
車
両
法
第

２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
運
行
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の

目
的
に
供
す
る
た
め
取
得
し
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
該
販

売
業
者
等
が
、
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受

け
た
場
合
（
当
該
車
両
番
号
の
指
定
前
に
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

売
買
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
販
売
業
者
等

を
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。
 

 
４
 
法
の
施
行
地
外
で
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該
三
輪

以
上
の
軽
自
動
車
を
法
の
施
行
地
内
に
持
ち
込
ん
で
運
行
の
用
に
供
し
た
場

合
に
は
、
当
該
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
者
を
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。
 

 
第
８
１
条
の
次
に
次
の
６
条
を
加
え
る
。
 

 
（
日
本
赤
十
字
社
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
非
課

税
の
範
囲
）
 

 
第
８
１
条
の
２
 
日
本
赤
十
字
社
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
、
直
接
そ

の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
に
対

し
て
は
、
軽
自
動
車
税
を
課
さ
な
い
。
 

 
(
1
)
 
救
急
用
の
も
の
 

 
 

 
（
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
）
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第
８
１
条
の
３
 
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
は
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取

得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額
と
し
て
施
行
規
則
第
１
５
条
の
１
０
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。
 

 
（
環
境
性
能
割
の
税
率
）
 

 
第
８
１
条
の
４
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す

る
環
境
性
能
割
の
税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
 

 
(
１

)
 
法
第
４
５
１
条
第
１
項
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
１
０
０
分
の
１
 

 
(
２

)
 
法
第
４
５
１
条
第
２
項
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
１
０
０
分
の
２
 

 
(
３

)
 
法
第
４
５
１
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
１
０
０
分

の
３
 

 
（
環
境
性
能
割
の
徴
収
の
方
法
）
 

 
第
８
１
条
の
５
 
環
境
性
能
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
申
告
納
付
の
方
法
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
）
 

 
第
８
１
条
の
６
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
４
５
４
条
第
１
項
各

号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

時
又
は
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
町
長

に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申
告
に
係
る
環
境
性
能
割
額
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
２
 
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
（
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
を
除
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 く
。
）
は
、
法
第
４
５
４
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
報
告

書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
環
境
性
能
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）
 

 
第
８
１
条
の
７
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告

し
、
又
は
報
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報

告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
１
０
万
円
以
下
の
過
料
を

科
す
る
。
 

 
２
 
前
項
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
、
町
長
が
定
め
る
。
 

 
３
 
第
１
項
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
入
通
知
書
に
指
定

す
べ
き
納
期
限
は
、
そ
の
発
付
の
日
か
ら
１
０
日
以
内
と
す
る
。
 

 
第
８
２
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
中

「
軽
自
動
車
税
の
税
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
」
を
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税
率
は
、
」
に
改

め
、
同
条
第
２
号
ア
中
「
２
輪
の
も
の
（
側
車
付
の
も
の
を
含
む
。
）
 
年
額

 
３
，
６
０
０
円
」
を
「
 
(
1
)
 
２
輪
の
も
の
（
側
車
付
の
も
の
を
含
む
。
）

 
年
額
 
３
，
６
０
０
円
」
に
、
「
３
輪
の
も
の
 
年
額
 
３
，
９
０
０
円
」

を
「
 
(
2
)
 
３
輪
の
も
の
 
年
額
 
３
，
９
０
０
円
」
に
、
「
４
輪
以
上
の
も

の
」
を
「
 
(
3
)
 
４
輪
以
上
の
も
の
」
に
、
「
乗
用
の
も
の
」
を
「
 
 
(
ⅰ

)

 
乗
用
の
も
の
」
に
、
「
営
業
用
 
年
額
 
６
，
９
０
０
円
」
を
「
 
 
営
業

用
 
年
額
 
６
，
９
０
０
円
」
に
、
「
自
家
用
 
年
額
 
１
０
，
８
０
０
円
」

を
「
 
 
自
家
用
 
年
額
 
１
０
，
８
０
０
円
」
に
、
「
貨
物
用
の
も
の
」
を
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 「
 
 
(
ⅱ

)
 
貨
物
用
の
も
の
」
に
、
「
営
業
用
 
年
額
 
３
，
８
０
０
円
」

を
「
 
 
営
業
用
 
年
額
 
３
，
８
０
０
円
」
に
、
「
自
家
用
 
年
額
 
５
，

０
０
０
円
」
を
「
 
 
自
家
用
 
年
額
 
５
，
０
０
０
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
農
耕
作
業
用
の
も
の
 
年
額
 
２
，
０
０
０
円
」
を
「
 
(
1
)
 
農
耕
作
業

用
の
も
の
 
年
額
 
２
，
０
０
０
円
」
に
、
「
そ
の
他
の
も
の
 
年
額
 
５
，

９
０
０
円
」
を
「
 
(
2
)
 
そ
の
他
の
も
の
 
年
額
 
５
，
９
０
０
円
」
に
改
め

る
。
 

 
第
８
３
条
の
見
出
し
、
同
条
、
第
８
５
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
軽
自
動

車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。
 

 
第
８
７
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第

１
項
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
、
「
本
節
」
を
「
こ
の
節
」
に
、

「
第
３
３
号
の
２
様
式
」
を
「
第
３
３
号
の
４
の
２
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第

２
項
及
び
第
３
項
中
「
第
３
３
号
の
２
様
式
」
を
「
第
３
３
号
の
４
の
２
様
式
」

に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
第
８
０
条
第
２
項
」
を
「
第
８
１
条
第
１
項
」
に

改
め
る
。
 

 
第
８
８
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第

１
項
中
「
第
８
０
条
第
２
項
」
を
「
第
８
１
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。
 

 
第
８
９
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第

１
項
中
「
直
接
専
用
す
る
も
の
と
認
め
る
」
を
｢
直
接
専
用
す
る
｣
に
改
め
、
「
軽

自
動
車
等
」
の
次
に
「
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
」
を
加
え
、
「
軽
自
動
車
税
」

を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
削
り
、
同
条
第
２
項
及
び
第
３

項
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。
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第
９
０
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第

１
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
軽
自
動
車
等
」
の
次
に
「
の
う
ち
必
要
と
認

め
る
も
の
」
を
加
え
、
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
「
こ
と
が
で

き
る
」
を
削
り
、
同
項
第
１
号
中
「
す
る
も
の
の
う
ち
町
長
が
必
要
と
認
め
る

も
の
」
を
「
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種

別
割
」
に
、
「
本
項
」
を
「
こ
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
軽
自
動
車
税
」

を
「
種
別
割
」
に
、
「
第
８
９
条
第
２
項
各
号
」
を
「
前
条
第
２
項
各
号
」
に
改

め
、
同
条
第
４
項
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。
 

 
第
９
１
条
第
２
項
前
段
中
「
第
４
４
３
条
第
１
項
」
を
「
第
４
４
５
条
」
に
、

「
第
８
０
条
の
２
」
を
「
第
８
１
条
の
２
」
に
改
め
、「

、
」
を
削
り
、「

軽
自
動

車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
項
後
段
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
｢
種
別
割

｣

に
、
「
第
４
４
３
条
第
１
項
」
を
「
第
４
４
５
条
」
に
、
「
第
８
０
条
の
２
」
を

「
第
８
１
条
の
２
」
に
改
め
、
同
条
第
７
項
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」

に
改
め
る
。
 

附
則
第
６
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

附
則
第
６
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）
 

第
６
条
 
平
成
３
０
年
度
か
ら
平
成
３
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町

民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
４
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お

け
る
第
３
４
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に

よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
項
（
第
２
号
を

除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
４
条
の
４
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項

第
６
条
 
平
成
３
０
年
度
か
ら
平
成
３
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町

民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
４
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お

け
る
第
３
４
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に

よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
項
（
第
２
号
を

除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
４
条
の
４
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
３
１
４
条
の
２
第
１
項
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（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

附
則
第
１
０
条
の
２
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
の
規
定
中
「
規
定
す
る
条
例
」

を
「
規
定
す
る
町
の
条
例
」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
附
則
第
１
５
条
第
２

項
第
６
号
」
を
「
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
７
号
」
に
、
「
規
定
す
る
条
例
」
を

「
規
定
す
る
町
の
条
例
」
に
改
め
、
同
条
第
５
項
中
「
規
定
す
る
条
例
」
を
「
規

定
す
る
町
の
条
例
」
に
改
め
、
同
条
第
６
項
中
「
市
町
村
の
条
例
」
を
「
町
の

条
例
」
に
改
め
、
同
条
第
１
２
項
中
「
市
町
村
の
条
例
」
を
「
町
の
条
例
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
１
９
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
1
項
を
加
え
る
。
 

附
則
第
１
０
条
の
２
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
の
規
定
中
「
規
定
す
る
条
例
」

を
「
規
定
す
る
町
の
条
例
」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
附
則
第
１
５
条
第
２

項
第
６
号
」
を
「
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
７
号
」
に
、
「
規
定
す
る
条
例
」
を

「
規
定
す
る
町
の
条
例
」
に
改
め
、
同
条
第
５
項
中
「
規
定
す
る
条
例
」
を
「
規

定
す
る
町
の
条
例
」
に
改
め
、
同
条
第
６
項
中
「
市
町
村
の
条
例
」
を
「
町
の

条
例
」
に
改
め
、
同
条
第
１
２
項
中
「
市
町
村
の
条
例
」
を
「
町
の
条
例
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
１
９
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
1
項
を
加
え
る
。
 

１
８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
２
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

５
分
の
４
と
す
る
。
 

１
８
 
法
附
則
第
１
５
条
第
４
２
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

５
分
の
４
と
す
る
。
 

附
則
第
１
０
条
の
２
第
１
１
項
中
「
規
定
す
る
条
例
」
を
「
規
定
す
る
町
の

条
例
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
１
７
項
と
し
、
同
条
第
１
０
項
中
「
規
定
す
る

条
例
」
を
「
規
定
す
る
町
の
条
例
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
１
６
項
と
し
、

同
条
第
９
項
中
「
市
町
村
の
条
例
」
を
「
町
の
条
例
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
１
５
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
５
項
を
加
え
る
。
 

附
則
第
１
０
条
の
２
第
１
１
項
中
「
規
定
す
る
条
例
」
を
「
規
定
す
る
町
の

条
例
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
１
７
項
と
し
、
同
条
第
１
０
項
中
「
規
定
す

る
条
例
」
を
「
規
定
す
る
町
の
条
例
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
１
６
項
と
し
、

同
条
第
９
項
中
「
市
町
村
の
条
例
」
を
「
町
の
条
例
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
１
５
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
５
項
を
加
え
る
。
 

１
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同

号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
０
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同

号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同

号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
１
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同

号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

１
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同

号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
２
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同

号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
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１
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同

号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
３
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同

号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同

号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

１
４
 
法
附
則
第
１
５
条
第
３
３
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同

号
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

附
則
第
１
０
条
の
２
第
８
項
中
「
市
町
村
の
条
例
」
を
「
町
の
条
例
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
９
項
と
し
、
同
条
第
７
項
中
「
市
町
村
の
条
例
」
を
「
町

の
条
例
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
８
項
と
し
、
同
条
第
６
項
の
次
に
次
の
１

項
を
加
え
る
。
 

附
則
第
１
０
条
の
２
第
８
項
中
「
市
町
村
の
条
例
」
を
「
町
の
条
例
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
９
項
と
し
、
同
条
第
７
項
中
「
市
町
村
の
条
例
」
を
「
町

の
条
例
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
８
項
と
し
、
同
条
第
６
項
の
次
に
次
の
１

項
を
加
え
る
。
 

７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
９
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２

分
の
１
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
１
５
条
第
２
９
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２

分
の
１
と
す
る
。
 

附
則
第
１
０
条
の
３
第
８
項
第
５
号
中
「
費
用
」
の
次
に
「
及
び
令
附
則
第

１
２
条
第
３
６
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
」
を
加
え
る
。
 

附
則
第
１
０
条
の
３
第
８
項
第
５
号
中
「
費
用
」
の
次
に
「
及
び
令
附
則
第

１
２
条
第
３
６
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
」
を
加
え
る
。
 

 
附
則
第
１
５
条
の
次
に
次
の
４
条
を
加
え
る
。
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

 
第
１
５
条
の
２
 
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
は
、
当
分
の
間
、

第
１
章
第
２
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
が
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

の
賦
課
徴
収
の
例
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
の
特
例
）
 

 
第
１
５
条
の
４
 
第
８
１
条
の
６
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
同
条
中
「
町
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
道
知
事
」
と
す
る
。
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
交
付
）
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第
１
５
条
の
５
 
町
は
、
道
が
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関

す
る
事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
た
め
、
法
附
則
第
２
９

条
の
１
６
第
１
項
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
、
徴
収
取
扱
費
と
し
て
道
に

交
付
す
る
。
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）
 

 
第
１
５
条
の
６
 
営
業
用
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
８
１
条
の
４

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。
 

第
１
号
 

１
０

０
分
の
１
 

１
０

０
分
の
０
．
５
 

第
２
号
 

１
０

０
分
の
２
 

１
０

０
分
の
１
 

第
３
号
 

１
０

０
分
の
３
 

１
０

０
分
の
２
 

 
２
 
自
家
用
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
８
１
条
の
４
（
第
３
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
１
０
０
分
の

３
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
２
」
と
す
る
。
 

附
則
第
１
６
条
第
１
項
中
「
左
欄
に
掲
げ
る
」
の
次
に
「
同
条
の
」
を
加
え
、

同
項
の
表
第
８
２
条
第
２
号
ア
の
項
中
「
第
８
２
条
第
２
号
ア
」
を
「
第
２
号

ア
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
規
定
す
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
、
「
平
成
２
７

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
」
を
「
平
成
２
８
年
４
月
1

日
か
ら
平
成
２
９
年
３
月
３
１
日
ま
で
」
に
、
「
に
お
い
て
、
平
成
２
８
年
度
分
」

を
「
に
は
、
平
成
２
９
年
度
分
」
に
改
め
、
「
左
欄
に
掲
げ
る
」
の
次
に
「
同
条

の
」
を
加
え
、
同
項
の
表
第
８
２
条
第
２
号
ア
の
項
中
「
第
８
２
条
第
２
号
ア
」

を
「
第
２
号
ア
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
規
定
す
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
、

附
則
第
１
６
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
の
次
に
「
の
種
別
割
」
を
加

え
、
同
条
第
１
項
中
「
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
６
０
条
第
１
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
」
を
「
最
初
の
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
軽

自
動
車
税
」
の
次
に
「
の
種
別
割
」
を
、
「
掲
げ
る
」
の
次
に
「
同
条
の
」
を

加
え
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

第
２
号
ア
(
2
)
 

３
，

９
０
０
円
 

４
，

６
０
０
円
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
ⅰ
)
 

６
，

９
０
０
円
 

８
，

２
０
０
円
 

１
０

，
８
０
０
円
 

１
２

，
９
０
０
円
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
ⅱ
)
 

３
，

８
０
０
円
 

４
，

５
０
０
円
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「
平
成
２
７
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
」
を
「
平
成
２

８
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
９
年
３
月
３
１
日
ま
で
」
に
、
「
に
お
い
て
、
平
成

２
８
年
度
分
」
を
「
に
は
、
平
成
２
９
年
度
分
」
に
改
め
、
「
左
欄
に
掲
げ
る
」

の
次
に
「
同
条
の
」
を
加
え
、
同
項
の
表
第
８
２
条
第
２
号
ア
の
項
中
「
第
８

２
条
第
２
号
ア
」
を
「
第
２
号
ア
」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
規
定
す
る
」

を
「
掲
げ
る
」
に
、
「
平
成
２
７
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
８
年
３
月
３
１
日
ま

で
」
を
「
平
成
２
８
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
９
年
３
月
３
１
日
ま
で
」
に
、

「
に
お
い
て
、
平
成
２
８
年
度
分
」
を
「
に
は
、
平
成
２
９
年
度
分
」
に
改
め
、

「
左
欄
に
掲
げ
る
」
の
次
に
「
同
条
の
」
を
加
え
、
同
項
の
表
第
８
２
条
第
２

号
ア
の
項
中
「
第
８
２
条
第
２
号
ア
」
を
「
第
２
号
ア
」
に
改
め
る
。
 

５
，

０
０
０
円
 

６
，

０
０
０
円
 

附
則
第
１
６
条
第
２
項
中
「
規
定
す
る
」
を
「
掲
げ
る
」
に
、
「
平
成
２
７

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
」
を
「
平
成
２
８
年
４
月

１
日
か
ら
平
成
２
９
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
」
に
、
「
に
お
い
て
、
平
成
２
８

年
度
」
を
「
に
は
、
平
成
２
９
年
度
」
に
改
め
、
「
軽
自
動
車
税
」
の
次
に
「

の

種
別
割
」
を
、
「
左
欄
に
掲
げ
る
」
の
次
に
「
同
条
の
」
を
加
え
、
同
項
の
表

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

第
２
号
ア
(
2
)
 

３
，

９
０
０
円
 

１
，

０
０
０
円
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
ⅰ
)
 

６
，

９
０
０
円
 

１
，

８
０
０
円
 

１
０

，
８
０
０
円
 

２
，

７
０
０
円
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
ⅱ
)
 

３
，

８
０
０
円
 

１
，

０
０
０
円
 

５
，

０
０
０
円
 

１
，

３
０
０
円
 

附
則
第
１
６
条
第
３
項
中
「
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
ガ
ソ
リ
ン

を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
「
掲
げ
る
法
第
４
４
６
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
三
輪
以
上
の
も
の
」
に
、
「
軽
自
動
車
が
平
成
２
７
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
２
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
」
を
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
平
成
２
８
年
４
月

１
日
か
ら
平
成
２
９
年
３
月
３
１
日
ま
で
」
に
、
「
に
お
い
て
、
平
成
２
８
年

度
」
を
「
に
は
、
平
成
２
９
年
度
」
に
改
め
、
「
軽
自
動
車
税
」
の
次
に
「
の

種
別
割
」
を
、
「
左
欄
に
掲
げ
る
」
の
次
に
「
同
条
の
」
を
加
え
、
同
項
の
表

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

第
２
号
ア
(
2
)
 

３
，

９
０
０
円
 

２
，

０
０
０
円
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
ⅰ
)
 

６
，

９
０
０
円
 

３
，

５
０
０
円
 

１
０

，
８
０
０
円
 

５
，

４
０
０
円
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 第
２
号
ア
(
3
)
(
ⅱ
)
 

３
，

８
０
０
円
 

１
，

９
０
０
円
 

５
，

０
０
０
円
 

２
，

５
０
０
円
 

附
則
第
１
６
条
第
４
項
中
「
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
」
を
「
掲
げ

る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
の
う
ち
三
輪
以
上
の
も
の
」
に
、
「
軽
自
動
車
が
平
成

２
７
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
」
を
「
軽
自
動
車
が
平

成
２
８
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
９
年
３
月
３
１
日
ま
で
」
に
、
「
に
お
い
て
、

平
成
２
８
年
度
」
を
「
に
は
、
平
成
２
９
年
度
」
に
改
め
、
「
軽
自
動
車
税
」

の
次
に
「
の
種
別
割
」
を
、
「
左
欄
に
掲
げ
る
」
の
次
に
「
同
条
の
」
を
加
え
、

同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

第
２
号
ア
(
2
)
 

３
，

９
０
０
円
 

３
，

０
０
０
円
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
ⅰ
)
 

６
，

９
０
０
円
 

５
，

２
０
０
円
 

１
０

，
８
０
０
円
 

８
，

１
０
０
円
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
ⅱ
)
 

３
，

８
０
０
円
 

２
，

９
０
０
円
 

５
，

０
０
０
円
 

３
，

８
０
０
円
 

第
１
条
の
２
 
江
差
町
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 

第
１
８
条
の
３
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
、
「
場
合
に
お
い
て
、
」

を
「
場
合
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。
 

 

第
１
９
条
中
「
）
、
第
５
３
条
の
７
、
第
６
７
条
」
の
次
に
「
、
第
８
１
条
の

６
第
１
項
」
を
加
え
、
同
条
第
２
号
及
び
第
３
号
中
「
第
９
８
条
第
１
項
」
を

「
第
８
１
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
、
第
９
８
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。
 

 

第
３
４
条
の
４
中
「
１
０
０
分
の
１
２
．
１
」
を
「
１
０
０
分
の
８
．
４
」

に
改
め
る
。
 

 

第
８
０
条
第
１
項
中
「
軽
自
動
車
税
は
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
自
動
車
、

小
型
特
殊
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
（
以
下
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
「
軽
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自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。
」
を
「
軽
自
動
車

税
は
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
、
当
該
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得

者
に
環
境
性
能
割
に
よ
つ
て
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
所

有
者
に
種
別
割
に
よ
っ
て
課
す
る
。
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
軽
自
動
車
等

の
売
買
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
権
を
留

保
し
て
い
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
買
主
を
当
該

軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
す
。
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
の
取
得
者
に
は
、
法
第
４
４
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
者
を
含
ま
な
い
も

の
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
第
４
４
３
条
第
１
項
」
を
「
第
４

４
５
条
第
１
項
」
に
、
「
に
よ
つ
て
軽
自
動
車
税
」
を
「
に
よ
り
種
別
割
」
に
、

「
で
き
な
い
も
の
」
を
「
で
き
な
い
者
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に

改
め
、
「
対
し
て
軽
自
動
車
税
を
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
、
」
を

「
た
だ
し
、
」
に

、
「
も
の
」
を
「
軽
自
動
車
等
」
に
改
め
る
。
 

第
８
０
条
の
２
を
削
る
。
 

 

第
８
０
条
の
３
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条

中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。
 

 

第
８
１
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
）
 

 

第
８
１
条
 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の

所
有
権
を
留
保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て

は
、
買
主
を
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
（
以

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い
う
。
）
又
は

 

26



 

軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い

て
、
買
主
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
三
輪
以
上

の
軽
自
動
車
の
取
得
者
又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動

車
税
を
課
す
る
。
 

 

３
 
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
製
造
に
よ
り
取
得
し
た
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
又
は
そ
の
販
売
の
た
め
そ
の
他
運
行
（
道
路
運
送
車
両
法
第

２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
運
行
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の

目
的
に
供
す
る
た
め
取
得
し
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
該
販

売
業
者
等
が
、
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受

け
た
場
合
（
当
該
車
両
番
号
の
指
定
前
に
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

売
買
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
販
売
業
者
等

を
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。

 

４
 
法
の
施
行
地
外
で
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該
三
輪

以
上
の
軽
自
動
車
を
法
の
施
行
地
内
に
持
ち
込
ん
で
運
行
の
用
に
供
し
た
場

合
に
は
、
当
該
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
者
を
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。
 

 

第
８
１
条
の
次
に
次
の
７
条
を
加
え
る
。
 

 

（
日
本
赤
十
字
社
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
非
課

税
の
範
囲
）
 

 

第
８
１
条
の
２
 
日
本
赤
十
字
社
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
、
直
接
そ
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の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
に
対

し
て
は
、
軽
自
動
車
税
を
課
さ
な
い
。
 

(
1
)
 
救
急
用
の
も
の
 

 

 
 

（
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
）
 

 

第
８
１
条
の
３
 
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
は
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取

得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額
と
し
て
施
行
規
則
第
１
５
条
の
１
０
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。
 

 

（
環
境
性
能
割
の
税
率
）
 

 

第
８
１
条
の
４
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す

る
環
境
性
能
割
の
税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
 

 

(
１

)
 
法
第
４
５
１
条
第
１
項
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
１
０
０
分
の
１
 

 

(
２

)
 
法
第
４
５
１
条
第
２
項
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
１
０
０
分
の
２
 

 

(
３

)
 
法
第
４
５
１
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
１
０
０
分

の
３
 

 

（
環
境
性
能
割
の
徴
収
の
方
法
）
 

 

第
８
１
条
の
５
 
環
境
性
能
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
申
告
納
付
の
方
法
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
）
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第
８
１
条
の
６
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
４
５
４
条
第
１
項
各

号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

時
又
は
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
町
長

に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申
告
に
係
る
環
境
性
能
割
額
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

２
 
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
（
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
を
除

く
。
）
は
、
法
第
４
５
４
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
報
告

書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
環
境
性
能
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）
 

 

第
８
１
条
の
７
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告

し
、
又
は
報
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報

告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
１
０
万
円
以
下
の
過
料
を

科
す
る
。
 

 

２
 
前
項
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
、
町
長
が
定
め
る
。
 

 

３
 
第
１
項
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
入
通
知
書
に
指
定

す
べ
き
納
期
限
は
、
そ
の
発
付
の
日
か
ら
１
０
日
以
内
と
す
る
。
 

 

 
（
環
境
性
能
割
の
減
免
）
 

 

第
８
１
条
の
８
 
町
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動

車
又
は
第
９
０
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
（
三
輪
以
上
の
も
の

に
限
る
。
）
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
環
境
性
能
割
を
減

免
す
る
。
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２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
の
減
免
を
受
け
る
た
め
の
手
続
そ
の
他

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

 

第
８
２
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
中

「
軽
自
動
車
税
の
税
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
」
を
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税
率
は
」
に
改
め
、

同
条
第
２
号
ア
中
「
２
輪
の
も
の
（
側
車
付
の
も
の
を
含
む
。
）
 
年
額
 
３
，

６
０
０
円
」
を
「
 

(
1
)
 
２
輪
の
も
の
（
側
車
付
の
も
の
を
含
む
。
）
 
年
額

 
３
，
６
０
０
円
」
に
、
「
３
輪
の
も
の
 
年
額
 
３
，
９
０
０
円
」
を
「
 
(
2
)

 
３
輪
の
も
の
 
年
額
 
３
，
９
０
０
円
」
に
、
「
４
輪
以
上
の
も
の
」
を
「
 

(
3
)
 
４
輪
以
上
の
も
の
」
に
、
「
乗
用
の
も
の
」
を
「
 
 
(
ⅰ

)
 
乗
用
の
も

の
」
に
、
「
営
業
用
 
年
額
 
６
，
９
０
０
円
」
を
「
 
 
営
業
用
 
年
額
 
６
，

９
０
０
円
」
に
、
「
自
家
用
 
年
額
 
１
０
，
８
０
０
円
」
を
「
 
 
自
家
用

 
年
額
 
１
０
，
８
０
０
円
」
に
、
「
貨
物
用
の
も
の
」
を
「
 
 
(
ⅱ

)
 
貨

物
用
の
も
の
」
に
、
「
営
業
用
 
年
額
 
３
，
８
０
０
円
」
を
「
 
 
営
業
用

 
年
額
 
３
，
８
０
０
円
」
に
、
「
自
家
用
 
年
額
 
５
，
０
０
０
円
」
を
「
 

 
自
家
用
 
年
額
 
５
，
０
０
０
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
農
耕
作
業
用
の

も
の
 
年
額
 
２
，
０
０
０
円
」
を
「
 
(
1
)
 
農
耕
作
業
用
の
も
の
 
年
額
 

２
，
０
０
０
円
」
に
、
「
そ
の
他
の
も
の
 
年
額
 
５
，
９
０
０
円
」
を
「
 
(
2
)

 
そ
の
他
の
も
の
 
年
額
 
５
，
９
０
０
円
」
に
改
め
る
。
 

 

第
８
３
条
の
見
出
し
、
同
条
、
第
８
５
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
軽
自
動

車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。
 

 

第
８
７
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
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１
項
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
、
「
本
節
」
を
「
こ
の
節
」
に
、

「
第
３
３
号
の
２
様
式
」
を
「
第
３
３
号
の
４
の
２
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第

２
項
及
び
第
３
項
中
「
第
３
３
号
の
２
様
式
」
を
「
第
３
３
号
の
４
の
２
様
式
」

に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
第
８
０
条
第
２
項
」
を
「
第
８
１
条
第
１
項
」
に

改
め
る
。
 

第
８
８
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第

１
項
中
「
第
８
０
条
第
２
項
」
を
「
第
８
１
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。
 

 

第
８
９
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第

１
項
中
「
直
接
専
用
す
る
も
の
と
認
め
る
」
を
｢
直
接
専
用
す
る
｣
に
改
め
、
「
軽

自
動
車
等
」
の
次
に
「
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
」
を
加
え
、
「
軽
自
動
車
税
」

を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
削
り
、
同
条
第
２
項
及
び
第
３

項
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。
 

 

第
９
０
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第

１
項
中
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
軽
自
動
車
等
」
の
次
に
「
の
う
ち
必
要
と

認
め
る
も
の
」
を
加
え
、
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
「
こ
と
が

で
き
る
」
を
削
り
、
同
項
第
１
号
中
「
す
る
も
の
の
う
ち
町
長
が
必
要
と
認
め

る
も
の
」
を
「
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種

別
割
」
に
、
「
本
項
」
を
「
こ
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
軽
自
動
車
税
」

を
「
種
別
割
」
に
、
「
第
８
９
条
第
２
項
各
号
」
を
「
前
条
第
２
項
各
号
」
に
改

め
、
同
条
第
４
項
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。
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第
９
１
条
第
２
項
中
「
第
４
４
３
条
第
１
項
」
を
「
第
４
４
５
条
」
に
、
「
第

８
０
条
の
２
」
を
「
第
８
１
条
の
２
」
に
改
め
、
「
、
」
を
削
り
、
「
軽
自
動
車
税
」

を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
項
後
段
中
「
軽
自
動
車
税
」
を

｢
種
別
割
｣
に
、
「
第

４
４
３
条
第
１
項
」
を
「
第
４
４
５
条
」
に
、
「
第
８
０
条
の
２
」
を
「
第
８
１

条
の
２
」
に
改
め
、
同
条
第
７
項
中
「
軽
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め

る
。
 

 

附
則
第
１
５
条
の
次
に
次
の
５
条
を
加
え
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

 

第
１
５
条
の
２
 
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
は
、
当
分
の
間
、

第
１
章
第
２
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
が
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

の
賦
課
徴
収
の
例
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
減
免
の
特
例
）
 

 

第
１
５
条
の
３
 
町
長
は
、
当
分
の
間
、
第
８
１
条
の
８
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
道
知
事
が
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
自
動
車
に
相
当
す
る

も
の
と
し
て
町
長
が
定
め
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
は
、
軽
自
動

車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
の
特
例
）
 

 

第
１
５
条
の
４
 
第
８
１
条
の
６
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
同
条
中
「
町
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
道
知
事
」
と
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
交
付
）
 

 

第
１
５
条
の
５
 
町
は
、
道
が
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関

す
る
事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
た
め
、
法
附
則
第
２
９
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条
の
１
６
第
１
項
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
、
徴
収
取
扱
費
と
し
て
道
に

交
付
す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）
 

 

第
１
５
条
の
６
 
営
業
用
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
８
１
条
の
４

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。
 

第
１
号
 

１
０
０
分
の
１
 

１
０
０
分
の
０
．
５
 

第
２
号
 

１
０
０
分
の
２
 

１
０
０
分
の
１
 

第
３
号
 

１
０
０
分
の
３
 

１
０
０
分
の
２
 

 

 

２
 
自
家
用
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
８
１
条
の
４
（
第
３
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
１
０
０
分
の

３
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
２
」
と
す
る
。
 

 

附
則
第
１
６
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
の
次
に
「
の
種
別
割
」
を
加

え
、
同
条
第
１
項
中
「
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
６
０
条
第
１
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
」
を
「
最
初
の
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
軽

自
動
車
税
」
の
次
に
「
の
種
別
割
」
を
、
「
掲
げ
る
」
の
次
に
「
同
条
の
」
を

加
え
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

第
２
号
ア
(
2
)
 

３
，
９
０
０
円
 

４
，
６
０
０
円
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
ⅰ
)
 

６
，
９
０
０
円
 

８
，
２
０
０
円
 

１
０
，
８
０
０
円
 

１
２
，
９
０
０
円
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
ⅱ
)
 

３
，
８
０
０
円
 

４
，
５
０
０
円
 

５
，
０
０
０
円
 

６
，
０
０
０
円
 

 

 

附
則
第
１
６
条
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
を
削
る
。
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附
 
則
 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
平
成
２
８
年
５
月
１
７
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
２
８
年

４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
平
成
２
８
年
５
月
１
７
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
２
８
年

４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

(
1
)
 
第
１
条
中
町
税
条
例
第
１
９
条
、
第
４
３
条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
第
４
８
条
及
び
第
５
０
条
の
改
正
規
定
並

び
に
第
３
条
中
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
２
７
年
条
例

第
２
０
号
）
附
則
第
６
条
第
７
項
の
改
正
規
定
（
「
、
新
条
例
」
を
「
、
町
税

条
例
」
に
、
「
掲
げ
る
新
条
例
」
を
「
掲
げ
る
同
条
例
」
に
改
め
る
部
分
及
び

同
項
の
表
第
１
９
条
第
３
号
の
項
中
「
第
４
８
条
第
１
項
の
申
告
書
（
法
第

３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
及
び
第
２
３
項
の
申
告
書
を
除
く
。
）
、
」
を
削
る
部

分
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
第
１
項
及
び
第
３
項
の
規
定
 
平
成
２
９
年
１
月

１
日
 

(
1
)
 
第
１
条
中
町
税
条
例
第
１
９
条
の
改
正
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
部
分
を
除

く
。
）
並
び
に
同
条
例
第
４
３
条
、
第
４
８
条
及
び
第
５
０
条
の
改
正
規
定
並

び
に
第
３
条
中
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
２
７
年
条
例

第
２
０
号
）
附
則
第
６
条
第
７
項
の
改
正
規
定
（
「
、
新
条
例
」
を
「
、
町
税

条
例
」
に
、
「
掲
げ
る
新
条
例
」
を
「
掲
げ
る
同
条
例
」
に
改
め
る
部
分
及
び

同
項
の
表
第
１
９
条
第
３
号
の
項
中
「
第
４
８
条
第
１
項
の
申
告
書
（
法
第

３
２
１
条
の
８
第
２
２
項
及
び
第
２
３
項
の
申
告
書
を
除
く
。
）
、
」
を
削
る
部

分
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
第
１
項
及
び
第
４
項
の
規
定
 
平
成
２
９
年
１
月

１
日
 

(
2
)
 
第
１
条
中
町
税
条
例
附
則
第
１
６
条
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
３
条
の

２
の
規
定
 
平
成
２
９
年
４
月
１
日
 

(
2
)
 
第
１
条
中
町
税
条
例
第
１
８
条
の
３
の
改
正
規
定
、
同
条
例
第
１
９
条
の

改
正
規
定
（
「
）
、
第
５
３
条
の
７
、
第
６
７
条
」
の
次
に
「
、
第
８
１
条
の

６
第
１
項
」
を
加
え
る
部
分
、
同
条
第
２
号
中
「
第
９
８
条
第
１
項
」
を
「
第

８
１
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
、
第
９
８
条
第
１
項
」
に
改
め
る
部
分
及
び

同
条
第
３
号
中
「
第
９
８
条
第
１
項
」
を
「
第
８
１
条
の
６
第
１
項
の
申
告

書
、
第
９
８
条
第
１
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
例
第
３
４
条
の

４
及
び
第
８
０
条
の
改
正
規
定
、
同
条
例
第
８
０
条
の
２
を
削
る
改
正
規
定
、

同
条
例
第
８
１
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
６
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
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 同
条
例
第
８
２
条
、
第
８
３
条
、
第
８
５
条
及
び
第
８
７
条
か
ら
第
９
１
条

ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
例
附
則
第
１
５
条
の
次
に
４
条
を
加
え
る
改

正
規
定
及
び
同
条
例
附
則
第
１
６
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
２
条
の
規
定
並

び
に
第
３
条
中
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
２
７
年
条
例

第
２
０
号
）
附
則
第
６
条
第
７
項
の
表
第
１
９
条
第
３
号
の
項
の
改
正
規
定

（
「
第
９
８
条
第
１
項
」
を
「
第
８
１
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
、
第
９
８
条

第
１
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
第
３
項
及
び
附
則
第
４
条

の
規
定
 
平
成
２
９
年
４
月
１
日
 

(
3
)
 

略
 

(
3
)
 

略
 

(
4
)
 
第
１
条
の
２
及
び
第
２
条
の
規
定
並
び
に
第
３
条
中
町
税
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
２
７
年
条
例
第
２
０
号
）
附
則
第
６
条
第
７
項

の
表
第
１
９
条
第
３
号
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
９
８
条
第
１
項
」
を
「
第
８

１
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
、
第
９
８
条
第
１
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

並
び
に
附
則
第
２
条
の
２
及
び
第
４
条
の
規
定
 
平
成
３
１
年
１
０
月
１
日

 

（
町
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

（
町
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

第
２
条
 
略
 

第
２
条
 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

 
３
 
新
条
例
第
３
４
条
の
４
の
規
定
は
、
前
条
第
２
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
町
民
税
及
び
同
日
以
後
に
開
始
す

る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し

た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
町
民
税
及
び
同
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
分

の
法
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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３
 
略
 

４
 
略
 

第
２
条
の
２
 
第
１
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
町
税
条
例
（
附
則
第
４
条

に
お
い
て
「
３
１
年
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
４
条
の
４
の
規
定
は
、
附
則
第

１
条
第
４
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法

人
の
町
民
税
及
び
同
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
町
民
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
町
民
税
及
び

同
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

 

第
３
条
の
２
 
新
条
例
附
則
第
１
６
条
の
規
定
は
、
平
成
２
９
年
度
分
の
軽
自
動

車
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
 

 

 
（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

第
４
条
 
３
１
年
新
条
例
の
規
定
中
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
部
分

は
、
附
則
第
１
条
第
４
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
三

輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て

適
用
す
る
。
 

第
４
条
 
新
条
例
 
 
の
規
定
中
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
部
分

は
、
附
則
第
１
条
第
２
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
三

輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て

適
用
す
る
。
 

２
 
３
１
年
新
条
例
の
規
定
中
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成

３
２
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成

３
１
年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

２
 
新
条
例
 
 
 
の
規
定
中
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成

２
９
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成

２
８
年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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町税コンビニエンスストア収納に伴う督促手数料廃止について 

 

１．提案の理由について 

 (1) 納税環境の整備 

町税等の収納方法については、平成 15 年 4 月 1日付地方自治法施行令の改正によりコンビニエ

ンスストアにおいても収納ができる旨改正がされ、全国の各自治体でもコンビエンスストア収納

を推進しながら納税の利便や収納率向上に取り組んでおり、当町においても納税環境の整備を図

り、納税者の利便性及び収納率向上にむけて平成 29 年度からコンビニエンスストア収納の開始し

ようとするものです。 

 

 (2) 督促手数料の廃止 

   町税の督促手数料については、地方税法において納期限後 20 日以内に督促状を発することとな

っており、督促状を発した場合においては条例の定めるところによって手数料を徴収することがで

きるとしており、当町では、督促手数料が発生した場合には町内の金融機関等へ連絡し、納付書に

督促手数料を加筆して収納をしているところです。 

しかし、コンビニ収納の場合は、バーコード処理のため加筆や修正ができないため、納期毎に

該当者へ督促手数料を加えた新たな納付書の作成送付をすることとなり、督促手数料を徴収する

ために新たな事務作業及び事務費が生ずるという不合理な状況となります。 

   このため、コンビニ収納を実施している自治体では導入にあわせて督促手数料を廃止していると

ころも多く、当町においても、これらの事務費や作業等の費用対効果等を総体的に勘案し、コンビ

ニ収納実施にあたって督促手数料を廃止するものであります。 

   また、後期高齢者医療に関する条例、介護保険条例、税外諸収入金の徴収に関する条例につきま

しても、整合性を図るため督促手数料を廃止するものです。 

 

２．改正の主な内容について 

  町税及び国民健康保険税等の未納者に対し、納期限後２０日以内に発する督促状に係る督促手数料

（督促状１通につき 100 円）を廃止するものです。（督促状は従前どおり発送） 

 

３．一部改正する条例名 

  (1) 江差町税条例の一部改正 

  (2) 江差町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部改正 

  (3) 江差町後期高齢者医療に関する条例の一部改正 

  (4) 江差町介護保険条例の一部改正 
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４．町税等の納税納付書の状況（平成２７年度現年分） 

税   目 納税義務者数 納付書納付者 期別 納付書枚数 備考 

町

税 

町道民税（普徴分） ９９３ ８３７ ４ ３，３４８ 

固定資産税 ３，４８０ ２，５０８ ４ １０，０３２ 

軽自動車税 ２，８４９ ２，５３８ １ ２，５３８ 

国民健康保険税 １，３６６ ９６４ ６ ５，７８４ 

後期高齢者医療保険料 １，４４５ １９９ ６ １，１９４ 

介護保険料 ２，７５９ ２６２ ８ ２，０９６ 

計 １２，８９２ ７，３０８ ２４，９９２ 

 

５．督促手数料の状況（平成２７年度現年分） 

税   目 督促件数（件） 督促手数料調定額（円） 

町

税 

町道民税 ８５１ ８５，１００ 

固定資産税 １，３６８ １３６，８００ 

軽自動車税 ４４５ ４４，５００ 

国民健康保険税 １，１２９ １１２，９００ 

後期高齢者医療保険料 ２０２ ２０，２００ 

介護保険料 ４６９ ４６，９００ 

 計 ４，４６４ ４４６，４００ 

                             

６．町税等の収入状況 

税   目 
自主納付 口座振替 特別徴収 

合  計 
金 額（円） 比率 金 額（円） 比率 金 額（円） 比率 

町

税 

町道民税 75,956,690 14.09% 16,608,900 3.08% 446,424,900 82.83% 538,990,490

固 定 資 産

税 
287,060,969 81.66% 64,482,100 18.34% 0 0.00% 351,543,069

軽 自 動 車

税 
13,101,900 89.62% 1,516,800 10.38% 0 0.00% 14,618,700

国民健康保険税 117,633,823 67.00% 38,521,800 21.94% 19,405,300 11.05% 175,560,923

後期高齢者保険料 12,038,700 18.07% 8,204,000 12.32% 46,362,900 69.61% 66,605,600

介護保険料 11,342,400 6.57% 1,693,200 0.98% 159,679,800 92.45% 172,715,400

計 517,134,482 39.18% 131,026,800 9.92% 671,872,900 50.90% 1,320,034,182
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７．督促手数料の廃止の場合の経費等の状況（町税分） 

 【経費収支】 

内訳 現行 手数料（継続） 手数料（廃止）  

収入 

督促手数料 376 千円 376 千円 0円  

収納率効果 0 円 490 千円 490 千円 納付書納付の 0.1% 

計 376 千円 866 千円 490 千円  

支出 

督促状発送経費 

（約 4,000 件） 

※国保 8期推計件数 

360 千円 520 千円 360 千円  

封筒、郵送料 
封筒、郵送料、

再発納付書 
封筒、郵送料 

 

コンビニ基本手数料 0 円 130 千円 130 千円 @10.8 千円×12 月 

コンビニ取扱手数料 0 円 210 千円 210 千円 

3,250 件分（利用率

15％）×64.8 円＝

210,600 

計 360 千円 860 千円 700 千円  

差  引  額 36 千円 6 千円 ▲210 千円 

                           

 【作業時間】 

 
現行（国保 8期）

手数料継続 

（ｼｽﾃﾑ改修有） 

手数料継続 

（ｼｽﾃﾑ改修無） 
手数料廃止あり 

督促発布作業回数 11 回 11 回 11 回 11 回 

1 回の作業時間（延べ） 約 3時間 約 6時間 11 時間 約 3時間 

合計時間 約 33 時間 約 66 時間 約 121 時間 約 33 時間 

比  較 ― 約 33 時間増 約 88 時間増 増減なし 

   

 

８．道内における督促手数料の状況 

   市町村数 手数料徴収 手数料なし 取扱率 

道内市町村 １７９ ４６ １３３ 25.7％ 

 うち管内 ７ ６ １ 85.7％ 

うちコンビニ収納導入 ４７ １０ ３７ 21.3％ 

  うち管内 １ ０ １ 0.0％ 
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９．コンビニエンスストア収納導入における効果 

 《メリット》 

  ・納税者の利便性の向上（納付場所、納付時間の拡大） 

  ・収納率向上に期待ができる。 

 

 《デメリット》 

  ・新たに取扱手数料が生じる。 

  ・収入されるまでに時間がかかる（最大で月 6回収入） 

 

１０．施行期日 

  平成２９年４月１日から施行する。ただし、この条例の施行の日以前に発した督促状に係る督促手

数料については、なお従前の例による。 
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町
税
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
収
納
に
伴
う
督
促
手
数
料
廃
止
の
関
連
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
正
 
後
 

現
 
 
 
行
 

江
差

町
税
外
諸
収

入
金
の
徴
収

に
関
す
る
条

例
の
一
部
改

正
 

江
差

町
税
外
諸
収

入
金
の
徴
収

に
関
す
る
条

例
の
一
部
改

正
 

（
督
促
）
 

（
督
促
）
 

第
２
条
 
納
付
義
務
者
が
、
納
期
限
ま
で
に
収
入
金
を
完
納
し
な
い
場
合
に
は
、

町
長
は
、
納
期
限
後
2
0
 
日
以
内
に
、
督
促
状
に
よ
り
期
限
を
指
定
し
て
督
促
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
２
条
 
納
付
義
務
者
が
、
納
期
限
ま
で
に
収
入
金
を
完
納
し
な
い
場
合
に
は
、

町
長
は
、
納
期
限
後
2
0
 
日
以
内
に
、
督
促
状
に
よ
り
期
限
を
指
定
し
て
督
促
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
督
促
状
に
よ
り
指
定
す
べ
き
期
限
は
、
督
促
状
を
発
し
た
日
か
ら
起

算
し
て
1
0
日
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
督
促
状
に
よ
り
指
定
す
べ
き
期
限
は
、
督
促
状
を
発
し
た
日
か
ら
起

算
し
て
1
0
日
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。
 

〈
削
除
〉
 

３
 
第
１
項
の
督
促
状
を
発
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
1
通
に
付
き
1
0
0
円
の
督
促

手
数
料
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

お
い
て
は
、
こ
れ
を
徴
収
し
な
い
。
 

 
 

 
 

江
差

町
後
期
高
齢

者
医
療
に
関

す
る
条
例
の

一
部
改
正
 

江
差

町
後
期
高
齢

者
医
療
に
関

す
る
条
例
の

一
部
改
正
 

 
（
保
険
料
の
督
促
手
数
料
）
 

〈
削
除
〉
 

第
６
条
 
保
険
料
の
督
促
手
数
料
は
、
督
促
状
１
通
に
つ
い
て
、
1
0
0
円
と
す
る
。
 

（
延
滞
金
）
 

（
延
滞
金
）
 

第
６
条
 
（
略
）
 

第
７
条
 
（
略
）
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（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

第
７
条
 
（
略
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

（
罰
則
）
 

（
罰
則
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

第
１
０
条
 
（
略
）
 

第
１
０
条
 
（
略
）
 

第
１
１
条
 
（
略
）
 

 
 

 
 

江
差

町
介
護
保
険

条
例
の
一
部

改
正
 

江
差

町
介
護
保
険

条
例
の
一
部

改
正
 

（
保
険
料
の
督
促
）
 

（
保
険
料
の
督
促
）
 

第
８
条
 
町
長
は
、
普
通
徴
収
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
（
以
下
「
納
付
義

務
者
」
と
い
う
。
）
が
納
期
限
（
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
１
項
に

規
定
す
る
納
期
に
よ
り
が
た
い
場
合
は
、
別
に
定
め
ら
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
）

ま
で
に
完
納
し
な
い
と
き
は
、
納
期
限
後
2
0
日
以
内
に
督
促
状
を
発
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
1
4
3
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
地
方
税
法
第
1
3
条
の

2
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
及
び
第
1
3
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
の
納
付
を
猶
予

す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
８
条
 
町
長
は
、
普
通
徴
収
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
（
以
下
「
納
付
義

務
者
」
と
い
う
。
）
が
納
期
限
（
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
１
項

に
規
定
す
る
納
期
に
よ
り
が
た
い
場
合
は
、
別
に
定
め
ら
れ
た
納
期
限
と
す

る
。
）
ま
で
に
完
納
し
な
い
と
き
は
、
納
期
限
後
2
0
日
以
内
に
督
促
状
を
発
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
1
4
3
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
地
方
税

法
第
1
3
条
の
2
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
及
び
第
1
3
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
料

の
納
付
を
猶
予
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
〈
削
除
〉
 

２
 
保
険
料
の
督
促
手
数
料
は
、
督
促
状
一
通
に
つ
き
、
1
0
0
円
と
す
る
。
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指定地域密着型（介護予防）サービス基準に係る条例の一部改正について  
１ 改正理由 
   平成２７年に介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部が改正され、平成２８

年度より利用定員１８人以下の小規模な通所介護が、道から町が所管する「地域密着

型サービス」に移行しました。 
   これに伴い、当該サービスの設備基準、運営基準等の必要な事項を定めるため、条

例の一部を改正するものです。あわせて認知症対応型通所介護に運営推進会議を位置

付けるものです。 
   なお、当該法改正は国の省令に基づき平成２８年４月から適用されておりますが、

町条例の改正は平成２８年度末までの制定が義務付けられていることから改正を行う

ものです。  
２ 改正する条例  
  （１）江差町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２５年条例第１２号）  
   この条例は指定地域密着型サービスについての人員基準、設備基準、運営基準等を

定めたものです。 
   ●基準省令：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成１８年厚生労働省令第３４号）  
  （２）江差町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例（平成２５年条例第１３号）  
   この条例は指定地域密着型介護予防サービスについての人員基準、設備基準、運営

基準等を定めたものです 
   ●指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 
（平成１８年厚生労働省令第３６号） 
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新

旧
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表

 

改
正

後
 

改
正

前
 

目
次
 

目
次
 

第
１

章
 
総
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（

第
１

条
―
第
３
条

の
２
）
 

第
１

章
 
総
則
（

第
１

条
―
第
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条
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２
）
 

第
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章
 
定

期
巡

回
・

随
時
対
応
型

訪
問
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護
看

護
 

第
２

章
 
定
期
巡

回
・

随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看

護
 

第
１
節
 
基
本
方
針

等
（
第

４
条

・
第
５
条
）
 

第
１
節

 
基
本
方
針

等
（
第

４
条

・
第

５
条
）
 

第
２
節
 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
６
条
・
第
７
条

）
 

第
２
節

 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
６

条
・
第
７
条

）
 

第
３
節
 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
８
条
）
 

第
３
節

 
設
備
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す
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基

準
（

第
８

条
）
 

第
４
節
 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
９
条
―
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４
２

条
）
 

第
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節
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営
に
関

す
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準
（

第
９

条
―
第
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２

条
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第
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節
 
連
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型
指

定
定
期

巡
回

・
随
時
対
応
型
訪

問
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護

看
護
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人
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す
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（
第
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条
・
第
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条
）
 

第
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節

 
連
携
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指
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定
期

巡
回
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時
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人
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に
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の
特

例
（
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条
・
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条
）
 

第
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章
 
夜

間
対

応
型

訪
問
介
護
 

第
３

章
 
夜
間
対

応
型

訪
問
介
護
 

第
１
節
 
基
本
方
針

等
（
第

４
５

条
・
第
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６
条
）
 

第
１
節

 
基
本
方
針

等
（
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・
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６
条
）
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節
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す
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（
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・
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条
）
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２
節
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員
に
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す
る
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準
（
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４

７
条
・
第
４

８
条
）
 

第
３
節
 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
４
９
条
）
 

第
３
節

 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
４

９
条
）
 

第
４
節
 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
５
０
条
―
第
５

９
条
）
 

第
４
節

 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
５

０
条
―
第
５

９
条
）
 

第
３

章
の
２

 
地

域
密

着
型
通
所
介

護
 

第
１
節
 
基
本
方
針

（
第
６

０
条

）
 

第
２
節
 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
６
１
条
・
第
６

２
条
）
 

第
３
節
 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
６
３
条
）
 

第
４
節
 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
６
４
条
―
第
７

８
条
）
 

（
新
設

）
 

（
新
設

）
 

（
新
設

）
 

（
新
設

）
 

（
新
設

）
 

第
４

章
 
認

知
症

対
応

型
通
所
介
護
 

第
４

章
 
認
知
症

対
応

型
通
所
介
護
 

第
１
節
 
基
本
方
針

（
第
７

９
条

）
 

第
１
節

 
基
本
方
針

（
第
６

０
条

）
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第
２
節
 
人
員
及
び

設
備
に

関
す

る
基
準
 

第
２
節

 
人
員
及
び

設
備
に

関
す

る
基

準
 

第
１
款

 
単

独
型

指
定
認
知
症
対
応
型

通
所

介
護

及
び
併
設
型
指
定
認

知
症

対

応
型
通

所
介
護
（
第

８
０
条

―
第

８
２

条
）
 

第
１

款
 
単

独
型

指
定
認
知
症
対
応

型
通
所

介
護

及
び
併
設
型
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定
認

知
症
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応
型
通

所
介
護
（
第

６
１
条
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６
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条
）
 

第
２
款
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用
型
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認
知
症
対
応
型
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介
護

（
第
８
３
条
―
第
８

５
条

）
第
２

款
 
共

用
型

指
定
認
知
症
対
応

型
通
所

介
護

（
第
６
４
条
―
第

６
６
条

）
 

第
３
節
 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
８
６
条
―
第
９

９
条
）
 

第
３
節
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営
に
関

す
る
基

準
（

第
６

７
条
―
第
８

０
条
）
 

第
５

章
 
小

規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
 

第
５

章
 
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
 

第
１
節
 
基
本
方
針

（
第
１

０
０

条
）
 

第
１
節

 
基
本
方
針

（
第
８

１
条

 
 
）

 

第
２
節
 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
１
０
１
条
―
第

１
０
３

条
）

 
第

２
節

 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
８

２
条
―
第
８

４
条
 
 
 
 
）

 

第
３
節
 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
１
０
４
条
・
第

１
０
５

条
）

 
第

３
節

 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
８

５
条
・
第
８

６
条
 
 
 
 
）

 

第
４
節
 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
１
０
６
条
―
第

１
２
７

条
）

 
第

４
節

 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
８

７
条
―
第
１

０
８
条

 
 
）

 

第
６

章
 
認

知
症

対
応

型
共
同
生
活

介
護
 

第
６

章
 
認
知
症

対
応

型
共
同
生
活

介
護
 

第
１
節
 
基
本
方
針

（
第
１

２
８

条
）
 

第
１
節

 
基
本
方
針

（
第
１

０
９

条
）
 

第
２
節
 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
１
２
９
条
―
第

１
３
１

条
）

 
第

２
節

 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
１

１
０
条
―
第

１
１
２

条
）

 

第
３
節
 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
１
３
２
条
）
 

第
３
節

 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
１

１
３
条
）
 

第
４
節
 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
１
３
３
条
―
第

１
４
７

条
）

 
第

４
節

 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
１

１
４
条
―
第

１
２
８

条
）

 

第
７

章
 
地

域
密

着
型

特
定
施
設
入

居
者
生

活
介

護
 

第
７

章
 
地
域
密

着
型

特
定
施
設
入

居
者
生
活
介

護
 

第
１
節
 
基
本
方
針

（
第
１

４
８

条
）
 

第
１
節

 
基
本
方
針

（
第
１

２
９

条
）
 

第
２
節
 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
１
４
９
条
・
第

１
５
０

条
）

 
第

２
節

 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
１

３
０
条
・
第

１
３
１

条
）

 

第
３
節
 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
１
５
１
条
）
 

第
３
節

 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
１

３
２
条
）
 

第
４
節
 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
１
５
２
条
―
第

１
６
８

条
）

 
第

４
節

 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
１

３
３
条
―
第

１
４
９

条
）

 

第
８

章
 
地

域
密

着
型

介
護
老
人
福

祉
施
設

入
所

者
生

活
介
護
 

第
８

章
 
地
域
密

着
型

介
護
老
人
福

祉
施
設
入
所

者
生

活
介
護
 

第
１
節
 
基
本
方
針

（
第
１

６
９

条
）
 

第
１
節

 
基
本
方
針

（
第
１

５
０

条
）
 

第
２
節
 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
１
７
０
条
）
 

第
２
節

 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
１

５
１
条
）
 

第
３
節
 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
１
７
１
条
）
 

第
３
節

 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
１

５
２
条
）
 

第
４
節
 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
１
７
２
条
―
第

１
９
６

条
）

 
第

４
節

 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
１

５
３
条
―
第

１
７
７

条
）

 

45



第
５
節
 
ユ
ニ
ッ
ト

型
指
定

地
域

密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施

設
の

基
本
方
針
並
び

に
設

備
及
び
運
営

に
関

す
る
基
準
 

第
５
節

 
ユ
ニ
ッ
ト

型
指
定

地
域

密
着

型
介
護
老
人

福
祉
施

設
の

基
本

方
針
並
び

に
設

備
及
び
運
営

に
関

す
る

基
準
 

第
１
款

 
こ

の
節

の
趣
旨
及
び
基
本
方

針
（

第
１

９
７
条
・
第
１
９
８

条
）
 

第
１

款
 
こ

の
節

の
趣
旨
及
び
基
本

方
針
（

第
１

７
８
条
・
第
１
７

９
条
）
 

第
２
款

 
設

備
に

関
す
る
基
準
（
第
１

９
９

条
）

 
第
２

款
 
設

備
に

関
す
る
基
準
（
第

１
８
０

条
）

 

第
３
款

 
運

営
に

関
す
る
基
準
（
第
２

０
０

条
―

第
２
０
８
条
）
 

第
３

款
 
運

営
に

関
す
る
基
準
（
第

１
８
１

条
―

第
１
８
９
条
）
 

第
９

章
 
看

護
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護
 

第
９

章
 
複
合
型

サ
ー

ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
１
節
 
基
本
方
針

（
第
２

０
９

条
）
 

第
１
節

 
基
本
方
針

（
第
１

９
０

条
）
 

第
２
節
 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
２
１
０
条
―
第

２
１
２

条
）

 
第

２
節

 
人
員
に
関

す
る
基

準
（

第
１

９
１
条
―
第

１
９
３

条
）

 

第
３
節
 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
２
１
３
条
・
第

２
１
４

条
）

 
第

３
節

 
設
備
に
関

す
る
基

準
（

第
１

９
４
条
・
第

１
９
５

条
）

 

第
４
節
 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
２
１
５
条
―
第

２
２
１

条
）

 
第

４
節

 
運
営
に
関

す
る
基

準
（

第
１

９
６
条
―
第

２
０
２

条
）

 

附
則
 

附
則
 

（
定

期
巡
回

・
随

時
対

応
型
訪
問
介

護
看
護
従
業

者
の

員
数
）
 

（
定

期
巡
回
・
随

時
対

応
型
訪
問
介

護
看
護
従
業

者
の

員
数
）
 

第
６
条

 
（
略
）
 

第
６
条

 
（

略
）
 

２
～
４

 
（
略
）
 

２
～
４

 
（

略
）
 

５
 
指

定
定
期
巡
回

・
随
時
対
応

型
訪

問
介
護
看
護

事
業
所
に
次

の
各

号
に
掲
げ
る

い

ず
れ

か
の
施

設
等

が
併

設
さ
れ
て
い

る
場
合

に
お

い
て

、
当
該
施
設

等
の
入

所
者

等

の
処

遇
に
支

障
が

な
い

場
合
は
、
前

項
本
文

の
規

定
に

か
か
わ
ら
ず

、
午
後

６
時

か

ら
午

前
８
時

ま
で

の
間

に
お
い
て
、

当
該
施

設
等

の
職

員
を
オ
ペ
レ

ー
タ
ー

と
し

て

充
て

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

５
 
指

定
定

期
巡
回

・
随
時
対
応

型
訪

問
介
護
看
護

事
業
所
に
次

の
各

号
に

掲
げ
る

い

ず
れ

か
の
施
設
等

が
併

設
さ
れ
て
い

る
場
合
に
お

い
て

、
当
該
施
設

等
の
入
所
者

等

の
処

遇
に
支
障
が

な
い

場
合
は
、
前

項
本
文
の
規

定
に

か
か
わ
ら
ず

、
午
後
６
時

か

ら
午

前
８
時
ま
で

の
間

に
お
い
て
、

当
該
施
設
等

の
職

員
を
オ
ペ
レ

ー
タ
ー
と
し

て

充
て

る
こ
と
が
で

き
る

。
 

（
１

）
 
指

定
短

期
入

所
生
活
介
護

事
業
所

（
指

定
居

宅
サ
ー
ビ
ス

等
基
準

第
１

２

１
条
第
１
項
に
規
定

す
る
指

定
短

期
入
所
生
活
介
護

事
業
所

を
い

う
。
第
１
７
０

条
第
１
２
項
に
お
い

て
同
じ

。
）

 

（
１

）
 
指
定
短

期
入

所
生
活
介
護

事
業
所
（
指

定
居

宅
サ
ー
ビ
ス

等
基
準
第
１

２

１
条
第

１
項
に
規
定

す
る
指

定
短

期
入

所
生
活
介
護

事
業
所

を
い

う
。

第
１
５
１

条
第
１

２
項
に
お
い

て
同
じ

。
）

 

（
２

）
・
（
３
）

 
（

略
）
 

（
２

）
・
（
３
）

 
（

略
）
 

（
４

）
 
指

定
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護

事
業

所
（

第
１
０
１
条

第
１
項

に
規

定

す
る
指
定
小
規
模
多

機
能
型

居
宅

介
護
事
業
所
を
い

う
。
）
 

（
４

）
 
指
定
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業

所
（

第
８
２
条
第

１
項

 
 
に
規

定

す
る
指

定
小
規
模
多

機
能
型

居
宅

介
護

事
業
所
を
い

う
。
）
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（
５

）
 
指

定
認

知
症

対
応
型
共
同

生
活
介

護
事

業
所

（
第
１
２
９

条
第
１

項
に

規

定
す
る
指
定
認
知
症

対
応
型

共
同

生
活
介
護
事
業
所

を
い
う

。
第
８

３
条
第

１
項

、

第
８
４
条
、
第
１
０

１
条
第

６
項

第
１
号
、
第
１
０

２
条
第

３
項

及
び
第
１
０
３

条
に
お
い
て
同
じ
。

）
 

（
５

）
 
指
定
認

知
症

対
応
型
共
同

生
活
介
護
事

業
所

（
第
１
１
０

条
第
１
項
に

規

定
す
る

指
定
認
知
症

対
応
型

共
同

生
活

介
護
事
業
所

を
い
う

。
第
６

４
条
第

１
項

、

第
６
５

条
、
第
８
２

条
第
６

項
第

１
号

 
 
、
第
８
３

条
第
３

項
 
 
及
び

第
８
４
条
 

に
お
い

て
同
じ
。
）
 

（
６

）
 
指

定
地

域
密

着
型
特
定
施

設
（
第

１
４

８
条

第
１
項
に
規

定
す
る

指
定

地

域
密
着
型
特
定
施
設

を
い
う

。
第

８
３
条
第
１
項
、

第
８
４

条
第

１
項
及
び
第
１

０
１
条
第
６
項
第
２

号
に
お

い
て

同
じ
。
）
 

（
６

）
 
指
定
地

域
密

着
型
特
定
施

設
（
第
１
２

９
条

第
１
項
に
規

定
す
る
指
定

地

域
密
着

型
特
定
施
設

を
い
う

。
第

６
４

条
第
１
項
、

第
６
５

条
第

１
項

及
び
第
８

２
条
第

６
項
第
２
号

 
 
に
お

い
て

同
じ

。
）
 

（
７

）
 
指

定
地

域
密

着
型
介
護
老

人
福
祉

施
設

（
第

１
６
９
条
第

１
項
に

規
定

す

る
指
定
地
域
密
着
型

介
護
老

人
福

祉
施
設
を
い
う
。

第
８
３

条
第

１
項
、
第
８
４

条
第
１
項
及
び
第
１

０
１
条

第
６

項
第
３
号
に
お
い

て
同
じ

。
）

 

（
７

）
 
指
定
地

域
密

着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設

（
第

１
５
０
条
第

１
項
に
規
定

す

る
指
定

地
域
密
着
型

介
護
老

人
福

祉
施

設
を
い
う
。

第
６
４

条
第

１
項

、
第
６
５

条
第
１

項
及
び
第
８

２
条
第

６
項

第
３

号
 
 
に
お
い

て
同
じ

。
）

 

（
８

）
 
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

事
業

所
（
第
２
１

０
条
第

１
項

に

規
定
す
る
指
定
看
護

小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介
護
事

業
所
を

い
う

。
第
５
章
か
ら

第
９
章
ま
で
に
お
い

て
同
じ

。
）

 

（
８

）
 
指
定
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
事

業
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第

１
９

１
条
第
１
項

に

規
定
す

る
指
定
複
合

型
サ
ー

ビ
ス

事
業

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

い
う

。
第

５
章
か
ら

第
８
章

ま
で
に
お
い

て
同
じ

。
）

 

（
９

）
～
（
１
１

）
 

（
略
）
 

（
９

）
～
（
１
１

）
 

（
略
）
 

６
～
１

１
 
（
略
）
 

６
～
１

１
 

（
略
）
 

１
２
 

指
定
定
期
巡

回
・
随
時
対

応
型

訪
問
介
護
看

護
事
業
者
が

指
定

訪
問
看
護
事

業

者
（

指
定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等
基
準
第

６
０
条

第
１

項
に

規
定
す
る
指

定
訪
問

看
護

事

業
者

を
い
う

。
以

下
同

じ
。
）
の
指

定
を
併

せ
て

受
け

、
か
つ
、
指

定
定
期

巡
回

・

随
時

対
応
型
訪
問

介
護

看
護
の
事
業

と
指
定

訪
問

看
護

（
指
定
居
宅

サ
ー
ビ

ス
等

基

準
第

５
９
条

に
規

定
す

る
指
定
訪
問

看
護
を

い
う

。
以

下
同
じ
。
）

の
事
業

と
が

同

一
の

事
業
所

に
お

い
て

一
体
的
に
運

営
さ
れ

て
い

る
場

合
に
、
指
定

居
宅
サ

ー
ビ

ス

等
基

準
第
６

０
条

第
１

項
第
１
号
イ

の
規
定

に
相

当
す

る
法
第
７
４

条
第
１

項
及

び

第
２

項
の
規

定
に

基
づ

く
北
海
道
の

条
例
（
以
下
「
北

海
道
基
準
条

例
」
と
い
う
。
）

の
規

定
に
規

定
す

る
人

員
に
関
す
る

基
準
を

満
た

す
と

き
（
指
定
居

宅
サ
ー

ビ
ス

等

基
準

第
６
０

条
第

５
項

の
規
定
に
相

当
す
る

北
海

道
基

準
条
例
の
規

定
に
よ

り
同

条

１
２
 

指
定
定
期
巡

回
・
随
時
対

応
型

訪
問

介
護
看

護
事
業
者
が

指
定

訪
問

看
護
事

業

者
（

指
定
居
宅
サ

ー
ビ

ス
等
基
準
第

６
０
条
第
１

項
に

規
定
す
る
指

定
訪
問
看
護

事

業
者

を
い
う
。
以

下
同

じ
。
）
の
指

定
を
併
せ
て

受
け

、
か
つ
、
指

定
定
期
巡
回

・

随
時

対
応
型
訪
問

介
護

看
護
の
事
業

と
指
定
訪
問

看
護

（
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等

基

準
第

５
９
条
に
規

定
す

る
指
定
訪
問

看
護
を
い
う

。
以

下
同
じ
。
）

の
事
業
と
が

同

一
の

事
業
所
に
お

い
て

一
体
的
に
運

営
さ
れ
て
い

る
場

合
に
、
指
定

居
宅
サ
ー
ビ

ス

等
基

準
第
６
０
条

第
１

項
第
１
号
イ

の
規
定
に
相

当
す

る
法
第
７
４

条
第
１
項
及

び

第
２

項
の
規
定
に

基
づ

く
北
海
道
の

条
例
（
以
下
「
北

海
道
基
準

条
例
」
と
い
う
。
）

の
規

定
に
規
定
す

る
人

員
に
関
す
る

基
準
を
満
た

す
と

き
（
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス

等

基
準

第
６
０
条
第

５
項

の
規
定
に
相

当
す
る
北
海

道
基

準
条
例
の
規

定
に
よ
り
同

条
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第
１

項
第
１

号
イ

及
び

第
２
号
の
規

定
に
相

当
す

る
北

海
道
基
準
条

例
の
規

定
に

規

定
す

る
基
準

を
満

た
し

て
い
る
も
の

と
み
な

さ
れ

て
い

る
と
き
及
び

第
２
１

０
条

第

１
０

項
の
規

定
に

よ
り

同
条
第
４
項

に
規
定

す
る

基
準

を
満
た
し
て

い
る
も

の
と

み

な
さ

れ
て
い
る
と

き
を

除
く
。
）
は

、
当
該

指
定

定
期

巡
回
・
随
時

対
応
型
訪
問

介

護
看

護
事
業
者
は

、
第

１
項
第
４
号

ア
に
規

定
す

る
基

準
を
満
た
し

て
い
る
も
の

と

み
な

す
こ
と
が
で

き
る

。
 

第
１

項
第
１
号
イ

及
び

第
２
号
の
規

定
に
相
当
す

る
北

海
道
基
準
条

例
の
規
定
に

規

定
す

る
基
準
を
満

た
し

て
い
る
も
の

と
み
な
さ
れ

て
い

る
と
き
及
び

第
１
９
１
条

第

１
０

項
の
規
定
に

よ
り

同
条
第
４
項

に
規
定
す
る

基
準

を
満
た
し
て

い
る
も
の
と

み

な
さ

れ
て
い
る
と

き
を

除
く
。
）
は

、
当
該
指
定

定
期

巡
回
・
随
時

対
応
型
訪
問

介

護
看

護
事
業
者
は

、
第

１
項
第
４
号

ア
に
規
定
す

る
基

準
を
満
た
し

て
い
る
も
の

と

み
な

す
こ
と
が
で

き
る

。
 

（
内

容
及
び

手
続

の
説

明
及
び
同
意

）
 

（
内

容
及
び
手
続

の
説

明
及
び
同
意

）
 

第
９
条

 
（
略
）
 

第
９
条

 
（

略
）
 

２
 
指

定
定
期
巡
回

・
随
時
対
応

型
訪

問
介
護
看
護

事
業
者
は
、

利
用

申
込
者
又
は

そ

の
家

族
か
ら

の
申

出
が

あ
つ
た
場
合

に
は
、

前
項

の
規

定
に
よ
る
文

書
の
交

付
に

代

え
て

、
第
５

項
で

定
め

る
と
こ
ろ
に

よ
り
、

当
該

利
用

申
込
者
又
は

そ
の
家

族
の

承

諾
を

得
て
、

当
該

文
書

に
記
す
べ
き

重
要
事

項
を

電
子

情
報
処
理
組

織
を
使

用
す

る

方
法

そ
の
他

の
情

報
通

信
の
技
術
を

利
用
す

る
方

法
で

あ
つ
て
次
に

掲
げ
る

も
の

（
以

下
こ
の

条
に

お
い

て
「
電
磁
的

方
法
」

と
い

う
。

）
に
よ
り
提

供
す
る

こ
と

が

で
き

る
。
こ
の
場

合
に

お
い
て
、
当

該
指
定

定
期

巡
回

・
随
時
対
応

型
訪
問

介
護

看

護
事

業
者
は

、
当

該
文

書
を
交
付
し

た
も
の

と
み

な
す

。
 

２
 
指

定
定

期
巡
回

・
随
時
対
応

型
訪

問
介
護
看
護

事
業
者
は
、

利
用

申
込

者
又
は

そ

の
家

族
か
ら
の
申

出
が

あ
つ
た
場
合

に
は
、
前
項

の
規

定
に
よ
る
文

書
の
交
付
に

代

え
て

、
第
５
項
で

定
め

る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該

利
用

申
込
者
又
は

そ
の
家
族
の

承

諾
を

得
て
、
当
該

文
書

に
記
す
べ
き

重
要
事
項
を

電
子

情
報
処
理
組

織
を
使
用
す

る

方
法

そ
の
他
の
情

報
通

信
の
技
術
を

利
用
す
る
方

法
で

あ
つ
て
次
に

掲
げ
る
も
の

（
以

下
こ
の
条
に

お
い

て
「
電
磁
的

方
法
」
と
い

う
。

）
に
よ
り
提

供
す
る
こ
と

が

で
き

る
。
こ
の
場

合
に

お
い
て
、
当

該
指
定
定
期

巡
回

・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護

看

護
事

業
者
は
、
当

該
文

書
を
交
付
し

た
も
の
と
み

な
す

。
 

（
１

）
 
電

子
情

報
処

理
組
織
を
使

用
す
る

方
法

の
う

ち
ア
又
は
イ

に
掲
げ

る
も

の
（
１

）
 
電
子
情

報
処

理
組
織
を
使

用
す
る
方
法

の
う

ち
ア
又
は
イ

に
掲
げ
る
も

の
 

ア
 
指
定
定
期
巡
回

・
随
時

対
応

型
訪
問
介
護
看
護

事
業
者

の
使

用
に
係
る
電
子

計
算
機

と
利

用
申

込
者
又
は
そ
の
家
族

の
使

用
に

係
る
電
子
計
算
機
と

を
接

続

す
る
電

気
通

信
回

線
を
通
じ
て
送
信
し

、
受

信
者

の
使
用
に
係
る
電
子

計
算

機

に
備
え

ら
れ

た
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法
 

ア
 
指

定
定
期
巡
回

・
随
時

対
応

型
訪

問
介
護
看
護

事
業
者

の
使

用
に

係
る
電
子

計
算

機
と
利

用
申

込
者
又
は
そ
の
家

族
の
使

用
に

係
る
電
子
計
算
機

と
を
接

続

す
る

電
気
通

信
回

線
を
通
じ
て
送
信

し
、
受

信
者

の
使
用
に
係
る
電

子
計
算

機

に
備

え
ら
れ

た
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
す

る
方
法
 

イ
 
指
定
定
期
巡
回

・
随
時

対
応

型
訪
問
介
護
看
護

事
業
者

の
使

用
に
係
る
電
子

計
算
機

に
備

え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ

れ
た

前
項
に
規
定
す
る
重

要
事

項

を
電
気

通
信

回
線

を
通
じ
て
利
用
申
込

者
又

は
そ

の
家
族
の
閲
覧
に
供

し
、

当

該
利
用

申
込

者
又

は
そ
の
家
族
の
使
用

に
係

る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た

フ

イ
 
指

定
定
期
巡
回

・
随
時

対
応

型
訪

問
介
護
看
護

事
業
者

の
使

用
に

係
る
電
子

計
算

機
に
備

え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ

れ
た

前
項
に
規
定
す
る

重
要
事

項

を
電

気
通
信

回
線

を
通
じ
て
利
用
申

込
者
又

は
そ

の
家
族
の
閲
覧
に

供
し
、

当

該
利

用
申
込

者
又

は
そ
の
家
族
の
使

用
に
係

る
電

子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た

フ

48



ァ
イ
ル

に
当

該
重

要
事
項
を
記
録
す
る

方
法

（
電

磁
的
方
法
に
よ
る
提

供
を

受

け
る
旨

の
承

諾
又

は
受
け
な
い
旨
の
申

出
を

す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、

指
定

定

期
巡
回

・
随

時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護

事
業

者
の

使
用
に
係
る
電
子
計

算
機

に

備
え
ら

れ
た

フ
ァ

イ
ル
に
そ
の
旨
を
記

録
す

る
方

法
）
 

ァ
イ

ル
に
当

該
重

要
事
項
を
記
録
す

る
方
法

（
電

磁
的
方
法
に
よ
る

提
供
を

受

け
る

旨
の
承

諾
又

は
受
け
な
い
旨
の

申
出
を

す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、

指
定

定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型
訪
問
介
護
看

護
事
業

者
の

使
用
に
係
る
電
子

計
算
機

に

備
え

ら
れ
た

フ
ァ

イ
ル
に
そ
の
旨
を

記
録
す

る
方

法
）
 

ウ
 
磁
気
デ
ィ
ス
ク

、
シ
ー

・
デ

ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の

他
こ
れ

ら
に

準
ず
る
方
法
に

よ
り
一

定
の

事
項

を
確
実
に
記
録
し
て

お
く

こ
と

が
で
き
る
物
を
も
つ

て
調

製

す
る
フ

ァ
イ

ル
に

前
項
に
規
定
す
る
重

要
事

項
を

記
録
し
た
も
の
を
交

付
す

る

方
法
 

（
新
設

）
 

（
２

）
 
削

除
 

（
２

）
 
磁
気
デ

ィ
ス

ク
、
シ
ー
・

デ
ィ
ー
・
ロ

ム
そ

の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
方

法

に
よ
り

一
定
の
事
項

を
確
実

に
記

録
し

て
お
く
こ
と

が
で
き

る
物

を
も

つ
て
調
製

す
る
フ

ァ
イ
ル
に
前

項
に
規

定
す

る
重

要
事
項
を
記

録
し
た

も
の

を
交

付
す
る
方

法
 

３
～
６

 
（
略
）
 

３
～
６

 
（

略
）
 

（
心

身
の
状

況
等

の
把

握
）
 

（
心

身
の
状
況
等

の
把

握
）
 

第
１
４

条
 
指
定
定

期
巡
回
・
随

時
対

応
型
訪
問
介

護
看
護
事
業

者
は

、
指
定
定
期

巡

回
・

随
時
対

応
型

訪
問

介
護
看
護
の

提
供
に

当
た

つ
て

は
、
計
画
作

成
責
任

者
に

よ

る
利

用
者
の

面
接

に
よ

る
ほ
か
、
利

用
者
に

係
る

指
定

居
宅
介
護
支

援
事
業

者
が

開

催
す

る
サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会
議
（
指

定
居
宅

介
護

支
援

等
の
事
業
の

人
員
及

び
運

営

に
関

す
る
基

準
（

平
成

１
１
年
厚
生

省
令
第

３
８

号
。

以
下
「
指
定

居
宅
介
護
支

援

等
基

準
」
と

い
う

。
）

第
１
３
条
第

９
号
に

規
定

す
る

サ
ー
ビ
ス
担

当
者
会

議
を

い

う
。

以
下
こ

の
章

及
び

第
８
６
条
に

お
い
て

同
じ

。
）

等
を
通
じ
て

、
利
用

者
の

心

身
の

状
況
、

そ
の

置
か

れ
て
い
る
環

境
、
他

の
保

健
医

療
サ
ー
ビ
ス

又
は
福

祉
サ

ー

ビ
ス

の
利
用

状
況

等
の

把
握
に
努
め

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

第
１
４

条
 

指
定
定

期
巡
回
・
随

時
対

応
型

訪
問
介

護
看
護
事
業

者
は

、
指

定
定
期

巡

回
・

随
時
対
応
型

訪
問

介
護
看
護
の

提
供
に
当
た

つ
て

は
、
計
画
作

成
責
任
者
に

よ

る
利

用
者
の
面
接

に
よ

る
ほ
か
、
利

用
者
に
係
る

指
定

居
宅
介
護
支

援
事
業
者
が

開

催
す

る
サ
ー
ビ
ス

担
当

者
会
議
（
指

定
居
宅
介
護

支
援

等
の
事
業
の

人
員
及
び
運

営

に
関

す
る
基
準
（

平
成

１
１
年
厚
生

省
令
第
３
８

号
。

以
下
「
指
定

居
宅
介
護
支

援

等
基

準
」
と
い
う

。
）

第
１
３
条
第

９
号
に
規
定

す
る

サ
ー
ビ
ス
担

当
者
会
議
を

い

う
。

以
下
こ
の
章

及
び

第
６
７
条
に

お
い
て
同
じ

。
）

等
を
通
じ
て

、
利
用
者
の

心

身
の

状
況
、
そ
の

置
か

れ
て
い
る
環

境
、
他
の
保

健
医

療
サ
ー
ビ
ス

又
は
福
祉
サ

ー

ビ
ス

の
利
用
状
況

等
の

把
握
に
努
め

な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

（
法

定
代
理

受
領

サ
ー

ビ
ス
の
提
供

を
受
け

る
た

め
の

援
助
）
 

（
法

定
代
理
受
領

サ
ー

ビ
ス
の
提
供

を
受
け
る
た

め
の

援
助
）
 

第
１
６

条
 
指
定
定

期
巡
回
・
随

時
対

応
型
訪
問
介

護
看
護
事
業

者
は

、
指
定
定
期

巡
第

１
６

条
 

指
定
定

期
巡
回
・
随

時
対

応
型

訪
問
介

護
看
護
事
業

者
は

、
指

定
定
期

巡
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回
・

随
時
対

応
型

訪
問

介
護
看
護
の

提
供
の

開
始

に
際

し
、
利
用
申

込
者
が

介
護

保

険
法

施
行
規
則
（

平
成

１
１
年
厚
生

省
令
第

３
６

号
。
以
下
「
施
行

規
則
」
と
い

う
。
）

第
６

５
条
の

４
各

号
の

い
ず
れ
に
も

該
当
し

な
い

と
き

は
、
当
該
利

用
申
込

者
又

は

そ
の

家
族
に

対
し

、
居

宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
（

法
第

８
条

第
２
４
項
に

規
定
す

る
居

宅

サ
ー

ビ
ス
計

画
を

い
う

。
）
の
作
成

を
指
定

居
宅

介
護

支
援
事
業
者

に
依
頼

す
る

旨

を
町

に
対
し

て
届

け
出

る
こ
と
等
に

よ
り
、

指
定

定
期

巡
回
・
随
時

対
応
型
訪
問

介

護
看

護
の
提

供
を

法
定

代
理
受
領
サ

ー
ビ
ス

と
し

て
受

け
る
こ
と
が

で
き
る

旨
を

説

明
す

る
こ
と

、
指

定
居

宅
介
護
支
援

事
業
者
に
関

す
る

情
報
を
提
供

す
る
こ

と
そ

の

他
の

法
定
代

理
受

領
サ

ー
ビ
ス
を
行

う
た
め

に
必

要
な

援
助
を
行
わ

な
け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

回
・

随
時
対
応
型

訪
問

介
護
看
護
の

提
供
の
開
始

に
際

し
、
利
用
申

込
者
が
介
護

保

険
法

施
行
規
則
（

平
成

１
１
年
厚
生

省
令
第
３
６

号
。
以
下
「
施
行

規
則
」
と
い

う
。
）

第
６

５
条
の
４
各

号
の

い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い

と
き

は
、
当
該
利

用
申
込
者
又

は

そ
の

家
族
に
対
し

、
居

宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
（
法
第

８
条

第
２
３
項
に

規
定
す
る
居

宅

サ
ー

ビ
ス
計
画
を

い
う

。
）
の
作
成

を
指
定
居
宅

介
護

支
援
事
業
者

に
依
頼
す
る

旨

を
町

に
対
し
て
届

け
出

る
こ
と
等
に

よ
り
、
指
定

定
期

巡
回
・
随
時

対
応
型
訪
問

介

護
看

護
の
提
供
を

法
定

代
理
受
領
サ

ー
ビ
ス
と
し

て
受

け
る
こ
と
が

で
き
る
旨
を

説

明
す

る
こ
と
、
指

定
居

宅
介
護
支
援

事
業
者
に
関

す
る

情
報
を
提
供

す
る
こ
と
そ

の

他
の

法
定
代
理
受

領
サ

ー
ビ
ス
を
行

う
た
め
に
必

要
な

援
助
を
行
わ

な
け
れ
ば
な

ら

な
い

。
 

（
居

宅
サ
ー

ビ
ス

計
画

に
沿
つ
た
サ

ー
ビ
ス

の
提

供
）
 

（
居

宅
サ
ー
ビ
ス

計
画

に
沿
つ
た
サ

ー
ビ
ス
の
提

供
）
 

第
１
７

条
 
指
定
定

期
巡
回
・
随

時
対

応
型
訪
問
介

護
看
護
事
業

者
は

、
居
宅
サ
ー

ビ

ス
計

画
（
法

第
８

条
第

２
４
項
に
規

定
す
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス
計
画
を

い
い
、

施
行

規

則
第

６
５
条

の
４

第
１

号
ハ
に
規
定

す
る
計

画
を

含
む

。
以
下
同
じ

。
）
が

作
成

さ

れ
て

い
る
場

合
は

、
当

該
居
宅
サ
ー

ビ
ス
計

画
に

沿
つ

た
指
定
定
期

巡
回
・

随
時

対

応
型

訪
問
介
護
看

護
を

提
供
し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

第
１
７

条
 

指
定
定

期
巡
回
・
随

時
対

応
型

訪
問
介

護
看
護
事
業

者
は

、
居

宅
サ
ー

ビ

ス
計

画
（
法
第
８

条
第

２
３
項
に
規

定
す
る
居
宅

サ
ー

ビ
ス
計
画
を

い
い
、
施
行

規

則
第

６
５
条
の
４

第
１

号
ハ
に
規
定

す
る
計
画
を

含
む

。
以
下
同
じ

。
）
が
作
成

さ

れ
て

い
る
場
合
は

、
当

該
居
宅
サ
ー

ビ
ス
計
画
に

沿
つ

た
指
定
定
期

巡
回
・
随
時

対

応
型

訪
問
介
護
看

護
を

提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
３
章

の
２

 
地

域
密
着
型
通
所
介
護
 

第
１

節
 
基
本
方
針
 

（
基

本
方
針

）
 

第
６
０

条
 
指
定
地

域
密
着
型
サ

ー
ビ

ス
に
該
当
す

る
地
域
密
着

型
通

所
介
護
（
以

下

「
指

定
地
域

密
着

型
通

所
介
護
」
と

い
う
。
）
の

事
業

は
、
要
介
護

状
態
と

な
つ

た

場
合

に
お
い

て
も

、
そ

の
利
用
者
が

可
能
な

限
り

そ
の

居
宅
に
お
い

て
、
そ

の
有

す

る
能

力
に
応

じ
自

立
し

た
日
常
生
活

を
営
む

こ
と

が
で

き
る
よ
う
生

活
機
能

の
維

持

又
は

向
上
を

目
指

し
、

必
要
な
日
常

生
活
上
の
世

話
及

び
機
能
訓
練

を
行
う

こ
と

に

よ
り

、
利
用

者
の

社
会

的
孤
立
感
の

解
消
及

び
心

身
の

機
能
の
維
持

並
び
に

利
用

者

（
新
設

）
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の
家

族
の
身

体
的

及
び

精
神
的
負
担

の
軽
減

を
図

る
も

の
で
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。

第
２

節
 
人
員
に
関
す

る
基

準
 

（
従

業
者
の

員
数

）
 

第
６
１

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
の
事
業
を

行
う
者
（
以

下
「

指
定
地
域
密

着

型
通

所
介
護
事
業

者
」

と
い
う
。
）

が
当
該

事
業

を
行

う
事
業
所
（

以
下
「

指
定

地

域
密

着
型
通
所
介

護
事

業
所
」
と
い

う
。
）

ご
と

に
置

く
べ
き
従
業

者
（
以

下
こ

の

節
か

ら
第
４

節
ま

で
に

お
い
て
「
地

域
密
着

型
通

所
介

護
従
業
者
」

と
い
う

。
）

の

員
数

は
、
次

の
と

お
り

と
す
る
。
 

（
１

）
 
生

活
相

談
員

 
指
定
地
域

密
着
型

通
所

介
護

の
提
供
日
ご

と
に
、

当
該

指

定
地
域
密
着
型
通
所

介
護
を

提
供

し
て
い
る
時
間
帯

に
生
活

相
談

員
（
専
ら
当
該

指
定
地
域
密
着
型
通

所
介
護

の
提

供
に
当
た
る
者
に

限
る
。

）
が

勤
務
し
て
い
る

時
間
数
の
合
計
表
を

当
該
指

定
地

域
密
着
型
通
所
介

護
を
提

供
し

て
い
る
時
間
帯

の
時
間
数
で
除
し
て

得
た
数

が
１

以
上
確
保
さ
れ
る

た
め
に

必
要

と
認
め
ら
れ
る

数
 

（
２

）
 
看
護
師

又
は

准
看
護
師
（

以
下
こ
の
章

に
お

い
て
「
看
護

職
員
」
と
い

う
。
）

指
定
地
域
密
着
型
通

所
介
護

の
単

位
ご
と
に
、
専
ら

当
該
指

定
地

域
密
着
型
通
所

介
護
の
提
供
に
当
た

る
看
護

職
員

が
１
以
上
確
保
さ

れ
る
た

め
に

必
要
と
認
め
ら

れ
る
数
 

（
３

）
 
介

護
職

員
 

指
定
地
域
密

着
型
通

所
介

護
の

単
位
ご
と
に

、
当
該

指
定

地

域
密
着
型
通
所
介
護

を
提
供

し
て

い
る
時
間
帯
に
介

護
職
員

（
専

ら
当
該
指
定
地

域
密
着
型
通
所
介
護

の
提
供

に
当

た
る
者
に
限
る
。

）
が
勤

務
し

て
い
る
時
間
数

の
合
計
数
を
当
該
指

定
地
域

密
着

型
通
所
介
護
を
提

供
し
て

い
る

時
間
数
（
次
項

に
お
い
て
「
提
供
単

位
時
間

数
」

と
い
う
。
）
で
除

し
て
得

た
数

が
利
用
者
（
当

該
指
定
地
域
密
着
型

通
所
介

護
事

業
者
が
法
第
１
１

５
条
の

４
５

第
１
項
第
１
号

ロ
に
規
定
す
る
第
１

号
通
所

事
業

（
地
域
に
お
け
る

医
療
及

び
介

護
の
総
合
的
な
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確
保
を
推
進
す
る
た

め
の
関

係
法

律
の
整
備
等
に
関

す
る
法

律
（

平
成
２
６
年
法

律
第
８
３
号
）
第
５

条
に
よ

る
改

正
前
の
法
第
８
条

の
２
第

７
項

に
規
定
す
る
介

護
予
防
通
所
介
護
に

相
当
す

る
も

の
と
し
て
江
差
町

が
定
め

る
も

の
に
限
る
。
）

に
係
る
指
定
事
業
者

の
指
定

を
併

せ
て
受
け
、
か
つ

、
指
定

地
域

密
着
型
通
所
介

護
の
事
業
と
当
該
第

１
号
通

所
事

業
と
が
同
一
の
事

業
所
に

お
い

て
一
体
的
に
運

営
さ
れ
て
い
る
場
合

に
あ
つ

て
は

、
当
該
事
業
所
に

お
け
る

指
定

地
域
密
着
型
通

所
介
護
又
は
当
該
第

１
号
通

所
事

業
の
利
用
者
。
以

下
こ
の

節
及

び
次
節
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
数
が

１
５
人

ま
で

の
場
合
に
あ
つ
て

は
１
以

上
、

１
５
人
を
超
え

る
場
合
に
あ
つ
て
は

１
５
人

を
超

え
る
部
分
の
数
を

５
で
除

し
て

得
た
数
に
１
を

加
え
た
数
以
上
確
保

さ
れ
る

た
め

に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
数
 

（
４

）
 
機

能
訓

練
指

導
員
 
１
以

上
 

２
 
当

該
指
定
地
域

密
着
型
通
所

介
護

事
業
所
の
利

用
定
員
（
当

該
指

定
地
域
密
着

型

通
所

介
護
事
業
所

に
お

い
て
同
時
に

指
定
地

域
密

着
型

通
所
介
護
の

提
供
を

受
け

る

こ
と

が
で
き
る
利

用
者

の
数
の
上
限

を
い
う

。
以

下
こ

の
節
か
ら
第

４
節
ま

で
に

お

い
て

同
じ
。

）
が

１
０

人
以
下
で
あ

る
場
合

に
あ

つ
て

は
、
前
項
の

規
定
に

か
か

わ

ら
ず

、
看
護

職
員

及
び

介
護
職
員
の

員
数
を

、
指

定
地

域
密
着
型
通

所
介
護
の
単

位

ご
と

に
、
当

該
指

定
地

域
密
着
型
通

所
介
護

を
提

供
し

て
い
る
時
間

帯
に
看

護
職

員

又
は

介
護
職

員
（

い
ず

れ
も
専
ら
当

該
指
定

地
域

密
着

型
通
所
介
護

の
提
供

に
当

た

る
者

に
限
る

。
）

が
勤

務
し
て
い
る

時
間
数

の
合

計
数

を
提
供
単
位

時
間
数

で
除

し

て
得

た
数
が

１
以

上
確

保
さ
れ
る
た

め
に
必

要
と

認
め

ら
れ
る
数
と

す
る
こ

と
が

で

き
る

。
 

３
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
指
定

地
域
密
着
型

通
所

介
護
の
単
位

ご

と
に

、
第
１

項
第

３
号

の
介
護
職
員

（
前
項

の
適

用
を

受
け
る
場
合

に
あ
つ

て
は

、

同
項

の
看
護

職
員

又
は

介
護
職
員
。

次
項
及

び
第

７
項

に
お
い
て
同

じ
。
）

を
常

時

１
人

以
上
当

該
指

定
地

域
密
着
型
通

所
介
護

に
従

事
さ

せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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４
 
第

１
項
及
び
第

２
項
の
規
定

に
か

か
わ
ら
ず
、

介
護
職
員
は

、
利

用
者
の
処
遇

に

支
障

が
な
い

場
合

は
、

他
の
指
定
地

域
密
着

型
通

所
介

護
の
単
位
の

介
護
職

員
と

し

て
従

事
す
る

こ
と

が
で

き
る
も
の
と

す
る
。
 

５
 
前

各
項
の
指
定

地
域
密
着
型

通
所

介
護
の
単
位

は
、
指
定
地

域
密

着
型
通
所
介

護

で
あ

つ
て
そ
の
提

供
が

同
時
に
１
又

は
複
数

の
利

用
者

に
対
し
て
一

体
的
に

行
わ

れ

る
も

の
を
い
う
。

 

６
 
第

１
項
第
４
号

の
機
能
訓
練

指
導

員
は
、
日
常

生
活
を
営
む

の
に

必
要
な
機
能

の

減
退

を
防
止

す
る

た
め

の
訓
練
を
行

う
能
力

を
有

す
る

者
と
し
、
指

定
地
域

密
着

型

通
所

介
護
事
業
所

の
他

の
職
務
に
従

事
す
る

こ
と

が
で

き
る
も
の
と

す
る
。
 

７
 
第

１
項
の
生
活

相
談
員
又
は

介
護

職
員
の
う
ち

１
人
以
上
は

、
常

勤
で
な
け
れ

ば

な
ら

な
い
。
 

８
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
が
第
１
項

第
３
号
に
規

定
す

る
第
１
号
通

所

事
業

に
係
る

指
定

事
業

者
の
指
定
を

併
せ
て

受
け

、
か

つ
、
指
定
地

域
密
着

型
通

所

介
護

の
事
業

と
当

該
第

１
号
通
所
事

業
と
が

同
一

の
事

業
所
に
お
い

て
一
体

的
に

運

営
さ

れ
て
い

る
場

合
に

つ
い
て
は
、

市
町
村

の
定

め
る

当
該
第
１
号

通
所
事

業
の

人

員
に

関
す
る

基
準

を
満

た
す
こ
と
を

も
つ
て

、
前

各
項

に
規
定
す
る

基
準
を

満
た

し

て
い

る
も
の
と
み

な
す

こ
と
が
で
き

る
。
 

（
管

理
者
）
 

第
６
２

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
者
は

、
指
定
地
域

密
着

型
通
所
介
護

事

業
所

ご
と
に

専
ら

そ
の

職
務
に
従
事

す
る
常

勤
の

管
理

者
を
置
か
な

け
れ
ば
な
ら

な

い
。
た
だ

し
、
指
定

地
域
密
着
型

通
所

介
護
事
業
所

の
管
理

上
支

障
が

な
い
場
合
は

、

指
定

地
域
密
着
型

通
所

介
護
事
業
所

の
他
の

職
務

に
従

事
し
、
又
は

同
一
敷

地
内

に

あ
る

他
の
事

業
所

、
施

設
等
の
職
務

に
従
事

す
る

こ
と

が
で
き
る
も

の
と
す

る
。

 

第
３

節
 
設
備
に
関
す

る
基

準
 

（
設

備
及
び

備
品

等
）
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第
６
３

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
所
は

、
食
堂
、
機
能

訓
練
室

、
静

養
室
、

相
談

室
及
び

事
務

室
を

有
す
る
ほ
か

、
消
火

設
備

そ
の

他
の
非
常
災

害
に
際

し
て

必

要
な

設
備
並

び
に

指
定

地
域
密
着
型

通
所
介

護
の

提
供

に
必
要
な
そ

の
他
の

設
備

及

び
備

品
等
を

備
え

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 
前

項
に
掲
げ
る

設
備
の
基
準

は
、

次
の
と
お
り

と
す
る
。
 

（
１

）
 
食

堂
及

び
機

能
訓
練
室
 

ア
 
食
堂
及
び
機
能

訓
練
室

は
、

そ
れ
ぞ
れ
必
要
な

広
さ
を

有
す

る
も
の
と
し
、

そ
の
合

計
し

た
面

積
は
、
３
平
方
メ
ー

ト
ル

に
利

用
定
員
を
乗
じ
て
得

た
面

積

以
上
と

す
る

こ
と

。
 

イ
 
ア
に
か
か
わ
ら

ず
、
食

堂
及

び
機
能
訓
練
室
は

、
食
事

の
提

供
の
際
に
は
そ

の
提
供

に
支

障
が

な
い
広
さ
を
確
保
で

き
、

か
つ

、
機
能
訓
練
を
行
う

際
に

は

そ
の
実

施
に

支
障

が
な
い
広
さ
を
確
保

で
き

る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
同

一
の

場

所
と
す

る
こ

と
が

で
き
る
。
 

エ
 
相
談
室
 
遮
へ

い
物
の

設
置

等
に
よ
り
相
談
の

内
容
が

漏
え

い
し
な
い
よ
う

配
慮
さ

れ
て

い
る

こ
と
。
 

３
 
第

１
項
に
掲
げ

る
設
備
は
、

専
ら

当
該
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
の
事
業
の

用

に
供

す
る
も

の
で

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
た

だ
し

、
利

用
者
に
対
す

る
指
定

地
域

密

着
型

通
所
介
護
の

提
供

に
支
障
が
な

い
場
合

は
、

こ
の

限
り
で
な
い

。
 

４
 
前

項
た
だ
し
書

の
場
合
（
指

定
地

域
密
着
型
通

所
介
護
事
業

者
が

第
１
項
に
掲

げ

る
設

備
を
利

用
し

、
夜

間
及
び
深
夜

に
指
定

地
域

密
着

型
通
所
介
護

以
外
の

サ
ー

ビ

ス
を

提
供
す

る
場

合
に

限
る
。
）
に

は
、
当

該
サ

ー
ビ

ス
の
内
容
を

当
該
サ

ー
ビ

ス

の
提

供
の
開

始
前

に
指

定
地
域
密
着

型
通
所

介
護

事
業

者
に
係
る
指

定
を
行

つ
た

市

町
村

長
に
届

け
出

る
も

の
と
す
る
。
 

５
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
が
第
６
１

条
第
１
項
第

３
号

に
規
定
す
る

第

１
号

通
所
事

業
に

係
る

指
定
事
業
者

の
指
定

を
併

せ
て

受
け
、
か
つ

、
指
定

地
域

密
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着
型

通
所
介
護
の

事
業

と
当
該
第
１

号
通
所

事
業

と
が

同
一
の
事
業

所
に
お

い
て

一

体
的

に
運
営

さ
れ

て
い

る
場
合
に
つ

い
て
は
、
市

町
村

の
定
め
る
当

該
第
１

号
通

所

事
業

の
設
備

に
関

す
る

基
準
を
満
た

す
こ
と

を
も

つ
て

、
第
１
項
か

ら
第
３

項
ま

で

に
規

定
す
る

基
準

を
満

た
し
て
い
る

も
の
と

み
な

す
こ

と
が
で
き
る

。
 

第
４

節
 
運
営
に
関
す

る
基

準
 

（
心

身
の
状

況
等

の
把

握
）
 

第
６
４

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
者
は

、
指
定
地
域

密
着

型
通
所
介
護

の

提
供

に
当
た

つ
て

は
、

利
用
者
に
係

る
指
定

地
域

密
着

型
通
所
介
護

事
業
者

が
開

催

す
る

サ
ー
ビ
ス
担

当
者

会
議
等
を
通

じ
て
、

利
用

者
の

心
身
の
状
況

、
そ
の

置
か

れ

て
い

る
環
境

、
他

の
保

健
医
療
サ
ー

ビ
ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ
ス
の
利

用
状
況

等
の

把

握
に

努
め
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

（
利

用
料
等

の
受

領
）
 

第
６
５

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
者
は

、
法
定
代
理

受
領

サ
ー
ビ
ス
に

該

当
す

る
指
定

地
域

密
着

型
通
所
介
護

を
提
供

し
た

際
に

は
、
そ
の
利

用
者
か

ら
利

用

料
の

一
部
と

し
て

、
指

定
地
域
密
着

型
通
所

介
護

に
係

る
地
域
密
着

型
サ
ー

ビ
ス

費

用
基

準
額
か

ら
指

定
地

域
密
着
型
通

所
介
護
事
業

者
に

支
払
わ
れ
る

地
域
密

着
型

サ

ー
ビ

ス
費
の

額
を

控
除

し
て
得
た
額

の
支
払

を
受

け
る

も
の
と
す
る

。
 

２
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
法
定

代
理
受
領
サ

ー
ビ

ス
に
該
当
し

な

い
指

定
地
域

密
着

型
通

所
介
護
を
提

供
し
た

際
に

そ
の

利
用
者
か
ら

支
払
を

受
け

る

利
用

料
の
額

と
、

指
定

地
域
密
着
型

通
所
介

護
に

係
る

地
域
密
着
型

サ
ー
ビ

ス
費

用

基
準

額
と
の

間
に

、
不

合
理
な
差
額

が
生
じ

な
い

よ
う

に
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。

３
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
前
２

項
の
支
払
を

受
け

る
額
の
ほ
か

、

次
の

各
号
に

掲
げ

る
費

用
の
額
の
支

払
を
利

用
者

か
ら

受
け
る
こ
と

が
で
き

る
。

 

（
１

）
 
利

用
者

の
選

定
に
よ
り
通

常
の
事

業
の

実
施

地
域
以
外
の

地
域
に

居
住

す

る
利
用
者
に
対
し
て

行
う
送

迎
に

要
す
る
費
用
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（
２

）
 
指

定
地

域
密

着
型
通
所
介

護
に
通

常
要

す
る

時
間
を
超
え

る
指
定

地
域

密

着
型
通
所
介
護
で
あ

つ
て
利

用
者

の
選
定
に
係
る
も

の
の
提

供
に

伴
い
必
要
と
な

る
費
用
の
範
囲
内
に

お
い
て

、
通

常
の
指
定
地
域
密

着
型
通

所
介

護
に
係
る
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
費

用
基
準

額
を

超
え
る
費
用
 

（
３

）
 
食

事
の

提
供

に
要
す
る
費

用
 

（
４

）
 
お

む
つ

代
 

（
５

）
 
前

各
号

に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か
、

指
定

地
域

密
着
型
通
所

介
護
の

提
供

に

お
い
て
提
供
さ
れ
る

便
宜
の

う
ち

、
日
常
生
活
お
い

て
も
通

常
必

要
と
な
る
も
の

に
係
る
費
用
で
あ
つ

て
、
そ

の
利

用
者
に
負
担
さ
え

る
こ
と

が
適

当
と
認
め
ら
れ

る
費
用
 

４
 
前

項
第
３
号
に

掲
げ
る
費
用

に
つ

い
て
は
、
別

に
厚
生
労
働

大
臣

が
定
め
る
と

こ

ろ
に

よ
る
も
の
と

す
る

。
 

５
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
第
３

項
の
費
用
の

額
に

係
る
サ
ー
ビ

ス

の
提

供
に
当

た
つ

て
は

、
あ
ら
か
じ

め
、
利

用
者

又
は

そ
の
家
族
に

対
し
、

当
該

サ

ー
ビ

ス
の
内

容
及

び
費

用
に
つ
い
て

説
明
を

行
い

、
利

用
者
の
同
意

を
得
な

け
れ

ば

な
ら

な
い
。
 

（
指

定
地
域

密
着

型
通

所
介
護
の
基

本
取
扱

方
針

）
 

第
６
６

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
は
、
利
用

者
の
要
介
護

状
態

の
軽
減
又
は

悪

化
の

防
止
に

資
す

る
よ

う
、
そ
の
目

標
を
設

定
し

、
計

画
的
に
行
わ

れ
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。
 

２
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
自
ら

そ
の
提
供
す

る
指

定
地
域
密
着

型

通
所

介
護
の

質
の

評
価

を
行
い
、
常

に
そ
の

改
善

を
図

ら
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

（
指

定
地
域

密
着

型
通

所
介
護
の
具

体
的
取

扱
方

針
）
 

第
６
７

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
の
方
針
は

、
次
に
掲
げ

る
と

こ
ろ
に
よ
る

も

の
と

す
る
。
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（
１

）
 
指

定
地

域
密

着
型
通
所
介

護
は
、

利
用

者
が

住
み
慣
れ
た

地
域
で

の
生

活

を
継
続
す
る
こ
と
が

で
き
る

よ
う

、
地
域
住
民
と
の

交
流
や

地
域

活
動
へ
の
参
加

を
図
り
つ
つ
、
利
用

者
の
心

身
の

状
況
を
踏
ま
え
、

妥
当
適

切
に

行
う
も
の
と
す

る
。
 

（
２

）
 
指

定
地

域
密

着
型
通
所
介

護
は
、

利
用

者
一

人
一
人
の
人

格
を
尊

重
し

、

利
用
者
が
そ
れ
ぞ
れ

の
役
割

を
持

つ
て
日
常
生
活
を

送
る
こ

と
が

で
き
る
よ
う
配

慮
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。
 

（
３

）
 
指

定
地

域
密

着
型
通
所
介

護
の
提

供
に

当
た

つ
て
は
、
次

条
第
１

項
に

規

定
す
る
指
定
地
域
密

着
型
通

所
介

護
計
画
に
基
づ
き

、
漫
然

か
つ

画
一
的
に
な
ら

な
い
よ
う
に
、
利
用

者
の
機

能
訓

練
及
び
そ
の
者
が

日
常
生

活
を

営
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
必
要
な
援

助
を
行

う
も

の
と
す
る
。
 

（
４

）
 
指

定
地

域
密

着
型
通
所
介

護
従
業

者
は

、
指

定
地
域
密
着

型
通
所

介
護

の

提
供
に
当
た
つ
て
は

、
懇
切

丁
寧

に
行
う
こ
と
を
旨

と
し
、

利
用

者
又
は
そ
の
家

族
に
対
し
、
サ
ー
ビ

ス
の
提

供
方

法
等
に
つ
い
て
、

理
解
し

や
す

い
よ
う
に
説
明

を
行
う
も
の
と
す
る

。
 

（
５

）
 
指

定
地

域
密

着
型
通
所
介

護
の
提

供
に

当
た

つ
て
は
、
介

護
技
術

の
進

歩

に
対
応
し
、
適
切

な
介
護
技
術
を
も

つ
て
サ

ー
ビ

ス
の
提
供
を
行
う

も
の
と

す
る

。

（
６

）
 
指

定
地

域
密

着
型
通
所
介

護
事
業

者
は

、
常

に
利
用
者
の

心
身
の

状
況

を

的
確
に
把
握
し
つ
つ

、
相
談

援
助

等
の
生
活
指
導
、

機
能
訓

練
そ

の
他
必
要
な
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
者
の

希
望
に

添
つ

て
適
切
に
提
供
す

る
。
特

に
、

認
知
症
（
法
第

５
条
の
２
に
規
定
す

る
認
知

症
を

い
う
。
以
下
同
じ

。
）
で

あ
る

要
介
護
者
に
対

し
て
は
、
必
要
に
応

じ
、
そ

の
特

性
に
対
応
し
た
サ

ー
ビ
ス

の
提

供
が
で
き
る
体

制
を
整
え
る
も
の
と

す
る
。
 

（
地

域
密
着

型
通

所
介

護
計
画
の
作

成
）
 

第
６
８

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
所
の

管
理
者
は
、

利
用

者
の
心
身
の

状
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況
、

希
望
及

び
そ

の
置

か
れ
て
い
る

環
境
を

踏
ま

え
て

、
機
能
訓
練

等
の
目

標
、

当

該
目

標
を
達

成
す

る
た

め
の
具
体
的

な
サ
ー

ビ
ス

の
内

容
等
を
記
載

し
た
地

域
密

着

型
通

所
介
護
計
画

を
作

成
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

２
 
地

域
密
着
型
通

所
介
護
計
画

は
、

既
に
居
宅
サ

ー
ビ
ス
計
画

が
作

成
さ
れ
て
い

る

場
合

は
、
当
該
居
宅

サ
ー
ビ

ス
計

画
の

内
容
に
沿
つ

て
作
成

し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。

３
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

所
の
管
理
者

は
、
地
域
密

着
型

通
所
介
護
計

画

の
作

成
に
当

た
つ

て
は

、
そ
の
内
容

に
つ
い

て
利

用
者

又
は
そ
の
家

族
に
対

し
て

説

明
し

、
利
用

者
の

同
意

を
得
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

４
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

所
の
管
理
者

は
、
地
域
密

着
型

通
所
介
護
計

画

を
作

成
し
た

際
に

は
、

当
該
地
域
密

着
型
通

所
介

護
計

画
を
利
用
者

に
対
し

て
交

付

し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

５
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

従
業

者
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
利
用

者
に

つ
い
て
、
地

域

密
着

型
通
所
介
護

計
画

に
従
つ
た
サ

ー
ビ
ス

の
実

施
状

況
及
び
目
標

の
達
成

状
況

の

記
録

を
行
う

。
 

（
管

理
者
の

責
務

）
 

第
６
９

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
所
の

管
理
者
は
、

当
該

指
定
地
域
密

着

型
通

所
介
護
事
業

所
の

従
業
者
の
管

理
及
び

指
定

地
域

密
着
型
通
所

介
護
の

利
用

の

申
込

み
に
係

る
調

整
、

業
務
の
実
施

状
況
の

把
握

そ
の

他
の
管
理
を

一
元
的

に
行

う

も
の

と
す
る
。
 

２
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

所
の
管
理
者

は
、
当
該
指

定
地

域
密
着
型
通

所

介
護

事
業
所
の
従

業
者

に
こ
の
節
の

規
定
を

遵
守

さ
せ

る
た
め
必
要

な
指
揮

命
令

を

行
う

も
の
と

す
る

。
 

（
運

営
規
程

）
 

第
７
０

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
者
は

、
指
定
地
域

密
着

型
通
所
介
護

事

業
所

ご
と
に

、
次
に

掲
げ
る

事
業

の
運
営
に
つ
い
て

の
重
要

事
項

に
関
す
る
規
程
（
以
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下
こ

の
節
に

お
い

て
「

運
営
規
程
」

と
い
う

。
）

を
定

め
て
お
か
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。
 

（
１

）
 
事

業
の

目
的

及
び
運
営
の

方
針
 

（
２

）
 
従

業
者

の
職

種
、
員
数
及

び
職
務

の
内

容
 

（
３

）
 
営

業
日

及
び

営
業
時
間
 

（
４

）
 
指

定
地

域
密

着
型
通
所
介

護
の
利

用
定

員
 

（
５

）
 
指

定
地

域
密

着
型
通
所
介

護
の
内

容
及

び
利

用
料
そ
の
他

の
費
用

の
額

 

（
６

）
 
通

常
の

事
業

の
実
施
地
域
 

（
７

）
 
サ

ー
ビ

ス
利

用
に
当
た
つ

て
の
留

意
事

項
 

（
８

）
 
緊

急
時

等
に

お
け
る
対
応

方
法
 

（
９

）
 
非

常
災

害
対

策
 

（
１

０
）
 

そ
の

他
運

営
に
関
す
る

重
要
事

項
 

（
勤

務
体
制

の
確

保
等

）
 

第
７
１

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
者
は

、
利
用
者
に

対
し

適
切
な
指
定

地

域
密

着
型
通
所
介

護
を

提
供
で
き
る

よ
う
、

指
定

地
域

密
着
型
通
所

介
護
事

業
所

ご

と
に

従
業
者

の
勤

務
の

体
制
を
定
め

て
お
か

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
 

２
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
指
定

地
域
密
着
型

通
所

介
護
事
業
所

ご

と
に

、
当
該

指
定

地
域

密
着
型
通
所

介
護
事

業
所

の
従

業
者
に
よ
つ

て
指
定

地
域

密

着
型

通
所
介
護
を

提
供

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

た
だ

し
、
利
用
者

の
処
遇

に
直

接

影
響

を
及
ぼ

さ
な

い
業

務
に
つ
い
て

は
、
こ

の
限

り
で

な
い
。
 

３
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
地
域

密
着
型
通
所

介
護

従
業
者
の
資

質

の
向

上
の
た

め
に

、
そ

の
研
修
の
機

会
を
確

保
し

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
定

員
の
遵

守
）

 

第
７
２

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
者
は

、
利
用
定
員

を
超

え
て
指
定
地

域

密
着

型
通
所
介
護

の
提

供
を
行
つ
て

は
な
ら
な
い

。
た

だ
し
、
災
害

や
そ
の

他
の

や
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む
を

得
な
い

事
情

が
あ

る
場
合
は
、

こ
の
限

り
で

な
い

。
 

（
非

常
災
害

対
策

）
 

第
７
３

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
者
は

、
非
常
災
害

に
関

す
る
具
体
的

計

画
を

立
て
、

非
常

災
害

時
の
関
係
機

関
へ
の

通
報

及
び

連
携
体
制
を

整
備
し

、
そ

れ

ら
を

定
期
的

に
従

業
者

に
周
知
す
る

と
と
も
に
、

定
期

的
に
避
難
、

救
出
そ

の
他

必

要
な

訓
練
を

行
わ

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
衛

生
管
理

等
）

 

第
７
４

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
者
は

、
利
用
者
の

使
用

す
る
施
設
、

食

器
そ

の
他
の

設
備

又
は

飲
用
に
供
す

る
水
に

つ
い

て
、

衛
生
的
な
管

理
に
努

め
、

又

は
衛

生
上
必

要
な

措
置

を
講
じ
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

２
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
当
該

指
定
地
域
密

着
型

通
所
介
護
事

業

所
に

お
い
て

感
染

症
が

発
生
し
、
又

は
ま
ん

延
し

な
い

よ
う
に
必
要

な
措
置

を
講

ず

る
よ

う
努
め

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
 

（
地

域
と
の

連
携

等
）
 

第
７
５

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
者
は

、
指
定
地
域

密
着

型
通
所
介
護

の

提
供

に
当
た

つ
て

は
、

利
用
者
、
利

用
者
の

家
族

、
地

域
住
民
の
代

表
者
、

指
定

地

域
密

着
型
通
所
介

護
事

業
所
は
所
在

す
る
町

の
職

員
又

は
当
該
指
定

地
域
密

着
型

通

所
介

護
事
業
所
が

所
在

す
る
区
域
を

管
轄
す

る
法

第
１

１
５
条
の
４

６
第
１

項
に

規

定
す

る
地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
の

職
員
、

地
域

密
着

型
通
所
介
護

に
つ
い

て
知

見

を
有

す
る
者

等
に

よ
り

構
成
さ
れ
る

協
議
会

（
以

下
こ

の
項
に
お
い

て
「
運

営
推

進

会
議

」
と
い

う
。

）
を

設
置
し
、
お

お
む
ね

６
月

に
１

回
以
上
、
運

営
推
進

会
議

に

対
し

活
動
状

況
を

報
告

し
、
運
営
推

進
会
議

に
よ

る
評

価
を
受
け
る

と
と
も
に
、

運

営
推

進
会
議
か
ら

必
要

な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機

会
を
設

け
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。

２
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
前
項

の
報
告
、
評

価
、

要
望
、
助
言

等

に
つ

い
て
の
記
録

を
作

成
す
る
と
と

も
に
、

当
該

記
録

を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
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い
。
 

３
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
そ
の

事
業
の
運
営

に
当

た
つ
て
は
、

地

域
住

民
又
は

そ
の

自
発

的
な
活
動
等

と
の
連

携
及

び
協

力
を
行
う
等

の
地
域

と
の

交

流
を

図
ら
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

４
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
そ
の

事
業
の
運
営

に
当

た
つ
て
は
、

提

供
し

た
指
定

地
域

密
着

型
通
所
介
護

に
関
す

る
利

用
者

か
ら
の
苦
情

に
関
し

て
、

町

等
が

派
遣
す

る
者

が
相

談
及
び
援
助

を
行
う

事
業

そ
の

他
の
町
が
実

施
す
る

事
業

に

協
力

す
る
よ

う
努

め
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

５
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
指
定

地
域
密
着
型

通
所

介
護
事
業
所

の

所
在

す
る
建

物
と

同
一

の
建
物
に
居

住
す
る

利
用

者
に

対
し
て
指
定

地
域
密
着
型

通

所
介

護
を
提

供
す

る
場

合
に
は
、
当

該
建
物

に
居

住
す

る
利
用
者
以

外
の
者

に
対

し

て
も

指
定
地

域
密

着
型

通
所
介
護
の

提
供
を

行
う

よ
う

努
め
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。

（
事

故
発
生

時
の

対
応

）
 

第
７
６

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
者
は

、
利
用
者
に

対
す

る
指
定
地
域

密

着
型

通
所
介
護
の

提
供

に
よ
り
事
故

が
発
生

し
た

場
合

は
、
町
、
当

該
利
用

者
の

家

族
、
当
該
利
用
者
に

係
る
指

定
居

宅
介

護
支
援
事
業

者
等
に

連
絡

を
行

う
と
と
も
に

、

必
要

な
措
置

を
講

じ
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
前
項

の
事
故
の
状

況
及

び
事
故
に
際

し

て
採

つ
た
処

置
に

つ
い

て
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

３
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
利
用

者
に
対
す
る

指
定

地
域
密
着
型

通

所
介

護
の
提

供
に

よ
り

賠
償
す
べ
き

事
故
が

発
生

し
た

場
合
は
、
損

害
賠
償

を
速

や

か
に

行
わ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

４
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
第
６
３

条
第
４
項
の

指
定

地
域
密
着
型

通

所
介

護
以
外
の
サ

ー
ビ

ス
の
提
供
に

よ
り
事

故
が

発
生

し
た
場
合
は

、
第
１

項
及

び

第
２

項
の
規

定
に

準
じ

た
必
要
な
措

置
を
講

じ
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。
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（
記

録
の
整

備
）

 

第
７
７

条
 
指
定
地

域
密
着
型
通

所
介

護
事
業
者
は

、
従
業
者
、

設
備

、
備
品
及
び

会

計
に

関
す
る

諸
記

録
を

整
備
し
て
お

か
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

２
 
指

定
地
域
密
着

型
通
所
介
護

事
業

者
は
、
利
用

者
に
対
す
る

指
定

地
域
密
着
型

通

所
介

護
の
提

供
に

関
す

る
次
の
各
号

に
掲
げ

る
記

録
を

整
備
し
、
そ

の
完
結

の
日

か

ら
５

年
間
保

存
し

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
１

）
 
地

域
密

着
型

通
所
介
護
計

画
 

（
２

）
 
次

条
に

お
い

て
準
用
す
る

第
２
０

条
第

２
項

に
規
定
す
る

提
供
し

た
具

体

的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
等
の

記
録

 

（
３

）
 
次

条
に

お
い

て
準
用
す
る

第
２
８

条
に

規
定

す
る
町
へ
の

通
知
に

係
る

記

録
 

（
４

）
 
次

条
に

お
い

て
準
用
す
る

第
３
８

条
第

２
項

に
規
定
す
る

苦
情
の

内
容

等

の
記
録
 

（
５

）
 
前

条
第

２
項

に
規
定
す
る

事
故
の

状
況

及
び

事
故
に
際
し

て
採
つ

た
処

置

に
つ
い
て
の
記
録
 

（
６

）
 
第

７
５

条
第

２
項
に
規
定

す
る
報

告
、

評
価

、
要
望
、
助

言
等
の

記
録

 

（
準

用
）
 

第
７
８

条
 
第
９
条

か
ら
第
１
３

条
ま

で
、
第
１
５

条
か
ら
第
１

８
条

ま
で
、
第
２

０

条
、

第
２
２

条
、

第
２

８
条
、
第
３

４
条
か

ら
第

３
８

条
ま
で
、
第

４
１
条

及
び

第

５
３

条
の
規

定
は

、
指

定
地
域
密
着

型
通
所

介
護

の
事

業
に
つ
い
て

準
用
す

る
。

こ

の
場

合
に
お

い
て

、
第

９
条
第
１
項

中
「
第

３
１

条
に

規
定
す
る
運

営
規
程

」
と

あ

る
の

は
「
第

７
０

条
に

規
定
す
る
重

要
事
項

に
関

す
る

規
程
」
と
、

「
定
期

巡
回

・

随
時

対
応
型
訪
問

介
護

看
護
従
業
者

」
と
あ

る
の

は
「

地
域
密
着
型

通
所
介

護
従

業

者
」

と
、
第

３
４

条
中

「
定
期
巡
回

・
随
時

対
応

型
訪

問
介
護
看
護

従
業
者

」
と

あ

る
の

は
「
地

域
密

着
型

通
所
介
護
従

業
者
」

と
読

み
替

え
る
も
の
と

す
る
。
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第
７
９

条
 
（
略
）
 

第
６
０

条
 

（
略
）
 

（
従

業
者
の

員
数

）
 

（
従

業
者
の
員
数

）
 

第
８
０

条
 
（
略
）
 

第
６
１

条
 

（
略
）
 

２
・
３

 
（
略
）
 

２
・
３

 
（

略
）
 

４
 
前

３
項
の
単
独

型
・
併

設
型

指
定

認
知
症
対
応

型
通
所

介
護

の
単

位
は

、
単

独
型

・

併
設

型
指
定
認
知

症
対

応
型
通
所
介

護
で
あ

つ
て

そ
の

提
供
が
同
時

に
一
又

は
複

数

の
利

用
者
（

当
該

単
独

型
・
併
設
型

指
定
認

知
症

対
応

型
通
所
介
護

事
業
者

が
単

独

型
・

併
設
型

指
定

介
護

予
防
認
知
症

対
応
型

通
所

介
護

事
業
者
（
江

差
町
指

定
地

域

密
着

型
介
護
予
防

サ
ー

ビ
ス
の
事
業

の
人
員

、
設

備
及

び
運
営
並
び

に
指
定

地
域

密

着
型

介
護
予
防
サ

ー
ビ

ス
に
係
る
介

護
予
防

の
た

め
の

効
果
的
な
支

援
の
方

法
に

関

す
る

基
準
を

定
め

る
条

例
（
平
成
２

５
年
江

差
町

条
例

第
１
３
号
。

以
下
「

指
定

地

域
密

着
型
介
護
予

防
サ

ー
ビ
ス
基
準

条
例
」

と
い

う
。

）
第
５
条
第

１
項
に

規
定

す

る
単

独
型
・

併
設

型
指

定
介
護
予
防

認
知
症

対
応

型
通

所
介
護
事
業

者
を
い

う
。

以

下
同

じ
。
）

の
指

定
を

併
せ
て
受
け

、
か
つ

、
単

独
型

・
併
設
型
指

定
認
知

症
対

応

型
通

所
介
護
の
事

業
と

単
独
型
・
併

設
型
指

定
介

護
予

防
認
知
症
対

応
型
通

所
介

護

（
同

項
第
１

号
に

規
定

す
る
単
独
型

・
併
設

型
指

定
介

護
予
防
認
知

症
対
応

型
通

所

介
護

を
い
う

。
以

下
同

じ
。
）
の
事

業
と
が

同
一

の
事

業
所
に
お
い

て
一
体

的
に

運

営
さ

れ
て
い

る
場

合
に

あ
つ
て
は
、

当
該
事

業
所

に
お

け
る
単
独
型

・
併
設

型
指

定

認
知

症
対
応
型
通

所
介

護
又
は
単
独

型
・
併

設
型

指
定

介
護
予
防
認

知
症
対

応
型

通

所
介

護
の
利

用
者

。
以

下
こ
の
条
に

お
い
て

同
じ

。
）

に
対
し
て
一

体
的
に

行
わ

れ

る
も

の
を
い
い
、

そ
の

利
用
定
員
（

当
該
単

独
型

・
併

設
型
指
定
認

知
症
対

応
型

通

所
介

護
事
業
所
に

お
い

て
同
時
に
単

独
型
・

併
設

型
指

定
認
知
症
対

応
型
通

所
介

護

の
提

供
を
受

け
る

こ
と

が
で
き
る
利

用
者
の

数
の

上
限

を
い
う
。
第

８
２
条

第
２

項

第
１

号
ア
に

お
い

て
同

じ
。
）
を
１

２
人
以

下
と

す
る

。
 

４
 
前

３
項

の
単
独

型
・
併
設
型

指
定

認
知
症
対
応

型
通
所
介
護

の
単

位
は

、
単

独
型

・

併
設

型
指
定
認
知

症
対

応
型
通
所
介

護
で
あ
つ
て

そ
の

提
供
が
同
時

に
一
又
は
複

数

の
利

用
者
（
当
該

単
独

型
・
併
設
型

指
定
認
知
症

対
応

型
通
所
介
護

事
業
者
が
単

独

型
・

併
設
型
指
定

介
護

予
防
認
知
症

対
応
型
通
所

介
護

事
業
者
（
江

差
町
指
定
地

域

密
着

型
介
護
予
防

サ
ー

ビ
ス
の
事
業

の
人
員
、
設

備
及

び
運
営
並
び

に
指
定
地
域

密

着
型

介
護
予
防
サ

ー
ビ

ス
に
係
る
介

護
予
防
の
た

め
の

効
果
的
な
支

援
の
方
法
に

関

す
る

基
準
を
定
め

る
条

例
（
平
成
２

５
年
江
差
町

条
例

第
１
３
号
。

以
下
「
指
定

地

域
密

着
型
介
護
予

防
サ

ー
ビ
ス
基
準

条
例
」
と
い

う
。

）
第
５
条
第

１
項
に
規
定

す

る
単

独
型
・
併
設

型
指

定
介
護
予
防

認
知
症
対
応

型
通

所
介
護
事
業

者
を
い
う
。

以

下
同

じ
。
）
の
指

定
を

併
せ
て
受
け

、
か
つ
、
単

独
型

・
併
設
型
指

定
認
知
症
対

応

型
通

所
介
護
の
事

業
と

単
独
型
・
併

設
型
指
定
介

護
予

防
認
知
症
対

応
型
通
所
介

護

（
同

項
第
１
号
に

規
定

す
る
単
独
型

・
併
設
型
指

定
介

護
予
防
認
知

症
対
応
型
通

所

介
護

を
い
う
。
以

下
同

じ
。
）
の
事

業
と
が
同
一

の
事

業
所
に
お
い

て
一
体
的
に

運

営
さ

れ
て
い
る
場

合
に

あ
つ
て
は
、

当
該
事
業
所

に
お

け
る
単
独
型

・
併
設
型
指

定

認
知

症
対
応
型
通

所
介

護
又
は
単
独

型
・
併
設
型

指
定

介
護
予
防
認

知
症
対
応
型

通

所
介

護
の
利
用
者

。
以

下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ

。
）

に
対
し
て
一

体
的
に
行
わ

れ

る
も

の
を
い
い
、

そ
の

利
用
定
員
（

当
該
単
独
型

・
併

設
型
指
定
認

知
症
対
応
型

通

所
介

護
事
業
所
に

お
い

て
同
時
に
単

独
型
・
併
設

型
指

定
認
知
症
対

応
型
通
所
介

護

の
提

供
を
受
け
る

こ
と

が
で
き
る
利

用
者
の
数
の

上
限

を
い
う
。
第

６
３
条
第
２

項

第
１

号
ア
に
お
い

て
同

じ
。
）
を
１

２
人
以
下
と

す
る

。
 

５
～
７

 
（
略
）
 

５
～
７

 
（

略
）
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（
管

理
者
）
 

（
管

理
者
）
 

第
８
１

条
 
（
略
）
 

第
６
２

条
 

（
略
）
 

（
設

備
及
び

備
品

等
）
 

（
設

備
及
び
備
品

等
）
 

第
８
２

条
 
（
略
）
 

第
６
３

条
 

（
略
）
 

（
従

業
者
の

員
数

）
 

（
従

業
者
の
員
数

）
 

第
８
３

条
 
指
定
認

知
症
対
応
型

共
同

生
活
介
護
事

業
所
若
し
く

は
指

定
介
護
予
防

認

知
症

対
応
型
共
同

生
活

介
護
事
業
所

（
指
定

地
域

密
着

型
介
護
予
防

サ
ー
ビ

ス
基

準

条
例

第
７
１

条
第

１
項

に
規
定
す
る

指
定
介

護
予

防
認

知
症
対
応
型

共
同
生

活
介

護

事
業

所
を
い

う
。

次
条

に
お
い
て
同

じ
。
）

の
居

間
若

し
く
は
食
堂

又
は
指

定
地

域

密
着

型
特
定
施
設

若
し

く
は
指
定
地

域
密
着

型
介

護
老

人
福
祉
施
設

の
食
堂

若
し

く

は
共

同
生
活

室
に

お
い

て
、
こ
れ
ら

の
事
業

所
又

は
施

設
の
利
用
者

、
入
居

者
又

は

入
所

者
と
と

も
に

行
う

指
定
認
知
症

対
応
型

通
所

介
護

（
以
下
「
共

用
型
指

定
認

知

症
対

応
型
通
所
介

護
」

と
い
う
。
）

の
事
業

を
行

う
者

（
以
下
「
共

用
型
指

定
認

知

症
対

応
型
通
所
介

護
事

業
者
」
と

い
う
。
）
が
当
該

事
業
を
行
う
事
業

所
（
以
下
「
共

用
型

指
定
認
知
症

対
応

型
通
所
介
護

事
業
所
」
と

い
う

。
）
に
置
く

べ
き
従

業
者

の

員
数

は
、
当

該
利

用
者

、
当
該
入
居

者
又
は

当
該

入
所

者
の
数
と
当

該
共
用

型
指

定

認
知

症
対
応
型
通

所
介

護
の
利
用
者

（
当
該

共
用

型
指

定
認
知
症
対

応
型
通

所
介

護

事
業

者
が
共

用
型

指
定

介
護
予
防
認

知
症
対

応
型

通
所

介
護
事
業
者

（
指
定

地
域

密

着
型

介
護
予
防
サ

ー
ビ

ス
基
準
条
例

第
８
条

第
１

項
に

規
定
す
る
共

用
型
指

定
介

護

予
防

認
知
症
対
応

型
通

所
介
護
事
業

者
を
い

う
。

以
下

同
じ
。
）
の

指
定
を

併
せ

て

受
け

、
か
つ

、
共

用
型

指
定
認
知
症

対
応
型
通
所

介
護

の
事
業
と
共

用
型
指

定
介

護

予
防

認
知
症
対
応

型
通

所
介
護
（
同

項
に
規

定
す

る
共

用
型
指
定
介

護
予
防

認
知

症

対
応

型
通
所
介
護

を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）

の
事

業
と

が
同
一
の
事

業
所
に

お
い

て

一
体

的
に
運

営
さ

れ
て

い
る
場
合
に

あ
つ
て

は
、

当
該

事
業
所
に
お

け
る
共

用
型

指

定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護
又
は
共

用
型
指

定
介

護
予

防
認
知
症
対

応
型
通

所
介

護

第
６
４

条
 

指
定
認

知
症
対
応
型

共
同

生
活

介
護
事

業
所
若
し
く

は
指

定
介

護
予
防

認

知
症

対
応
型
共
同

生
活

介
護
事
業
所

（
指
定
地
域

密
着

型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
基

準

条
例

第
７
１
条
第

１
項

に
規
定
す
る

指
定
介
護
予

防
認

知
症
対
応
型

共
同
生
活
介

護

事
業

所
を
い
う
。

次
条

に
お
い
て
同

じ
。
）
の
居

間
若

し
く
は
食
堂

又
は
指
定
地

域

密
着

型
特
定
施
設

若
し

く
は
指
定
地

域
密
着
型
介

護
老

人
福
祉
施
設

の
食
堂
若
し

く

は
共

同
生
活
室
に

お
い

て
、
こ
れ
ら

の
事
業
所
又

は
施

設
の
利
用
者

、
入
居
者
又

は

入
所

者
と
と
も
に

行
う

指
定
認
知
症

対
応
型
通
所

介
護

（
以
下
「
共

用
型
指
定
認

知

症
対

応
型
通
所
介

護
」

と
い
う
。
）

の
事
業
を
行

う
者

（
以
下
「
共

用
型
指
定
認

知

症
対

応
型
通
所
介

護
事

業
者
」
と

い
う
。
）
が
当

該
事
業
を
行
う
事
業

所
（
以
下
「
共

用
型

指
定
認
知
症

対
応

型
通
所
介
護

事
業
所
」
と

い
う

。
）
に
置
く

べ
き
従
業
者

の

員
数

は
、
当
該
利

用
者

、
当
該
入
居

者
又
は
当
該

入
所

者
の
数
と
当

該
共
用
型
指

定

認
知

症
対
応
型
通

所
介

護
の
利
用
者

（
当
該
共
用

型
指

定
認
知
症
対

応
型
通
所
介

護

事
業

者
が
共
用
型

指
定

介
護
予
防
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護
事
業
者

（
指
定
地
域

密

着
型

介
護
予
防
サ

ー
ビ

ス
基
準
条
例

第
８
条
第
１

項
に

規
定
す
る
共

用
型
指
定
介

護

予
防

認
知
症
対
応

型
通

所
介
護
事
業

者
を
い
う
。

以
下

同
じ
。
）
の

指
定
を
併
せ

て

受
け

、
か
つ
、
共

用
型

指
定
認
知
症

対
応
型
通
所

介
護

の
事
業
と
共

用
型
指
定
介

護

予
防

認
知
症
対
応

型
通

所
介
護
（
同

項
に
規
定
す

る
共

用
型
指
定
介

護
予
防
認
知

症

対
応

型
通
所
介
護

を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）
の
事

業
と

が
同
一
の
事

業
所
に
お
い

て

一
体

的
に
運
営
さ

れ
て

い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、

当
該

事
業
所
に
お

け
る
共
用
型

指

定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護
又
は
共

用
型
指
定
介

護
予

防
認
知
症
対

応
型
通
所
介

護
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の
利

用
者
。

次
条

に
お

い
て
同
じ
。

）
の
数

を
合

計
し

た
数
に
つ
い

て
、
第

１
２

９

条
、

第
１
４

９
条

若
し

く
は
第
１
７

０
条
又

は
指

定
地

域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー

ビ

ス
基

準
条
例

第
７

１
条

に
規
定
す
る

従
業
者

の
員

数
を

満
た
す
た
め

に
必
要

な
数

以

上
と

す
る
。
 

の
利

用
者
。
次
条

に
お

い
て
同
じ
。

）
の
数
を
合

計
し

た
数
に
つ
い

て
、
第
１
１

０

条
、

第
１
３
０
条

若
し

く
は
第
１
５

１
条
又
は
指

定
地

域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー

ビ

ス
基

準
条
例
第
７

１
条

に
規
定
す
る

従
業
者
の
員

数
を

満
た
す
た
め

に
必
要
な
数

以

上
と

す
る
。
 

２
 
（

略
）
 

２
 
（

略
）
 

（
利

用
定
員

等
）

 
（
利

用
定
員
等
）

 

第
８
４

条
 
（
略
）
 

第
６
５

条
 

（
略
）
 

２
 
共

用
型
指
定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護
事
業
者

は
、
指
定
居

宅
サ

ー
ビ
ス
（
法

第

４
１

条
第
１

項
に

規
定

す
る
指
定
居

宅
サ
ー

ビ
ス

を
い

う
。
）
、
指

定
地
域

密
着

型

サ
ー

ビ
ス
、
指
定

居
宅

介
護
支
援
（

法
第
４

６
条

第
１

項
に
規
定
す

る
指
定

居
宅

介

護
支

援
を
い

う
。

）
、

指
定
介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス

（
法

第
５
３
条
第

１
項
に

規
定

す

る
指

定
介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス
を
い
う

。
）
、

指
定

地
域

密
着
型
介
護

予
防
サ

ー
ビ

ス

（
法

第
５
４

条
の

２
第

１
項
に
規
定

す
る
指

定
地

域
密

着
型
介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス

を

い
う

。
）
又

は
 
 
 
 
指

定
介
護

予
防

支
援
（

法
第

５
８

条
第
１
項
に

規
定
す

る
指

定

介
護

予
防
支
援
を

い
う

。
）
の
事
業

又
は
介

護
保

険
施

設
若
し
く
は

指
定
介

護
療

養

型
医

療
施
設
の
運

営
（

第
１
０
１
条

第
７
項

に
お

い
て

「
指
定
居
宅

サ
ー
ビ

ス
事

業

等
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て

３
年

以
上

の
経
験
を
有

す
る
者

で
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。

２
 
共

用
型

指
定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護

事
業
者

は
、
指
定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
（
法

第

４
１

条
第
１
項
に

規
定

す
る
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス

を
い

う
。
）
、
指

定
地
域
密
着

型

サ
ー

ビ
ス
、
指
定

居
宅

介
護
支
援
（

法
第
４
６
条

第
１

項
に
規
定
す

る
指
定
居
宅

介

護
支

援
を
い
う
。

）
、

指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス

（
法

第
５
３
条
第

１
項
に
規
定

す

る
指

定
介
護
予
防

サ
ー

ビ
ス
を
い
う

。
）
、
指
定

地
域

密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ

ス

（
法

第
５
４
条
の

２
第

１
項
に
規
定

す
る
指
定
地

域
密

着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス

を

い
う

。
）
若
し
く

は
指

定
介
護
予
防

支
援
（
法
第

５
８

条
第
１
項
に

規
定
す
る
指

定

介
護

予
防
支
援
を

い
う

。
）
の
事
業

又
は
介
護
保

険
施

設
若
し
く
は

指
定
介
護
療

養

型
医

療
施
設
の
運

営
（

第
８
２
条
第

７
項

 
 
に
お

い
て

「
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事

業

等
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
３
年

以
上

の
経
験
を
有

す
る
者
で
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

（
管

理
者
）
 

（
管

理
者
）
 

第
８
５

条
 
（
略
）
 

第
６
６

条
 

（
略
）
 

２
 
共

用
型
指
定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護
事
業
所

の
管
理
者
は

、
適

切
な
共
用
型

指

定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護
を
提
供

す
る
た

め
に

必
要

な
知
識
及
び

経
験
を

有
す

る

者
で

あ
つ
て

、
第

８
１

条
第
２
項
に

規
定
す

る
厚

生
労

働
大
臣
が
定

め
る
研

修
を

修

了
し

て
い
る

も
の

で
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
共

用
型

指
定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護

事
業
所

の
管
理
者
は

、
適

切
な

共
用
型

指

定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護
を
提
供

す
る
た
め
に

必
要

な
知
識
及
び

経
験
を
有
す

る

者
で

あ
つ
て
、
第

６
２

条
第
２
項
に

規
定
す
る
厚

生
労

働
大
臣
が
定

め
る
研
修
を

修

了
し

て
い
る
も
の

で
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

（
心

身
の
状

況
等

の
把

握
）
 

（
心

身
の
状
況
等

の
把

握
）
 

第
８
６

条
 
（
略
）
 

第
６
７

条
 

（
略
）
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（
利

用
料
等

の
受

領
）
 

（
利

用
料
等
の
受

領
）
 

第
８
７

条
 
（
略
）
 

第
６
８

条
 

（
略
）
 

（
指

定
認
知

症
対

応
型

通
所
介
護
の

基
本
取

扱
方

針
）
 

（
指

定
認
知
症
対

応
型

通
所
介
護
の

基
本
取
扱
方

針
）
 

第
８
８

条
 
（
略
）
 

第
６
９

条
 

（
略
）
 

（
指

定
認
知

症
対

応
型

通
所
介
護
の

具
体
的

取
扱

方
針

）
 

（
指

定
認
知
症
対

応
型

通
所
介
護
の

具
体
的
取
扱

方
針

）
 

第
８
９

条
 
指
定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護
の
方
針

は
、
次
に
掲

げ
る

と
こ
ろ
に
よ

る

も
の

と
す
る
。
 

第
７
０

条
 

指
定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護

の
方
針

は
、
次
に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に
よ

る

も
の

と
す
る
。
 

（
１

）
～
（
３
）

 
（

略
）
 

（
１

）
～
（
３
）

 
（

略
）
 

（
４

）
 
認

知
症

対
応

型
通
所
介
護

従
業
者

（
第

８
０

条
第
１
項
又

は
第
８

３
条

第

１
項
の
従
業
者
を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
は
、
指
定

認
知
症

対
応

型
通
所
介
護
の

提
供
に
当
た
つ
て
は

、
懇
切

丁
寧

に
行
う
こ
と
を
旨

と
し
、

利
用

者
又
は
そ
の
家

族
に
対
し
、
サ
ー
ビ

ス
の
提

供
方

法
等
に
つ
い
て
、

理
解
し

や
す

い
よ
う
に
説
明

を
行
う
も
の
と
す
る

。
 

（
４

）
 
認
知
症

対
応

型
通
所
介
護

従
業
者
（
第

６
１

条
第
１
項
又

は
第
６
４
条

第

１
項
の

従
業
者
を
い

う
。
以

下
同

じ
。

）
は
、
指
定

認
知
症

対
応

型
通

所
介
護
の

提
供
に

当
た
つ
て
は

、
懇
切

丁
寧

に
行

う
こ
と
を
旨

と
し
、

利
用

者
又

は
そ
の
家

族
に
対

し
、
サ
ー
ビ

ス
の
提

供
方

法
等

に
つ
い
て
、

理
解
し

や
す

い
よ

う
に
説
明

を
行
う

も
の
と
す
る

。
 

（
５

）
・
（
６
）

 
（

略
）
 

（
５

）
・
（
６
）

 
（

略
）
 

（
認

知
症
対

応
型

通
所

介
護
計
画
の

作
成
）
 

（
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護
計
画
の

作
成
）
 

第
９
０

条
 
指
定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護
事
業
所

（
単
独
型
・

併
設

型
指
定
認
知

症

対
応

型
通
所
介
護

事
業

所
又
は
共
用

型
指
定
認
知

症
対

応
型
通
所
介

護
事
業
所
を

い

う
。

以
下
同

じ
。

）
の

管
理
者
（
第

８
１
条

又
は

第
８

５
条
の
管
理

者
を
い

う
。

以

下
こ

の
条
及

び
次

条
に

お
い
て
同
じ

。
）
は

、
利

用
者

の
心
身
の
状

況
、
希

望
及

び

そ
の

置
か
れ

て
い

る
環

境
を
踏
ま
え

て
、
機

能
訓

練
等

の
目
標
、
当

該
目
標

を
達

成

す
る

た
め
の
具
体

的
な

サ
ー
ビ
ス
の

内
容
等

を
記

載
し

た
認
知
症
対

応
型
通

所
介

護

計
画

を
作
成

し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

第
７
１

条
 

指
定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護

事
業
所

（
単
独
型
・

併
設

型
指

定
認
知

症

対
応

型
通
所
介
護

事
業

所
又
は
共
用

型
指
定
認
知

症
対

応
型
通
所
介

護
事
業
所
を

い

う
。

以
下
同
じ
。

）
の

管
理
者
（
第

６
２
条
又
は

第
６

６
条
の
管
理

者
を
い
う
。

以

下
こ

の
条
及
び
次

条
に

お
い
て
同
じ

。
）
は
、
利

用
者

の
心
身
の
状

況
、
希
望
及

び

そ
の

置
か
れ
て
い

る
環

境
を
踏
ま
え

て
、
機
能
訓

練
等

の
目
標
、
当

該
目
標
を
達

成

す
る

た
め
の
具
体

的
な

サ
ー
ビ
ス
の

内
容
等
を
記

載
し

た
認
知
症
対

応
型
通
所
介

護

計
画

を
作
成
し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

２
～
５

 
（
略
）
 

２
～
５

 
（

略
）
 

（
管

理
者
の

責
務

）
 

（
管

理
者
の
責
務

）
 

第
９
１

条
 
（
略
）
 

第
７
２

条
 

（
略
）
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（
運

営
規
程

）
 

（
運

営
規
程
）
 

第
９
２

条
 
指
定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護
事
業
者

は
、
指
定
認

知
症

対
応
型
通
所

介

護
事

業
所
ご

と
に

、
次

に
掲
げ
る
事

業
の
運

営
に

つ
い

て
の
重
要
事

項
に
関

す
る

規

程
を

定
め
て

お
か

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
７
３

条
 

指
定
認

知
症
対
応
型

通
所

介
護

事
業
者

は
、
指
定
認

知
症

対
応

型
通
所

介

護
事

業
所
ご
と
に

、
次

に
掲
げ
る
事

業
の
運
営
に

つ
い

て
の
重
要
事

項
に
関
す
る

規

程
を

定
め
て
お
か

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
１

）
～
（
３
）

 
（

略
）
 

（
１

）
～
（
３
）

 
（

略
）
 

（
４

）
 
指

定
認

知
症

対
応
型
通
所

介
護
の

利
用

定
員

（
第
８
０
条

第
４
項

又
は

第

８
４
条
第
１
項
の
利

用
定
員

を
い

う
。
第
９
４
条
に

お
い
て

同
じ

。
）
 

（
４

）
 
指
定
認

知
症

対
応
型
通
所

介
護
の
利
用

定
員

（
第
６
１
条

第
４
項
又
は

第

６
５
条

第
１
項
の
利

用
定
員

を
い

う
。

第
７
５
条
に

お
い
て

同
じ

。
）
 

（
５

）
～
（
１
０

）
 

（
略
）
 

（
５

）
～
（
１
０

）
 

（
略
）
 

（
勤

務
体
制

の
確

保
等

）
 

（
勤

務
体
制
の
確

保
等

）
 

第
９
３

条
 
（
略
）
 

第
７
４

条
 

（
略
）
 

（
定

員
の
遵

守
）

 
（
定

員
の
遵
守
）

 

第
９
４

条
 
（
略
）
 

第
７
５

条
 

（
略
）
 

（
非

常
災
害

対
策

）
 

（
非

常
災
害
対
策

）
 

第
９
５

条
 
（
略
）
 

第
７
６

条
 

（
略
）
 

（
衛

生
管
理

等
）

 
（
衛

生
管
理
等
）

 

第
９
６

条
 
（
略
）
 

第
７
７

条
 

（
略
）
 

（
地

域
と
の

連
携

等
）
 

（
地

域
と
の
連
携

等
）
 

第
９
７

条
 
（
略
）
 

第
７
８

条
 

（
略
）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記

録
の
整
備
）

 

第
９
８

条
 
（
略
）
 

第
７
９

条
 

（
略
）
 

（
準

用
）
 

（
準

用
）
 

第
９
９

条
 
第
９
条

か
ら
第
１
３

条
ま

で
、
第
１
５

条
か
ら
第
１

８
条

ま
で
、
第
２

０

条
、

第
２
２

条
、

第
２

８
条
、
第
３

４
条
か

ら
第

３
８

条
ま
で
、
第

４
０
条

、
第

４

１
条

及
び
第

５
３

条
の

規
定
は
、
指

定
認
知

症
対

応
型

通
所
介
護
の

事
業
に

つ
い

て

準
用

す
る
。

こ
の

場
合

に
お
い
て
、

第
９
条

第
１

項
中

「
第
３
１
条

に
規
定

す
る

運

第
８
０

条
 

第
９
条

か
ら
第
１
３

条
ま

で
、

第
１
５

条
か
ら
第
１

８
条

ま
で
、
第
２

０

条
、

第
２
２
条
、

第
２

８
条
、
第
３

４
条
か
ら
第

３
８

条
ま
で
、
第

４
０
条
、
第

４

１
条

及
び
第
５
３

条
の

規
定
は
、
指

定
認
知
症
対

応
型

通
所
介
護
の

事
業
に
つ
い

て

準
用

す
る
。
こ
の

場
合

に
お
い
て
、

第
９
条
第
１

項
中

「
第
３
１
条

に
規
定
す
る

運
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営
規

程
」
と

あ
る

の
は

「
第
９
２
条

に
規
定

す
る

重
要

事
項
に
関
す

る
規
程

」
と

、

同
項

及
び
第

３
４

条
中

「
定
期
巡
回

・
随
時

対
応

型
訪

問
介
護
看
護

従
業
者

」
と

あ

る
の

は
「
認

知
症

対
応

型
通
所
介
護

従
業
者

」
と

読
み

替
え
る
も
の

と
す
る

。
 

営
規

程
」
と
あ
る

の
は

「
第
７
３
条

に
規
定
す
る

重
要

事
項
に
関
す

る
規
程
」
と

、

同
項

及
び
第
３
４

条
中

「
定
期
巡
回

・
随
時
対
応

型
訪

問
介
護
看
護

従
業
者
」
と

あ

る
の

は
「
認
知
症

対
応

型
通
所
介
護

従
業
者
」
と

読
み

替
え
る
も
の

と
す
る
。
 

第
１
０

０
条
 
（
略

）
 

第
８
１

条
 

（
略
）
 

（
従

業
者
の

員
数

等
）
 

（
従

業
者
の
員
数

等
）
 

第
１
０

１
条
 
（
略

）
 

第
８
２

条
 

（
略
）
 

２
～
６

 
（
略
）
 

２
～
６

 
（

略
）
 

７
 
第

１
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら

ず
、

サ
テ
ラ
イ
ト

型
指
定
小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介

護
事

業
所
（

指
定

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介

護
事

業
所

で
あ
つ
て
、

指
定
居

宅
サ

ー

ビ
ス

事
業
等

そ
の

他
の

保
健
医
療
又

は
福
祉

に
関

す
る

事
業
に
つ
い

て
３
年

以
上

の

経
験

を
有
す

る
指

定
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

事
業

者
又
は
指
定

看
護
小
規
模

多

機
能

型
居
宅
介
護

事
業

者
に
よ
り
設

置
さ
れ

る
当

該
指

定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介

護
事

業
所
以
外
の

指
定

小
規
模
多
機

能
型
居

宅
介

護
事

業
所
又
は
指

定
看
護

小
規

模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事

業
所
で
あ
つ

て
当
該

指
定

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介

護
事

業

所
に

対
し
て

指
定

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介

護
の

提
供

に
係
る
支
援

を
行
う

も
の

（
以

下
「
本

体
事

業
所

」
と
い
う
。

）
と
の

密
接

な
連

携
の
下
に
運

営
さ
れ

る
も

の

を
い

う
。
以

下
同

じ
。

）
に
置
く
べ

き
訪
問

サ
ー

ビ
ス

の
提
供
に
当

た
る
小

規
模

多

機
能

型
居
宅
介
護

従
業

者
に
つ
い
て

は
、
本

体
事

業
所

の
職
員
に
よ

り
当
該

サ
テ

ラ

イ
ト

型
指
定

小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護
事

業
所

の
登

録
者
の
処
遇

が
適
切

に
行

わ

れ
る

と
認
め

ら
れ

る
と

き
は
、
１
人

以
上
と

す
る

こ
と

が
で
き
る
。
 

７
 
第

１
項

の
規
定

に
か
か
わ
ら

ず
、

サ
テ

ラ
イ
ト

型
指
定
小
規

模
多

機
能

型
居
宅

介

護
事

業
所
（
指
定

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事

業
所

で
あ
つ
て
、

指
定
居
宅
サ

ー

ビ
ス

事
業
等
そ
の

他
の

保
健
医
療
又

は
福
祉
に
関

す
る

事
業
に
つ
い

て
３
年
以
上

の

経
験

を
有
す
る
指

定
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

事
業

者
又
は
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ

ス
事

業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

よ
り
設

置
さ
れ
る
当

該
指

定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介

護
事

業
所
以
外
の

指
定

小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介

護
事

業
所
又
は
指

定
複
合
型
サ

ー

ビ
ス

事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で

あ
つ

て
当
該
指
定

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事

業

所
に

対
し
て
指
定

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護
の

提
供

に
係
る
支
援

を
行
う
も
の

（
以

下
「
本
体
事

業
所

」
と
い
う
。

）
と
の
密
接

な
連

携
の
下
に
運

営
さ
れ
る
も

の

を
い

う
。
以
下
同

じ
。

）
に
置
く
べ

き
訪
問
サ
ー

ビ
ス

の
提
供
に
当

た
る
小
規
模

多

機
能

型
居
宅
介
護

従
業

者
に
つ
い
て

は
、
本
体
事

業
所

の
職
員
に
よ

り
当
該
サ
テ

ラ

イ
ト

型
指
定
小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所

の
登

録
者
の
処
遇

が
適
切
に
行

わ

れ
る

と
認
め
ら
れ

る
と

き
は
、
１
人

以
上
と
す
る

こ
と

が
で
き
る
。
 

８
 
第

１
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら

ず
、

サ
テ
ラ
イ
ト

型
指
定
小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介

護
事

業
所
に

つ
い

て
は

、
夜
間
及
び

深
夜
の

時
間

帯
を

通
じ
て
本
体

事
業
所
に
お

い

て
宿

直
勤
務

を
行

う
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

従
業

者
又
は
看
護

小
規
模
多
機

能

型
居

宅
介
護
従
業

者
（

第
２
１
０
条

第
１
項

に
規

定
す

る
看
護
小
規

模
多
機

能
型

居

宅
介

護
従
業
者
を

い
う

。
）
に
よ
り

当
該
サ

テ
ラ

イ
ト

型
指
定
小
規

模
多
機

能
型

居

８
 
第

１
項

の
規
定

に
か
か
わ
ら

ず
、

サ
テ

ラ
イ
ト

型
指
定
小
規

模
多

機
能

型
居
宅

介

護
事

業
所
に
つ
い

て
は

、
夜
間
及
び

深
夜
の
時
間

帯
を

通
じ
て
本
体

事
業
所
に
お

い

て
宿

直
勤
務
を
行

う
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

従
業

者
又
は
複
合

型
サ
ー
ビ
ス

従

業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

第
１

９
１
条

第
１
項
に
規

定
す

る
複
合
型
サ

ー
ビ
ス
従
業

者
 

を
い

う
。
）
に
よ

り
当

該
サ
テ
ラ
イ

ト
型
指
定
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業

所
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宅
介

護
事
業
所
の

登
録

者
の
処
遇
が

適
切
に

行
わ

れ
る

と
認
め
ら
れ

る
と
き

は
、

夜

間
及

び
深
夜

の
時

間
帯

を
通
じ
て
宿

直
勤
務

を
行

う
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

従

業
者

を
置
か

な
い

こ
と

が
で
き
る
。
 

の
登

録
者
の
処
遇

が
適

切
に
行
わ
れ

る
と
認
め
ら

れ
る

と
き
は
、
夜

間
及
び
深
夜

の

時
間

帯
を
通
じ
て

宿
直

勤
務
を
行
う

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
従

業
者
を
置
か

な

い
こ

と
が
で
き
る

。
 

９
～
１

１
 
（
略
）
 

９
～
１

１
 

（
略
）
 

１
２
 

第
１
０
項
の

規
定
に
か
か

わ
ら

ず
、
サ
テ
ラ

イ
ト
型
指
定

小
規

模
多
機
能
型

居

宅
介

護
事
業
所
に

つ
い

て
は
、
本
体

事
業
所
の
介

護
支

援
専
門
員
に

よ
り
当

該
サ

テ

ラ
イ

ト
型
指

定
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護

事
業

所
の

登
録
者
に
対

し
て
居

宅
サ

ー

ビ
ス

計
画
の

作
成

が
適

切
に
行
わ
れ

る
と
き
は
、

介
護

支
援
専
門
員

に
代
え

て
、

小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介

護
計
画
の
作

成
に
専

ら
従

事
す

る
前
項
の
別

に
厚
生

労
働

大

臣
が

定
め
る

研
修

を
修

了
し
て
い
る

者
（
第

１
１

５
条

第
１
項
に
お

い
て
「
研
修

修

了
者

」
と
い

う
。

）
を

置
く
こ
と
が

で
き
る

。
 

１
２
 

第
１

０
項
の

規
定
に
か
か

わ
ら

ず
、

サ
テ
ラ

イ
ト
型
指
定

小
規

模
多

機
能
型

居

宅
介

護
事
業
所
に

つ
い

て
は
、
本
体

事
業
所
の
介

護
支

援
専
門
員
に

よ
り
当
該
サ

テ

ラ
イ

ト
型
指
定
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業

所
の

登
録
者
に
対

し
て
居
宅
サ

ー

ビ
ス

計
画
の
作
成

が
適

切
に
行
わ
れ

る
と
き
は
、

介
護

支
援
専
門
員

に
代
え
て
、

小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介

護
計
画
の
作

成
に
専
ら
従

事
す

る
前
項
の
別

に
厚
生
労
働

大

臣
が

定
め
る
研
修

を
修

了
し
て
い
る

者
（
第
９
６

条
第

１
項
 
 
に
お

い
て
「
研
修

修

了
者

」
と
い
う
。

）
を

置
く
こ
と
が

で
き
る
。
 

１
３
 

（
略
）
 

１
３
 

（
略

）
 

（
管

理
者
）
 

（
管

理
者
）
 

第
１
０

２
条
 
（
略

）
 

第
８
３

条
 

（
略
）
 

２
 
前

項
本
文
及
び

第
２
１
１
条

第
１

項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず

、
指

定
小
規
模
多

機

能
型

居
宅
介
護
事

業
所

の
管
理
上
支

障
が
な

い
場

合
は

、
サ
テ
ラ
イ

ト
型
指

定
小

規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
の
管

理
者
は

、
本

体
事

業
所
の
管
理

者
を
も

つ
て

充

て
る

こ
と
が
で
き

る
。
 

２
 
前

項
本

文
及
び

第
１
９
２
条

第
１

項
の

規
定
に

か
か
わ
ら
ず

、
指

定
小

規
模
多

機

能
型

居
宅
介
護
事

業
所

の
管
理
上
支

障
が
な
い
場

合
は

、
サ
テ
ラ
イ

ト
型
指
定
小

規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
の
管

理
者
は
、
本

体
事

業
所
の
管
理

者
を
も
つ
て

充

て
る

こ
と
が
で
き

る
。
 

３
 
前

２
項
の
管
理

者
は
、
特
別

養
護

老
人
ホ
ー
ム

、
老
人
デ
イ

サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ

ー

（
老

人
福
祉

法
第

２
０

条
の
２
の
２

に
規
定

す
る

老
人

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン

タ
ー

を

い
う

。
以
下

同
じ

。
）

、
介
護
老
人

保
健
施

設
、

指
定

小
規
模
多
機

能
型
居

宅
介

護

事
業

所
、
指

定
認

知
症

対
応
型
共
同

生
活
介

護
事

業
所

、
指
定
複
合

型
サ
ー

ビ
ス

事

業
所

等
の
従

業
者

又
は

訪
問
介
護
員

等
（
介

護
福

祉
士

又
は
法
第
８

条
第
２

項
に

規

定
す

る
政
令

で
定

め
る

者
を
い
う
。

次
条
、

第
１

３
０

条
第
２
項
、

第
１
３

１
条

及

び
第

２
１
２

条
に

お
い

て
同
じ
。
）

と
し
て

３
年

以
上

認
知
症
で
あ

る
者
の

介
護

に

３
 
前

２
項

の
管
理

者
は
、
特
別

養
護

老
人

ホ
ー
ム

、
老
人
デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン
タ

ー

（
老

人
福
祉
法
第

２
０

条
の
２
の
２

に
規
定
す
る

老
人

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

を

い
う

。
以
下
同
じ

。
）

、
介
護
老
人

保
健
施
設
、

指
定

小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介

護

事
業

所
、
指
定
認

知
症

対
応
型
共
同

生
活
介
護
事

業
所

、
指
定
複
合

型
サ
ー
ビ
ス

事

業
所

等
の
従
業
者

又
は

訪
問
介
護
員

等
（
介
護
福

祉
士

又
は
法
第
８

条
第
２
項
に

規

定
す

る
政
令
で
定

め
る

者
を
い
う
。

次
条
、
第
１

１
１

条
第
２
項
、

第
１
１
２
条

及

び
第

１
９
３
条
に

お
い

て
同
じ
。
）

と
し
て
３
年

以
上

認
知
症
で
あ

る
者
の
介
護

に
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従
事

し
た
経

験
を

有
す

る
者
で
あ
つ

て
、
省

令
第

６
４

条
第
３
項
の

規
定
に

よ
り

別

に
厚

生
労
働

大
臣

が
定

め
る
研
修
を

修
了
し

て
い

る
も

の
で
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。

従
事

し
た
経
験
を

有
す

る
者
で
あ
つ

て
、
省
令
第

６
４

条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り

別

に
厚

生
労
働
大
臣

が
定

め
る
研
修
を

修
了
し
て
い

る
も

の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

（
指

定
小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護

事
業
者

の
代

表
者

）
 

（
指

定
小
規
模
多

機
能

型
居
宅
介
護

事
業
者
の
代

表
者

）
 

第
１
０

３
条
 
（
略

）
 

第
８
４

条
 

（
略
）
 

（
登

録
定
員

及
び

利
用

定
員
）
 

（
登

録
定
員
及
び

利
用

定
員
）
 

第
１
０

４
条
 
（
略

）
 

第
８
５

条
 

（
略
）
 

（
設

備
及
び

備
品

等
）
 

（
設

備
及
び
備
品

等
）
 

第
１
０

５
条
 
（
略

）
 

第
８
６

条
 

（
略
）
 

（
心

身
の
状

況
等

の
把

握
）
 

（
心

身
の
状
況
等

の
把

握
）
 

第
１
０

６
条
 
指
定

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
事

業
者
は
、
指

定
小

規
模
多
機
能

型

居
宅

介
護
の

提
供

に
当

た
つ
て
は
、

介
護
支

援
専

門
員

（
第
１
０
１

条
第
１

２
項

の

規
定

に
よ
り

介
護

支
援

専
門
員
を
配

置
し
て

い
な

い
サ

テ
ラ
イ
ト
型

指
定
小

規
模

多

機
能

型
居
宅
介
護

事
業

所
に
あ
つ
て

は
、
本

体
事

業
所

の
介
護
支
援

専
門
員

。
以

下

こ
の

条
及
び

第
１

１
２

条
に
お
い
て

同
じ
。

）
が

開
催

す
る
サ
ー
ビ

ス
担
当

者
会

議

（
介

護
支
援

専
門

員
が

居
宅
サ
ー
ビ

ス
計
画

の
作

成
の

た
め
に
居
宅

サ
ー
ビ

ス
計

画

の
原

案
に
位

置
付

け
た

指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス

等
（

法
第

８
条
第
２
３

項
に
規

定
す

る

指
定

居
宅
サ

ー
ビ

ス
等

を
い
う
。
以

下
同
じ

。
）

の
担

当
者
を
招
集

し
て
行

う
会

議

を
い

う
。
）
等
を

通
じ

て
、
利
用
者

の
心
身

の
状

況
、

そ
の
置
か
れ

て
い
る
環
境

、

他
の

保
健
医

療
サ

ー
ビ

ス
又
は
福
祉

サ
ー
ビ

ス
の

利
用

状
況
等
の
把

握
に
努

め
な

け

れ
ば

な
ら
な
い
。

 

第
８
７

条
 

指
定
小

規
模
多
機
能

型
居

宅
介

護
事
業

者
は
、
指
定

小
規

模
多

機
能
型

居

宅
介

護
の
提
供
に

当
た

つ
て
は
、
介

護
支
援
専
門

員
（

第
８
２
条
第

１
２
項
 
 
の

規

定
に

よ
り
介
護
支

援
専

門
員
を
配
置

し
て
い
な
い

サ
テ

ラ
イ
ト
型
指

定
小
規
模
多

機

能
型

居
宅
介
護
事

業
所

に
あ
つ
て
は

、
本
体
事
業

所
の

介
護
支
援
専

門
員
。
以
下

こ

の
条

及
び
第
９
３

条
 
 
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
開

催
す

る
サ
ー
ビ
ス

担
当
者

会
議
（
介

護
支

援
専
門
員
が

居
宅

サ
ー
ビ
ス
計

画
の
作
成
の

た
め

に
居
宅
サ
ー

ビ
ス
計
画
の

原

案
に

位
置
付
け
た

指
定

居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
（
法
第

８
条

第
２
３
項
に

規
定
す
る
指

定

居
宅

サ
ー
ビ
ス
等

を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）
の
担

当
者

を
招
集
し
て

行
う
会
議
を

い

う
。

）
等
を
通
じ

て
、

利
用
者
の
心

身
の
状
況
、

そ
の

置
か
れ
て
い

る
環
境
、
他

の

保
健

医
療
サ
ー
ビ

ス
又

は
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
利
用

状
況

等
の
把
握
に

努
め
な
け
れ

ば

な
ら

な
い
。
 

（
居

宅
サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等
と
の
連

携
）
 

（
居

宅
サ
ー
ビ
ス

事
業

者
等
と
の
連

携
）
 

第
１
０

７
条
 
（
略

）
 

第
８
８

条
 

（
略
）
 

（
身

分
を
証

す
る

書
類

の
携
行
）
 

（
身

分
を
証
す
る

書
類

の
携
行
）
 

第
１
０

８
条
 
（
略

）
 

第
８
９

条
 

（
略
）
 

（
利

用
料
等

の
受

領
）
 

（
利

用
料
等
の
受

領
）
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第
１
０

９
条
 
（
略

）
 

第
９
０

条
 

（
略
）
 

（
指

定
小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護

の
基
本

取
扱

方
針

）
 

（
指

定
小
規
模
多

機
能

型
居
宅
介
護

の
基
本
取
扱

方
針

）
 

第
１
１

０
条
 
（
略

）
 

第
９
１

条
 

（
略
）
 

（
指

定
小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護

の
具
体

的
取

扱
方

針
）
 

（
指

定
小
規
模
多

機
能

型
居
宅
介
護

の
具
体
的
取

扱
方

針
）
 

第
１
１

１
条
 
（
略

）
 

第
９
２

条
 

（
略
）
 

（
居

宅
サ
ー

ビ
ス

計
画

の
作
成
）
 

（
居

宅
サ
ー
ビ
ス

計
画

の
作
成
）
 

第
１
１

２
条
 
（
略

）
 

第
９
３

条
 

（
略
）
 

（
法

定
代
理

受
領

サ
ー

ビ
ス
に
係
る

報
告
）
 

（
法

定
代
理
受
領

サ
ー

ビ
ス
に
係
る

報
告
）
 

第
１
１

３
条
 
（
略

）
 

第
９
４

条
 

（
略
）
 

（
利

用
者
に

対
す

る
居

宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
等

の
書

類
の

交
付
）
 

（
利

用
者
に
対
す

る
居

宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
等
の
書

類
の

交
付
）
 

第
１
１

４
条
 
（
略

）
 

第
９
５

条
 

（
略
）
 

（
小

規
模
多

機
能

型
居

宅
介
護
計
画

の
作
成

）
 

（
小

規
模
多
機
能

型
居

宅
介
護
計
画

の
作
成
）
 

第
１
１

５
条
 
指
定

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
事

業
所
の
管
理

者
は

、
介
護
支
援

専

門
員

（
第
１

０
１

条
第

１
２
項
の
規

定
に
よ

り
介

護
支

援
専
門
員
を

配
置
し

て
い

な

い
サ

テ
ラ
イ
ト
型

指
定

小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介

護
事

業
所
に
あ
つ

て
は
、

研
修

修

了
者

。
以
下

こ
の

条
に

お
い
て
同
じ

。
）
に

、
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護
計
画

の

作
成

に
関
す

る
業

務
を

担
当
さ
せ
る

も
の
と

す
る

。
 

第
９
６

条
 

指
定
小

規
模
多
機
能

型
居

宅
介

護
事
業

所
の
管
理
者

は
、

介
護
支
援
専

門

員
（

第
８
２
条
第

１
２

項
 
 
の
規
定

に
よ
り
介
護

支
援

専
門
員
を
配

置
し
て
い
な

い

サ
テ

ラ
イ
ト
型
指

定
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

事
業

所
に
あ
つ
て

は
、
研
修
修

了

者
。

以
下
こ
の
条

に
お

い
て
同
じ
。

）
に
、
小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護
計
画
の

作

成
に

関
す
る
業
務

を
担

当
さ
せ
る
も

の
と
す
る
。

 

２
～
７

 
（
略
）
 

２
～
７

 
（

略
）
 

（
介

護
等
）
 

（
介

護
等
）
 

第
１
１

６
条
 
（
略

）
 

第
９
７

条
 

（
略
）
 

（
社

会
生
活

上
の

便
宜

の
提
供
等
）
 

（
社

会
生
活
上
の

便
宜

の
提
供
等
）
 

第
１
１

７
条
 
（
略

）
 

第
９
８

条
 

（
略
）
 

（
緊

急
時
等

の
対

応
）
 

（
緊

急
時
等
の
対

応
）
 

第
１
１

８
条
 
（
略

）
 

第
９
９

条
 

（
略
）
 

（
運

営
規
程

）
 

（
運

営
規
程
）
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第
１
１

９
条
 
（
略

）
 

第
１
０

０
条

 
（
略

）
 

（
定

員
の
遵

守
）

 
（
定

員
の
遵
守
）

 

第
１
２

０
条
 
（
略

）
 

第
１
０

１
条

 
（
略

）
 

（
非

常
災
害

対
策

）
 

（
非

常
災
害
対
策

）
 

第
１
２

１
条
 
（
略

）
 

第
１
０

２
条

 
（
略

）
 

（
協

力
医
療

機
関

等
）
 

（
協

力
医
療
機
関

等
）
 

第
１
２

２
条
 
（
略

）
 

第
１
０

３
条

 
（
略

）
 

（
調

査
へ
の

協
力

等
）
 

（
調

査
へ
の
協
力

等
）
 

第
１
２

３
条
 
（
略

）
 

第
１
０

４
条

 
（
略

）
 

（
地

域
と
の

連
携

等
）
 

（
地

域
と
の
連
携

等
）
 

第
１
２

４
条
 
（
略

）
 

第
１
０

５
条

 
（
略

）
 

（
居

住
機
能

を
担

う
併

設
施
設
等
へ

の
入
居

）
 

（
居

住
機
能
を
担

う
併

設
施
設
等
へ

の
入
居
）
 

第
１
２

５
条
 
指
定

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
事

業
者
は
、
可

能
な

限
り
、
利
用

者

が
そ

の
居
宅

に
お

い
て

生
活
を
継
続

で
き
る

よ
う

支
援

す
る
こ
と
を

前
提
と

し
つ

つ
、

利
用
者

が
第

１
０

１
条
第
６
項

各
号
に

掲
げ

る
施

設
等
そ
の
他

の
施
設

へ
入

所

等
を

希
望
し

た
場

合
は

、
円
滑
に
そ

れ
ら
の
施
設

へ
入

所
等
が
行
え

る
よ
う

、
必

要

な
措

置
を
講

ず
る

よ
う

努
め
る
も
の

と
す
る

。
 

第
１
０

６
条

 
指
定

小
規
模
多
機

能
型

居
宅

介
護
事

業
者
は
、
可

能
な

限
り

、
利
用

者

が
そ

の
居
宅
に
お

い
て

生
活
を
継
続

で
き
る
よ
う

支
援

す
る
こ
と
を

前
提
と
し
つ

つ
、

利
用
者
が
第

８
２

条
第
６
項
 
 
各
号

に
掲
げ

る
施

設
等
そ
の
他

の
施
設
へ
入

所

等
を

希
望
し
た
場

合
は

、
円
滑
に
そ

れ
ら
の
施
設

へ
入

所
等
が
行
え

る
よ
う
、
必

要

な
措

置
を
講
ず
る

よ
う

努
め
る
も
の

と
す
る
。
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記

録
の
整
備
）

 

第
１
２

６
条
 
（
略

）
 

第
１
０

７
条

 
（
略

）
 

２
 
指

定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
者
は
、

利
用
者
に
対

す
る

指
定
小
規
模

多

機
能

型
居
宅
介
護

の
提

供
に
関
す
る

次
に
掲

げ
る

記
録

を
整
備
し
、

そ
の
完

結
の

日

か
ら

５
年
間

保
存

し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
指

定
小

規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業

者
は
、

利
用
者
に
対

す
る

指
定
小
規
模

多

機
能

型
居
宅
介
護

の
提

供
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る

記
録

を
整
備
し
、

そ
の
完
結
の

日

か
ら

５
年
間
保
存

し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

（
１

）
～
（
３
）

 
（

略
）
 

（
１

）
～
（
３
）

 
（

略
）
 

（
４

）
 
第

１
１

１
条

第
６
号
に
規

定
す
る

身
体

的
拘

束
等
の
態
様

及
び
時

間
、

そ

の
際
の
利
用
者
の
心

身
の
状

況
並

び
に
緊
急
や
む
を

得
な
い

理
由

の
記
録
 

（
４

）
 
第
９
２

条
第

６
号
 
 
に
規

定
す
る
身
体

的
拘

束
等
の
態
様

及
び
時
間
、

そ

の
際
の

利
用
者
の
心

身
の
状

況
並

び
に

緊
急
や
む
を

得
な
い

理
由

の
記

録
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（
５

）
～
（
７
）

 
（

略
）
 

（
５

）
～
（
７
）

 
（

略
）
 

（
８

）
 
第

１
２

４
条

第
２
項
に
規

定
す
る

報
告

、
評

価
、
要
望
、

助
言
等

の
記

録
（
８

）
 
第
１
０

５
条

第
２
項
に
規

定
す
る
報
告

、
評

価
、
要
望
、

助
言
等
の
記

録
 

（
準

用
）
 

（
準

用
）
 

第
１
２

７
条
 
第
９

条
か
ら
第
１

３
条

ま
で
、
第
２

０
条
、
第
２

２
条

、
第
２
８
条

、

第
３

４
条
か

ら
第

３
８

条
ま
で
、
第

４
０
条

、
第

４
１

条
、
第
９
１

条
、
第

９
３

条

及
び

第
９
６

条
の

規
定

は
、
指
定
小

規
模
多

機
能

型
居

宅
介
護
の
事

業
に
つ

い
て

準

用
す

る
。
こ

の
場

合
に

お
い
て
、
第

９
条
第

１
項

中
「

第
３
１
条
に

規
定
す

る
運

営

規
程

」
と
あ

る
の

は
「

第
１
１
９
条

に
規
定

す
る

重
要

事
項
に
関
す

る
規
程

」
と

、

同
項

及
び
第

３
４

条
中

「
定
期
巡
回

・
随
時

対
応

型
訪

問
介
護
看
護

従
業
者

」
と

あ

り
、

並
び
に

第
９

３
条

第
３
項
中
「

認
知
症

対
応

型
通

所
介
護
従
業

者
」
と

あ
る

の

は
「

小
規
模

多
機

能
型

居
宅
介
護
従

業
者
」

と
、

第
９

１
条
第
２
項

中
「
こ

の
節

」

と
あ

る
の
は
「
第

５
章

第
４
節
」
と

読
み
替

え
る

も
の

と
す
る
。
 

第
１
０

８
条

 
第
９

条
か
ら
第
１

３
条

ま
で
、
第
２

０
条
、
第
２

２
条

、
第

２
８
条

、

第
３

４
条
か
ら
第

３
８

条
ま
で
、
第

４
０
条
、
第

４
１

条
、
第
７
２

条
、
第
７
４

条

及
び

第
７
７
条
の

規
定

は
、
指
定
小

規
模
多
機
能

型
居

宅
介
護
の
事

業
に
つ
い
て

準

用
す

る
。
こ
の
場

合
に

お
い
て
、
第

９
条
第
１
項

中
「

第
３
１
条
に

規
定
す
る
運

営

規
程

」
と
あ
る
の

は
「

第
１
０
０
条

に
規
定
す
る

重
要

事
項
に
関
す

る
規
程
」
と

、

同
項

及
び
第
３
４

条
中

「
定
期
巡
回

・
随
時
対
応

型
訪

問
介
護
看
護

従
業
者
」
と

あ

り
、

並
び
に
第
７

４
条

第
３
項
中
「

認
知
症
対
応

型
通

所
介
護
従
業

者
」
と
あ
る

の

は
「

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
従

業
者
」
と
、

第
７

２
条
第
２
項

中
「
こ
の
節

」

と
あ

る
の
は
「
第

５
章

第
４
節
」
と

読
み
替
え
る

も
の

と
す
る
。
 

第
１
２

８
条
 
（
略

）
 

第
１
０

９
条

 
（
略

）
 

（
従

業
者
の

員
数

）
 

（
従

業
者
の
員
数

）
 

第
１
２

９
条
 
指
定

認
知
症
対
応

型
共

同
生
活
介
護

の
事
業
を
行

う
者

（
以
下
「
指

定

認
知

症
対
応
型
共

同
生

活
介
護
事
業

者
」
と

い
う

。
）

が
当
該
事
業

を
行
う

事
業

所

（
以

下
「
指

定
認

知
症

対
応
型
共
同

生
活
介

護
事

業
所

」
と
い
う
。

）
ご
と

に
置

く

べ
き

指
定
認

知
症

対
応

型
共
同
生
活

介
護
の

提
供

に
当

た
る
従
業
者

（
以
下

「
介

護

従
業

者
」
と

い
う

。
）

の
員
数
は
、

当
該
事

業
所

を
構

成
す
る
共
同

生
活
住
居
ご

と

に
、

夜
間
及

び
深

夜
の

時
間
帯
以
外

の
時
間

帯
に

指
定

認
知
症
対
応

型
共
同

生
活

介

護
の

提
供
に

当
た

る
介

護
従
業
者
を

、
常
勤

換
算

方
法

で
、
当
該
共

同
生
活

住
居

の

利
用

者
（
当

該
指

定
認

知
症
対
応
型

共
同
生

活
介

護
事

業
者
が
指
定

介
護
予

防
認

知

症
対

応
型
共
同
生

活
介

護
事
業
者
（

指
定
地

域
密

着
型

介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス

基
準

条

例
第

７
１
条

第
１

項
に

規
定
す
る
指

定
介
護

予
防

認
知

症
対
応
型
共

同
生
活

介
護

事

業
者

を
い
う

。
以

下
同

じ
。
）
の
指

定
を
併

せ
て

受
け

、
か
つ
、
指

定
認
知

症
対

応

第
１
１

０
条

 
指
定

認
知
症
対
応

型
共

同
生

活
介
護

の
事
業
を
行

う
者

（
以

下
「
指

定

認
知

症
対
応
型
共

同
生

活
介
護
事
業

者
」
と
い
う

。
）

が
当
該
事
業

を
行
う
事
業

所

（
以

下
「
指
定
認

知
症

対
応
型
共
同

生
活
介
護
事

業
所

」
と
い
う
。

）
ご
と
に
置

く

べ
き

指
定
認
知
症

対
応

型
共
同
生
活

介
護
の
提
供

に
当

た
る
従
業
者

（
以
下
「
介

護

従
業

者
」
と
い
う

。
）

の
員
数
は
、

当
該
事
業
所

を
構

成
す
る
共
同

生
活
住
居
ご

と

に
、

夜
間
及
び
深

夜
の

時
間
帯
以
外

の
時
間
帯
に

指
定

認
知
症
対
応

型
共
同
生
活

介

護
の

提
供
に
当
た

る
介

護
従
業
者
を

、
常
勤
換
算

方
法

で
、
当
該
共

同
生
活
住
居

の

利
用

者
（
当
該
指

定
認

知
症
対
応
型

共
同
生
活
介

護
事

業
者
が
指
定

介
護
予
防
認

知

症
対

応
型
共
同
生

活
介

護
事
業
者
（

指
定
地
域
密

着
型

介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
基
準

条

例
第

７
１
条
第
１

項
に

規
定
す
る
指

定
介
護
予
防

認
知

症
対
応
型
共

同
生
活
介
護

事

業
者

を
い
う
。
以

下
同

じ
。
）
の
指

定
を
併
せ
て

受
け

、
か
つ
、
指

定
認
知
症
対

応
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型
共

同
生
活
介
護

の
事

業
と
指
定
介

護
予
防

認
知

症
対

応
型
共
同
生

活
介
護

（
指

定

地
域

密
着
型
介
護

予
防

サ
ー
ビ
ス
基

準
条
例

第
７

０
条

に
規
定
す
る

指
定
介

護
予

防

認
知

症
対
応
型
共

同
生

活
介
護
を
い

う
。
以

下
同

じ
。

）
の
事
業
と

が
同
一

の
事

業

所
に

お
い
て

一
体

的
に

運
営
さ
れ
て

い
る
場

合
に

あ
つ

て
は
、
当
該

事
業
所
に
お

け

る
指

定
認
知

症
対

応
型

共
同
生
活
介

護
又
は

指
定

介
護

予
防
認
知
症

対
応
型

共
同

生

活
介

護
の
利

用
者

。
以

下
こ
の
条
及

び
第
１

３
２

条
に

お
い
て
同
じ

。
）
の

数
が

３

又
は

そ
の
端

数
を

増
す

ご
と
に
１
以

上
と
す

る
ほ

か
、

夜
間
及
び
深

夜
の
時

間
帯

を

通
じ

て
１
以

上
の

介
護

従
業
者
に
夜

間
及
び

深
夜

の
勤

務
（
夜
間
及

び
深
夜

の
時

間

帯
に

行
わ
れ

る
勤

務
（

宿
直
勤
務
を

除
く
。

）
を

い
う

。
）
を
行
わ

せ
る
た

め
に

必

要
な

数
以
上

と
す

る
。
 

型
共

同
生
活
介
護

の
事

業
と
指
定
介

護
予
防
認
知

症
対

応
型
共
同
生

活
介
護
（
指

定

地
域

密
着
型
介
護

予
防

サ
ー
ビ
ス
基

準
条
例
第
７

０
条

に
規
定
す
る

指
定
介
護
予

防

認
知

症
対
応
型
共

同
生

活
介
護
を
い

う
。
以
下
同

じ
。

）
の
事
業
と

が
同
一
の
事

業

所
に

お
い
て
一
体

的
に

運
営
さ
れ
て

い
る
場
合
に

あ
つ

て
は
、
当
該

事
業
所
に
お

け

る
指

定
認
知
症
対

応
型

共
同
生
活
介

護
又
は
指
定

介
護

予
防
認
知
症

対
応
型
共
同

生

活
介

護
の
利
用
者

。
以

下
こ
の
条
及

び
第
１
１
３

条
に

お
い
て
同
じ

。
）
の
数
が

３

又
は

そ
の
端
数
を

増
す

ご
と
に
１
以

上
と
す
る
ほ

か
、

夜
間
及
び
深

夜
の
時
間
帯

を

通
じ

て
１
以
上
の

介
護

従
業
者
に
夜

間
及
び
深
夜

の
勤

務
（
夜
間
及

び
深
夜
の
時

間

帯
に

行
わ
れ
る
勤

務
（

宿
直
勤
務
を

除
く
。
）
を

い
う

。
）
を
行
わ

せ
る
た
め
に

必

要
な

数
以
上
と
す

る
。
 

２
・
３

 
（
略
）
 

２
・
３

 
（

略
）
 

４
 
指

定
認
知
症
対

応
型
共
同
生

活
介

護
事
業
所
に

、
指
定
小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介

護
事

業
所
又
は
指

定
看

護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
が
併

設
さ
れ

て
い

る

場
合

に
お
い

て
、

前
３

項
に
定
め
る

員
数
を

満
た

す
介

護
従
業
者
を

置
く
ほ

か
、

第

１
０

１
条
に

定
め

る
指

定
小
規
模
多

機
能
型

居
宅

介
護

事
業
所
の
人

員
に
関

す
る

基

準
を

満
た
す

小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護
従

業
者

を
置

い
て
い
る
と

き
又
は

第
２

１

０
条

に
定
め

る
指

定
看

護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
の
人

員
に
関

す
る

基

準
を

満
た
す

看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介

護
従

業
者

を
置
い
て
い

る
と
き

は
、

当

該
介

護
従
業
者
は

、
当

該
指
定
小
規

模
多
機

能
型

居
宅

介
護
事
業
所

又
は
指

定
看

護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事
業
所

の
職
務

に
従

事
す

る
こ
と
が
で

き
る
。
 

４
 
指

定
認

知
症
対

応
型
共
同
生

活
介

護
事

業
所
に

、
指
定
小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介

護
事

業
所
又
は
指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
併

設
さ
れ
て
い

る

場
合

に
お
い
て
、

前
３

項
に
定
め
る

員
数
を
満
た

す
介

護
従
業
者
を

置
く
ほ
か
、

第

８
２

条
 
 
に
定
め

る
指

定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
の
人

員
に
関
す
る

基

準
を

満
た
す
小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護
従
業
者

を
置

い
て
い
る
と

き
又
は
第
１

９

１
条

に
定
め
る
指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
人

員
に
関
す
る

基

準
を

満
た
す
複
合

型
サ

ー
ビ
ス
従
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
置
い

て
い

る
と
き
は
、

当

該
介

護
従
業
者
は

、
当

該
指
定
小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事
業
所

又
は
指
定
複

合

型
サ

ー
ビ
ス
事
業

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
職

務
に
従

事
す

る
こ
と
が
で

き
る
。
 

５
・
６

 
（
略
）
 

５
・
６

 
（

略
）
 

７
 
第

５
項
の
計
画

作
成
担
当
者

の
う

ち
１
以
上
の

者
は
、
介
護

支
援

専
門
員
を
も

つ

て
充

て
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
た
だ

し
、
併

設
す

る
指

定
小
規
模
多

機
能
型

居
宅

介

護
事

業
所
又
は
指

定
看

護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
の
介

護
支
援

専
門

員

と
の

連
携
を

図
る

こ
と

に
よ
り
当
該

指
定
認
知
症

対
応

型
共
同
生
活

介
護
事
業
所

の

７
 
第

５
項

の
計
画

作
成
担
当
者

の
う

ち
１

以
上
の

者
は
、
介
護

支
援

専
門

員
を
も

つ

て
充

て
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
た
だ

し
、
併
設
す

る
指

定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介

護
事

業
所
又
は
指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
介

護
支
援
専
門

員

と
の

連
携
を
図
る

こ
と

に
よ
り
当
該

指
定
認
知
症

対
応

型
共
同
生
活

介
護
事
業
所

の
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効
果

的
な
運

営
を

期
待

す
る
こ
と
が

で
き
る

場
合

で
あ

つ
て
、
利
用

者
の
処

遇
に

支

障
が

な
い
と

き
は

、
こ

れ
を
置
か
な

い
こ
と
が
で

き
る

も
の
と
す
る

。
 

効
果

的
な
運
営
を

期
待

す
る
こ
と
が

で
き
る
場
合

で
あ

つ
て
、
利
用

者
の
処
遇
に

支

障
が

な
い
と
き
は

、
こ

れ
を
置
か
な

い
こ
と
が
で

き
る

も
の
と
す
る

。
 

８
～
１

０
 
（
略
）
 

８
～
１

０
 

（
略
）
 

（
管

理
者
）
 

（
管

理
者
）
 

第
１
３

０
条
 
指
定

認
知
症
対
応

型
共

同
生
活
介
護

事
業
者
は
、

共
同

生
活
住
居
ご

と

に
専

ら
そ
の

職
務

に
従

事
す
る
常
勤

の
管
理

者
を

置
か

な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
た

だ

し
、

当
該
管

理
者

は
、

共
同
生
活
住

居
の
管

理
上

支
障

が
な
い
場
合

は
、
当

該
共

同

生
活

住
居
の

他
の

職
務

に
従
事
し
、

又
は
同

一
敷

地
内

に
あ
る
他
の

事
業
所

、
施

設

等
若

し
く
は

併
設

す
る

指
定
小
規
模

多
機
能

型
居

宅
介

護
事
業
所
若

し
く
は

指
定

看

護
小

規
模
多
機
能

型
居

宅
介
護
事
業

所
の
職

務
に

従
事

す
る
こ
と
が

で
き
る

も
の

と

す
る

。
 

第
１
１

１
条

 
指
定

認
知
症
対
応

型
共

同
生

活
介
護

事
業
者
は
、

共
同

生
活

住
居
ご

と

に
専

ら
そ
の
職
務

に
従

事
す
る
常
勤

の
管
理
者
を

置
か

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た

だ

し
、

当
該
管
理
者

は
、

共
同
生
活
住

居
の
管
理
上

支
障

が
な
い
場
合

は
、
当
該
共

同

生
活

住
居
の
他
の

職
務

に
従
事
し
、

又
は
同
一
敷

地
内

に
あ
る
他
の

事
業
所
、
施

設

等
若

し
く
は
併
設

す
る

指
定
小
規
模

多
機
能
型
居

宅
介

護
事
業
所
若

し
く
は
指
定

複

合
型

サ
ー
ビ
ス
事

業
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

職
務
に

従
事

す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の

と

す
る

。
 

２
 
（

略
）
 

２
 
（

略
）
 

（
指

定
認
知

症
対

応
型

共
同
生
活
介

護
事
業

者
の

代
表

者
）
 

（
指

定
認
知
症
対

応
型

共
同
生
活
介

護
事
業
者
の

代
表

者
）
 

第
１
３

１
条
 
（
略

）
 

第
１
１

２
条

 
（
略

）
 

第
１
３

２
条
 
（
略

）
 

第
１
１

３
条

 
（
略

）
 

２
 
共

同
生
活
住
居

は
、
そ
の
入

居
定

員
（
当
該
共

同
生
活
住
居

に
お

い
て
同
時
に

指

定
認

知
症
対
応
型

共
同

生
活
介
護
の

提
供
を

受
け

る
こ

と
が
で
き
る

利
用
者

の
数

の

上
限

を
い
う

。
第

１
４

３
条
に
お
い

て
同
じ

。
）

を
５

人
以
上
９
人

以
下
と

し
、

居

室
、

居
間
、

食
堂

、
台

所
、
浴
室
、

消
火
設

備
そ

の
他

の
非
常
災
害

に
際
し

て
必

要

な
設

備
そ
の

他
利

用
者

が
日
常
生
活

を
営
む

上
で

必
要

な
設
備
を
設

け
る
も

の
と

す

る
。
 

２
 
共

同
生

活
住
居

は
、
そ
の
入

居
定

員
（

当
該
共

同
生
活
住
居

に
お

い
て

同
時
に

指

定
認

知
症
対
応
型

共
同

生
活
介
護
の

提
供
を
受
け

る
こ

と
が
で
き
る

利
用
者
の
数

の

上
限

を
い
う
。
第

１
２

４
条
に
お
い

て
同
じ
。
）

を
５

人
以
上
９
人

以
下
と
し
、

居

室
、

居
間
、
食
堂

、
台

所
、
浴
室
、

消
火
設
備
そ

の
他

の
非
常
災
害

に
際
し
て
必

要

な
設

備
そ
の
他
利

用
者

が
日
常
生
活

を
営
む
上
で

必
要

な
設
備
を
設

け
る
も
の
と

す

る
。
 

３
～
７

 
（
略
）
 

３
～
７

 
（

略
）
 

（
入

退
居
）
 

（
入

退
居
）
 

第
１
３

３
条
 
（
略

）
 

第
１
１

４
条

 
（
略

）
 

（
サ

ー
ビ
ス
の
提

供
の

記
録
）
 

（
サ

ー
ビ
ス
の
提

供
の

記
録
）
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第
１
３

４
条
 
（
略

）
 

第
１
１

５
条

 
（
略

）
 

（
利

用
料
等

の
受

領
）
 

（
利

用
料
等
の
受

領
）
 

第
１
３

５
条
 
（
略

）
 

第
１
１

６
条

 
（
略

）
 

（
指

定
認
知

症
対

応
型

共
同
生
活
介

護
の
取

扱
方

針
）
 

（
指

定
認
知
症
対

応
型

共
同
生
活
介

護
の
取
扱
方

針
）
 

第
１
３

６
条
 
（
略

）
 

第
１
１

７
条

 
（
略

）
 

（
認

知
症
対

応
型

共
同

生
活
介
護
計

画
の
作

成
）

 
（
認

知
症
対
応
型

共
同

生
活
介
護
計

画
の
作
成
）

 

第
１
３

７
条
 
共
同

生
活
住
居
の

管
理

者
は
、
計
画

作
成
担
当
者

（
第

１
２
９
条
第

５

項
の

計
画
作

成
担

当
者

を
い
う
。
以

下
こ
の

条
に

お
い

て
同
じ
。
）

に
認
知

症
対

応

型
共

同
生
活
介
護

計
画

の
作
成
に
関

す
る
業

務
を

担
当

さ
せ
る
も
の

と
す
る

。
 

第
１
１

８
条

 
共
同

生
活
住
居
の

管
理

者
は

、
計
画

作
成
担
当
者

（
第

１
１
０
条
第

５

項
の

計
画
作
成
担

当
者

を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に

お
い

て
同
じ
。
）

に
認
知
症
対

応

型
共

同
生
活
介
護

計
画

の
作
成
に
関

す
る
業
務
を

担
当

さ
せ
る
も
の

と
す
る
。
 

２
～
７

 
（
略
）
 

２
～
７

 
（

略
）
 

（
介

護
等
）
 

（
介

護
等
）
 

第
１
３

８
条
 
（
略

）
 

第
１
１

９
条

 
（
略

）
 

（
社

会
生
活

上
の

便
宜

の
提
供
等
）
 

（
社

会
生
活
上
の

便
宜

の
提
供
等
）
 

第
１
３

９
条
 
（
略

）
 

第
１
２

０
条

 
（
略

）
 

（
管

理
者
に

よ
る

管
理

）
 

（
管

理
者
に
よ
る

管
理

）
 

第
１
４

０
条
 
（
略

）
 

第
１
２

１
条

 
（
略

）
 

（
運

営
規
程

）
 

（
運

営
規
程
）
 

第
１
４

１
条
 
（
略

）
 

第
１
２

２
条

 
（
略

）
 

（
勤

務
体
制

の
確

保
等

）
 

（
勤

務
体
制
の
確

保
等

）
 

第
１
４

２
条
 
（
略

）
 

第
１
２

３
条

 
（
略

）
 

（
定

員
の
遵

守
）

 
（
定

員
の
遵
守
）

 

第
１
４

３
条
 
（
略

）
 

第
１
２

４
条

 
（
略

）
 

（
協

力
医
療

機
関

等
）
 

（
協

力
医
療
機
関

等
）
 

第
１
４

４
条
 
（
略

）
 

第
１
２

５
条

 
（
略

）
 

（
居

宅
介
護

支
援

事
業

者
に
対
す
る

利
益
供

与
等

の
禁

止
）
 

（
居

宅
介
護
支
援

事
業

者
に
対
す
る

利
益
供
与
等

の
禁

止
）
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第
１
４

５
条
 
（
略

）
 

第
１
２

６
条

 
（
略

）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記

録
の
整
備
）

 

第
１
４

６
条
 
（
略

）
 

第
１
２

７
条

 
（
略

）
 

２
 
指

定
認
知
症
対

応
型
共
同
生

活
介

護
事
業
者
は

、
利
用
者
に

対
す

る
指
定
認
知

症

対
応

型
共
同
生
活

介
護

の
提
供
に
関

す
る
次

に
掲

げ
る

記
録
を
整
備

し
、
そ

の
完

結

の
日

か
ら
５

年
間

保
存

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

２
 
指

定
認

知
症
対

応
型
共
同
生

活
介

護
事

業
者
は

、
利
用
者
に

対
す

る
指

定
認
知

症

対
応

型
共
同
生
活

介
護

の
提
供
に
関

す
る
次
に
掲

げ
る

記
録
を
整
備

し
、
そ
の
完

結

の
日

か
ら
５
年
間

保
存

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１

）
 
（
略
）

 

（
２

）
 
第

１
３

４
条

第
２
項
に
規

定
す
る

提
供

し
た

具
体
的
な
サ

ー
ビ
ス
の
内

容

等
の
記
録
 

（
２

）
 
第
１
１

５
条

第
２
項
に
規

定
す
る
提
供

し
た

具
体
的
な
サ

ー
ビ
ス
の
内

容

等
の
記

録
 

（
３

）
 
第

１
３

６
条

第
６
項
に
規

定
す
る

身
体

的
拘

束
等
の
態
様

及
び
時

間
、

そ

の
際
の
利
用
者
の
心

身
の
状

況
並

び
に
緊
急
や
む
を

得
な
い

理
由

の
記
録
 

（
３

）
 
第
１
１

７
条

第
６
項
に
規

定
す
る
身
体

的
拘

束
等
の
態
様

及
び
時
間
、

そ

の
際
の

利
用
者
の
心

身
の
状

況
並

び
に

緊
急
や
む
を

得
な
い

理
由

の
記

録
 

（
４

）
～
（
６
）

 
（

略
）
 

（
４

）
～
（
６
）

 
（

略
）
 

（
７

）
 

次
条
に
お
い

て
準

用
す

る
第
１
２
４
条
第
２

項
に

規
定
す

る
報
告
、
評
価

、

要
望
、
助
言
等
の
記

録
 

（
７

）
 

次
条
に
お
い

て
準

用
す

る
第
１
０
５
条
第
２

項
に

規
定

す
る
報
告
、
評
価

、

要
望
、

助
言
等
の
記

録
 

（
準

用
）
 

（
準

用
）
 

第
１
４

７
条
 
第
９

条
、
第
１
０

条
、

第
１
２
条
、

第
１
３
条
、

第
２

２
条
、
第
２

８

条
、

第
３
４

条
か

ら
第

３
６
条
ま
で

、
第
３

８
条

、
第

４
０
条
、
第

４
１
条

、
第

９

１
条

、
第
９

６
条

、
第

１
１
８
条
、

第
１
２

１
条

、
第

１
２
３
条
及

び
第
１

２
４

条

第
１

項
か
ら

第
４

項
ま

で
の
規
定
は

、
指
定

認
知

症
対

応
型
共
同
生

活
介
護

の
事

業

に
つ

い
て
準

用
す

る
。

こ
の
場
合
に

お
い
て

、
第

９
条

第
１
項
中
「

第
３
１

条
に

規

定
す

る
運
営

規
程

」
と

あ
る
の
は
「

第
１
４

１
条

に
規

定
す
る
重
要

事
項
に

関
す

る

規
程

」
と
、

同
項

及
び

第
３
４
条
中

「
定
期

巡
回

・
随

時
対
応
型
訪

問
介
護

看
護

従

業
者

」
と
あ

る
の

は
「

介
護
従
業
者

」
と
、

第
９

１
条

第
２
項
中
「

こ
の
節

」
と

あ

る
の

は
「
第

６
章

第
４

節
」
と
、
第

１
１
８

条
中

「
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

従

業
者

」
と
あ

る
の

は
「

介
護
従
業
者

」
と
、

第
１

２
１

条
中
「
指
定

小
規
模
多
機

能

第
１
２

８
条

 
第
９

条
、
第
１
０

条
、

第
１

２
条
、

第
１
３
条
、

第
２

２
条

、
第
２

８

条
、

第
３
４
条
か

ら
第

３
６
条
ま
で

、
第
３
８
条

、
第

４
０
条
、
第

４
１
条
、
第

７

２
条

、
第
７
７
条

、
第

９
９
条
 
 
、

第
１

０
２
条

、
第

１
０
４
条
及

び
第
１
０
５

条

第
１

項
か
ら
第
４

項
ま

で
の
規
定
は

、
指
定
認
知

症
対

応
型
共
同
生

活
介
護
の
事

業

に
つ

い
て
準
用
す

る
。

こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第

９
条

第
１
項
中
「

第
３
１
条
に

規

定
す

る
運
営
規
程

」
と

あ
る
の
は
「

第
１
２
２
条

に
規

定
す
る
重
要

事
項
に
関
す

る

規
程

」
と
、
同
項

及
び

第
３
４
条
中

「
定
期
巡
回

・
随

時
対
応
型
訪

問
介
護
看
護

従

業
者

」
と
あ
る
の

は
「

介
護
従
業
者

」
と
、
第
７

２
条

第
２
項
中
「

こ
の
節
」
と

あ

る
の

は
「
第
６
章

第
４

節
」
と
、
第

９
９
条
中
 
 
「
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

従

業
者

」
と
あ
る
の

は
「

介
護
従
業
者

」
と
、
第
１

０
２

条
中
「
指
定

小
規
模
多
機

能
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型
居

宅
介
護
事
業

者
」
と
あ

る
の
は
「
指
定
認
知
症

対
応
型
共
同

生
活

介
護
事
業
者

」

と
、

第
１
２

４
条

第
１

項
中
「
小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
に
つ
い

て
知
見

を
有

す

る
者

」
と

あ
る
の
は
「
認

知
症
対

応
型

共
同
生
活
介

護
に
つ

い
て

知
見

を
有
す
る
者

」

と
、

「
通
い

サ
ー

ビ
ス

及
び
宿
泊
サ

ー
ビ
ス

の
提

供
回

数
等
の
活
動

状
況
」

と
あ

る

の
は

「
活
動

状
況

」
と

読
み
替
え
る

も
の
と
す
る

。
 

型
居

宅
介
護
事
業

者
」
と
あ

る
の

は
「
指
定
認
知
症

対
応
型
共
同

生
活

介
護
事
業
者

」

と
、

第
１
０
５
条

第
１

項
中
「
小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
に
つ
い

て
知
見
を
有

す

る
者

」
と

あ
る
の
は
「
認

知
症
対

応
型

共
同
生
活
介

護
に
つ
い
て

知
見

を
有
す
る
者

」

と
、

「
通
い
サ
ー

ビ
ス

及
び
宿
泊
サ

ー
ビ
ス
の
提

供
回

数
等
の
活
動

状
況
」
と
あ

る

の
は

「
活
動
状
況

」
と

読
み
替
え
る

も
の
と
す
る

。
 

第
１
４

８
条
 
（
略

）
 

第
１
２

９
条

 
（
略

）
 

（
従

業
者
の

員
数

）
 

（
従

業
者
の
員
数

）
 

第
１
４

９
条
 
（
略

）
 

第
１
３

０
条

 
（
略

）
 

２
～
８

 
（
略
）
 

２
～
８

 
（

略
）
 

９
 
指

定
地
域
密
着

型
特
定
施
設

に
指

定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
又
は

指

定
看

護
小
規
模
多

機
能

型
居
宅
介
護

事
業
所

が
併

設
さ

れ
て
い
る
場

合
に
お

い
て

は
、

当
該
指

定
地

域
密

着
型
特
定
施

設
の
員

数
を

満
た

す
従
業
者
を

置
く
ほ

か
、

第

１
０

１
条
に

定
め

る
指

定
小
規
模
多

機
能
型

居
宅

介
護

事
業
者
の
人

員
に
関

す
る

基

準
を

満
た
す

小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護
従

業
者

を
置

い
て
い
る
と

き
又
は

第
２

１

０
条

に
定
め

る
指

定
看

護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
の
人

員
に
関

す
る

基

準
を

満
た
す

看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介

護
従

業
者

を
置
い
て
い

る
と
き

は
、

当

該
指

定
地
域
密
着

型
特

定
施
設
の
従

業
者
は

、
当

該
指

定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介

護
事

業
所
又
は
指

定
看

護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
の
職

務
に
従

事
す

る

こ
と

が
で
き
る
。

 

９
 
指

定
地

域
密
着

型
特
定
施
設

に
指

定
小

規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業

所
又
は

指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
事

業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が

併
設
さ

れ
て
い
る
場

合
に
お
い
て

は
、

当
該
指
定
地

域
密

着
型
特
定
施

設
の
員
数
を

満
た

す
従
業
者
を

置
く
ほ
か
、

第

８
２

条
 
 
に
定
め

る
指

定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
者
の
人

員
に
関
す
る

基

準
を

満
た
す
小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護
従
業
者

を
置

い
て
い
る
と

き
又
は
第
１

９

１
条

に
定
め
る
指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
人

員
に
関
す
る

基

準
を

満
た
す
複
合

型
サ

ー
ビ
ス
従
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
置
い

て
い

る
と
き
は
、

当

該
指

定
地
域
密
着

型
特

定
施
設
の
従

業
者
は
、
当

該
指

定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介

護
事

業
所
又
は
指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
職

務
に
従
事
す

る

こ
と

が
で
き
る
。

 

１
０
 

指
定
地
域
密

着
型
特
定
施

設
の

計
画
作
成
担

当
者
に
つ
い

て
は

、
併
設
さ
れ

る

指
定

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
事

業
所
又
は
指

定
看

護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介

護
事

業
所
の

介
護

支
援

専
門
員
に
よ

り
当
該

指
定

地
域

密
着
型
特
定

施
設
の

利
用

者

の
処

遇
が
適

切
に

行
わ

れ
る
と
認
め

ら
れ
る

と
き

は
、

こ
れ
を
置
か

な
い
こ

と
が

で

き
る

。
 

１
０
 

指
定
地
域
密

着
型
特
定
施

設
の

計
画
作
成
担

当
者
に
つ
い

て
は

、
併

設
さ
れ

る

指
定

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
事

業
所
又
は
指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
 
 
 
 
 

の
介

護
支
援
専
門

員
に

よ
り
当
該
指

定
地
域
密
着

型
特

定
施
設
の
利

用
者
の
処
遇

が

適
切

に
行
わ
れ
る

と
認

め
ら
れ
る
と

き
は
、
こ
れ

を
置

か
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

 

（
管

理
者
）
 

（
管

理
者
）
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第
１
５

０
条
 
指
定

地
域
密
着
型

特
定

施
設
入
居
者

生
活
介
護
事

業
者

は
、
指
定
地

域

密
着

型
特
定
施
設

ご
と

に
専
ら
そ
の

職
務
に

従
事

す
る

管
理
者
を
置

か
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。
た
だ
し

、
当

該
管
理
者
は

、
指
定

地
域

密
着

型
特
定
施
設

の
管
理

上
支

障

が
な

い
場
合

は
、
当

該
指
定

地
域

密
着

型
特
定
施
設

に
お
け

る
他

の
職

務
に
従
事
し

、

又
は

同
一
敷

地
内

に
あ

る
他
の
事
業

所
、
施

設
等

若
し

く
は
本
体
施

設
の
職

務
（

本

体
施

設
が
病

院
又

は
診

療
所
の
場
合

は
、
管

理
者

と
し

て
の
職
務
を

除
く
。

）
若

し

く
は

併
設
す

る
指

定
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

事
業

所
若
し
く
は

指
定
看

護
小

規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
の
職

務
に
従

事
す

る
こ

と
が
で
き
る

も
の
と

す
る

。

第
１
３

１
条

 
指
定

地
域
密
着
型

特
定

施
設

入
居
者

生
活
介
護
事

業
者

は
、

指
定
地

域

密
着

型
特
定
施
設

ご
と

に
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事

す
る

管
理
者
を
置

か
な
け
れ
ば

な

ら
な

い
。
た
だ
し

、
当

該
管
理
者
は

、
指
定
地
域

密
着

型
特
定
施
設

の
管
理
上
支

障

が
な

い
場
合
は
、
当

該
指

定
地
域

密
着

型
特
定
施
設

に
お
け
る
他

の
職

務
に
従
事
し

、

又
は

同
一
敷
地
内

に
あ

る
他
の
事
業

所
、
施
設
等

若
し

く
は
本
体
施

設
の
職
務
（

本

体
施

設
が
病
院
又

は
診

療
所
の
場
合

は
、
管
理
者

と
し

て
の
職
務
を

除
く
。
）
若

し

く
は

併
設
す
る
指

定
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

事
業

所
若
し
く
は

指
定
複
合
型

サ

ー
ビ

ス
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
職

務
に
従
事
す

る
こ

と
が
で
き
る

も
の
と
す
る

。
 

第
１
５

１
条
 
（
略

）
 

第
１
３

２
条

 
（
略

）
 

（
内

容
及
び

手
続

の
説

明
及
び
契
約

の
締
結

等
）

 
（
内

容
及
び
手
続

の
説

明
及
び
契
約

の
締
結
等
）

 

第
１
５

２
条
 
指
定

地
域
密
着
型

特
定

施
設
入
居
者

生
活
介
護
事

業
者

は
、
あ
ら
か

じ

め
、

入
居
申

込
者

又
は

そ
の
家
族
に

対
し
、

第
１

６
４

条
の
重
要
事

項
に
関

す
る

規

程
の

概
要
、

従
業

者
の

勤
務
の
体
制

、
利
用

料
の

額
及

び
そ
の
改
定

の
方
法

そ
の

他

の
入

居
申
込

者
の

サ
ー

ビ
ス
の
選
択

に
資
す

る
と

認
め

ら
れ
る
重
要

事
項
を

記
し

た

文
書

を
交
付

し
て

説
明

を
行
い
、
入

居
及
び

指
定

地
域

密
着
型
特
定

施
設
入

居
者

生

活
介

護
の
提

供
に

関
す

る
契
約
を
文

書
に
よ

り
締

結
し

な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

第
１
３

３
条

 
指
定

地
域
密
着
型

特
定

施
設

入
居
者

生
活
介
護
事

業
者

は
、
あ
ら
か

じ

め
、

入
居
申
込
者

又
は

そ
の
家
族
に

対
し
、
第
１

４
５

条
の
重
要
事

項
に
関
す
る

規

程
の

概
要
、
従
業

者
の

勤
務
の
体
制

、
利
用
料
の

額
及

び
そ
の
改
定

の
方
法
そ
の

他

の
入

居
申
込
者
の

サ
ー

ビ
ス
の
選
択

に
資
す
る
と

認
め

ら
れ
る
重
要

事
項
を
記
し

た

文
書

を
交
付
し
て

説
明

を
行
い
、
入

居
及
び
指
定

地
域

密
着
型
特
定

施
設
入
居
者

生

活
介

護
の
提
供
に

関
す

る
契
約
を
文

書
に
よ
り
締

結
し

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

２
～
４

 
（
略
）
 

２
～
４

 
（

略
）
 

（
指

定
地
域

密
着

型
特

定
施
設
入
居

者
生
活

介
護

の
提

供
の
開
始
等

）
 

（
指

定
地
域
密
着

型
特

定
施
設
入
居

者
生
活
介
護

の
提

供
の
開
始
等

）
 

第
１
５

３
条
 
（
略

）
 

第
１
３

４
条

 
（
略

）
 

（
法

定
代
理

受
領

サ
ー

ビ
ス
を
受
け

る
た
め

の
利

用
者

の
同
意
）
 

（
法

定
代
理
受
領

サ
ー

ビ
ス
を
受
け

る
た
め
の
利

用
者

の
同
意
）
 

第
１
５

４
条
 
（
略

）
 

第
１
３

５
条

 
（
略

）
 

（
サ

ー
ビ
ス
の
提

供
の

記
録
）
 

（
サ

ー
ビ
ス
の
提

供
の

記
録
）
 

第
１
５

５
条
 
（
略

）
 

第
１
３

６
条

 
（
略

）
 

（
利

用
料
等

の
受

領
）
 

（
利

用
料
等
の
受

領
）
 

第
１
５

６
条
 
（
略

）
 

第
１
３

７
条

 
（
略

）
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（
指

定
地
域

密
着

型
特

定
施
設
入
居

者
生
活

介
護

の
取

扱
方
針
）
 

（
指

定
地
域
密
着

型
特

定
施
設
入
居

者
生
活
介
護

の
取

扱
方
針
）
 

第
１
５

７
条
 
（
略

）
 

第
１
３

８
条

 
（
略

）
 

（
地

域
密
着

型
特

定
施

設
サ
ー
ビ
ス

計
画
の

作
成

）
 

（
地

域
密
着
型
特

定
施

設
サ
ー
ビ
ス

計
画
の
作
成

）
 

第
１
５

８
条
 
指
定

地
域
密
着
型

特
定

施
設
の
管
理

者
は
、
計
画

作
成

担
当
者
（
第

１

４
９

条
第
１

項
第

４
号

の
計
画
作
成

担
当
者

を
い

う
。

以
下
こ
の
条

に
お
い

て
同

じ
。

）
に
地

域
密

着
型

特
定
施
設
サ

ー
ビ
ス

計
画

の
作

成
に
関
す
る

業
務
を

担
当

さ

せ
る

も
の
と

す
る

。
 

第
１
３

９
条

 
指
定

地
域
密
着
型

特
定

施
設

の
管
理

者
は
、
計
画

作
成

担
当

者
（
第

１

３
０

条
第
１
項
第

４
号

の
計
画
作
成

担
当
者
を
い

う
。

以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同

じ
。

）
に
地
域
密

着
型

特
定
施
設
サ

ー
ビ
ス
計
画

の
作

成
に
関
す
る

業
務
を
担
当

さ

せ
る

も
の
と
す
る

。
 

２
～
７

 
（
略
）
 

２
～
７

 
（

略
）
 

（
介

護
）
 

（
介

護
）
 

第
１
５

９
条
 
（
略

）
 

第
１
４

０
条

 
（
略

）
 

（
機

能
訓
練

）
 

（
機

能
訓
練
）
 

第
１
６

０
条
 
（
略

）
 

第
１
４

１
条

 
（
略

）
 

（
健

康
管
理

）
 

（
健

康
管
理
）
 

第
１
６

１
条
 
（
略

）
 

第
１
４

２
条

 
（
略

）
 

（
相

談
及
び

援
助

）
 

（
相

談
及
び
援
助

）
 

第
１
６

２
条
 
（
略

）
 

第
１
４

３
条

 
（
略

）
 

（
利

用
者
の

家
族

と
の

連
携
等
）
 

（
利

用
者
の
家
族

と
の

連
携
等
）
 

第
１
６

３
条
 
（
略

）
 

第
１
４

４
条

 
（
略

）
 

（
運

営
規
程

）
 

（
運

営
規
程
）
 

第
１
６

４
条
 
（
略

）
 

第
１
４

５
条

 
（
略

）
 

（
勤

務
体
制

の
確

保
等

）
 

（
勤

務
体
制
の
確

保
等

）
 

第
１
６

５
条
 
（
略

）
 

第
１
４

６
条

 
（
略

）
 

（
協

力
医
療

機
関

等
）
 

（
協

力
医
療
機
関

等
）
 

第
１
６

６
条
 
（
略

）
 

第
１
４

７
条

 
（
略

）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記

録
の
整
備
）
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第
１
６

７
条
 
（
略

）
 

第
１
４

８
条

 
（
略

）
 

２
 
指

定
地
域
密
着

型
特
定
施
設

入
居

者
生
活
介
護

事
業
者
は
、

利
用

者
に
対
す
る

指

定
地

域
密
着
型
特

定
施

設
入
居
者
生

活
介
護
の
提

供
に

関
す
る
次
に

掲
げ
る

記
録

を

整
備

し
、
そ

の
完

結
の

日
か
ら
５
年

間
保
存

し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

２
 
指

定
地

域
密
着

型
特
定
施
設

入
居

者
生

活
介
護

事
業
者
は
、

利
用

者
に

対
す
る

指

定
地

域
密
着
型
特

定
施

設
入
居
者
生

活
介
護
の
提

供
に

関
す
る
次
に

掲
げ
る
記
録

を

整
備

し
、
そ
の
完

結
の

日
か
ら
５
年

間
保
存
し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１

）
 
（
略
）

 

（
２

）
 
第

１
５

５
条

第
２
項
に
規

定
す
る

提
供

し
た

具
体
的
な
サ

ー
ビ
ス
の
内

容

等
の
記
録
 

（
２

）
 
第
１
３

６
条

第
２
項
に
規

定
す
る
提
供

し
た

具
体
的
な
サ

ー
ビ
ス
の
内

容

等
の
記

録
 

（
３

）
 
第

１
５

７
条

第
５
項
に
規

定
す
る

身
体

的
拘

束
等
の
態
様

及
び
時

間
、

そ

の
際
の
利
用
者
の
心

身
の
状

況
並

び
に
緊
急
や
む
を

得
な
い

理
由

の
記
録
 

（
３

）
 
第
１
３

８
条

第
５
項
に
規

定
す
る
身
体

的
拘

束
等
の
態
様

及
び
時
間
、

そ

の
際
の

利
用
者
の
心

身
の
状

況
並

び
に

緊
急
や
む
を

得
な
い

理
由

の
記

録
 

（
４

）
 
第

１
６

５
条

第
３
項
に
規

定
す
る

結
果

等
の

記
録
 

（
４

）
 
第
１
４

６
条

第
３
項
に
規

定
す
る
結
果

等
の

記
録
 

（
５

）
～
（
７
）

 
（

略
）
 

（
５

）
～
（
７
）

 
（

略
）
 

（
８

）
 

次
条
に
お
い

て
準

用
す

る
第
１
２
４
条
第
２

項
に

規
定
す

る
報
告
、
評
価

、

要
望
、
助
言
等
の
記

録
 

（
８

）
 

次
条
に
お
い

て
準

用
す

る
第
１
０
５
条
第
２

項
に

規
定

す
る
報
告
、
評
価

、

要
望
、

助
言
等
の
記

録
 

（
９

）
 
（

略
）

 
（
９

）
 
（
略
）

 

（
準

用
）
 

（
準

用
）
 

第
１
６

８
条
 
第
１

２
条
、
第
１

３
条

、
第
２
２
条

、
第
２
８
条

、
第

３
４
条
か
ら

第

３
８

条
ま
で

、
第

４
０

条
、
第
４
１

条
、
第

９
１

条
、

第
９
５
条
、

第
９
６

条
、

第

１
１

８
条
及

び
第

１
２

４
条
第
１
項

か
ら
第

４
項

ま
で

の
規
定
は
、

指
定
地

域
密

着

型
特

定
施
設
入
居

者
生

活
介
護
の
事

業
に
つ

い
て

準
用

す
る
。
こ

の
場

合
に
お
い
て

、

第
３

４
条
中
「
定
期

巡
回
・
随
時

対
応
型
訪
問
介
護

看
護
従

業
者

」
と
あ

る
の
は
「

地

域
密

着
型
特
定
施

設
従

業
者
」
と
、

第
９
１

条
第

２
項

中
「
こ
の
節

」
と
あ

る
の

は

「
第

７
章
第

４
節

」
と

、
第
１
２
４

条
第
１

項
中

「
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

に

つ
い

て
知
見

を
有

す
る

者
」
と
あ
る

の
は
「

地
域

密
着

型
特
定
施
設

入
居
者

生
活

介

護
に

つ
い
て

知
見

を
有

す
る
者
」
と

、
「
通

い
サ

ー
ビ

ス
及
び
宿
泊

サ
ー
ビ

ス
の

提

供
回

数
等
の

活
動

状
況

」
と

あ
る
の

は
「
活
動
状
況
」
と
読

み
替

え
る

も
の
と
す
る

。

第
１
４

９
条

 
第
１

２
条
、
第
１

３
条

、
第

２
２
条

、
第
２
８
条

、
第

３
４

条
か
ら

第

３
８

条
ま
で
、
第

４
０

条
、
第
４
１

条
、
第
７
２

条
、

第
７
６
条
、

第
７
７
条
、

第

９
９

条
 
 
及
び
第

１
０

５
条
第
１
項

か
ら
第
４
項

ま
で

の
規
定
は
、

指
定
地
域
密

着

型
特

定
施
設
入
居

者
生

活
介
護
の
事

業
に
つ
い
て

準
用

す
る
。
こ

の
場

合
に
お
い
て

、

第
３

４
条
中
「
定

期
巡
回
・
随
時

対
応

型
訪
問
介
護

看
護
従

業
者

」
と
あ

る
の
は
「
地

域
密

着
型
特
定
施

設
従

業
者
」
と
、

第
７
２
条
第

２
項

中
「
こ
の
節

」
と
あ
る
の

は

「
第

７
章
第
４
節

」
と

、
第
１
０
５

条
第
１
項
中

「
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

に

つ
い

て
知
見
を
有

す
る

者
」
と
あ
る

の
は
「
地
域

密
着

型
特
定
施
設

入
居
者
生
活

介

護
に

つ
い
て
知
見

を
有

す
る
者
」
と

、
「
通
い
サ

ー
ビ

ス
及
び
宿
泊

サ
ー
ビ
ス
の

提

供
回

数
等
の
活
動

状
況

」
と

あ
る
の

は
「
活
動
状
況

」
と
読
み
替

え
る

も
の
と
す
る

。
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第
１
６

９
条
 
（
略

）
 

第
１
５

０
条

 
（
略

）
 

第
１
７

０
条
 
（
略

）
 

第
１
５

１
条

 
（
略

）
 

２
 
（

略
）
 

２
 
（

略
）
 

３
 
指

定
地
域
密
着

型
介
護
老
人

福
祉

施
設
の
従
業

者
は
、
専
ら

当
該

指
定
地
域
密

着

型
介

護
老
人
福
祉

施
設

の
職
務
に
従

事
す
る

者
で

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し

、

指
定

地
域
密
着
型

介
護

老
人
福
祉
施

設
（
ユ

ニ
ッ

ト
型

指
定
地
域
密

着
型
介

護
老

人

福
祉

施
設
（

第
１

９
７

条
に
規
定
す

る
ユ
ニ

ッ
ト

型
指

定
地
域
密
着

型
介
護

老
人

福

祉
施

設
を
い

う
。

以
下

こ
の
項
に
お

い
て
同

じ
。

）
を

除
く
。
以
下

こ
の
条

に
お

い

て
同

じ
。
）

及
び

ユ
ニ

ッ
ト
型
指
定

介
護
老

人
福

祉
施

設
（
指
定
介

護
老
人

福
祉

施

設
の

人
員
、

設
備

及
び

運
営
に
関
す

る
基
準

（
平

成
１

１
年
厚
生
省

令
第
３

９
号

。

以
下

「
指
定

介
護

老
人

福
祉
施
設
基

準
」
と

い
う

。
）

第
３
８
条
に

規
定
す

る
ユ

ニ

ッ
ト

型
指
定

介
護

老
人

福
祉
施
設
を

い
う
。

）
を

併
設

す
る
場
合
又

は
指
定

地
域

密

着
型

介
護
老
人
福

祉
施

設
及
び
ユ
ニ

ッ
ト
型

指
定

地
域

密
着
型
介
護

老
人
福

祉
施

設

を
併

設
す
る

場
合

の
介

護
職
員
及
び

看
護
職

員
（

第
２

０
６
条
第
２

項
の
規

定
に

基

づ
き

配
置
さ

れ
る

看
護

職
員
に
限
る

。
）
を

除
き

、
入

所
者
の
処
遇

に
支
障

が
な

い

場
合

は
、
こ

の
限

り
で

な
い
。
 

３
 
指

定
地

域
密
着

型
介
護
老
人

福
祉

施
設

の
従
業

者
は
、
専
ら

当
該

指
定

地
域
密

着

型
介

護
老
人
福
祉

施
設

の
職
務
に
従

事
す
る
者
で

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し

、

指
定

地
域
密
着
型

介
護

老
人
福
祉
施

設
（
ユ
ニ
ッ

ト
型

指
定
地
域
密

着
型
介
護
老

人

福
祉

施
設
（
第
１

７
８

条
に
規
定
す

る
ユ
ニ
ッ
ト

型
指

定
地
域
密
着

型
介
護
老
人

福

祉
施

設
を
い
う
。

以
下

こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。

）
を

除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お

い

て
同

じ
。
）
及
び

ユ
ニ

ッ
ト
型
指
定

介
護
老
人
福

祉
施

設
（
指
定
介

護
老
人
福
祉

施

設
の

人
員
、
設
備

及
び

運
営
に
関
す

る
基
準
（
平

成
１

１
年
厚
生
省

令
第
３
９
号

。

以
下

「
指
定
介
護

老
人

福
祉
施
設
基

準
」
と
い
う

。
）

第
３
８
条
に

規
定
す
る
ユ

ニ

ッ
ト

型
指
定
介
護

老
人

福
祉
施
設
を

い
う
。
）
を

併
設

す
る
場
合
又

は
指
定
地
域

密

着
型

介
護
老
人
福

祉
施

設
及
び
ユ
ニ

ッ
ト
型
指
定

地
域

密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施

設

を
併

設
す
る
場
合

の
介

護
職
員
及
び

看
護
職
員
（

第
１

８
７
条
第
２

項
の
規
定
に

基

づ
き

配
置
さ
れ
る

看
護

職
員
に
限
る

。
）
を
除
き

、
入

所
者
の
処
遇

に
支
障
が
な

い

場
合

は
、
こ
の
限

り
で

な
い
。
 

４
～
１

４
 
（
略
）
 

４
～
１

４
 

（
略
）
 

１
５
 

指
定
地
域
密

着
型
介
護
老

人
福

祉
施
設
に
指

定
小
規
模
多

機
能

型
居
宅
介
護

事

業
所

又
は
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

事
業

所
が
併
設
さ

れ
る
場

合
に

お

い
て

は
、
当

該
指

定
地

域
密
着
型
介

護
老
人

福
祉

施
設

の
介
護
支
援

専
門
員

に
つ

い

て
は

、
当
該

併
設

さ
れ

る
指
定
小
規

模
多
機

能
型

居
宅

介
護
事
業
所

又
は
指

定
看

護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事
業
所

の
介
護

支
援

専
門

員
に
よ
り
当

該
指
定

地
域

密

着
型

介
護
老
人
福

祉
施

設
の
利
用
者

の
処
遇

が
適

切
に

行
わ
れ
る
と

認
め
ら

れ
る

と

き
は

、
こ
れ
を
置

か
な

い
こ
と
が
で

き
る
。
 

１
５
 

指
定
地
域
密

着
型
介
護
老

人
福

祉
施

設
に
指

定
小
規
模
多

機
能

型
居

宅
介
護

事

業
所

又
は
指
定
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
事

業
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
併

設
さ

れ
る
場
合
に

お

い
て

は
、
当
該
指

定
地

域
密
着
型
介

護
老
人
福
祉

施
設

の
介
護
支
援

専
門
員
に
つ

い

て
は

、
当
該
併
設

さ
れ

る
指
定
小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事
業
所

又
は
指
定
複

合

型
サ

ー
ビ
ス
事
業

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
介

護
支
援

専
門

員
に
よ
り
当

該
指
定
地
域

密

着
型

介
護
老
人
福

祉
施

設
の
利
用
者

の
処
遇
が
適

切
に

行
わ
れ
る
と

認
め
ら
れ
る

と

き
は

、
こ
れ
を
置

か
な

い
こ
と
が
で

き
る
。
 

１
６
 

指
定
地
域
密

着
型
介
護
老

人
福

祉
施
設
に
指

定
小
規
模
多

機
能

型
居
宅
介
護

事
１

６
 

指
定
地
域
密

着
型
介
護
老

人
福

祉
施
設
に
指

定
小
規
模
多

機
能

型
居

宅
介
護

事
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業
所

、
指
定

看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事

業
所

又
は
指
定
地

域
密
着

型
介

護

予
防

サ
ー
ビ

ス
基

準
条

例
第
４
４
条

第
１
項

に
規

定
す

る
指
定
介
護

予
防
小

規
模

多

機
能

型
居
宅
介
護

事
業

所
（
以
下
「

指
定
小

規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業

所
等

」

と
い

う
。
）
が
併

設
さ

れ
る
場
合
に

お
い
て

は
、

当
該

指
定
地
域
密

着
型
介

護
老

人

福
祉

施
設
が

前
各

項
に

定
め
る
人
員

に
関
す

る
基

準
を

満
た
す
従
業

者
を
置

く
ほ

か
、

当
該
指

定
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護

事
業

所
等

に
第
１
０
１

条
若
し

く
は

第

２
１

０
条
又

は
指

定
地

域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー

ビ
ス

基
準
条
例
第

４
４
条

に
定

め

る
人

員
に
関

す
る

基
準

を
満
た
す
従

業
者
が

置
か

れ
て

い
る
と
き
は

、
当
該

指
定

地

域
密

着
型
介
護
老

人
福

祉
施
設
の
従

業
者
は

、
当

該
指

定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介

護
事

業
所
等
の
職

務
に

従
事
す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

業
所

、
指
定
複
合

型
サ

ー
ビ
ス
事
業

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
又
は
指

定
地

域
密
着
型
介

護

予
防

サ
ー
ビ
ス
基

準
条

例
第
４
４
条

第
１
項
に
規

定
す

る
指
定
介
護

予
防
小
規
模

多

機
能

型
居
宅
介
護

事
業

所
（
以
下
「

指
定
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業
所
等

」

と
い

う
。
）
が
併

設
さ

れ
る
場
合
に

お
い
て
は
、

当
該

指
定
地
域
密

着
型
介
護
老

人

福
祉

施
設
が
前
各

項
に

定
め
る
人
員

に
関
す
る
基

準
を

満
た
す
従
業

者
を
置
く
ほ

か
、

当
該
指
定
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業

所
等

に
第
８
２
条

 
 
若

し
く
は

第

１
９

１
条
又
は
指

定
地

域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー

ビ
ス

基
準
条
例
第

４
４
条
に
定

め

る
人

員
に
関
す
る

基
準

を
満
た
す
従

業
者
が
置
か

れ
て

い
る
と
き
は

、
当
該
指
定

地

域
密

着
型
介
護
老

人
福

祉
施
設
の
従

業
者
は
、
当

該
指

定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介

護
事

業
所
等
の
職

務
に

従
事
す
る
こ

と
が
で
き
る

。
 

第
１
７

１
条
 
（
略

）
 

第
１
５

２
条

 
（
略

）
 

（
サ

ー
ビ
ス
提
供

困
難

時
の
対
応
）
 

（
サ

ー
ビ
ス
提
供

困
難

時
の
対
応
）
 

第
１
７

２
条
 
（
略

）
 

第
１
５

３
条

 
（
略

）
 

（
入

退
所
）
 

（
入

退
所
）
 

第
１
７

３
条
 
（
略

）
 

第
１
５

４
条

 
（
略

）
 

（
サ

ー
ビ
ス
の
提

供
の

記
録
）
 

（
サ

ー
ビ
ス
の
提

供
の

記
録
）
 

第
１
７

４
条
 
（
略

）
 

第
１
５

５
条

 
（
略

）
 

（
利

用
料
等

の
受

領
）
 

（
利

用
料
等
の
受

領
）
 

第
１
７

５
条
 
指
定

地
域
密
着
型

介
護

老
人
福
祉
施

設
は
、
法
定

代
理

受
領
サ
ー
ビ

ス

に
該

当
す
る

指
定

地
域

密
着
型
介
護

老
人
福

祉
施

設
入

所
者
生
活
介

護
を
提

供
し

た

際
に

は
、
入

所
者

か
ら

利
用
料
の
一

部
と
し

て
、

当
該

指
定
地
域
密

着
型
介

護
老

人

福
祉

施
設
入
所
者

生
活

介
護
に
係
る

地
域
密

着
型

介
護

サ
ー
ビ
ス
費

用
基
準

額
（

介

護
保

険
法
施
行
法

（
平

成
９
年
法
律

第
１
２

４
号

。
以

下
「
施
行
法

」
と
い

う
。

）

第
１

３
条
第

３
項

に
規

定
す
る
要
介

護
旧
措
置
入

所
者

に
あ
つ
て
は

、
当
該

指
定

地

域
密

着
型
介

護
老

人
福

祉
施
設
入
所

者
生
活

介
護

に
つ

い
て
同
項
に

規
定
す

る
厚

生

第
１
５

６
条

 
指
定

地
域
密
着
型

介
護

老
人

福
祉
施

設
は
、
法
定

代
理

受
領

サ
ー
ビ

ス

に
該

当
す
る
指
定

地
域

密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施

設
入

所
者
生
活
介

護
を
提
供
し

た

際
に

は
、
入
所
者

か
ら

利
用
料
の
一

部
と
し
て
、

当
該

指
定
地
域
密

着
型
介
護
老

人

福
祉

施
設
入
所
者

生
活

介
護
に
係
る

地
域
密
着
型

介
護

サ
ー
ビ
ス
費

用
基
準
額
（

介

護
保

険
法
施
行
法

（
平

成
９
年
法
律

第
１
２
４
号

。
以

下
「
施
行
法

」
と
い
う
。

）

第
１

３
条
第
３
項

に
規

定
す
る
要
介

護
旧
措
置
入

所
者

に
あ
つ
て
は

、
当
該
指
定

地

域
密

着
型
介
護
老

人
福

祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護

に
つ

い
て
同
項
に

規
定
す
る
厚

生
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労
働

大
臣
が

定
め

る
基

準
に
よ
り
算

定
し
た

費
用

の
額

（
そ
の
額
が

現
に
当

該
指

定

地
域

密
着
型
介
護

老
人

福
祉
施
設
入

所
者
生
活
介

護
に

要
し
た
費
用

の
額
を

超
え

る

と
き

は
、
当

該
現

に
指

定
地
域
密
着

型
介
護

老
人

福
祉

施
設
入
所
者

生
活
介

護
に

要

し
た

費
用
の

額
と

す
る

。
）
と
す
る

。
次
項

並
び

に
第

２
０
０
条
第

１
項
及

び
第

２

項
に

お
い
て

同
じ

。
）

か
ら
当
該
指

定
地
域

密
着

型
介

護
老
人
福
祉

施
設
に

支
払

わ

れ
る

地
域
密

着
型

介
護

サ
ー
ビ
ス
費

の
額
を

控
除

し
て

得
た
額
の
支

払
を
受

け
る

も

の
と

す
る
。
 

労
働

大
臣
が
定
め

る
基

準
に
よ
り
算

定
し
た
費
用

の
額

（
そ
の
額
が

現
に
当
該
指

定

地
域

密
着
型
介
護

老
人

福
祉
施
設
入

所
者
生
活
介

護
に

要
し
た
費
用

の
額
を
超
え

る

と
き

は
、
当
該
現

に
指

定
地
域
密
着

型
介
護
老
人

福
祉

施
設
入
所
者

生
活
介
護
に

要

し
た

費
用
の
額
と

す
る

。
）
と
す
る

。
次
項
並
び

に
第

１
８
１
条
第

１
項
及
び
第

２

項
に

お
い
て
同
じ

。
）

か
ら
当
該
指

定
地
域
密
着

型
介

護
老
人
福
祉

施
設
に
支
払

わ

れ
る

地
域
密
着
型

介
護

サ
ー
ビ
ス
費

の
額
を
控
除

し
て

得
た
額
の
支

払
を
受
け
る

も

の
と

す
る
。
 

２
 
（

略
）
 

２
 
（

略
）
 

３
 
指

定
地
域
密
着

型
介
護
老
人

福
祉

施
設
は
、
前
２
項
の
支
払
を

受
け
る
額
の

ほ
か
、

次
に

掲
げ
る

費
用

の
額

の
支
払
を
受

け
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

３
 
指

定
地

域
密
着

型
介
護
老
人

福
祉

施
設

は
、
前
２
項
の

支
払
を

受
け
る
額
の

ほ
か
、

次
に

掲
げ
る
費
用

の
額

の
支
払
を
受

け
る
こ
と
が

で
き

る
。
 

（
１

）
 
食

事
の

提
供

に
要
す
る
費

用
（
法

第
５

１
条

の
３
第
１
項

の
規
定

に
よ

り

特
定
入
所
者
介
護
サ

ー
ビ
ス

費
が

入
所
者
に
支
給
さ

れ
た
場

合
は

、
同
条
第
２
項

第
１
号
に
規
定
す
る

食
費
の

基
準

費
用
額
（
特
定
要

介
護
旧

措
置

入
所
者
（
施
行

法
第
１
３
条
第
５
項

に
規
定

す
る

特
定
要
介
護
旧
措

置
入
所

者
を

い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
あ
つ
て
は

、
同
項

第
１

号
に
規
定
す
る
食

費
の
特

定
基

準
費
用
額
。
第

２
０
０
条
第
３
項
第

１
号
に

お
い

て
同
じ
。
）
（
法

第
５
１

条
の

３
第
４
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
特
定

入
所
者

介
護

サ
ー
ビ
ス
費
が
入

所
者
に

代
わ

り
当
該
指
定
地

域
密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施

設
に

支
払
わ
れ
た
場
合

は
、
同

条
第

２
項
第
１
号
に

規
定
す
る
食
費
の
負

担
限
度

額
（

特
定
要
介
護
旧
措

置
入
所

者
に

あ
つ
て
は
、
施

行
法
第
１
３
条
第
５

項
第
１

号
に

規
定
す
る
食
費
の

特
定
負

担
限

度
額
。
第
２
０

０
条
第
３
項
第
１
号

に
お
い

て
同

じ
。
）
）
を
限
度

と
す
る

。
）

 

（
１

）
 
食
事
の

提
供

に
要
す
る
費

用
（
法
第
５

１
条

の
３
第
１
項

の
規
定
に
よ

り

特
定
入

所
者
介
護
サ

ー
ビ
ス

費
が

入
所

者
に
支
給
さ

れ
た
場

合
は

、
同

条
第
２
項

第
１
号

に
規
定
す
る

食
費
の

基
準

費
用

額
（
特
定
要

介
護
旧

措
置

入
所

者
（
施
行

法
第
１

３
条
第
５
項

に
規
定

す
る

特
定

要
介
護
旧
措

置
入
所

者
を

い
う

。
以
下
同

じ
。
）

に
あ
つ
て
は

、
同
項

第
１

号
に

規
定
す
る
食

費
の
特

定
基

準
費

用
額
。
第

１
８
１

条
第
３
項
第

１
号
に

お
い

て
同

じ
。
）
（
法

第
５
１

条
の

３
第

４
項
の
規

定
に
よ

り
当
該
特
定

入
所
者

介
護

サ
ー

ビ
ス
費
が
入

所
者
に

代
わ

り
当

該
指
定
地

域
密
着

型
介
護
老
人

福
祉
施

設
に

支
払

わ
れ
た
場
合

は
、
同

条
第

２
項

第
１
号
に

規
定
す

る
食
費
の
負

担
限
度

額
（

特
定

要
介
護
旧
措

置
入
所

者
に

あ
つ

て
は
、
施

行
法
第

１
３
条
第
５

項
第
１

号
に

規
定

す
る
食
費
の

特
定
負

担
限

度
額

。
第
１
８

１
条
第

３
項
第
１
号

に
お
い

て
同

じ
。

）
）
を
限
度

と
す
る

。
）

 

（
２

）
 
居

住
に

要
す

る
費
用
（
法

第
５
１

条
の

３
第

１
項
の
規
定

に
よ
り

特
定

入

所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
が
入

所
者

に
支
給
さ
れ
た
場

合
は
、

同
条

第
２
項
第
２
号

に
規
定
す
る
居
住
費

の
基
準

費
用

額
（
特
定

要
介

護
旧
措
置
入
所
者

に
あ
つ

て
は

、

施
行
法
第
１
３
条
第

５
項
第

２
号

に
規
定
す
る
居
住

費
の
特

定
基

準
費
用
額
。
第

（
２

）
 
居
住
に

要
す

る
費
用
（
法

第
５
１
条
の

３
第

１
項
の
規
定

に
よ
り
特
定

入

所
者
介

護
サ
ー
ビ
ス

費
が
入

所
者

に
支

給
さ
れ
た
場

合
は
、

同
条

第
２

項
第
２
号

に
規
定

す
る
居
住
費

の
基
準

費
用

額
（
特
定

要
介

護
旧

措
置
入
所
者

に
あ
つ

て
は

、

施
行
法

第
１
３
条
第

５
項
第

２
号

に
規

定
す
る
居
住

費
の
特

定
基

準
費

用
額
。
第
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２
０
０
条
第
３
項
第

２
号
に

お
い

て
同
じ
。
）
（
法

第
５
１

条
の

３
第
４
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
特
定

入
所
者

介
護

サ
ー
ビ
ス
費
が
入

所
者
に

代
わ

り
当
該
指
定
地

域
密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施

設
に

支
払
わ
れ
た
場
合

は
、
同

条
第

２
項
第
２
号
に

規
定
す
る
居
住
費
の

負
担
限

度
額

（
特
定
要
介
護
旧

措
置
入

所
者

に
あ
つ
て
は
、

施
行
法
第
１
３
条
第

５
項
第

２
号

に
規
定
す
る
居
住

費
の
特

定
負

担
限
度
額
。
第

２
０
０
条
第
３
項
第

２
号
に

お
い

て
同
じ
。
）
）
を

限
度
と

す
る

。
）
 

１
８
１

条
第
３
項
第

２
号
に

お
い

て
同

じ
。
）
（
法

第
５
１

条
の

３
第

４
項
の
規

定
に
よ

り
当
該
特
定

入
所
者

介
護

サ
ー

ビ
ス
費
が
入

所
者
に

代
わ

り
当

該
指
定
地

域
密
着

型
介
護
老
人

福
祉
施

設
に

支
払

わ
れ
た
場
合

は
、
同

条
第

２
項

第
２
号
に

規
定
す

る
居
住
費
の

負
担
限

度
額

（
特

定
要
介
護
旧

措
置
入

所
者

に
あ

つ
て
は
、

施
行
法

第
１
３
条
第

５
項
第

２
号

に
規

定
す
る
居
住

費
の
特

定
負

担
限

度
額
。
第

１
８
１

条
第
３
項
第

２
号
に

お
い

て
同

じ
。
）
）
を

限
度
と

す
る

。
）
 

（
３

）
～
（
６
）

 
（

略
）
 

（
３

）
～
（
６
）

 
（

略
）
 

４
・
５

 
（
略
）
 

４
・
５

 
（

略
）
 

（
指

定
地
域

密
着

型
介

護
老
人
福
祉

施
設
入

所
者

生
活

介
護
の
取
扱

方
針
）
 

（
指

定
地
域
密
着

型
介

護
老
人
福
祉

施
設
入
所
者

生
活

介
護
の
取
扱

方
針
）
 

第
１
７

６
条
 
（
略

）
 

第
１
５

７
条

 
（
略

）
 

（
地

域
密
着

型
施

設
サ

ー
ビ
ス
計
画

の
作
成

）
 

（
地

域
密
着
型
施

設
サ

ー
ビ
ス
計
画

の
作
成
）
 

第
１
７

７
条
 
（
略

）
 

第
１
５

８
条

 
（
略

）
 

（
介

護
）
 

（
介

護
）
 

第
１
７

８
条
 
（
略

）
 

第
１
５

９
条

 
（
略

）
 

（
食

事
）
 

（
食

事
）
 

第
１
７

９
条
 
（
略

）
 

第
１
６

０
条

 
（
略

）
 

（
相

談
及
び

援
助

）
 

（
相

談
及
び
援
助

）
 

第
１
８

０
条
 
（
略

）
 

第
１
６

１
条

 
（
略

）
 

（
社

会
生
活

上
の

便
宜

の
提
供
等
）
 

（
社

会
生
活
上
の

便
宜

の
提
供
等
）
 

第
１
８

１
条
 
（
略

）
 

第
１
６

２
条

 
（
略

）
 

（
機

能
訓
練

）
 

（
機

能
訓
練
）
 

第
１
８

２
条
 
（
略

）
 

第
１
６

３
条

 
（
略

）
 

（
健

康
管
理

）
 

（
健

康
管
理
）
 

第
１
８

３
条
 
（
略

）
 

第
１
６

４
条

 
（
略

）
 

（
入

所
者
の

入
院

期
間

中
の
取
扱
い

）
 

（
入

所
者
の
入
院

期
間

中
の
取
扱
い

）
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第
１
８

４
条
 
（
略

）
 

第
１
６

５
条

 
（
略

）
 

（
管

理
者
に

よ
る

管
理

）
 

（
管

理
者
に
よ
る

管
理

）
 

第
１
８

５
条
 
（
略

）
 

第
１
６

６
条

 
（
略

）
 

（
計

画
担
当

介
護

支
援

専
門
員
の
責

務
）
 

（
計

画
担
当
介
護

支
援

専
門
員
の
責

務
）
 

第
１
８

６
条
 
計
画

担
当
介
護
支

援
専

門
員
は
、
第

１
７
７
条
に

規
定

す
る
業
務
の

ほ

か
、

次
に
掲

げ
る

業
務

を
行
う
も
の

と
す
る

。
 

第
１
６

７
条

 
計
画

担
当
介
護
支

援
専

門
員

は
、
第

１
５
８
条
に

規
定

す
る

業
務
の

ほ

か
、

次
に
掲
げ
る

業
務

を
行
う
も
の

と
す
る
。
 

（
１

）
～
（
４
）

 
（

略
）
 

（
１

）
～
（
４
）

 
（

略
）
 

（
５

）
 
第

１
７

６
条

第
５
項
に
規

定
す
る

身
体

的
拘

束
等
の
態
様

及
び
時

間
、

そ

の
際
の
入
所
者
の
心

身
の
状

況
並

び
に
緊
急
や
む
を

得
な
い

理
由

を
記
録
す
る
こ

と
。
 

（
５

）
 
第
１
５

７
条

第
５
項
に
規

定
す
る
身
体

的
拘

束
等
の
態
様

及
び
時
間
、

そ

の
際
の

入
所
者
の
心

身
の
状

況
並

び
に

緊
急
や
む
を

得
な
い

理
由

を
記

録
す
る
こ

と
。
 

（
６

）
 
第

１
９

６
条

に
お
い
て
準

用
す
る

第
３

８
条

第
２
項
に
規

定
す
る

苦
情

の

内
容
等
を
記
録
す
る

こ
と
。
 

（
６

）
 
第
１
７

７
条

に
お
い
て
準

用
す
る
第
３

８
条

第
２
項
に
規

定
す
る
苦
情

の

内
容
等

を
記
録
す
る

こ
と
。
 

（
７

）
 
第

１
９

４
条

第
３
項
に
規

定
す
る

事
故

の
状

況
及
び
事
故

に
際
し

て
採

つ

た
処
置
に
つ
い
て
記

録
す
る

こ
と

。
 

（
７

）
 
第
１
７

５
条

第
３
項
に
規

定
す
る
事
故

の
状

況
及
び
事
故

に
際
し
て
採

つ

た
処
置

に
つ
い
て
記

録
す
る

こ
と

。
 

（
運

営
規
程

）
 

（
運

営
規
程
）
 

第
１
８

７
条
 
（
略

）
 

第
１
６

８
条

 
（
略

）
 

（
勤

務
体
制

の
確

保
等

）
 

（
勤

務
体
制
の
確

保
等

）
 

第
１
８

８
条
 
（
略

）
 

第
１
６

９
条

 
（
略

）
 

（
定

員
の
遵

守
）

 
（
定

員
の
遵
守
）

 

第
１
８

９
条
 
（
略

）
 

第
１
７

０
条

 
（
略

）
 

（
衛

生
管
理

等
）

 
（
衛

生
管
理
等
）

 

第
１
９

０
条
 
（
略

）
 

第
１
７

１
条

 
（
略

）
 

（
協

力
病
院

等
）

 
（
協

力
病
院
等
）

 

第
１
９

１
条
 
（
略

）
 

第
１
７

２
条

 
（
略

）
 

（
秘

密
保
持

等
）

 
（
秘

密
保
持
等
）

 

86



第
１
９

２
条
 
（
略

）
 

第
１
７

３
条

 
（
略

）
 

（
居

宅
介
護

支
援

事
業

者
に
対
す
る

利
益
供

与
等

の
禁

止
）
 

（
居

宅
介
護
支
援

事
業

者
に
対
す
る

利
益
供
与
等

の
禁

止
）
 

第
１
９

３
条
 
（
略

）
 

第
１
７

４
条

 
（
略

）
 

（
事

故
発
生

の
防

止
及

び
発
生
時
の

対
応
）
 

（
事

故
発
生
の
防

止
及

び
発
生
時
の

対
応
）
 

第
１
９

４
条
 
（
略

）
 

第
１
７

５
条

 
（
略

）
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記

録
の
整
備
）

 

第
１
９

５
条
 
（
略

）
 

第
１
７

６
条

 
（
略

）
 

２
 
指

定
地
域
密
着

型
介
護
老
人

福
祉

施
設
は
、
入

所
者
に
対
す

る
指

定
地
域
密
着

型

介
護

老
人
福
祉
施

設
入

所
者
生
活
介

護
の
提

供
に

関
す

る
次
に
掲
げ

る
記
録

を
整

備

し
、

そ
の
完

結
の

日
か

ら
５
年
間
保

存
し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

２
 
指

定
地

域
密
着

型
介
護
老
人

福
祉

施
設

は
、
入

所
者
に
対
す

る
指

定
地

域
密
着

型

介
護

老
人
福
祉
施

設
入

所
者
生
活
介

護
の
提
供
に

関
す

る
次
に
掲
げ

る
記
録
を
整

備

し
、

そ
の
完
結
の

日
か

ら
５
年
間
保

存
し
な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１

）
 
（
略
）

 

（
２

）
 
第

１
７

４
条

第
２
項
に
規

定
す
る

提
供

し
た

具
体
的
な
サ

ー
ビ
ス
の
内

容

等
の
記
録
 

（
２

）
 
第
１
５

５
条

第
２
項
に
規

定
す
る
提
供

し
た

具
体
的
な
サ

ー
ビ
ス
の
内

容

等
の
記

録
 

（
３

）
 
第

１
７

６
条

第
５
項
に
規

定
す
る

身
体

的
拘

束
等
の
態
様

及
び
時

間
、

そ

の
際
の
入
所
者
の
心

身
の
状

況
並

び
に
緊
急
や
む
を

得
な
い

理
由

の
記
録
 

（
３

）
 
第
１
５

７
条

第
５
項
に
規

定
す
る
身
体

的
拘

束
等
の
態
様

及
び
時
間
、

そ

の
際
の

入
所
者
の
心

身
の
状

況
並

び
に

緊
急
や
む
を

得
な
い

理
由

の
記

録
 

（
４

）
～
（
６
）

 
（

略
）
 

（
４

）
～
（
６
）

 
（

略
）
 

（
準

用
）
 

（
準

用
）
 

第
１
９

６
条
 
第
９

条
、
第
１
０

条
、

第
１
２
条
、

第
１
３
条
、

第
２

２
条
、
第
２

８

条
、

第
３
４

条
、

第
３

６
条
、
第
３

８
条
、

第
４

１
条

、
第
９
１
条

、
第
９

５
条

及

び
第

１
２
４

条
第

１
項

か
ら
第
４
項

ま
で
の

規
定

は
、

指
定
地
域
密

着
型
介

護
老

人

福
祉

施
設
に

つ
い

て
準

用
す
る
。
こ

の
場
合

に
お

い
て

、
第
９
条
第

１
項
中

「
第

３

１
条

に
規
定

す
る

運
営

規
程
」
と
あ

る
の
は

「
第

１
８

７
条
に
規
定

す
る
重

要
事

項

に
関

す
る
規

程
」

と
、

「
定
期
巡
回

・
随
時

対
応

型
訪

問
介
護
看
護

従
業
者

」
と

あ

る
の

は
「
従

業
者

」
と

、
第
１
３
条

第
１
項

中
「

指
定

定
期
巡
回
・

随
時
対

応
型

訪

問
介

護
看
護
の
提

供
の

開
始
に
際
し

、
」
と

あ
る

の
は

「
入
所
の
際

に
」
と

、
同

条

第
１
７

７
条

 
第
９

条
、
第
１
０

条
、

第
１

２
条
、

第
１
３
条
、

第
２

２
条

、
第
２

８

条
、

第
３
４
条
、

第
３

６
条
、
第
３

８
条
、
第
４

１
条

、
第
７
２
条

、
第
７
６
条

及

び
第

１
０
５
条
第

１
項

か
ら
第
４
項

ま
で
の
規
定

は
、

指
定
地
域
密

着
型
介
護
老

人

福
祉

施
設
に
つ
い

て
準

用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お

い
て

、
第
９
条
第

１
項
中
「
第

３

１
条

に
規
定
す
る

運
営

規
程
」
と
あ

る
の
は
「
第

１
６

８
条
に
規
定

す
る
重
要
事

項

に
関

す
る
規
程
」

と
、

「
定
期
巡
回

・
随
時
対
応

型
訪

問
介
護
看
護

従
業
者
」
と

あ

る
の

は
「
従
業
者

」
と

、
第
１
３
条

第
１
項
中
「

指
定

定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型

訪

問
介

護
看
護
の
提

供
の

開
始
に
際
し

、
」
と
あ
る

の
は

「
入
所
の
際

に
」
と
、
同

条
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第
２

項
中
「

指
定

居
宅

介
護
支
援
が

利
用
者

に
対

し
て

行
わ
れ
て
い

な
い
等

の
場

合

で
あ

つ
て
必

要
と

認
め

る
と
き
は
、

要
介
護

認
定

」
と

あ
る
の
は
「

要
介
護

認
定

」

と
、

第
３
４

条
中

「
定

期
巡
回
・
随

時
対
応

型
訪

問
介

護
看
護
従
業

者
」
と

あ
る

の

は
「

従
業
者

」
と

、
第

９
１
条
第
２

項
中
「

こ
の

節
」

と
あ
る
の
は

「
第
８

章
第

４

節
」

と
、
第

１
２

４
条

第
１
項
中
「

小
規
模

多
機

能
型

居
宅
介
護
に

つ
い
て

知
見

を

有
す

る
者
」

と
あ

る
の

は
「
地
域
密

着
型
介

護
老

人
福

祉
施
設
入
所

者
生
活

介
護

に

つ
い

て
知
見

を
有

す
る

者
」
と
、
「

通
い
サ

ー
ビ

ス
及

び
宿
泊
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

回

数
等

の
活
動

状
況

」
と

あ
る
の
は
「

活
動
状

況
」

と
読

み
替
え
る
も

の
と
す

る
。

 

第
２

項
中
「
指
定

居
宅

介
護
支
援
が

利
用
者
に
対

し
て

行
わ
れ
て
い

な
い
等
の
場

合

で
あ

つ
て
必
要
と

認
め

る
と
き
は
、

要
介
護
認
定

」
と

あ
る
の
は
「

要
介
護
認
定

」

と
、

第
３
４
条
中

「
定

期
巡
回
・
随

時
対
応
型
訪

問
介

護
看
護
従
業

者
」
と
あ
る

の

は
「

従
業
者
」
と

、
第

７
２
条
第
２

項
中
「
こ
の

節
」

と
あ
る
の
は

「
第
８
章
第

４

節
」

と
、
第
１
０

５
条

第
１
項
中
「

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
に

つ
い
て
知
見

を

有
す

る
者
」
と
あ

る
の

は
「
地
域
密

着
型
介
護
老

人
福

祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護

に

つ
い

て
知
見
を
有

す
る

者
」
と
、
「

通
い
サ
ー
ビ

ス
及

び
宿
泊
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

回

数
等

の
活
動
状
況

」
と

あ
る
の
は
「

活
動
状
況
」

と
読

み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

 

（
こ

の
節
の

趣
旨

）
 

（
こ

の
節
の
趣
旨

）
 

第
１
９

７
条
 
（
略

）
 

第
１
７

８
条

 
（
略

）
 

（
基

本
方
針

）
 

（
基

本
方
針
）
 

第
１
９

８
条
 
（
略

）
 

第
１
７

９
条

 
（
略

）
 

第
１
９

９
条
 
（
略

）
 

第
１
８

０
条

 
（
略

）
 

（
利

用
料
等

の
受

領
）
 

（
利

用
料
等
の
受

領
）
 

第
２
０

０
条
 
（
略

）
 

第
１
８

１
条

 
（
略

）
 

（
指

定
地
域

密
着

型
介

護
老
人
福
祉

施
設
入

所
者

生
活

介
護
の
取
扱

方
針
）
 

（
指

定
地
域
密
着

型
介

護
老
人
福
祉

施
設
入
所
者

生
活

介
護
の
取
扱

方
針
）
 

第
２
０

１
条
 
（
略

）
 

第
１
８

２
条

 
（
略

）
 

（
介

護
）
 

（
介

護
）
 

第
２
０

２
条
 
（
略

）
 

第
１
８

３
条

 
（
略

）
 

（
食

事
）
 

（
食

事
）
 

第
２
０

３
条
 
（
略

）
 

第
１
８

４
条

 
（
略

）
 

（
社

会
生
活

上
の

便
宜

の
提
供
等
）
 

（
社

会
生
活
上
の

便
宜

の
提
供
等
）
 

第
２
０

４
条
 
（
略

）
 

第
１
８

５
条

 
（
略

）
 

（
運

営
規
程

）
 

（
運

営
規
程
）
 

第
２
０

５
条
 
（
略

）
 

第
１
８

６
条

 
（
略

）
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（
勤

務
体
制

の
確

保
等

）
 

（
勤

務
体
制
の
確

保
等

）
 

第
２
０

６
条
 
（
略

）
 

第
１
８

７
条

 
（
略

）
 

（
定

員
の
遵

守
）

 
（
定

員
の
遵
守
）

 

第
２
０

７
条
 
（
略

）
 

第
１
８

８
条

 
（
略

）
 

（
準

用
）
 

（
準

用
）
 

第
２
０

８
条
 
第
９

条
、
第
１
０

条
、

第
１
２
条
、

第
１
３
条
、

第
２

２
条
、
第
２

８

条
、

第
３
４

条
、

第
３

６
条
、
第
３

８
条
、

第
４

１
条

、
第
９
１
条

、
第
９

５
条

、

第
１

２
４
条

第
１

項
か

ら
第
４
項
ま

で
、
第

１
７

２
条

か
ら
第
１
７

４
条
ま

で
、

第

１
７

７
条
、

第
１

８
０

条
、
第
１
８

２
条
か

ら
第

１
８

６
条
ま
で
及

び
第
１

９
０

条

か
ら

第
１
９

５
条

ま
で

の
規
定
は
、

ユ
ニ
ッ
ト
型

指
定

地
域
密
着
型

介
護
老
人
福

祉

施
設

に
つ
い

て
準

用
す

る
。
こ
の
場

合
に
お

い
て

、
第

９
条
第
１
項

中
「
第

３
１

条

に
規

定
す
る

運
営

規
程

」
と
あ
る
の

は
「
第

２
０

５
条

に
規
定
す
る

重
要
事

項
に

関

す
る

規
程
」

と
、

「
定

期
巡
回
・
随

時
対
応

型
訪

問
介

護
看
護
従
業

者
」
と

あ
る

の

は
「

従
業
者

」
と

、
第

１
３
条
第
１

項
中
「

指
定

定
期

巡
回
・
随
時

対
応
型
訪
問

介

護
看

護
の
提

供
の

開
始

に
際
し
、
」

と
あ
る

の
は

「
入

居
の
際
に
」

と
、
同

条
第

２

項
中

「
指
定

居
宅

介
護

支
援
が
利
用

者
に
対

し
て

行
わ

れ
て
い
な
い

等
の
場

合
で

あ

つ
て

必
要
と

認
め

る
と

き
は
、
要
介

護
認
定
」
と

あ
る

の
は
「
要
介

護
認
定
」
と

、

第
３

４
条
中
「
定
期

巡
回
・
随
時

対
応
型
訪
問
介
護

看
護
従

業
者

」
と
あ

る
の
は
「

従

業
者

」
と
、
第
９
１
条

第
２

項
中
「

こ
の
節
」
と
あ
る

の
は
「
第

８
章

第
５
節
」
と

、

第
１

２
４
条

第
１

項
中
「
小

規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
に
つ

い
て

知
見

を
有
す
る
者

」

と
あ

る
の
は
「
地

域
密

着
型
介
護
老

人
福
祉

施
設

入
所

者
生
活
介
護

に
つ
い

て
知

見

を
有

す
る
者

」
と

、
「

通
い
サ
ー
ビ

ス
及
び

宿
泊

サ
ー

ビ
ス
の
提
供

回
数
等
の
活

動

状
況

」
と
あ

る
の

は
「

活
動
状
況
」

と
、
第

１
８

６
条

中
「
第
１
７

７
条
」

と
あ

る

の
は

「
第
２

０
８

条
に

お
い
て
準
用

す
る
第

１
７

７
条

」
と
、
同
条

第
５
号

中
「

第

１
７

６
条
第

５
項

」
と
あ

る
の
は
「

第
２

０
１
条

第
７

項
」
と
、
同

条
第

６
号
中
「

第

第
１
８

９
条

 
第
９

条
、
第
１
０

条
、

第
１

２
条
、

第
１
３
条
、

第
２

２
条

、
第
２

８

条
、

第
３
４
条
、

第
３

６
条
、
第
３

８
条
、
第
４

１
条

、
第
７
２
条

、
第
７
６
条

、

第
１

０
５
条
第
１

項
か

ら
第
４
項
ま

で
、
第
１
５

３
条

か
ら
第
１
５

５
条
ま
で
、

第

１
５

８
条
、
第
１

６
１

条
、
第
１
６

３
条
か
ら
第

１
６

７
条
ま
で
及

び
第
１
７
１

条

か
ら

第
１
７
６
条

ま
で

の
規
定
は
、

ユ
ニ
ッ
ト
型

指
定

地
域
密
着
型

介
護
老
人
福

祉

施
設

に
つ
い
て
準

用
す

る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て

、
第

９
条
第
１
項

中
「
第
３
１

条

に
規

定
す
る
運
営

規
程

」
と
あ
る
の

は
「
第
１
８

６
条

に
規
定
す
る

重
要
事
項
に

関

す
る

規
程
」
と
、

「
定

期
巡
回
・
随

時
対
応
型
訪

問
介

護
看
護
従
業

者
」
と
あ
る

の

は
「

従
業
者
」
と

、
第

１
３
条
第
１

項
中
「
指
定

定
期

巡
回
・
随
時

対
応
型
訪
問

介

護
看

護
の
提
供
の

開
始

に
際
し
、
」

と
あ
る
の
は

「
入

居
の
際
に
」

と
、
同
条
第

２

項
中

「
指
定
居
宅

介
護

支
援
が
利
用

者
に
対
し
て

行
わ

れ
て
い
な
い

等
の
場
合
で

あ

つ
て

必
要
と
認
め

る
と

き
は
、
要
介

護
認
定
」
と

あ
る

の
は
「
要
介

護
認
定
」
と

、

第
３

４
条
中
「
定

期
巡
回
・
随
時

対
応

型
訪
問
介
護

看
護
従

業
者

」
と
あ

る
の
は
「
従

業
者

」
と
、
第
７
２
条

第
２

項
中
「
こ
の
節
」
と
あ

る
の
は
「
第

８
章

第
５
節
」
と

、

第
１

０
５
条
第
１

項
中
「

小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
に
つ
い
て

知
見

を
有
す
る
者

」

と
あ

る
の
は
「
地

域
密

着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設

入
所

者
生
活
介
護

に
つ
い
て
知

見

を
有

す
る
者
」
と

、
「

通
い
サ
ー
ビ

ス
及
び
宿
泊

サ
ー

ビ
ス
の
提
供

回
数
等
の
活

動

状
況

」
と
あ
る
の

は
「

活
動
状
況
」

と
、
第
１
６

７
条

中
「
第
１
５

８
条
」
と
あ

る

の
は

「
第
１
８
９

条
に

お
い
て
準
用

す
る
第
１
５

８
条

」
と
、
同
条

第
５
号
中
「

第

１
５

７
条
第
５
項

」
と
あ

る
の
は
「

第
１

８
２
条

第
７

項
」
と
、
同
条
第

６
号
中
「
第
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１
９

６
条
」

と
あ

る
の

は
「
第
２
０

８
条
」

と
、

同
条

第
７
号
中
「

第
１
９

４
条

第

３
項

」
と
あ
る
の
は
「

第
２

０
８

条
に
お
い
て
準
用
す

る
第

１
９

４
条
第
３
項
」
と

、

第
１

９
５
条

第
２

項
第

２
号
中
「
第

１
７
４

条
第

２
項

」
と
あ
る
の

は
「
第

２
０

８

条
に

お
い
て

準
用

す
る

第
１
７
４
条

第
２
項

」
と

、
同

項
第
３
号
中

「
第
１

７
６

条

第
５

項
」
と

あ
る

の
は

「
第
２
０
１

条
第
７

項
」

と
、

同
項
第
４
号

及
び
第

５
号

中

「
次

条
」
と

あ
る

の
は

「
第
２
０
８

条
」
と

、
同

項
第

６
号
中
「
前

条
第
３

項
」

と

あ
る

の
は
「
第
２

０
８

条
に
お
い
て

準
用
す

る
前

条
第

３
項
」
と
読

み
替
え

る
も

の

と
す

る
。
 

１
７

７
条
」
と
あ

る
の

は
「
第
１
８

９
条
」
と
、

同
条

第
７
号
中
「

第
１
７
５
条

第

３
項

」
と
あ
る
の
は
「
第
１

８
９

条
に
お
い
て
準
用

す
る
第

１
７

５
条
第
３
項
」
と

、

第
１

７
６
条
第
２

項
第

２
号
中
「
第

１
５
５
条
第

２
項

」
と
あ
る
の

は
「
第
１
８

９

条
に

お
い
て
準
用

す
る

第
１
５
５
条

第
２
項
」
と

、
同

項
第
３
号
中

「
第
１
５
７

条

第
５

項
」
と
あ
る

の
は

「
第
１
８
２

条
第
７
項
」

と
、

同
項
第
４
号

及
び
第
５
号

中

「
次

条
」
と
あ
る

の
は

「
第
１
８
９

条
」
と
、
同

項
第

６
号
中
「
前

条
第
３
項
」

と

あ
る

の
は
「
第
１

８
９

条
に
お
い
て

準
用
す
る
前

条
第

３
項
」
と
読

み
替
え
る
も

の

と
す

る
。
 

第
９
章

 
看

護
小

規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
 

第
９

章
 
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
２
０

９
条
 
指
定

地
域
密
着
型

サ
ー

ビ
ス
に
該
当

す
る
複
合
型

サ
ー

ビ
ス
（
施
行

規

則
第

１
７
条

の
１

２
に

規
定
す
る
看

護
小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護

に
限
る

。
以

下

こ
の

章
に
お

い
て

「
指

定
看
護
小
規

模
多
機

能
型

居
宅

介
護
」
と
い

う
。
）

の
事

業

は
、

指
定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等
基
準
第

５
９
条

の
規

定
に

相
当
す
る
北

海
道
基

準
条

例

の
規

定
に
規

定
す

る
訪

問
看
護
の
基

本
方
針

及
び

第
８

１
条
に
規
定

す
る
小

規
模

多

機
能

型
居
宅
介
護

の
基

本
方
針
を
踏

ま
え
て

行
う

も
の

で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

第
１
９

０
条

 
指
定

地
域
密
着
型

サ
ー

ビ
ス

に
該
当

す
る
複
合
型

サ
ー

ビ
ス
（
以

下
「
指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
」

と
い

う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
の
事

業
は

、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等

基

準
第

５
９
条
の
規

定
に

相
当
す
る
北

海
道
基
準
条

例
の

規
定
に
規
定

す
る
訪
問
看

護

の
基

本
方
針
及
び

第
８

１
条
に
規
定

す
る
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
の
基
本
方

針

を
踏

ま
え
て
行
う

も
の

で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

（
従

業
者
の

員
数

等
）
 

（
従

業
者
の
員
数

等
）
 

第
２
１

０
条
 
指
定

看
護
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
の
事
業
を

行
う

者
（
以
下
「

指

定
看

護
小
規
模
多

機
能

型
居
宅
介
護

事
業
者

」
と

い
う

。
）
が
当
該

事
業
を

行
う

事

業
所

（
以
下

「
指

定
看

護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
」
と

い
う
。
）
ご

と

に
置

く
べ
き

指
定

看
護

小
規
模
多
機

能
型
居

宅
介

護
の

提
供
に
当
た

る
従
業

者
（

以

下
「

指
定
看

護
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護

従
業

者
」

と
い
う
。
）

の
員
数

は
、

夜

間
及

び
深
夜

の
時

間
帯

以
外
の
時
間

帯
に
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

の

提
供

に
当
た

る
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

従
業

者
に
つ
い
て

は
、
常

勤
換

算

方
法

で
、
通

い
サ

ー
ビ

ス
（
登
録
者

（
指
定

看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介

護
を

利

第
１
９

１
条

 
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

事
業
を

行
う

者
（

以
下
「

指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
事

業
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」

と
い
う

。
）
が
当
該

事
業
を
行
う

事

業
所

（
以
下
「
指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
と

い
う
。
）
ご

と

に
置

く
べ
き
指
定

複
合

型
サ
ー
ビ
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

提
供
に

当
た

る
従
業
者
（

以

下
「

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

従
業
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」

と
い

う
。
）

の
員
数
は
、

夜

間
及

び
深
夜
の
時

間
帯

以
外
の
時
間

帯
に
指
定
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

提
供

に
当
た
る
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
従

業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

つ
い
て

は
、
常
勤
換

算

方
法

で
、
通
い
サ

ー
ビ

ス
（
登
録
者

（
指
定
複
合

型
サ

ー
ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

利
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用
す

る
た
め

に
指

定
看

護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
に
登

録
を
受

け
た

者

を
い

う
。
以

下
同

じ
。

）
を
指
定
看

護
小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護

事
業
所

に
通

わ

せ
て

行
う
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

 
 
 
 
 
 
を
い

う
。

以
下
同

じ
。

）

の
提

供
に
当

た
る

者
を

そ
の
利
用
者

の
数
が

３
又

は
そ

の
端
数
を
増

す
ご
と

に
１

以

上
及

び
訪
問

サ
ー

ビ
ス

（
看
護
小
規

模
多
機

能
型

居
宅

介
護
従
業
者

が
登
録

者
の

居

宅
を

訪
問
し

、
当
該

居
宅
に

お
い

て
行
う
指
定
看
護

小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介
護
（
本

体
事

業
所
で

あ
る

指
定

看
護
小
規
模

多
機
能

型
居

宅
介

護
事
業
所
に

あ
つ
て

は
当

該

本
体

事
業
所
に
係

る
サ

テ
ラ
イ
ト
型

指
定
小

規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業

所
又

は

サ
テ

ラ
イ
ト
型
指

定
介

護
予
防
小
規

模
多
機

能
型

居
宅

介
護
事
業
所

の
登
録

者
の

居

宅
に

お
い
て

行
う

指
定

看
護
小
規
模

多
機
能

型
居

宅
介

護
を
含
む
。

）
を
い
う
。

以

下
こ

の
章
に

お
い

て
同

じ
。
）
の
提

供
に
当

た
る

者
を

２
以
上
と
し

、
夜
間

及
び

深

夜
の

時
間
帯

を
通

じ
て

指
定
看
護
小

規
模
多

機
能

型
居

宅
介
護
の
提

供
に
当

た
る

看

護
小

規
模
多
機
能

型
居

宅
介
護
従
業

者
に
つ

い
て

は
、

夜
間
及
び
深

夜
の
勤

務
（

夜

間
及

び
深
夜

の
時

間
帯

に
行
わ
れ
る

勤
務
（

宿
直

勤
務

を
除
く
。
）

を
い
う

。
第

６

項
に

お
い
て

同
じ

。
）

に
当
た
る
者

を
１
以

上
及

び
宿

直
勤
務
に
当

た
る
者

を
当

該

宿
直

勤
務
に

必
要

な
数

以
上
と
す
る

。
 

用
す

る
た
め
に
指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
登

録
を
受
け
た

者

を
い

う
。
以
下
同

じ
。

）
を
指
定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
事

業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

通
わ

せ
て

行
う
指
定
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
事

業
を
い
う
。

以
下
同
じ
。

）

の
提

供
に
当
た
る

者
を

そ
の
利
用
者

の
数
が
３
又

は
そ

の
端
数
を
増

す
ご
と
に
１

以

上
及

び
訪
問
サ
ー

ビ
ス

（
複
合
型
サ

ー
ビ
ス
従
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
登

録
者
の

居

宅
を

訪
問
し
、
当
該

居
宅
に

お
い

て
行

う
複
合
型
サ

ー
ビ
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （

本

体
事

業
所
で
あ
る

指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

あ
つ

て
は
当

該

本
体

事
業
所
に
係

る
サ

テ
ラ
イ
ト
型

指
定
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業
所
又

は

サ
テ

ラ
イ
ト
型
指

定
介

護
予
防
小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事
業
所

の
登
録
者
の

居

宅
に

お
い
て
行
う

指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
含

む
。

）
を
い
う
。

以

下
こ

の
章
に
お
い

て
同

じ
。
）
の
提

供
に
当
た
る

者
を

２
以
上
と
し

、
夜
間
及
び

深

夜
の

時
間
帯
を
通

じ
て

指
定
複
合
型

サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
提

供
に
当
た
る

複

合
型

サ
ー
ビ
ス
従

業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

つ
い
て

は
、

夜
間
及
び
深

夜
の
勤
務
（

夜

間
及

び
深
夜
の
時

間
帯

に
行
わ
れ
る

勤
務
（
宿
直

勤
務

を
除
く
。
）

を
い
う
。
第

６

項
に

お
い
て
同
じ

。
）

に
当
た
る
者

を
１
以
上
及

び
宿

直
勤
務
に
当

た
る
者
を
当

該

宿
直

勤
務
に
必
要

な
数

以
上
と
す
る

。
 

２
 
（

略
）
 

２
 
（

略
）
 

３
 
第

１
項
の
看
護

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
従

業
者
の
う
ち

１
以

上
の
者
は
、

常

勤
の

保
健
師

又
は

看
護

師
で
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

３
 
第

１
項

の
複
合

型
サ
ー
ビ
ス

従
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
う
ち

１
以

上
の

者
は
、

常

勤
の

保
健
師
又
は

看
護

師
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

４
 
第

１
項
の
看
護

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
従

業
者
の
う
ち

、
常

勤
換
算
方
法

で

２
．

５
以
上

の
者

は
、

保
健
師
、
看

護
師
又

は
准

看
護

師
（
以
下
こ

の
章
に

お
い

て

「
看

護
職
員

」
と

い
う

。
）
で
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

４
 
第

１
項

の
複
合

型
サ
ー
ビ
ス

従
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
う
ち

、
常

勤
換

算
方
法

で

２
．

５
以
上
の
者

は
、

保
健
師
、
看

護
師
又
は
准

看
護

師
（
以
下
こ

の
章
に
お
い

て

「
看

護
職
員
」
と

い
う

。
）
で
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

５
 
（

略
）
 

５
 
（

略
）
 

６
 
宿

泊
サ
ー
ビ
ス

（
登
録
者
を

指
定

看
護
小
規
模

多
機
能
型
居

宅
介

護
事
業
所
に

宿

泊
さ

せ
て
行

う
指

定
看

護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

（
本
体
事
業

所
で
あ

る
指

定

６
 
宿

泊
サ

ー
ビ
ス

（
登
録
者
を

指
定

複
合

型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

宿

泊
さ

せ
て
行
う
指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
本

体
事
業

所
で
あ
る
指

定
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看
護

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
事

業
所
に

あ
つ

て
は

、
当
該
本
体

事
業
所

に
係

る

サ
テ

ラ
イ
ト
型
指

定
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

事
業

所
又
は
サ
テ

ラ
イ
ト

型
指

定

介
護

予
防
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業

所
の

登
録

者
の
心
身
の

状
況
を

勘
案

し
、

そ
の
処

遇
に

支
障

が
な
い
場
合

に
、
当

該
登

録
者

を
当
該
本
体

事
業
所

に
宿

泊

さ
せ

て
行
う

指
定

複
合

型
サ
ー
ビ
ス

を
含
む

。
）

を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）

の
利

用

者
が

い
な
い

場
合

で
あ

つ
て
、
夜
間

及
び
深

夜
の

時
間

帯
を
通
じ
て

利
用
者

に
対

し

て
訪

問
サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す
る
た
め

に
必
要

な
連

絡
体

制
を
整
備
し

て
い
る

と
き

は
、

第
１
項

の
規

定
に

か
か
わ
ら
ず

、
夜
間

及
び

深
夜

の
時
間
帯
を

通
じ
て

夜
間

及

び
深

夜
の
勤

務
並

び
に

宿
直
勤
務
に

当
た
る

看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介

護
従

業

者
を

置
か
な

い
こ

と
が

で
き
る
。
 

複
合

型
サ
ー
ビ
ス

事
業

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
あ
つ

て
は

、
当
該
本
体

事
業
所
に
係

る

サ
テ

ラ
イ
ト
型
指

定
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

事
業

所
又
は
サ
テ

ラ
イ
ト
型
指

定

介
護

予
防
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業
所
の

登
録

者
の
心
身
の

状
況
を
勘
案

し
、

そ
の
処
遇
に

支
障

が
な
い
場
合

に
、
当
該
登

録
者

を
当
該
本
体

事
業
所
に
宿

泊

さ
せ

て
行
う
指
定

複
合

型
サ
ー
ビ
ス

を
含
む
。
）

を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）
の
利

用

者
が

い
な
い
場
合

で
あ

つ
て
、
夜
間

及
び
深
夜
の

時
間

帯
を
通
じ
て

利
用
者
に
対

し

て
訪

問
サ
ー
ビ
ス

を
提

供
す
る
た
め

に
必
要
な
連

絡
体

制
を
整
備
し

て
い
る
と
き

は
、

第
１
項
の
規

定
に

か
か
わ
ら
ず

、
夜
間
及
び

深
夜

の
時
間
帯
を

通
じ
て
夜
間

及

び
深

夜
の
勤
務
並

び
に

宿
直
勤
務
に

当
た
る
複
合

型
サ

ー
ビ
ス
従
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
置

か
な
い
こ
と

が
で

き
る
。
 

７
 
指

定
看
護
小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事
業
所

に
次
の
各
号

の
い

ず
れ
か
に
掲

げ

る
施

設
等
が

併
設

さ
れ

て
い
る
場
合

に
お
い

て
、

前
各

項
に
定
め
る

人
員
に

関
す

る

基
準

を
満
た

す
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

従
業

者
を
置
く
ほ

か
、
当

該
各

号

に
掲

げ
る
施

設
等

の
人

員
に
関
す
る

基
準
を

満
た

す
従

業
者
を
置
い

て
い
る

と
き

は
、

当
該
看

護
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護

従
業

者
は

、
当
該
各
号

に
掲
げ

る
施

設

等
の

職
務
に

従
事

す
る

こ
と
が
で
き

る
。
 

７
 
指

定
複

合
型
サ

ー
ビ
ス
事
業

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
次

の
各
号

の
い

ず
れ

か
に
掲

げ

る
施

設
等
が
併
設

さ
れ

て
い
る
場
合

に
お
い
て
、

前
各

項
に
定
め
る

人
員
に
関
す

る

基
準

を
満
た
す
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
従

業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
置

く
ほ

か
、
当
該
各

号

に
掲

げ
る
施
設
等

の
人

員
に
関
す
る

基
準
を
満
た

す
従

業
者
を
置
い

て
い
る
と
き

は
、

当
該
複
合
型

サ
ー

ビ
ス
従
業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

、
当

該
各
号

に
掲
げ
る
施

設

等
の

職
務
に
従
事

す
る

こ
と
が
で
き

る
。
 

（
１

）
～
（
４
）

 
（

略
）
 

（
１

）
～
（
４
）

 
（

略
）
 

８
 
指

定
複
合
型
サ

ー
ビ
ス
事
業

者
は

、
登
録
者
に

係
る
居
宅
サ

ー
ビ

ス
計
画
及
び

看

護
小

規
模
多
機
能

型
居

宅
介
護
計
画

の
作
成

に
専

ら
従

事
す
る
介
護

支
援
専
門
員

を

置
か

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た
だ
し

、
当
該

介
護

支
援

専
門
員
は
、

利
用
者

の
処

遇

に
支

障
が
な

い
場

合
は

、
当
該
指
定

複
合
型

サ
ー

ビ
ス

事
業
所
の
他

の
職
務

に
従

事

し
、

又
は
当

該
指

定
看

護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護

事
業
所
に
併

設
す
る

前
項

各

号
に

掲
げ
る

施
設

等
の

職
務
に
従
事

す
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

８
 
指

定
複

合
型
サ

ー
ビ
ス
事
業

者
は

、
登

録
者
に

係
る
居
宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
及
び

複

合
型

サ
ー
ビ
ス
計

画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
作

成
に
専

ら
従

事
す
る
介
護

支
援
専
門
員

を

置
か

な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
た
だ
し

、
当
該
介
護

支
援

専
門
員
は
、

利
用
者
の
処

遇

に
支

障
が
な
い
場

合
は

、
当
該
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
の
他

の
職
務
に
従

事

し
、

又
は
当
該
指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
併

設
す
る
前
項

各

号
に

掲
げ
る
施
設

等
の

職
務
に
従
事

す
る
こ
と
が

で
き

る
。
 

９
 
（

略
）
 

９
 
（

略
）
 

１
０
 

指
定
複
合
型

サ
ー
ビ
ス
事

業
者

が
指
定
訪
問

看
護
事
業
者

の
指

定
を
併
せ
て

受
１

０
 

指
定
複
合
型

サ
ー
ビ
ス
事

業
者

が
指

定
訪
問

看
護
事
業
者

の
指

定
を

併
せ
て

受
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け
、

か
つ
、
指
定

看
護

小
規
模
多
機

能
型
居

宅
介

護
の

事
業
と
指
定

訪
問
看
護
の

事

業
と

が
同
一

の
事

業
所

に
お
い
て
一

体
的
に

運
営

さ
れ

て
い
る
場
合

に
、
指

定
居

宅

サ
ー

ビ
ス
等

基
準

第
６

０
条
第
１
項

第
１
号

イ
の

規
定

に
相
当
す
る

北
海
道

基
準

条

例
の

規
定
に

規
定

す
る

人
員
に
関
す

る
基
準

を
満

た
す

と
き
（
同
条

第
４
項

の
規

定

に
相

当
す
る

北
海

道
基

準
条
例
の
規

定
に
よ

り
同

条
第

１
項
第
１
号

イ
及
び

第
２

号

の
規

定
に
相

当
す

る
北

海
道
基
準
条

例
の
規

定
に

規
定

す
る
基
準
を

満
た
し

て
い

る

も
の

と
み
な
さ
れ

て
い

る
と
き
及
び

第
６
条

第
１

２
項

の
規
定
に
よ

り
同
条

第
１

項

第
４

号
ア
に

規
定

す
る

基
準
を
満
た

し
て
い

る
も

の
と

み
な
さ
れ
て

い
る
と

き
を

除

く
。

）
は
、
当
該

指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス
事

業
者

は
、

第
４
項
に
規

定
す
る

基
準

を

満
た

し
て
い

る
も

の
と

み
な
す
こ
と

が
で
き

る
。

 

け
、

か
つ
、
指
定

複
合

型
サ
ー
ビ
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

事
業
と

指
定

訪
問
看
護
の

事

業
と

が
同
一
の
事

業
所

に
お
い
て
一

体
的
に
運
営

さ
れ

て
い
る
場
合

に
、
指
定
居

宅

サ
ー

ビ
ス
等
基
準

第
６

０
条
第
１
項

第
１
号
イ
の

規
定

に
相
当
す
る

北
海
道
基
準

条

例
の

規
定
に
規
定

す
る

人
員
に
関
す

る
基
準
を
満

た
す

と
き
（
同
条

第
４
項
の
規

定

に
相

当
す
る
北
海

道
基

準
条
例
の
規

定
に
よ
り
同

条
第

１
項
第
１
号

イ
及
び
第
２

号

の
規

定
に
相
当
す

る
北

海
道
基
準
条

例
の
規
定
に

規
定

す
る
基
準
を

満
た
し
て
い

る

も
の

と
み
な
さ
れ

て
い

る
と
き
及
び

第
６
条
第
１

２
項

の
規
定
に
よ

り
同
条
第
１

項

第
４

号
ア
に
規
定

す
る

基
準
を
満
た

し
て
い
る
も

の
と

み
な
さ
れ
て

い
る
と
き
を

除

く
。

）
は
、
当
該

指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
者

は
、

第
４
項
に
規

定
す
る
基
準

を

満
た

し
て
い
る
も

の
と

み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。

 

（
管

理
者
）
 

（
管

理
者
）
 

第
２
１

１
条
 
指
定

看
護
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業
者
は

、
指

定
看
護
小
規

模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事

業
所
ご
と
に

専
ら
そ

の
職

務
に

従
事
す
る
常

勤
の
管

理
者

を

置
か

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た
だ
し

、
当
該

管
理

者
は

、
指
定
看
護

小
規
模

多
機

能

型
居

宅
介
護
事
業

所
の

管
理
上
支
障

が
な
い

場
合

は
、

当
該
指
定
看

護
小
規

模
多

機

能
型

居
宅
介
護
事

業
所

の
他
の
職
務

に
従
事

し
、

又
は

同
一
敷
地
内

に
あ
る

他
の

事

業
所

、
施
設

等
若

し
く

は
当
該
指
定

看
護
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業

所
に

併

設
す

る
前
条

第
７

項
各

号
に
掲
げ
る

施
設
等

の
職

務
に

従
事
す
る
こ

と
が
で

き
る

も

の
と

す
る
。
 

第
１
９

２
条

 
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

、
指

定
複

合
型
サ

ー

ビ
ス

事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご

と
に

専
ら
そ
の
職

務
に

従
事
す
る
常

勤
の
管
理
者

を

置
か

な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
た
だ
し

、
当
該
管
理

者
は

、
指
定
複
合

型
サ
ー
ビ
ス

事

業
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

管
理
上

支
障

が
な
い
場
合

は
、

当
該
指
定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス

事
業

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
他
の

職
務

に
従
事
し
、

又
は

同
一
敷
地
内

に
あ
る
他
の

事

業
所

、
施
設
等
若

し
く

は
当
該
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

併

設
す

る
前
条
第
７

項
各

号
に
掲
げ
る

施
設
等
の
職

務
に

従
事
す
る
こ

と
が
で
き
る

も

の
と

す
る
。
 

２
 
（

略
）
 

２
 
（

略
）
 

（
指

定
看
護

小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護
事

業
者

の
代

表
者
）
 

（
指

定
複
合
型
サ

ー
ビ

ス
事
業
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
代

表
者
）
 

第
２
１

２
条
 
指
定

看
護
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業
者
の

代
表

者
は
、
特
別

養

護
老

人
ホ
ー

ム
、

老
人

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン

タ
ー

、
介

護
老
人
保
健

施
設
、

指
定

小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介

護
事
業
所
、

指
定
認

知
症

対
応

型
共
同
生
活

介
護
事

業
所

、

指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
等
の

従
業
者

若
し

く
は

訪
問
介
護
員

等
と
し

て
認

知

第
１
９

３
条

 
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

代
表

者
は

、
特
別

養

護
老

人
ホ
ー
ム
、

老
人

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

、
介

護
老
人
保
健

施
設
、
指
定

小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介

護
事
業
所
、

指
定
認
知
症

対
応

型
共
同
生
活

介
護
事
業
所

、

指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
等
の

従
業
者
若
し

く
は

訪
問
介
護
員

等
と
し
て
認

知
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症
で

あ
る
者

の
介

護
に

従
事
し
た
経

験
を
有

す
る

者
若

し
く
は
保
健

医
療
サ

ー
ビ

ス

若
し

く
は
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の
経
営
に

携
わ
つ

た
経

験
を

有
す
る
者
で

あ
つ
て

、
省

令

第
１

７
３
条

の
規

定
に

よ
り
別
に
厚

生
労
働

大
臣

が
定

め
る
研
修
を

修
了
し

て
い

る

も
の

又
は
保

健
師

若
し

く
は
看
護
師

で
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

症
で

あ
る
者
の
介

護
に

従
事
し
た
経

験
を
有
す
る

者
若

し
く
は
保
健

医
療
サ
ー
ビ

ス

若
し

く
は
福
祉
サ

ー
ビ

ス
の
経
営
に

携
わ
つ
た
経

験
を

有
す
る
者
で

あ
つ
て
、
省

令

第
１

７
３
条
の
規

定
に

よ
り
別
に
厚

生
労
働
大
臣

が
定

め
る
研
修
を

修
了
し
て
い

る

も
の

又
は
保
健
師

若
し

く
は
看
護
師

で
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

（
登

録
定
員

及
び

利
用

定
員
）
 

（
登

録
定
員
及
び

利
用

定
員
）
 

第
２
１

３
条
 
指
定

看
護
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業
所
は

、
そ
の
登

録
定

員
（
登

録
者

の
数
の

上
限

を
い

う
。
以
下
こ

の
章
に

お
い

て
同

じ
。
）
を
２

５
人
以

下
と

す

る
。
 

第
１
９

４
条

 
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

、
そ
の
登
録
定

員
（
登

録
者

の
数
の
上
限

を
い

う
。
以
下
こ

の
章
に
お
い

て
同

じ
。
）
を
２

５
人
以
下
と

す

る
。
 

２
 
指

定
看
護
小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事
業
所

は
、
次
に
掲

げ
る

範
囲
内
に
お

い

て
、

通
い
サ

ー
ビ

ス
及

び
宿
泊
サ
ー

ビ
ス
の
利
用

定
員

（
当
該
指
定

看
護
小
規
模

多

機
能

型
居
宅
介
護

事
業

所
に
お
け
る

サ
ー
ビ

ス
ご

と
の

１
日
当
た
り

の
利
用

者
の

数

の
上

限
を
い

う
。

以
下

こ
の
章
に
お

い
て
同

じ
。

）
を

定
め
る
も
の

と
す
る

。
 

２
 
指

定
複

合
型
サ

ー
ビ
ス
事
業

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、

次
に
掲

げ
る

範
囲
内
に
お

い

て
、

通
い
サ
ー
ビ

ス
及

び
宿
泊
サ
ー

ビ
ス
の
利
用

定
員

（
当
該
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ

ス
事

業
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

お
け
る

サ
ー
ビ
ス
ご

と
の

１
日
当
た
り

の
利
用
者
の

数

の
上

限
を
い
う
。

以
下

こ
の
章
に
お

い
て
同
じ
。

）
を

定
め
る
も
の

と
す
る
。
 

（
１

）
・
（
２
）

 
（

略
）
 

（
１

）
・
（
２
）

 
（

略
）
 

（
設

備
及
び

備
品

等
）
 

（
設

備
及
び
備
品

等
）
 

第
２
１

４
条
 
指
定

看
護
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業
所
は

、
居

間
、
食
堂
、

台

所
、

宿
泊
室

、
浴

室
、

消
火
設
備
そ

の
他
の

非
常

災
害

に
際
し
て
必

要
な
設

備
そ

の

他
指

定
看
護

小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護
の

提
供

に
必

要
な
設
備
及

び
備
品

等
を

備

え
な

け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

第
１
９

５
条

 
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

、
居

間
、

食
堂
、

台

所
、

宿
泊
室
、
浴

室
、

消
火
設
備
そ

の
他
の
非
常

災
害

に
際
し
て
必

要
な
設
備
そ

の

他
指

定
複
合
型
サ

ー
ビ

ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
提
供

に
必

要
な
設
備
及

び
備
品
等
を

備

え
な

け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

２
 
前

項
に
掲
げ
る

設
備
の
基
準

は
、

次
の
と
お
り

と
す
る
。
 

２
 
前

項
に

掲
げ
る

設
備
の
基
準

は
、

次
の

と
お
り

と
す
る
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１

）
 
（
略
）

 

（
２

）
 
宿

泊
室

 
（
２

）
 
宿
泊
室

 

ア
 
一
の
宿
泊
室
の

定
員
は

、
１

人
と
す
る
。
た
だ

し
、
利

用
者

の
処
遇
上
必
要

と
認
め

ら
れ

る
場

合
は
、
２
人
と
す
る

こ
と

が
で

き
る
。
 

ア
 
一

の
宿
泊
室
の

定
員
は

、
１

人
と

す
る
。
た
だ

し
、
利

用
者

の
処

遇
上
必
要

と
認

め
ら
れ

る
場

合
は
、
２
人
と
す

る
こ
と

が
で

き
る
。
 

イ
 
一
の
宿
泊
室
の

床
面
積

は
、

７
．
４
３
平
方
メ

ー
ト
ル

以
上

と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

た
だ

し
、
指
定
看
護
小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護
事
業
所

が
病

院

イ
 
一

の
宿
泊
室
の

床
面
積

は
、

７
．

４
３
平
方
メ

ー
ト
ル

以
上

と
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

た
だ

し
、
指
定
複
合
型

サ
ー
ビ

ス
事

業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
病

院
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又
は
診

療
所

で
あ

る
場
合
で
あ
つ
て
定

員
が

１
人

で
あ
る
宿
泊
室
の
床

面
積

に

つ
い
て

は
、

６
．

４
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
と

す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

又
は

診
療
所

で
あ

る
場
合
で
あ
つ
て

定
員
が

１
人

で
あ
る
宿
泊
室
の

床
面
積

に

つ
い

て
は
、

６
．

４
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
と

す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

ウ
 
ア
及
び
イ
を
満

た
す
宿

泊
室
（
以

下
こ
の
号
に

お
い
て
「
個
室
」
と
い
う
。
）

以
外
の

宿
泊

室
を

設
け
る
場
合
は
、
個

室
以

外
の

宿
泊
室
の
面
積
を
合

計
し

た

面
積
は

、
お

お
む

ね
７
．
４
３
平
方
メ

ー
ト

ル
に

宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
定

員

か
ら
個

室
の

定
員

数
を
減
じ
た
数
を
乗

じ
て

得
た

面
積
以
上
と
す
る
も

の
と

し
、
そ

の
構

造
は

利
用
者
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー

が
確

保
さ
れ
た
も
の
で
な

け
れ

ば

な
ら
な

い
。
 

ウ
 
ア

及
び
イ
を
満

た
す
宿

泊
室
（
以

下
こ
の
号
に

お
い
て
「
個
室
」
と
い
う
。
）

以
外

の
宿
泊

室
を

設
け
る
場
合
は
、

個
室
以

外
の

宿
泊
室
の
面
積
を

合
計
し

た

面
積

は
、
お

お
む

ね
７
．
４
３
平
方

メ
ー
ト

ル
に

宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
定

員

か
ら

個
室
の

定
員

数
を
減
じ
た
数
を

乗
じ
て

得
た

面
積
以
上
と
す
る

も
の
と

し
、

そ
の
構

造
は

利
用
者
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー

が
確

保
さ
れ
た
も
の
で

な
け
れ

ば

な
ら

な
い
。
 

エ
 
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

が
確
保

さ
れ

た
居
間
に
つ
い
て

は
、
ウ

の
個

室
以
外
の
宿
泊

室
の
面

積
に

含
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

エ
 
プ

ラ
イ
バ
シ
ー

が
確
保

さ
れ

た
居

間
に
つ
い
て

は
、
ウ

の
個

室
以

外
の
宿
泊

室
の

面
積
に

含
め

る
こ
と
が
で
き
る

。
 

３
 
第

１
項
に
掲
げ

る
設
備
は
、

専
ら

当
該
指
定
看

護
小
規
模
多

機
能

型
居
宅
介
護

の

事
業

の
用
に

供
す

る
も

の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

。
た

だ
し
、
利
用

者
に
対

す
る

指

定
看

護
小
規
模
多

機
能

型
居
宅
介
護

の
提
供

に
支

障
が

な
い
場
合
は

、
こ
の

限
り

で

な
い

。
 

３
 
第

１
項

に
掲
げ

る
設
備
は
、

専
ら

当
該

指
定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

事
業

の
用
に
供
す

る
も

の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

。
た

だ
し
、
利
用

者
に
対
す
る

指

定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
提

供
に
支

障
が

な
い
場
合
は

、
こ
の
限
り

で

な
い

。
 

４
 
指

定
看
護
小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事
業
所

は
、
利
用
者

の
家

族
と
の
交
流

の

機
会

の
確
保

や
地

域
住

民
と
の
交
流

を
図
る

観
点

か
ら

、
住
宅
地
又

は
住
宅

地
と

同

程
度

に
利
用

者
の

家
族

や
地
域
住
民

と
の
交

流
の

機
会

が
確
保
さ
れ

る
地
域

に
あ

る

よ
う

に
し
な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

４
 
指

定
複

合
型
サ

ー
ビ
ス
事
業

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、

利
用
者

の
家

族
と

の
交
流

の

機
会

の
確
保
や
地

域
住

民
と
の
交
流

を
図
る
観
点

か
ら

、
住
宅
地
又

は
住
宅
地
と

同

程
度

に
利
用
者
の

家
族

や
地
域
住
民

と
の
交
流
の

機
会

が
確
保
さ
れ

る
地
域
に
あ

る

よ
う

に
し
な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

（
指

定
看
護

小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護
の

基
本

取
扱

方
針
）
 

（
指

定
複
合
型
サ

ー
ビ

ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
基
本

取
扱

方
針
）
 

第
２
１

５
条
 
指
定

看
護
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
は
、
利
用

者
の

要
介
護
状
態

の

軽
減

又
は
悪

化
の

防
止

に
資
す
る
よ

う
、
そ

の
目

標
を

設
定
し
、
計

画
的
に

行
わ

れ

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
１
９

６
条

 
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

、
利
用

者
の

要
介
護
状
態

の

軽
減

又
は
悪
化
の

防
止

に
資
す
る
よ

う
、
そ
の
目

標
を

設
定
し
、
計

画
的
に
行
わ

れ

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 
指

定
看
護
小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事
業
者

は
、
自
ら
そ

の
提

供
す
る
指
定

看

護
小

規
模
多
機
能

型
居

宅
介
護
の
質

の
評
価

を
行

う
と

と
も
に
、
定

期
的
に

外
部

の

者
に

よ
る
評

価
を

受
け

て
、
そ
れ
ら

の
結
果

を
公

表
し

、
常
に
そ
の

改
善
を

図
ら

な

２
 
指

定
複

合
型
サ

ー
ビ
ス
事
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、

自
ら
そ

の
提

供
す

る
指
定

複

合
型

サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
質

の
評
価
を
行

う
と

と
も
に
、
定

期
的
に
外
部

の

者
に

よ
る
評
価
を

受
け

て
、
そ
れ
ら

の
結
果
を
公

表
し

、
常
に
そ
の

改
善
を
図
ら

な
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け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

（
指

定
看
護

小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護
の

具
体

的
取

扱
方
針
）
 

（
指

定
複
合
型
サ

ー
ビ

ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
具
体

的
取

扱
方
針
）
 

第
２
１

６
条
 
指
定

看
護
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
の
方
針
は

、
次

に
掲
げ
る
と

こ

ろ
に

よ
る
も

の
と

す
る

。
 

第
１
９

７
条

 
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

方
針
は

、
次

に
掲

げ
る
と

こ

ろ
に

よ
る
も
の
と

す
る

。
 

（
１

）
 
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

は
、

利
用
者
が
住

み
慣
れ

た
地

域

で
の
生
活
を
継
続
す

る
こ
と

が
で

き
る
よ
う
、
利
用

者
の
病

状
、

心
身
の
状
況
、

希
望
及
び
そ
の
置
か

れ
て
い

る
環

境
を
踏
ま
え
て
、

通
い
サ

ー
ビ

ス
、
訪
問
サ
ー

ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー

ビ
ス
を

柔
軟

に
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
に

よ
り

、
療
養
上
の
管

理
の
下
で
妥
当
適
切

に
行
う

も
の

と
す
る
。
 

（
１

）
 
指
定
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、

利
用
者
が
住

み
慣
れ
た
地

域

で
の
生

活
を
継
続
す

る
こ
と

が
で

き
る

よ
う
、
利
用

者
の
病

状
、

心
身

の
状
況
、

希
望
及

び
そ
の
置
か

れ
て
い

る
環

境
を

踏
ま
え
て
、

通
い
サ

ー
ビ

ス
、

訪
問
サ
ー

ビ
ス
及

び
宿
泊
サ
ー

ビ
ス
を

柔
軟

に
組

み
合
わ
せ
る

こ
と
に

よ
り

、
療

養
上
の
管

理
の
下

で
妥
当
適
切

に
行
う

も
の

と
す

る
。
 

（
２

）
 
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

は
、

利
用
者
一
人

一
人
の

人
格

を

尊
重
し
、
利
用
者
が

そ
れ
ぞ

れ
の

役
割
を
持
つ
て
家

庭
的
な

環
境

の
下
で
日
常
生

活
を
送
る
こ
と
が
で

き
る
よ

う
配

慮
し
て
行
う
も
の

と
す
る

。
 

（
２

）
 
指
定
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、

利
用
者
一
人

一
人
の
人
格

を

尊
重
し

、
利
用
者
が

そ
れ
ぞ

れ
の

役
割

を
持
つ
て
家

庭
的
な

環
境

の
下

で
日
常
生

活
を
送

る
こ
と
が
で

き
る
よ

う
配

慮
し

て
行
う
も
の

と
す
る

。
 

（
３

）
 
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

の
提

供
に
当
た
つ

て
は
、
看
護

小

規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
計

画
に

基
づ
き
、
漫
然
か

つ
画
一

的
に

な
ら
な
い
よ
う

に
、
利
用
者
の
機
能

訓
練
及

び
そ

の
者
が
日
常
生
活

を
営
む

こ
と

が
で
き
る
よ
う

必
要
な
援
助
を
行
う

も
の
と

す
る

。
 

（
３

）
 
指
定
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
提

供
に
当
た
つ

て
は
、
複
合

型

サ
ー
ビ

ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

画
に

基
づ

き
、
漫
然
か

つ
画
一

的
に

な
ら

な
い
よ
う

に
、
利

用
者
の
機
能

訓
練
及

び
そ

の
者

が
日
常
生
活

を
営
む

こ
と

が
で

き
る
よ
う

必
要
な

援
助
を
行
う

も
の
と

す
る

。
 

（
４

）
 
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

従
業

者
は
、
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ

ス
の
提
供
に
当
た
つ

て
は
、

懇
切

丁
寧
に
行
う
こ
と

を
旨
と

し
、

利
用
者
又
は
そ

の
家
族
に
対
し
、
療

養
上
必

要
な

事
項
そ
の
他
サ
ー

ビ
ス
の

提
供

の
内
容
等
に
つ

い
て
、
理
解
し
や
す

い
よ
う

に
説

明
又
は
必
要
に
応

じ
た
指

導
を

行
う
も
の
と
す

る
。
 

（
４

）
 
複
合
型

サ
ー

ビ
ス
従
業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、

指
定

複
合
型
サ
ー

ビ

ス
の
提

供
に
当
た
つ

て
は
、

懇
切

丁
寧

に
行
う
こ
と

を
旨
と

し
、

利
用

者
又
は
そ

の
家
族

に
対
し
、
療

養
上
必

要
な

事
項

そ
の
他
サ
ー

ビ
ス
の

提
供

の
内

容
等
に
つ

い
て
、

理
解
し
や
す

い
よ
う

に
説

明
又

は
必
要
に
応

じ
た
指

導
を

行
う

も
の
と
す

る
。
 

（
５

）
 
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

事
業

者
は
、
指
定

看
護
小
規
模

多

機
能
型
居
宅
介
護
の

提
供
に

当
た

つ
て
は
、
当
該
利

用
者
又

は
他

の
利
用
者
等
の

生
命
又
は
身
体
を
保

護
す
る

た
め

緊
急
や
む
を
得
な

い
場
合

を
除

き
、
身
体
的
拘

束
等
を
行
つ
て
は
な

ら
な
い

。
 

（
５

）
 
指
定
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
事

業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

、
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ

ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

提
供
に

当
た

つ
て

は
、
当
該
利

用
者
又

は
他

の
利

用
者
等
の

生
命
又

は
身
体
を
保

護
す
る

た
め

緊
急

や
む
を
得
な

い
場
合

を
除

き
、

身
体
的
拘

束
等
を

行
つ
て
は
な

ら
な
い

。
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（
６

）
 
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

事
業

者
は
、
前
号

の
身
体

的
拘

束

等
を
行
う
場
合
に
は

、
そ
の

態
様

及
び
時
間
、
そ
の

際
の
利

用
者

の
心
身
の
状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を

得
な
い

理
由

を
記
録
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

（
６

）
 
指
定
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
事

業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

、
前
号

の
身
体
的
拘

束

等
を
行

う
場
合
に
は

、
そ
の

態
様

及
び

時
間
、
そ
の

際
の
利

用
者

の
心

身
の
状
況

並
び
に

緊
急
や
む
を

得
な
い

理
由

を
記

録
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

（
７

）
 
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

は
、

通
い
サ
ー
ビ

ス
の
利

用
者

が

登
録
定
員
に
比
べ
て

著
し
く

少
な

い
状
態
が
続
く
も

の
で
あ

つ
て

は
な
ら
な
い
。

（
７

）
 
指
定
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、

通
い
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
者

が

登
録
定

員
に
比
べ
て

著
し
く

少
な

い
状

態
が
続
く
も

の
で
あ

つ
て

は
な

ら
な
い
。
 

（
８

）
 
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

事
業

者
は
、
登
録

者
が
通

い
サ

ー

ビ
ス
を
利
用
し
て
い

な
い
日

に
お

い
て
は
、
可
能
な

限
り
、

訪
問

サ
ー
ビ
ス
の
提

供
、
電
話
連
絡
に
よ

る
見
守

り
等

を
行
う
等
登
録
者

の
居
宅

に
お

け
る
生
活
を
支

え
る
た
め
に
適
切
な

サ
ー
ビ

ス
を

提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

（
８

）
 
指
定
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
事

業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

、
登
録

者
が
通
い
サ

ー

ビ
ス
を

利
用
し
て
い

な
い
日

に
お

い
て

は
、
可
能
な

限
り
、

訪
問

サ
ー

ビ
ス
の
提

供
、
電

話
連
絡
に
よ

る
見
守

り
等

を
行

う
等
登
録
者

の
居
宅

に
お

け
る

生
活
を
支

え
る
た

め
に
適
切
な

サ
ー
ビ

ス
を

提
供

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

（
９

）
 
看

護
サ

ー
ビ

ス
（
指
定
看

護
小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護

の
う
ち

、
保

健

師
、
看
護
師
、
准
看

護
師
、

理
学

療
法
士
、
作
業
療

法
士
又

は
言

語
聴
覚
士
（
以

下
こ
の
章
に
お
い
て

「
看
護

師
等

」
と
い
う
。
）
が

利
用
者

に
対

し
て
行
う
療
養

上
の
世
話
又
は
必
要

な
診
療

の
補

助
で
あ
る
も
の
を

い
う
。

以
下

こ
の
章
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
提
供

に
当
た

つ
て

は
、
主
治
の
医
師

と
の
密

接
な

連
携
に
よ
り
、

及
び
第
１
９
９
条
第

１
項
に

規
定

す
る
看
護
小
規
模

多
機
能

型
居

宅
介
護
計
画
に

基
づ
き
、
利
用
者
の

心
身
の

機
能

の
維
持
回
復
が
図

ら
れ
る

よ
う

妥
当
適
切
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
９

）
 
看
護
サ

ー
ビ

ス
（
指
定
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
う

ち
、
保

健

師
、
看

護
師
、
准
看

護
師
、

理
学

療
法

士
、
作
業
療

法
士
又

は
言

語
聴

覚
士
（
以

下
こ
の

章
に
お
い
て

「
看
護

師
等

」
と

い
う
。
）
が

利
用
者

に
対

し
て

行
う
療
養

上
の
世

話
又
は
必
要

な
診
療

の
補

助
で

あ
る
も
の
を

い
う
。

以
下

こ
の

章
に
お
い

て
同
じ

。
）
の
提
供

に
当
た

つ
て

は
、

主
治
の
医
師

と
の
密

接
な

連
携

に
よ
り
、

及
び
第

１
９
９
条
第

１
項
に

規
定

す
る

複
合
型
サ
ー

ビ
ス
計

画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

基
づ
き

、
利
用
者
の

心
身
の

機
能

の
維

持
回
復
が
図

ら
れ
る

よ
う

妥
当

適
切
に
行

わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
１

０
）
・
（
１

１
）

 
（
略
）
 

（
１

０
）
・
（
１

１
）

 
（
略
）
 

（
主

治
の
医

師
と

の
関

係
）
 

（
主

治
の
医
師
と

の
関

係
）
 

第
２
１

７
条
 
指
定

看
護
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業
所
の

常
勤

の
保
健
師
又

は

看
護

師
は
、

主
治

の
医

師
の
指
示
に

基
づ
き

適
切

な
看

護
サ
ー
ビ
ス

が
提
供

さ
れ

る

よ
う

、
必
要

な
管

理
を

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

第
１
９

８
条

 
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

常
勤

の
保

健
師
又

は

看
護

師
は
、
主
治

の
医

師
の
指
示
に

基
づ
き
適
切

な
看

護
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
さ
れ

る

よ
う

、
必
要
な
管

理
を

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

２
 
指

定
看
護
小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事
業
者

は
、
看
護
サ

ー
ビ

ス
の
提
供
の

開

始
に

際
し
、

主
治

の
医

師
に
よ
る
指

示
を
文

書
で

受
け

な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
指

定
複

合
型
サ

ー
ビ
ス
事
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、

看
護
サ

ー
ビ

ス
の

提
供
の

開

始
に

際
し
、
主
治

の
医

師
に
よ
る
指

示
を
文
書
で

受
け

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

３
 
指

定
看
護
小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事
業
者

は
、
主
治
の

医
師

に
看
護
小
規

模
３

 
指

定
複

合
型
サ

ー
ビ
ス
事
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、

主
治
の

医
師

に
複

合
型
サ

ー
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多
機

能
型
居
宅
介

護
計

画
及
び
看
護

小
規
模

多
機

能
型

居
宅
介
護
報

告
書
を

提
出

し
、

看
護
サ

ー
ビ

ス
の

提
供
に
当
た

つ
て
主

治
の

医
師

と
の
密
接
な

連
携
を

図
ら

な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

ビ
ス

計
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び

複
合

型
サ
ー
ビ
ス

報
告

書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
提
出

し
、

看
護
サ
ー
ビ

ス
の

提
供
に
当
た

つ
て
主
治
の

医
師

と
の
密
接
な

連
携
を
図
ら

な

け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

４
 
当

該
指
定
看
護

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
事

業
所
が
病
院

又
は

診
療
所
で
あ

る

場
合

に
あ
つ

て
は

、
前

２
項
の
規
定

に
か
か

わ
ら

ず
、

第
２
項
の
主

治
の
医

師
の

文

書
に

よ
る
指

示
及

び
前

項
の
看
護
小

規
模
多

機
能

型
居

宅
介
護
報
告

書
の
提

出
は

、

診
療

記
録
へ

の
記

載
を

も
つ
て
代
え

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

４
 
当

該
指

定
複
合

型
サ
ー
ビ
ス

事
業

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
病
院

又
は

診
療
所
で
あ

る

場
合

に
あ
つ
て
は

、
前

２
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら

ず
、

第
２
項
の
主

治
の
医
師
の

文

書
に

よ
る
指
示
及

び
前

項
の
複
合
型

サ
ー
ビ
ス
報

告
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

提
出
は

、

診
療

記
録
へ
の
記

載
を

も
つ
て
代
え

る
こ
と
が
で

き
る

。
 

（
看

護
小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護

計
画
及

び
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

報

告
書

の
作
成

）
 

（
複

合
型
サ
ー
ビ

ス
計

画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
報

告
書

 
 
 
 
 
 
 
 

の
作

成
）
 

第
２
１

８
条
 
指
定

看
護
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業
所
の

管
理

者
は
、
介
護

支

援
専

門
員
に

看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介

護
計

画
の

作
成
に
関
す

る
業
務

を
、

看

護
師

等
（
准

看
護

師
を

除
く
。
第
９

項
に
お

い
て

同
じ

。
）
に
看
護

小
規
模
多
機

能

型
居

宅
介
護
報
告

書
の

作
成
に
関
す

る
業
務

を
担

当
さ

せ
る
も
の
と

す
る
。
 

第
１
９

９
条

 
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

管
理

者
は

、
介
護

支

援
専

門
員
に
複
合

型
サ

ー
ビ
ス
計
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

作
成
に

関
す

る
業
務
を
、

看

護
師

等
（
准
看
護

師
を

除
く
。
第
９

項
に
お
い
て

同
じ

。
）
に
複
合

型
サ
ー
ビ
ス

報

告
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

作
成
に

関
す

る
業
務
を
担

当
さ

せ
る
も
の
と

す
る
。
 

２
 
介

護
支
援
専
門

員
は
、
看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護
計

画
の

作
成
に
当
た

つ

て
は

、
看
護

師
等

と
密

接
な
連
携
を

図
り
つ

つ
行

わ
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
介

護
支

援
専
門

員
は
、
複
合

型
サ

ー
ビ

ス
計
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

作
成

に
当
た

つ

て
は

、
看
護
師
等

と
密

接
な
連
携
を

図
り
つ
つ
行

わ
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

３
 
介

護
支
援
専
門

員
は
、
看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護
計

画
の

作
成
に
当
た

つ

て
は

、
地
域

に
お

け
る

活
動
へ
の
参

加
の
機

会
が

提
供

さ
れ
る
こ
と

等
に
よ

り
、

利

用
者

の
多
様

な
活

動
が

確
保
さ
れ
る

も
の
と

な
る

よ
う

に
努
め
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

３
 
介

護
支

援
専
門

員
は
、
複
合

型
サ

ー
ビ

ス
計
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

作
成

に
当
た

つ

て
は

、
地
域
に
お

け
る

活
動
へ
の
参

加
の
機
会
が

提
供

さ
れ
る
こ
と

等
に
よ
り
、

利

用
者

の
多
様
な
活

動
が

確
保
さ
れ
る

も
の
と
な
る

よ
う

に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

４
 
介

護
支
援
専
門

員
は
、
利
用

者
の

心
身
の
状
況

、
希
望
及
び

そ
の

置
か
れ
て
い

る

環
境

を
踏
ま

え
て

、
他

の
看
護
小
規

模
多
機

能
型

居
宅

介
護
従
業
者

と
協
議

の
上

、

援
助

の
目
標

、
当

該
目

標
を
達
成
す

る
た
め

の
具

体
的

な
サ
ー
ビ
ス

の
内
容

等
を

記

載
し

た
看
護

小
規

模
多

機
能
型
居
宅

介
護
計

画
を

作
成

す
る
と
と
も

に
、
こ

れ
を

基

本
と

し
つ
つ

、
利

用
者

の
日
々
の
様

態
、
希

望
等

を
勘

案
し
、
随
時

適
切
に

通
い

サ

ー
ビ

ス
、
訪

問
サ

ー
ビ

ス
及
び
宿
泊

サ
ー
ビ

ス
を

組
み

合
わ
せ
た
看

護
及
び

介
護

を

４
 
介

護
支

援
専
門

員
は
、
利
用

者
の

心
身

の
状
況

、
希
望
及
び

そ
の

置
か

れ
て
い

る

環
境

を
踏
ま
え
て

、
他

の
複
合
型
サ

ー
ビ
ス
従
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
協

議
の
上

、

援
助

の
目
標
、
当

該
目

標
を
達
成
す

る
た
め
の
具

体
的

な
サ
ー
ビ
ス

の
内
容
等
を

記

載
し

た
複
合
型
サ

ー
ビ

ス
計
画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

作
成

す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
を

基

本
と

し
つ
つ
、
利

用
者

の
日
々
の
様

態
、
希
望
等

を
勘

案
し
、
随
時

適
切
に
通
い

サ

ー
ビ

ス
、
訪
問
サ

ー
ビ

ス
及
び
宿
泊

サ
ー
ビ
ス
を

組
み

合
わ
せ
た
看

護
及
び
介
護

を
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行
わ

な
く
て

は
な

ら
な

い
。
 

行
わ

な
く
て
は
な

ら
な

い
。
 

５
 
介

護
支
援
専
門

員
は
、
看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護
計

画
の

作
成
に
当
た

つ

て
は

、
そ
の
内
容

に
つ

い
て
利
用
者

又
は
そ

の
家

族
に

対
し
て
説
明

し
、
利

用
者

の

同
意

を
得
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

５
 
介

護
支

援
専
門

員
は
、
複
合

型
サ

ー
ビ

ス
計
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

作
成

に
当
た

つ

て
は

、
そ
の
内
容

に
つ

い
て
利
用
者

又
は
そ
の
家

族
に

対
し
て
説
明

し
、
利
用
者

の

同
意

を
得
な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

６
 
介

護
支
援
専
門

員
は
、
看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護
計

画
を

作
成
し
た
際

に

は
、

当
該
看

護
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護

計
画

を
利

用
者
に
交
付

し
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。
 

６
 
介

護
支

援
専
門

員
は
、
複
合

型
サ

ー
ビ

ス
計
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

作
成

し
た
際

に

は
、

当
該
複
合
型

サ
ー

ビ
ス
計
画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
利

用
者
に
交
付

し
な
け
れ
ば

な

ら
な

い
。
 

７
 
介

護
支
援
専
門

員
は
、
看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護
計

画
の

作
成
後
に
お

い

て
も

、
常
に

看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介

護
計

画
の

実
施
状
況
及

び
利
用

者
の

様

態
の

変
化
等

の
把

握
を

行
い
、
必
要

に
応
じ

て
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

計

画
の

変
更
を

行
う

。
 

７
 
介

護
支

援
専
門

員
は
、
複
合

型
サ

ー
ビ

ス
計
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

作
成

後
に
お

い

て
も

、
常
に
複
合

型
サ

ー
ビ
ス
計
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

実
施
状

況
及

び
利
用
者
の

様

態
の

変
化
等
の
把

握
を

行
い
、
必
要

に
応
じ
て
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
計

画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
変

更
を
行
う
。

 

８
 
第

２
項
か
ら
第

６
項
ま
で
の

規
定

は
、
前
項
に

規
定
す
る
看

護
小

規
模
多
機
能

型

居
宅

介
護
計
画
の

変
更

に
つ
い
て
準

用
す
る

。
 

８
 
第

２
項

か
ら
第

６
項
ま
で
の

規
定

は
、

前
項
に

規
定
す
る
複

合
型

サ
ー
ビ
ス
計

画
 

の
変

更
に
つ
い
て

準
用

す
る
。
 

９
 
看

護
師
等
は
、

訪
問
日
、
提

供
し

た
看
護
内
容

等
を
記
載
し

た
看

護
小
規
模
多

機

能
型

居
宅
介
護
報

告
書

を
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

９
 
看

護
師

等
は
、

訪
問
日
、
提

供
し

た
看

護
内
容

等
を
記
載
し

た
複

合
型

サ
ー
ビ

ス

報
告

書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
作

成
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

１
０
 

前
条
第
４
項

の
規
定
は
、

看
護

小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介

護
報

告
書
の
作
成

に

つ
い

て
準
用

す
る

。
 

１
０
 

前
条
第
４
項

の
規
定
は
、

複
合

型
サ

ー
ビ
ス

報
告
書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

作
成

に

つ
い

て
準
用
す
る

。
 

（
緊

急
時
等

の
対

応
）
 

（
緊

急
時
等
の
対

応
）
 

第
２
１

９
条
 
看
護

小
規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
従

業
者
は
、
現

に
指

定
看
護
小
規

模

多
機

能
型
居
宅
介

護
の

提
供
を
行
つ

て
い
る

と
き

に
利

用
者
に
病
状

の
急
変

が
生

じ

た
場

合
そ
の

他
必

要
な

場
合
は
、
速

や
か
に

主
治

の
医

師
へ
の
連
絡

を
行
う

等
の

必

要
な

措
置
を

講
じ

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
２
０

０
条

 
複
合

型
サ
ー
ビ
ス

従
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
現

に
指

定
複

合
型
サ

ー

ビ
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

提
供
を

行
つ

て
い
る
と
き

に
利

用
者
に
病
状

の
急
変
が
生

じ

た
場

合
そ
の
他
必

要
な

場
合
は
、
速

や
か
に
主
治

の
医

師
へ
の
連
絡

を
行
う
等
の

必

要
な

措
置
を
講
じ

な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
 
前

項
の
看
護
小

規
模
多
機
能

型
居

宅
介
護
従
業

者
が
看
護
職

員
で

あ
る
場
合
に

あ

つ
て

は
、
必

要
に

応
じ

て
臨
時
応
急

の
手
当

て
を

行
わ

な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
前

項
の

複
合
型

サ
ー
ビ
ス
従

業
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が

看
護
職

員
で

あ
る

場
合
に

あ

つ
て

は
、
必
要
に

応
じ

て
臨
時
応
急

の
手
当
て
を

行
わ

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

（
記

録
の
整

備
）

 
（
記

録
の
整
備
）
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第
２
２

０
条
 
指
定

看
護
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介

護
事
業
者
は

、
従

業
者
、
設
備

、

備
品

及
び
会

計
に

関
す

る
諸
記
録
を

整
備
し

て
お

か
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

第
２
０

１
条

 
指
定

複
合
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

、
従

業
者

、
設
備

、

備
品

及
び
会
計
に

関
す

る
諸
記
録
を

整
備
し
て
お

か
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
指

定
看
護
小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
事
業
者

は
、
利
用
者

に
対

す
る
指
定
看

護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅

介
護
の
提
供

に
関
す

る
次

に
掲

げ
る
記
録
を

整
備
し

、
そ

の

完
結

の
日
か

ら
５

年
間

保
存
し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

２
 
指

定
複

合
型
サ

ー
ビ
ス
事
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、

利
用
者

に
対

す
る

指
定
複

合

型
サ

ー
ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

提
供

に
関
す
る
次

に
掲

げ
る
記
録
を

整
備
し
、
そ

の

完
結

の
日
か
ら
５

年
間

保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１

）
 
（
略
）

 

（
２

）
 
看

護
小

規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護

計
画

書
 

（
２
）
 
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
計
画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
３

）
・
（
４
）

 
（

略
）
 

（
３

）
・
（
４
）

 
（

略
）
 

（
５

）
 
第

１
９

９
条

第
９
項
に
規

定
す
る

看
護

小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介

護
報

告

書
 

（
５

）
 
第
１
９

９
条

第
９
項
に
規

定
す
る
複
合

型
サ

ー
ビ
ス
報
告

書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
６

）
～
（
１
０

）
 

（
略
）
 

（
６

）
～
（
１
０

）
 

（
略
）
 

（
準

用
）
 

（
準

用
）
 

第
２
２

１
条
 
第
９

条
か
ら
第
１

３
条

ま
で
、
第
２

０
条
、
第
２

２
条

、
第
２
８
条

、

第
３

４
条
か

ら
第

３
８

条
ま
で
、
第

４
０

条
、
第
４
１

条
、
第
９

１
条
、
第
９
３
条

、

第
９

６
条
、

第
１

０
６

条
か
ら
第
１

０
９
条

ま
で

、
第

１
１
２
条
か

ら
第
１

１
４

条

ま
で

、
第
１

１
６

条
、

第
１
１
７
条

及
び
第

１
１

９
条

か
ら
第
１
２

５
条
条

ま
で

の

規
定

は
、
指

定
看

護
小

規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護

の
事

業
に
つ
い
て

準
用
す

る
。

こ

の
場

合
に
お

い
て

、
第

９
条
第
１
項

中
「
第

３
１

条
に

規
定
す
る
運

営
規
程

」
と

あ

る
の

は
「
第

２
２

１
条

に
お
い
て
準

用
す
る

第
１

１
９

条
に
規
定
す

る
重
要

事
項

に

関
す

る
規
程

」
と

、
同

項
及
び
第
３

４
条
中

「
定

期
巡

回
・
随
時
対

応
型
訪

問
介

護

看
護

従
業
者
」
と
あ
り

、
第

９
３

条
第
３
項
中
「
認

知
症
対

応
型

通
所

介
護
従
業
者

」

と
あ

り
、
並

び
に

第
１

０
８
条
及
び

第
１
１

６
条

中
「

小
規
模
多
機

能
型
居

宅
介

護

従
業

者
」
と

あ
る

の
は

「
看
護
小
規

模
多
機

能
型

居
宅

介
護
従
業
者

」
と
、

第
１

２

５
条

中
「
第

１
０

１
条

第
６
項
各
号

」
と
あ

る
の

は
「

第
２
１
０
条

第
７
項

各
号

」

と
読

み
替
え

る
も

の
と

す
る
。
 

第
２
０

２
条

 
第
９

条
か
ら
第
１

３
条

ま
で
、
第
２

０
条
、
第
２

２
条

、
第

２
８
条

、

第
３

４
条
か
ら
第

３
８

条
ま
で
、
第

４
０

条
、
第
４
１

条
、
第
７

２
条

、
第
７
４
条

、

第
７

７
条
、
第
８
７

条
 
 
か

ら
第

９
０

条
 
 
ま
で
、
第
９
３
条
 
 
か

ら
第
９

５
条

 
 
ま

で
、

第
９
７
条
 
 
、
第

９
８
条
 
 
及

び
第

１
０
０

条
か

ら
第
１
０
６

 
 
条

ま
で
の

規

定
は

、
指
定
複
合

型
サ

ー
ビ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

事
業

に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ

の

場
合

に
お
い
て
、

第
９

条
第
１
項
中

「
第
３
１
条

に
規

定
す
る
運
営

規
程
」
と
あ

る

の
は

「
第
２
０
２

条
に

お
い
て
準
用

す
る
第
１
０

０
条

に
規
定
す
る

重
要
事
項
に

関

す
る

規
程
」
と
、

同
項

及
び
第
３
４

条
中
「
定
期

巡
回

・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護

看

護
従

業
者
」
と
あ

り
、

第
７
４
条
第

３
項
中
「
認

知
症

対
応
型
通
所

介
護
従
業
者

」

と
あ

り
、
並
び
に

第
８

９
条
 
 
及
び

第
９
７
条
中

 
 
「

小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介

護

従
業

者
」
と
あ
る

の
は

「
複
合
型
サ

ー
ビ
ス
従
業

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
と

、
第
１

０

６
条

中
「
第
８
２

条
第

６
項
各
号
 
 
」
と

あ
る
の

は
「

第
１
９
１
条

第
７
項
各
号

」

と
読

み
替
え
る
も

の
と

す
る
。
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附
 
則
 

附
 

則
 

（
経

過
措
置

）
 

（
経

過
措
置
）
 

２
 
介

護
保
険
法
施

行
令
等
の
一

部
を

改
正
す
る
政

令
（
平
成
１

８
年

政
令
第
１
５

４

号
）

附
則
第

３
条

の
規

定
に
よ
り
指

定
認
知

症
対

応
型

通
所
介
護
事

業
者
と

み
な

さ

れ
た

者
に
係

る
第

８
１

条
第
２
項
及

び
第
８

５
条

第
２

項
の
規
定
の

適
用
に

つ
い

て

は
、

第
８
１

条
第

２
項

中
「
者
で
あ

つ
て
、
別
に

厚
生

労
働
大
臣
が

定
め
る

研
修

を

修
了

し
て
い

る
も

の
」

と
あ
り
、
及

び
第
８

５
条

第
２

項
中
「
者
で

あ
つ
て

、
第

８

１
条

第
２
項

に
規

定
す

る
厚
生
労
働

大
臣
が

定
め

る
研

修
を
修
了
し

て
い
る

も
の

」

と
あ

る
の
は
、
「

者
」

と
す
る
 

２
 
介

護
保

険
法
施

行
令
等
の
一

部
を

改
正

す
る
政

令
（
平
成
１

８
年

政
令

第
１
５

４

号
）

附
則
第
３
条

の
規

定
に
よ
り
指

定
認
知
症
対

応
型

通
所
介
護
事

業
者
と
み
な

さ

れ
た

者
に
係
る
第

６
２

条
第
２
項
及

び
第
６
６
条

第
２

項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い

て

は
、

第
６
２
条
第

２
項

中
「
者
で
あ

つ
て
、
別
に

厚
生

労
働
大
臣
が

定
め
る
研
修

を

修
了

し
て
い
る
も

の
」

と
あ
り
、
及

び
第
６
６
条

第
２

項
中
「
者
で

あ
つ
て
、
第

６

２
条

第
２
項
に
規

定
す

る
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め

る
研

修
を
修
了
し

て
い
る
も
の

」

と
あ

る
の
は
、
「

者
」

と
す
る
 

３
 
介

護
保
険
法
等

の
一
部
を
改

正
す

る
法
律
（
平

成
１
７
年
法

律
第

７
７
号
。
以

下

「
平

成
１
７

年
改

正
法

」
と
い
う
。

）
附
則

第
１

０
条

第
２
項
の
規

定
に
よ

り
指

定

認
知

症
対
応
型
共

同
生

活
介
護
事
業

者
と
み

な
さ

れ
た

者
が
指
定
認

知
症
対

応
型

共

同
生

活
介
護
の
事

業
を

行
う
事
業
所

で
あ
つ

て
、

指
定

地
域
密
着
型

サ
ー
ビ

ス
の

事

業
の

人
員
、

設
備

及
び

運
営
に
関
す

る
基
準

（
平

成
１

８
年
厚
生
労

働
省
令

第
３

４

号
）

の
施
行

の
際

現
に

２
を
超
え
る

共
同
生

活
住

居
を

有
し
て
い
る

も
の
は

、
当

分

の
間

、
第
１

３
２

条
第

１
項
の
規
定

に
か
か

わ
ら

ず
、

当
該
共
同
生

活
住
居

を
有

す

る
こ

と
が
で
き
る

。
 

３
 
介

護
保

険
法
等

の
一
部
を
改

正
す

る
法

律
（
平

成
１
７
年
法

律
第

７
７

号
。
以

下

「
平

成
１
７
年
改

正
法

」
と
い
う
。

）
附
則
第
１

０
条

第
２
項
の
規

定
に
よ
り
指

定

認
知

症
対
応
型
共

同
生

活
介
護
事
業

者
と
み
な
さ

れ
た

者
が
指
定
認

知
症
対
応
型

共

同
生

活
介
護
の
事

業
を

行
う
事
業
所

で
あ
つ
て
、

指
定

地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の

事

業
の

人
員
、
設
備

及
び

運
営
に
関
す

る
基
準
（
平

成
１

８
年
厚
生
労

働
省
令
第
３

４

号
）

の
施
行
の
際

現
に

２
を
超
え
る

共
同
生
活
住

居
を

有
し
て
い
る

も
の
は
、
当

分

の
間

、
第
１
１
３

条
第

１
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら

ず
、

当
該
共
同
生

活
住
居
を
有

す

る
こ

と
が
で
き
る

。
 

４
 
平

成
１
７
年
改

正
法
附
則
第

１
０

条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り

指
定

認
知
症
対
応

型

共
同

生
活
介
護
事

業
者

と
み
な
さ
れ

た
者
が

指
定

認
知

症
対
応
型
共

同
生
活

介
護

の

事
業

を
行
う

事
業

所
の

共
同
生
活
住

居
で
あ

つ
て

、
指

定
地
域
密
着

型
サ
ー

ビ
ス

の

事
業

の
人
員

、
設

備
及

び
運
営
に
関

す
る
基

準
の

施
行

の
日
（
以
下

「
基
準

省
令

施

行
日

」
と
い

う
。

）
の

前
日
に
お
い

て
指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
等
の
事

業
の
人

員
、

設

備
及

び
運
営

に
関

す
る

基
準
の
一
部

を
改
正

す
る

省
令

（
平
成
１
１

年
厚
生

省
令

第

９
６

号
）
附

則
第

２
項

の
規
定
の
適

用
を
受

け
て

い
た

も
の
に
つ
い

て
は
、

第
１

３

２
条

第
４
項

の
規

定
は

適
用
し
な
い

。
 

４
 
平

成
１

７
年
改

正
法
附
則
第

１
０

条
第

２
項
の

規
定
に
よ
り

指
定

認
知

症
対
応

型

共
同

生
活
介
護
事

業
者

と
み
な
さ
れ

た
者
が
指
定

認
知

症
対
応
型
共

同
生
活
介
護

の

事
業

を
行
う
事
業

所
の

共
同
生
活
住

居
で
あ
つ
て

、
指

定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス

の

事
業

の
人
員
、
設

備
及

び
運
営
に
関

す
る
基
準
の

施
行

の
日
（
以
下

「
基
準
省
令

施

行
日

」
と
い
う
。

）
の

前
日
に
お
い

て
指
定
居
宅

サ
ー

ビ
ス
等
の
事

業
の
人
員
、

設

備
及

び
運
営
に
関

す
る

基
準
の
一
部

を
改
正
す
る

省
令

（
平
成
１
１

年
厚
生
省
令

第

９
６

号
）
附
則
第

２
項

の
規
定
の
適

用
を
受
け
て

い
た

も
の
に
つ
い

て
は
、
第
１

１

３
条

第
４
項
の
規

定
は

適
用
し
な
い

。
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５
 
平

成
１
７
年
改

正
法
附
則
第

１
０

条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り

指
定

地
域
密
着
型

特

定
施

設
入
居
者
生

活
介

護
事
業
者
と

み
な
さ

れ
た

者
が

指
定
地
域
密

着
型
特

定
施

設

入
居

者
生
活
介
護

の
事

業
を
行
う
指

定
地
域

密
着

型
特

定
施
設
の
介

護
居
室

で
あ

つ

て
、

指
定
地

域
密

着
型

サ
ー
ビ
ス
の

事
業
の

人
員

、
設

備
及
び
運
営

に
関
す

る
基

準

の
施

行
の
際

現
に

定
員

４
人
以
下
で

あ
る
も

の
に

つ
い

て
は
、
第
１

５
１
条

第
４

項

第
１

号
ア
の

規
定

は
適

用
し
な
い
。
 

５
 
平

成
１

７
年
改

正
法
附
則
第

１
０

条
第

２
項
の

規
定
に
よ
り

指
定

地
域

密
着
型

特

定
施

設
入
居
者
生

活
介

護
事
業
者
と

み
な
さ
れ
た

者
が

指
定
地
域
密

着
型
特
定
施

設

入
居

者
生
活
介
護

の
事

業
を
行
う
指

定
地
域
密
着

型
特

定
施
設
の
介

護
居
室
で
あ

つ

て
、

指
定
地
域
密

着
型

サ
ー
ビ
ス
の

事
業
の
人
員

、
設

備
及
び
運
営

に
関
す
る
基

準

の
施

行
の
際
現
に

定
員

４
人
以
下
で

あ
る
も
の
に

つ
い

て
は
、
第
１

３
２
条
第
４

項

第
１

号
ア
の
規
定

は
適

用
し
な
い
。
 

６
 
平

成
１
７
年
改

正
法
附
則
第

１
０

条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り

指
定

地
域
密
着
型

介

護
老

人
福
祉
施
設

と
み

な
さ
れ
た
指

定
介
護

老
人

福
祉

施
設
（
以
下

「
み
な

し
指

定

地
域

密
着
型
介
護

老
人

福
祉
施
設
」

と
い
う

。
）

で
あ

つ
て
、
基
準

省
令
施
行
日

の

前
日

に
お
い

て
指

定
介

護
老
人
福
祉

施
設
基
準
附

則
第

４
条
第
１
項

の
規
定

の
適

用

を
受

け
て
い

た
も

の
に

係
る
第
１
７

１
条
第

１
項

第
１

号
の
規
定
の

適
用
に

つ
い

て

は
、

同
号
ア

中
「

１
人

」
と
あ
る
の

は
「
原

則
と

し
て

４
人
」
と
、

同
号
イ

中
「

１

０
．

６
５
平

方
メ

ー
ト

ル
」
と
あ
る

の
は
「
収
納

設
備

等
を
除
き
、

４
．
９
５
平

方

メ
ー

ト
ル
」
と
す

る
。
 

６
 
平

成
１

７
年
改

正
法
附
則
第

１
０

条
第

３
項
の

規
定
に
よ
り

指
定

地
域

密
着
型

介

護
老

人
福
祉
施
設

と
み

な
さ
れ
た
指

定
介
護
老
人

福
祉

施
設
（
以
下

「
み
な
し
指

定

地
域

密
着
型
介
護

老
人

福
祉
施
設
」

と
い
う
。
）

で
あ

つ
て
、
基
準

省
令
施
行
日

の

前
日

に
お
い
て
指

定
介

護
老
人
福
祉

施
設
基
準
附

則
第

４
条
第
１
項

の
規
定
の
適

用

を
受

け
て
い
た
も

の
に

係
る
第
１
５

２
条
第
１
項

第
１

号
の
規
定
の

適
用
に
つ
い

て

は
、

同
号
ア
中
「

１
人

」
と
あ
る
の

は
「
原
則
と

し
て

４
人
」
と
、

同
号
イ
中
「

１

０
．

６
５
平
方
メ

ー
ト

ル
」
と
あ
る

の
は
「
収
納

設
備

等
を
除
き
、

４
．
９
５
平

方

メ
ー

ト
ル
」
と
す

る
。
 

８
 
み

な
し
指
定
地

域
密
着
型
介

護
老

人
福
祉
施
設

で
あ
つ
て
、

基
準

省
令
施
行
日

の

前
日

に
お
い

て
指

定
介

護
老
人
福
祉

施
設
基
準
附

則
第

５
条
の
規
定

の
適
用

を
受

け

て
い

た
も
の
に
つ

い
て

は
、
第
１
７

１
条
第

１
項

第
７

号
ア
（
食
堂

及
び
機

能
訓

練

室
の

合
計
し

た
面

積
に

係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規

定
は
、
当
分

の
間

適
用
し
な
い

。

８
 
み

な
し

指
定
地

域
密
着
型
介

護
老

人
福

祉
施
設

で
あ
つ
て
、

基
準

省
令

施
行
日

の

前
日

に
お
い
て
指

定
介

護
老
人
福
祉

施
設
基
準
附

則
第

５
条
の
規
定

の
適
用
を
受

け

て
い

た
も
の
に
つ

い
て

は
、
第
１
５

２
条
第
１
項

第
７

号
ア
（
食
堂

及
び
機
能
訓

練

室
の

合
計
し
た
面

積
に

係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規

定
は
、
当
分

の
間

適
用
し
な
い

。
 

９
 
み

な
し
指
定
地

域
密
着
型
介

護
老

人
福
祉
施
設

で
あ
つ
て
、

基
準

省
令
施
行
日

の

前
日

に
お
い

て
指

定
介

護
老
人
福
祉

施
設
の

人
員

、
設

備
及
び
運
営

に
関
す

る
基

準

の
一

部
を
改

正
す

る
省

令
（
平
成
１

５
年
厚

生
労

働
省

令
第
３
０
号

）
附
則

第
３

条

第
２

項
の
規

定
の

適
用

を
受
け
て
い

た
も
の

に
係

る
第

１
９
９
条
第

１
項
第

１
号

イ

（
イ

）
の
規

定
の

適
用

に
つ
い
て
は

、
同
号

イ
（

イ
）

中
「
２
平
方

メ
ー
ト

ル
に

当

該
共

同
生
活
室
が

属
す

る
ユ
ニ
ッ
ト

の
入
居

定
員

を
乗

じ
て
得
た
面

積
以
上

を
標

準
」

と
あ
る

の
は

、
「

当
該
ユ
ニ
ッ

ト
の
入

居
者

が
交

流
し
、
共
同

で
日
常

生
活

を

９
 
み

な
し

指
定
地

域
密
着
型
介

護
老

人
福

祉
施
設

で
あ
つ
て
、

基
準

省
令

施
行
日

の

前
日

に
お
い
て
指

定
介

護
老
人
福
祉

施
設
の
人
員

、
設

備
及
び
運
営

に
関
す
る
基

準

の
一

部
を
改
正
す

る
省

令
（
平
成
１

５
年
厚
生
労

働
省

令
第
３
０
号

）
附
則
第
３

条

第
２

項
の
規
定
の

適
用

を
受
け
て
い

た
も
の
に
係

る
第

１
８
０
条
第

１
項
第
１
号

イ

（
イ

）
の
規
定
の

適
用

に
つ
い
て
は

、
同
号
イ
（

イ
）

中
「
２
平
方

メ
ー
ト
ル
に

当

該
共

同
生
活
室
が

属
す

る
ユ
ニ
ッ
ト

の
入
居
定
員

を
乗

じ
て
得
た
面

積
以
上
を
標

準
」

と
あ
る
の
は

、
「

当
該
ユ
ニ
ッ

ト
の
入
居
者

が
交

流
し
、
共
同

で
日
常
生
活

を
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営
む

の
に
必

要
な

広
さ

」
と
す
る
。
 

営
む

の
に
必
要
な

広
さ

」
と
す
る
。
 

１
０
 

み
な
し
指
定

地
域
密
着
型

介
護

老
人
福
祉
施

設
に
併
設
さ

れ
る

指
定
短
期
入

所

生
活

介
護
事
業
所

等
の

う
ち
、
指
定

地
域
密
着
型

サ
ー

ビ
ス
の
事
業

の
人
員

、
設

備

及
び

運
営
に

関
す

る
基

準
の
施
行
の

際
現
に

そ
の

入
所

定
員
が
当
該

み
な
し

指
定

地

域
密

着
型
介
護
老

人
福

祉
施
設
の
入

所
定
員

を
超

え
て

い
る
も
の
（

建
築
中

の
も

の

を
含

む
。
）

に
つ

い
て

は
、
第
１
７

０
条
第

１
４

項
の

規
定
は
適
用

し
な
い

。
 

１
０
 

み
な
し
指
定

地
域
密
着
型

介
護

老
人

福
祉
施

設
に
併
設
さ

れ
る

指
定
短
期
入

所

生
活

介
護
事
業
所

等
の

う
ち
、
指
定

地
域
密
着
型

サ
ー

ビ
ス
の
事
業

の
人
員
、
設

備

及
び

運
営
に
関
す

る
基

準
の
施
行
の

際
現
に
そ
の

入
所

定
員
が
当
該

み
な
し
指
定

地

域
密

着
型
介
護
老

人
福

祉
施
設
の
入

所
定
員
を
超

え
て

い
る
も
の
（

建
築
中
の
も

の

を
含

む
。
）
に
つ

い
て

は
、
第
１
５

１
条
第
１
４

項
の

規
定
は
適
用

し
な
い
。
 

１
１
 

一
般
病
床
、

精
神
病
床
（

健
康

保
険
法
等
の

一
部
を
改
正

す
る

法
律
附
則
第

１

３
０

条
の
２

第
１

項
の

規
定
に
よ
り

な
お
そ

の
効

力
を

有
す
る
も
の

と
さ
れ

た
健

康

保
険

法
等
の

一
部

を
改

正
す
る
法
律

の
一
部

の
施

行
に

伴
う
関
係
政

令
の
整

理
に

関

す
る

政
令
（

平
成

２
３

年
政
令
第
３

７
５
号

）
第

１
条

の
規
定
に
よ

る
改
正

前
の

介

護
保

険
法
施
行
令

（
平

成
１
０
年
政

令
第
４

１
２

号
）

第
４
条
第
２

項
に
規

定
す

る

病
床

に
係
る

も
の

に
限

る
。
以
下
こ

の
条
及

び
附

則
第

１
２
条
に
お

い
て
同

じ
。

）

又
は

療
養
病

床
を

有
す

る
病
院
の
一

般
病
床

、
精

神
病

床
又
は
療
養

病
床
を

平
成

３

０
年

３
月
３

１
日

ま
で

の
間
に
転
換

（
当
該

病
院

の
一

般
病
床
、
精

神
病
床

又
は

療

養
病

床
の
病

床
数

を
減

少
さ
せ
る
と

と
も
に

、
当

該
病

院
の
施
設
を

介
護
老

人
保

健

施
設

、
軽
費

老
人

ホ
ー

ム
（
老
人
福

祉
法
第

２
０

条
の

６
に
規
定
す

る
軽
費

老
人

ホ

ー
ム

を
い
う
。
以

下
同

じ
。
）
そ
の

他
の
要

介
護

者
、

要
支
援
者
そ

の
他
の

者
を

入

所
さ

せ
、
又

は
入

居
さ

せ
る
た
め
の

施
設
の

用
に

供
す

る
こ
と
を
い

う
。
）

し
、

指

定
地

域
密
着
型
介

護
老

人
福
祉
施
設

を
開
設

し
よ

う
と

す
る
場
合
に

お
い
て

、
当

該

転
換

に
係
る

食
堂

及
び

機
能
訓
練
室

に
つ
い

て
は

、
第

１
７
１
条
第

１
項
第

７
号

ア

の
規

定
に
か

か
わ

ら
ず

、
食
堂
は
１

平
方
メ

ー
ト

ル
に

入
所
定
員
を

乗
じ
て

得
た

面

積
以

上
を
有

し
、

機
能

訓
練
室
は
４

０
平
方

メ
ー

ト
ル

以
上
の
面
積

を
有
し

な
け

れ

ば
な

ら
な
い
。
た

だ
し

、
食
事
の
提

供
又
は

機
能

訓
練

を
行
う
場
合

に
お
い

て
、

当

該
食

事
の
提

供
又

は
機

能
訓
練
に
支

障
が
な

い
広

さ
を

確
保
す
る
こ

と
が
で

き
る

と

き
は

、
同
一

の
場

所
と

す
る
こ
と
が

で
き
る

も
の

と
す

る
。
 

１
１
 

一
般
病
床
、

精
神
病
床
（

健
康

保
険

法
等
の

一
部
を
改
正

す
る

法
律
附
則
第

１

３
０

条
の
２
第
１

項
の

規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効

力
を

有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
健

康

保
険

法
等
の
一
部

を
改

正
す
る
法
律

の
一
部
の
施

行
に

伴
う
関
係
政

令
の
整
理
に

関

す
る

政
令
（
平
成

２
３

年
政
令
第
３

７
５
号
）
第

１
条

の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の

介

護
保

険
法
施
行
令

（
平

成
１
０
年
政

令
第
４
１
２

号
）

第
４
条
第
２

項
に
規
定
す

る

病
床

に
係
る
も
の

に
限

る
。
以
下
こ

の
条
及
び
附

則
第

１
２
条
に
お

い
て
同
じ
。

）

又
は

療
養
病
床
を

有
す

る
病
院
の
一

般
病
床
、
精

神
病

床
又
は
療
養

病
床
を
平
成

３

０
年

３
月
３
１
日

ま
で

の
間
に
転
換

（
当
該
病
院

の
一

般
病
床
、
精

神
病
床
又
は

療

養
病

床
の
病
床
数

を
減

少
さ
せ
る
と

と
も
に
、
当

該
病

院
の
施
設
を

介
護
老
人
保

健

施
設

、
軽
費
老
人

ホ
ー

ム
（
老
人
福

祉
法
第
２
０

条
の

６
に
規
定
す

る
軽
費
老
人

ホ

ー
ム

を
い
う
。
以

下
同

じ
。
）
そ
の

他
の
要
介
護

者
、

要
支
援
者
そ

の
他
の
者
を

入

所
さ

せ
、
又
は
入

居
さ

せ
る
た
め
の

施
設
の
用
に

供
す

る
こ
と
を
い

う
。
）
し
、

指

定
地

域
密
着
型
介

護
老

人
福
祉
施
設

を
開
設
し
よ

う
と

す
る
場
合
に

お
い
て
、
当

該

転
換

に
係
る
食
堂

及
び

機
能
訓
練
室

に
つ
い
て
は

、
第

１
５
２
条
第

１
項
第
７
号

ア

の
規

定
に
か
か
わ

ら
ず

、
食
堂
は
１

平
方
メ
ー
ト

ル
に

入
所
定
員
を

乗
じ
て
得
た

面

積
以

上
を
有
し
、

機
能

訓
練
室
は
４

０
平
方
メ
ー

ト
ル

以
上
の
面
積

を
有
し
な
け

れ

ば
な

ら
な
い
。
た

だ
し

、
食
事
の
提

供
又
は
機
能

訓
練

を
行
う
場
合

に
お
い
て
、

当

該
食

事
の
提
供
又

は
機

能
訓
練
に
支

障
が
な
い
広

さ
を

確
保
す
る
こ

と
が
で
き
る

と

き
は

、
同
一
の
場

所
と

す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の

と
す

る
。
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１
２
 

一
般
病
床
又

は
療
養
病
床

を
有

す
る
診
療
所

の
一
般
病
床

又
は

療
養
病
床
を

平

成
３

０
年
３

月
３

１
日

ま
で
の
間
に

転
換
（

当
該

診
療

所
の
一
般
病

床
又
は

療
養

病

床
の

病
床
数

を
減

少
さ

せ
る
と
と
も

に
、
当

該
診

療
所

の
施
設
を
介

護
老
人

保
健

施

設
、
軽
費

老
人
ホ
ー
ム

そ
の

他
の
要

介
護
者
、
要
支

援
者
そ

の
他

の
者

を
入
所
さ
せ

、

又
は

入
居
さ

せ
る

た
め

の
施
設
の
用

に
供
す

る
こ

と
を

い
う
。
）
し

、
指
定

地
域

密

着
型

介
護
老
人
福

祉
施

設
を
開
設
し

よ
う
と

す
る

場
合

に
お
い
て
、

当
該
転

換
に

係

る
食

堂
及
び

機
能

訓
練

室
に
つ
い
て

は
、
第

１
７

１
条

第
１
項
第
７

号
ア
の

規
定

に

か
か

わ
ら
ず
、
次

の
各

号
に
掲
げ
る

基
準
の

い
ず

れ
か

に
適
合
す
る

も
の
と
す
る

。

１
２
 

一
般
病
床
又

は
療
養
病
床

を
有

す
る

診
療
所

の
一
般
病
床

又
は

療
養
病
床
を

平

成
３

０
年
３
月
３

１
日

ま
で
の
間
に

転
換
（
当
該

診
療

所
の
一
般
病

床
又
は
療
養

病

床
の

病
床
数
を
減

少
さ

せ
る
と
と
も

に
、
当
該
診

療
所

の
施
設
を
介

護
老
人
保
健

施

設
、
軽
費

老
人
ホ
ー
ム

そ
の

他
の

要
介
護
者
、
要
支

援
者
そ
の
他

の
者

を
入
所
さ
せ

、

又
は

入
居
さ
せ
る

た
め

の
施
設
の
用

に
供
す
る
こ

と
を

い
う
。
）
し

、
指
定
地
域

密

着
型

介
護
老
人
福

祉
施

設
を
開
設
し

よ
う
と
す
る

場
合

に
お
い
て
、

当
該
転
換
に

係

る
食

堂
及
び
機
能

訓
練

室
に
つ
い
て

は
、
第
１
５

２
条

第
１
項
第
７

号
ア
の
規
定

に

か
か

わ
ら
ず
、
次

の
各

号
に
掲
げ
る

基
準
の
い
ず

れ
か

に
適
合
す
る

も
の
と
す
る

。
 

（
１

）
・
（
２
）

 
（

略
）
 

（
１

）
・
（
２
）

 
（

略
）
 

１
３
 

一
般
病
床
、

精
神
病
床
若

し
く

は
療
養
病
床

を
有
す
る
病

院
の

一
般
病
床
、

精

神
病

床
若
し

く
は

療
養

病
床
又
は
一

般
病
床

若
し

く
は

療
養
病
床
を

有
す
る

診
療

所

の
一

般
病
床

若
し

く
は

療
養
病
床
を

平
成
３

０
年

３
月

３
１
日
ま
で

の
間
に

転
換

（
当

該
病
院

の
一

般
病

床
、
精
神
病

床
若
し

く
は

療
養

病
床
又
は
当

該
診
療

所
の

一

般
病

床
若
し

く
は

療
養

病
床
の
病
床

数
を
減

少
さ

せ
る

と
と
も
に
、

当
該
病

院
又

は

診
療

所
の
施

設
を

介
護

老
人
保
健
施

設
、
軽

費
老

人
ホ

ー
ム
そ
の
他

の
要
介

護
者

、

要
支

援
者
そ

の
他

の
者

を
入
所
さ
せ

、
又
は

入
居

さ
せ

る
た
め
の
施

設
の
用

に
供

す

る
こ

と
を
い
う
。

）
し

、
指
定
地
域

密
着
型

介
護

老
人

福
祉
施
設
を

開
設
し

よ
う

と

す
る

場
合
に

お
い

て
、

第
１
７
１
条

第
１
項

第
８

号
及

び
第
１
９
９

条
第
１

項
第

４

号
の

規
定
に

か
か

わ
ら

ず
、
当
該
転

換
に
係

る
廊

下
の

幅
に
つ
い
て

は
、
１

．
２

メ

ー
ト

ル
以
上

と
す

る
。
た
だ
し
、
中
廊
下

の
幅
は
、
１
．
６

メ
ー

ト
ル

以
上
と
す
る

。

１
３
 

一
般
病
床
、

精
神
病
床
若

し
く

は
療

養
病
床

を
有
す
る
病

院
の

一
般
病
床
、

精

神
病

床
若
し
く
は

療
養

病
床
又
は
一

般
病
床
若
し

く
は

療
養
病
床
を

有
す
る
診
療

所

の
一

般
病
床
若
し

く
は

療
養
病
床
を

平
成
３
０
年

３
月

３
１
日
ま
で

の
間
に
転
換

（
当

該
病
院
の
一

般
病

床
、
精
神
病

床
若
し
く
は

療
養

病
床
又
は
当

該
診
療
所
の

一

般
病

床
若
し
く
は

療
養

病
床
の
病
床

数
を
減
少
さ

せ
る

と
と
も
に
、

当
該
病
院
又

は

診
療

所
の
施
設
を

介
護

老
人
保
健
施

設
、
軽
費
老

人
ホ

ー
ム
そ
の
他

の
要
介
護
者

、

要
支

援
者
そ
の
他

の
者

を
入
所
さ
せ

、
又
は
入
居

さ
せ

る
た
め
の
施

設
の
用
に
供

す

る
こ

と
を
い
う
。

）
し

、
指
定
地
域

密
着
型
介
護

老
人

福
祉
施
設
を

開
設
し
よ
う

と

す
る

場
合
に
お
い

て
、

第
１
５
２
条

第
１
項
第
８

号
及

び
第
１
８
０

条
第
１
項
第

４

号
の

規
定
に
か
か

わ
ら

ず
、
当
該
転

換
に
係
る
廊

下
の

幅
に
つ
い
て

は
、
１
．
２

メ

ー
ト

ル
以
上
と
す

る
。
た
だ
し
、
中
廊
下

の
幅
は
、
１
．
６
メ
ー

ト
ル

以
上
と
す
る

。
 

１
６
 

平
成
２
３
年

改
正
省
令
の

施
行

の
際
現
に
一

部
ユ
ニ
ッ
ト

型
指

定
介
護
老
人

福

祉
施

設
に
併

設
さ

れ
て

い
る
指
定
居

宅
サ
ー

ビ
ス

に
該

当
す
る
短
期

入
所
生
活
介

護

の
事

業
を
行

つ
て

い
る

事
業
所
又
は

法
第
５

３
条

第
１

項
に
規
定
す

る
指
定

介
護

予

防
サ

ー
ビ
ス

に
該

当
す

る
介
護
予
防

短
期
入

所
生

活
介

護
の
事
業
を

行
つ
て

い
る

事

業
所

で
あ
つ

て
、

平
成

２
３
年
改
正

省
令
の

施
行

後
に

第
１
変
更
後

指
定
地

域
密

着

１
６
 

平
成

２
３
年

改
正
省
令
の

施
行

の
際

現
に
一

部
ユ
ニ
ッ
ト

型
指

定
介

護
老
人

福

祉
施

設
に
併
設
さ

れ
て

い
る
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス

に
該

当
す
る
短
期

入
所
生
活
介

護

の
事

業
を
行
つ
て

い
る

事
業
所
又
は

法
第
５
３
条

第
１

項
に
規
定
す

る
指
定
介
護

予

防
サ

ー
ビ
ス
に
該

当
す

る
介
護
予
防

短
期
入
所
生

活
介

護
の
事
業
を

行
つ
て
い
る

事

業
所

で
あ
つ
て
、

平
成

２
３
年
改
正

省
令
の
施
行

後
に

第
１
変
更
後

指
定
地
域
密

着

104



型
介

護
老
人
福
祉

施
設

に
併
設
さ
れ

、
そ
の
利
用

定
員

が
当
該
第
１

変
更
後

指
定

地

域
密

着
型
介
護
老

人
福

祉
施
設
の
入

所
定
員

を
上

回
る

も
の
に
つ
い

て
は
、

当
分

の

間
、

第
１
７

０
条

第
１

４
項
の
規
定

は
、
適

用
し

な
い

。
 

型
介

護
老
人
福
祉

施
設

に
併
設
さ
れ

、
そ
の
利
用

定
員

が
当
該
第
１

変
更
後
指
定

地

域
密

着
型
介
護
老

人
福

祉
施
設
の
入

所
定
員
を
上

回
る

も
の
に
つ
い

て
は
、
当
分

の

間
、

第
１
５
１
条

第
１

４
項
の
規
定

は
、
適
用
し

な
い

。
 

１
７
 

平
成
２
３
年

改
正
省
令
の

施
行

の
際
現
に
一

部
ユ
ニ
ッ
ト

型
指

定
地
域
密
着

型

介
護

老
人
福
祉
施

設
に

併
設
さ
れ
て

い
る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ
ス
に
該

当
す
る

短
期

入

所
生

活
介
護
の
事

業
を

行
つ
て
い
る

事
業
所

又
は

法
第

５
３
条
第
１

項
に
規

定
す

る

指
定

介
護
予
防
サ

ー
ビ

ス
に
該
当
す

る
介
護

予
防

短
期

入
所
生
活
介

護
の
事

業
を

行

つ
て

い
る
事

業
所

で
あ

つ
て
、
平
成

２
３
年

改
正

省
令

の
施
行
後
に

第
２
変

更
後

指

定
地

域
密
着
型
介

護
老

人
福
祉
施
設

（
当
該

一
部

ユ
ニ

ッ
ト
型
指
定

地
域
密

着
型

介

護
老

人
福
祉
施
設

の
う

ち
、
平
成
２

３
年
改

正
省

令
の

施
行
後
に
指

定
地
域

密
着

型

介
護

老
人
福
祉
施

設
と

な
り
、
か
つ

、
入
所

定
員

が
減

少
し
た
も
の

を
い
う

。
以

下

同
じ

。
）
に

併
設

さ
れ

、
そ
の
利
用

定
員
が

当
該

第
２

変
更
後
指
定

地
域
密

着
型

介

護
老

人
福
祉
施
設

の
入

所
定
員
を
上

回
る
も

の
に

つ
い

て
は
、
当
分

の
間
、

第
１

７

０
条

第
１
４

項
の

規
定

は
、
適
用
し

な
い
。
 

１
７
 

平
成

２
３
年

改
正
省
令
の

施
行

の
際

現
に
一

部
ユ
ニ
ッ
ト

型
指

定
地

域
密
着

型

介
護

老
人
福
祉
施

設
に

併
設
さ
れ
て

い
る
指
定
居

宅
サ

ー
ビ
ス
に
該

当
す
る
短
期

入

所
生

活
介
護
の
事

業
を

行
つ
て
い
る

事
業
所
又
は

法
第

５
３
条
第
１

項
に
規
定
す

る

指
定

介
護
予
防
サ

ー
ビ

ス
に
該
当
す

る
介
護
予
防

短
期

入
所
生
活
介

護
の
事
業
を

行

つ
て

い
る
事
業
所

で
あ

つ
て
、
平
成

２
３
年
改
正

省
令

の
施
行
後
に

第
２
変
更
後

指

定
地

域
密
着
型
介

護
老

人
福
祉
施
設

（
当
該
一
部

ユ
ニ

ッ
ト
型
指
定

地
域
密
着
型

介

護
老

人
福
祉
施
設

の
う

ち
、
平
成
２

３
年
改
正
省

令
の

施
行
後
に
指

定
地
域
密
着

型

介
護

老
人
福
祉
施

設
と

な
り
、
か
つ

、
入
所
定
員

が
減

少
し
た
も
の

を
い
う
。
以

下

同
じ

。
）
に
併
設

さ
れ

、
そ
の
利
用

定
員
が
当
該

第
２

変
更
後
指
定

地
域
密
着
型

介

護
老

人
福
祉
施
設

の
入

所
定
員
を
上

回
る
も
の
に

つ
い

て
は
、
当
分

の
間
、
第
１

５

１
条

第
１
４
項
の

規
定

は
、
適
用
し

な
い
。
 

１
８
 

こ
の
条
例
の

施
行
の
際
現

に
法

第
４
２
条
の

２
第
１
項
本

文
の

規
定
に
基
づ

く

指
定

を
受
け

て
い

る
地

域
密
着
型
介

護
老
人

福
祉

施
設

（
こ
の
条
例

の
施
行

後
に

増

築
さ

れ
、
又

は
改

築
さ

れ
た
部
分
を

除
く
。

）
に

係
る

第
１
７
１
条

第
１
項

第
１

号

の
規

定
の
適

用
に

つ
い

て
は
、
同
号

ア
中
「

１
人

」
と

あ
る
の
は
、

「
４
人

以
下

」

と
す

る
。
 

１
８
 

こ
の

条
例
の

施
行
の
際
現

に
法

第
４

２
条
の

２
第
１
項
本

文
の

規
定

に
基
づ

く

指
定

を
受
け
て
い

る
地

域
密
着
型
介

護
老
人
福
祉

施
設

（
こ
の
条
例

の
施
行
後
に

増

築
さ

れ
、
又
は
改

築
さ

れ
た
部
分
を

除
く
。
）
に

係
る

第
１
５
２
条

第
１
項
第
１

号

の
規

定
の
適
用
に

つ
い

て
は
、
同
号

ア
中
「
１
人

」
と

あ
る
の
は
、

「
４
人
以
下

」

と
す

る
。
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意

義
は
、
そ

れ
ぞ

れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
 

（
１
）
 
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
 
法
第
８
条
の
２
第
１
２
項

に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
 

（
１
）
 
地
域
密
着
型
介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

事
業
者
 

法
第
８
条
の

２
第
１
４
項

に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
事

業
を
行
う

者
を
い
う

。
 

（
２
）
～
（
６
）
 
（
略
）
 

（
２
）
～
（
６
）
 
（

略
）
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
前
３
項
の
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
単
位

は
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
で
あ
つ
て
そ
の

提
供
が
同
時
に
１
又
は
複
数
の
利
用
者
（
当
該
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
が
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
事
業
者
（
江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
２
５
年
江
差
町
条
例
第
１
２
号
。
以

下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
８
０
条
第
１
項
に

規
定
す
る
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
と
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
（
同
項
第
１
号
に
規
定
す
る
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

４
 
前
３
項
の
単
独
型
・
併
設
型
指

定
介
護
予
防
認
知

症
対
応
型

通
所
介
護

の
単
位

は
、
単
独
型
・
併
設
型

指
定
介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
通
所
介
護

で
あ
つ
て

そ
の

提
供
が
同
時
に
１
又
は

複
数
の
利
用

者
（
当

該
単
独

型
・
併
設
型

指
定
介
護

予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
事
業
者
が

単
独
型

・
併
設

型
指
定
認
知

症
対
応
型

通
所

介
護
事
業
者
（
江
差
町

指
定
地
域
密

着
型
サ

ー
ビ
ス

の
事
業
の
人

員
、
設
備

及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例

（
平
成

２
５
年

江
差
町
条
例

第
１
２
号

。
以

下
「
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
基

準
条
例

」
と
い

う
。
）
第
６

１
条
第
１

項
に

規
定
す
る
単
独
型
・
併
設
型

指
定
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業

者
を

い
う

。
以

下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ

て
受
け

、
か
つ
、
単
独
型
・
併
設
型

指
定

介
護

予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の

事
業
と

単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知

症
対

応
型

通
所

介
護
（
同
項
第
１
号
に
規
定

す
る
単

独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症

対
応

型
通

所
介
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運

営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
単
独
型
・
併
設
型
指

定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
又
は
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
一
体
的
に

行
わ
れ
る
も
の
を
い
い
、
そ
の
利
用
定
員
（
当
該
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介

護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
利
用
者
の
数

の
上
限
を
い
う
。
第
７
条
第
２
項
第
１
号
ア
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
１
２
人
以
下

と
す
る
。
 

護
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
事
業

と
が
同

一
の
事

業
所
に
お
い

て
一
体
的

に
運

営
さ
れ
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、

当
該
事

業
所
に

お
け
る
単
独

型
・
併
設

型
指

定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通
所
介

護
又
は

単
独
型

・
併
設
型
指

定
認
知
症

対
応

型
通
所
介
護
の
利
用
者

。
以
下
こ
の

条
に
お

い
て
同

じ
。
）
に
対

し
て
一
体

的
に

行
わ
れ
る
も
の
を
い
い

、
そ
の
利
用

定
員
（

当
該
単

独
型
・
併
設

型
指
定
介

護
予

防
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
事
業
所

に
お
い

て
同
時

に
単
独
型
・

併
設
型
指

定
介

護
予
防
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
の

提
供
を

受
け
る

こ
と
が
で
き

る
利
用
者

の
数

の
上
限
を
い
う
。
第
７

条
第
２
項
第

１
号
ア

に
お
い

て
同
じ
。
）

を
１
２
人

以
下

と
す
る
。
 

５
・
６
 
（
略
）
 

５
・
６
 
（
略
）
 

７
 
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
が
単
独

型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か

つ
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
と
単
独

型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い

て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

基
準
条
例
第
８
０
条
第
１
項
か
ら
第
６
項
ま
で
に
規
定
す
る
人
員
に
関
す
る
基
準

を
満
た
す
こ
と
を
も
つ
て
、
前
各
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

７
 
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護

事
業
者
が

単
独

型
・
併
設
型
指
定
認
知

症
対
応
型
通

所
介
護

事
業
者

の
指
定
を
併

せ
て
受
け

、
か

つ
、
単
独
型
・
併
設
型

指
定
介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
通
所
介
護

の
事
業
と

単
独

型
・
併
設
型
指
定
認
知

症
対
応
型
通

所
介
護

の
事
業

と
が
同
一
の

事
業
所
に

お
い

て
一
体
的
に
運
営
さ
れ

て
い
る
場
合

に
つ
い

て
は
、

指
定
地
域
密

着
型
サ
ー

ビ
ス

基
準
条
例
第
６
１
条
第

１
項
か
ら
第

６
項
ま

で
に
規

定
す
る
人
員

に
関
す
る

基
準

を
満
た
す
こ
と
を
も
つ
て
、

前
各
項

に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し

て
い

る
も

の
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
設
備
及
び
備
品
等
）
 

（
設
備
及
び
備
品
等
）
 

第
７
条
 
（
略
）
 

第
７
条
 
（
略
）
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差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
が
単
独

型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か

つ
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
と
単
独

型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い

て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

基
準
条
例
第
８
２
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
に
規
定
す
る
設
備
に
関
す
る
基
準

を
満
た
す
こ
と
を
も
つ
て
、
前
３
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護

事
業
者
が

単
独

型
・
併
設
型
指
定
認
知

症
対
応
型
通

所
介
護

事
業
者

の
指
定
を
併

せ
て
受
け

、
か

つ
、
単
独
型
・
併
設
型

指
定
介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
通
所
介
護

の
事
業
と

単
独

型
・
併
設
型
指
定
認
知

症
対
応
型
通

所
介
護

の
事
業

と
が
同
一
の

事
業
所
に

お
い

て
一
体
的
に
運
営
さ
れ

て
い
る
場
合

に
つ
い

て
は
、

指
定
地
域
密

着
型
サ
ー

ビ
ス

基
準
条
例
第
６
３
条
第

１
項
か
ら
第

３
項
ま

で
に
規

定
す
る
設
備

に
関
す
る

基
準

を
満
た
す
こ
と
を
も
つ
て
、

前
３
項

に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し

て
い

る
も

の
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 

（
従
業
者
の
員
数
）
 

第
８
条
 
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
基
準
条
例
第
１
２
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護
事
業
所
（
第
７
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
居
間

若
し
く
は
食
堂
又
は
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

基
準
条
例
第
１
４
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
を
い

う
。
次
条
第
１
項
及
び
第
４
４
条
第
６
項
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例

第
１
６
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い

う
。
次
条
第
１
項
及
び
第
４
４
条
第
６
項
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
食
堂
若

第
８
条
 
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
事
業
所

（
指
定
地

域
密
着
型

サ
ー
ビ

ス
基
準
条
例
第
１
１
０

条
第
１
項
に

規
定
す

る
指
定

認
知
症
対
応

型
共
同
生

活
介

護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
認

知
症

対
応

型
共

同
生
活
介
護
事
業
所
（
第
７

１
条
第

１
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護

予
防

認
知

症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所

を
い
う

。
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同

じ
。

）
の

居
間

若
し
く
は
食
堂
又
は
指
定
地

域
密
着

型
特
定
施
設
（
指
定
地
域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

基
準
条
例
第
１
２
９
条
第
１

項
に
規

定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
特

定
施

設
を

い

う
。
次
条
第
１
項
及
び
第
４

４
条
第

６
項
第
２
号
に
お
い
て
同
じ

。
）

若
し

く
は

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施

設
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

基
準

条
例

第
１
５
０
条
第
１
項
に
規
定

す
る
指

定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施

設
を

い

う
。
次
条
第
１
項
及
び
第
４

４
条
第

６
項
第
３
号
に
お
い
て
同
じ

。
）

の
食

堂
若
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域
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着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

し
く
は
共
同
生
活
室
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
事
業
所
又
は
施
設
の
利
用
者
、
入
居

者
又
は
入
所
者
と
と
も
に
行
う
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
以
下

「
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行

う
者
（
以
下
「
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
」
と
い

う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
の
員
数
は
、
当
該
利

用
者
、
当
該
入
居
者
又
は
当
該
入
所
者
の
数
と
当
該
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
の
利
用
者
（
当
該
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
事
業
者
が
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
（
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
８
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
共
用
型
指
定
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、

共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
と
共
用
型
指
定
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
（
同
項
に
規
定
す
る
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ

れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
又
は
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
利
用
者
。

次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
を
合
計
し
た
数
に
つ
い
て
、
第
７
１
条
又

は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
１
２
９
条
、
第
１
４
９
条
若
し
く
は

第
１
７
０
条
の
規
定
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。
 

し
く
は
共
同
生
活
室
に
お
い

て
、
こ

れ
ら
の
事
業
所
又
は
施
設
の

利
用

者
、

入
居

者
又
は
入
所
者
と
と
も
に
行

う
指
定

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介

護
（

以
下

「
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認

知
症
対

応
型
通
所
介
護
」
と
い
う
。

）
の

事
業

を
行

う
者
（
以
下
「
共
用
型
指
定

介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

事
業

者
」

と
い

う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う

事
業
所

（
以
下
「
共
用
型
指
定
介
護

予
防

認
知

症
対

応
型
通
所
介
護
事
業
所
」
と

い
う
。

）
に
置
く
べ
き
従
業
者
の
員

数
は

、
当

該
利

用
者
、
当
該
入
居
者
又
は
当

該
入
所

者
の
数
と
当
該
共
用
型
指
定

介
護

予
防

認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
の
利
用

者
（
当

該
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認

知
症

対
応

型
通

所
介
護
事
業
者
が
共
用
型
指

定
認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者

（
指

定
地

域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第

６
４
条

第
１
項
に
規
定
す
る
共
用
型

指
定

認
知

症
対

応
型
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、

共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知

症
対
応

型
通
所
介
護
の
事
業
と
共
用

型
指

定
認

知
症

対
応
型
通
所
介
護
（
同
項
に

規
定
す

る
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応

型
通

所
介

護
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事

業
と
が

同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一

体
的

に
運

営
さ

れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
当
該

事
業
所
に
お
け
る
共
用
型
指

定
介

護
予

防
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
又
は

共
用
型

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
の

利
用

者
。

次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の

数
を
合
計
し
た
数
に
つ
い
て

、
第

７
１

条
又

は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
基
準

条
例
第
１
１
０
条
、
第
１
３

０
条

若
し

く
は

第
１
５
１
条
の
規
定
を
満
た

す
た
め

に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

 

２
 
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
が
共
用
型
指
定
認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
共
用
型
指
定
介
護

２
 
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通
所
介

護
事
業
者
が

共
用
型
指

定
認

知

症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者

の
指
定
を

併
せ
て
受
け

、
か
つ
、
共
用
型
指
定
介
護
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域
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着
型
介
護
予
防
サ
ー
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業
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人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
と
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い

て
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
８
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
人

員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
つ
て
、
前
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し

て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
の
事

業
と
共

用
型
指

定
認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

の
事
業
と
が
同
一
の
事

業
所
に
お
い

て
一
体

的
に
運

営
さ
れ
て
い

る
場
合
に

つ
い

て
は
、
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス

基
準
条

例
第
６

４
条
第
１
項

に
規
定
す

る
人

員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す

こ
と
を

も
つ
て
、
前
項
に
規
定
す
る

基
準

を
満

た
し

て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と

が
で
き

る
。
 

（
利
用
定
員
等
）
 

（
利
用
定
員
等
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

２
 
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
（
法
第
４
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
４
２
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
（
法
第
４
６
条
第
１
項
に
規

定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
）
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
５

３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
指
定
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
支
援
（
法
第
５
８
条
第
１
項

に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。
）
の
事
業
又
は
介
護
保
険
施
設
（
法

第
８
条
第
２
４
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
を
い
う
。
）
若
し
く
は
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１
８
年
法

律
第
８
３
号
）
附
則
第
１
３
０
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
２
６
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
４
８
条
第

１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
い
う
。
第
４
４
条
第
６

項
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
営
（
同
条
第
７
項
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ

２
 
共
用
型
指
定
介
護
予
防

認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は

、
指

定
居

宅
サ
ー

ビ
ス
（
法
第
４
１
条
第
１
項
に
規
定

す
る
指

定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
を

い
う
。
）

、
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
４

２
条
の

２
第
１

項
に
規
定
す

る
指
定
地

域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
指
定

居
宅
介

護
支
援

（
法
第
４
６

条
第
１
項

に
規

定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
い
う

。
）
、

指
定
介

護
予
防
サ
ー

ビ
ス
（
法

第
５

３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護

予
防
サ

ー
ビ
ス

を
い
う
。
）

、
指
定
地

域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は

指
定
介

護
予
防

支
援
（
法
第

５
８
条
第

１
項

に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を

い
う
。

）
の
事

業
又
は
介
護

保
険
施
設

（
法

第
８
条
第
２
４
項
に
規
定
す
る
介
護

保
険
施

設
を
い

う
。
）
若
し

く
は
指
定

介
護

療
養
型
医
療
施
設
（
健
康
保
険
法
等

の
一
部

を
改
正

す
る
法
律
（

平
成
１
８

年
法

律
第
８
３
号
）
附
則
第
１
３
０
条
の

２
第
１

項
の
規

定
に
よ
り
な

お
そ
の
効

力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
２
６

条
の
規

定
に
よ

る
改
正
前
の

法
第
４
８

条
第

１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護

療
養
型

医
療
施

設
を
い
う
。

第
４
４
条

第
６

項
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運

営
（
同

条
第
７

項
に
お
い
て

「
指
定
居

宅
サ
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改
正
後
 

改
正

前
 

ー
ビ
ス
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
３
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ー
ビ
ス
事
業
等
」
と
い

う
。
）
に
つ

い
て
３

年
以
上

の
経
験
を
有

す
る
者
で

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
地
域
と
の
連
携
等
）
 

（
地
域
と
の
連
携
等
）
 

第
３
９
条
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
つ
て
は
、
利
用
者
、
利
用
者
の
家
族
、

地
域
住
民
の
代
表
者
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
が
所
在

す
る
町
の
職
員
又
は
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
が
所

在
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
法
第
１
１
５
条
の
４
６
第
１
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を

有
す
る
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
営
推
進

会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
お
お
む
ね
６
月
に
１
回
以
上
、
運
営
推
進
会
議

に
対
し
活
動
状
況
を
報
告
し
、
運
営
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、

運
営
推
進
会
議
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

第
３
９
条
 
指
定
介
護
予
防

認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は

、
そ

の
事

業
の
運

営
に
当
た
つ
て
は
、
地
域
住

民
又
は

そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の

連
携

及
び

協
力

を
行
う
等
の
地
域
と
の
交
流
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

２
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
報
告
、
評
価
、

要
望
、
助
言
等
に
つ
い
て
の
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
記
録
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型

通
所
介
護
事
業
者
は
、
そ
の

事
業

の
運

営
に
当

た
つ
て
は
、
提
供
し
た
指
定

介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

に
関

す
る

利
用

者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
、

町
等
が

派
遣
す
る
者
が
相
談
及
び
援

助
を

行
う

事
業

そ
の
他
の
町
が
実
施
す
る
事

業
に
協

力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
運
営
に
当

た
つ
て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の
連
携
及
び
協
力
を
行
う

等
の
地
域
と
の
交
流
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
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改
正
後
 

改
正

前
 

４
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
運
営
に
当

た
つ
て
は
、
提
供
し
た
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
関
す
る
利
用

者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
、
町
等
が
派
遣
す
る
者
が
相
談
及
び
援
助
を
行
う
事
業

そ
の
他
の
町
が
実
施
す
る
事
業
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

５
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
所
在
す
る
建
物
と
同
一
の
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者

に
対
し
て
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当

該
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
以
外
の
者
に
対
し
て
も
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
の
提
供
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
記
録
の
整
備
）
 

（
記
録
の
整
備
）
 

第
４
０
条
 
（
略
）
 

第
４
０
条
 
（
略
）
 

２
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備

し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
５
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
事
業

者
は
、
利
用

者
に
対
す

る
指

定

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
の

提
供
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備

し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
５

年
間
保
存

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

（
１
）
～
（
５
）
 
（
略
）
 

（
１
）
～
（
５
）
 
（

略
）
 

（
６
）
 
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
報
告
、
評
価
、
要
望
、
助
言
等
の
記
録
 

（
新
設
）
 

（
従
業
者
の
員
数
等
）
 

（
従
業
者
の
員
数
等
）
 

第
４
４
条
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下

「
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事

業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」

第
４
４
条
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護
の
事
業

を
行
う
者

（
以

下

「
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護
事
業

者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事

業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定

介
護
予
防

小
規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護
事

業
所

」
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改
正
後
 

改
正

前
 

と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提

供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」

と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
以
外
の
時
間
帯
に
指
定
介
護

予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
る
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
通
い
サ
ー
ビ
ス
（
登
録
者

（
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
利
用
す
る
た
め
に
指
定
介
護
予

防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
登
録
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の

章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に

通
わ
せ
て
行
う
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
当
た
る
者
を
そ
の
利
用
者
（
当
該
指
定
介
護
予
防
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
が
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
１
０
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の

事
業
と
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条

例
第
１
０
０
条
に
規
定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営

さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ

の
節
及
び
次
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
３
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
１

以
上
及
び
訪
問
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
が
登

と
い
う
。
）
ご
と
に
置

く
べ
き
指
定

介
護
予

防
小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護

の
提

供
に
当
た
る
従
業
者
（

以
下
「
介
護

予
防
小

規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護
従
業

者
」

と
い
う
。
）
の
員
数
は

、
夜
間
及
び

深
夜
の

時
間
帯

以
外
の
時
間

帯
に
指
定

介
護

予
防
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
の

提
供
に

当
た
る

介
護
予
防
小

規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
従
業
者
に
つ

い
て
は
、
常

勤
換
算

方
法
で

、
通
い
サ
ー

ビ
ス
（
登

録
者

（
指
定
介
護
予
防
小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介

護
を
利

用
す
る
た
め

に
指
定
介

護
予

防
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業

所
に
登

録
を
受

け
た
者
を
い

う
。
以
下

こ
の

章
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
指
定
介
護

予
防
小

規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護
事
業

所
に

通
わ
せ
て
行
う
介
護
予

防
小
規
模
多

機
能
型

居
宅
介

護
を
い
う
。

以
下
こ
の

章
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
提

供
に
当
た
る

者
を
そ

の
利
用

者
（
当
該
指

定
介
護
予

防
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
者
が

指
定
小

規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護
事
業

者

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
８
２
条
第
１
項
 
 
に
規
定
す
る
指
定

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
者

を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お

い
て

同
じ

。
）

の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か

つ
、
指

定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能

型
居

宅
介

護
の

事
業
と
指
定
小
規
模
多
機
能

型
居
宅

介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ

ス
基

準
条

例
第
８
１
条
 
 
に
規
定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

事
業
と

が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て

一
体

的
に

運
営

さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当

該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介

護
予

防
小

規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は
指

定
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
利

用
者

。
以

下
こ

の
節
及
び
次
節
に
お
い
て
同

じ
。
）

の
数
が
３
又
は
そ
の
端
数
を

増
す

ご
と

に
１

以
上
及
び
訪
問
サ
ー
ビ
ス
（

介
護
予

防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
従

業
者

が
登
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

録
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
当
該
居
宅
に
お
い
て
行
う
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
（
第
７
項
に
規
定
す
る
本
体
事
業
所
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
つ
て
は
当
該
本
体
事
業
所
に
係
る
同
項
に
規
定
す

る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
登
録
者

の
居
宅
に
お
い
て
行
う
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
、
同
項
に

規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に

あ
つ
て
は
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
本
体
事
業
所
及
び
当
該
本
体
事
業
所
に
係
る
他
の
同

項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
の
登
録
者
の
居
宅
に
お
い
て
行
う
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
当
た
る
者
を

１
以
上
と
し
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
る
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者

に
つ
い
て
は
、
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
（
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
に
行
わ
れ
る

勤
務
（
宿
直
勤
務
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
５
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
た
る

者
を
１
以
上
及
び
宿
直
勤
務
に
当
た
る
者
を
当
該
宿
直
勤
務
に
必
要
な
数
以
上
と

す
る
。
 

録
者
の
居
宅
を
訪
問
し

、
当
該
居
宅

に
お
い

て
行
う

介
護
予
防
小

規
模
多
機

能
型

居
宅
介
護
（
第
７
項
に

規
定
す
る
本

体
事
業

所
で
あ

る
指
定
介
護

予
防
小
規

模
多

機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
に
あ
つ
て

は
当
該

本
体
事

業
所
に
係
る

同
項
に
規

定
す

る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定

介
護
予
防
小

規
模
多

機
能
型

居
宅
介
護
事

業
所
の
登

録
者

の
居
宅
に
お
い
て
行
う

指
定
介
護
予

防
小
規

模
多
機

能
型
居
宅
介

護
を
、
同

項
に

規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト

型
指
定
介
護

予
防
小

規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護
事
業

所
に

あ
つ
て
は
当
該
サ
テ
ラ

イ
ト
型
指
定

介
護
予

防
小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護

事
業

所
に
係
る
同
項
に
規
定

す
る
本
体
事

業
所
及

び
当
該

本
体
事
業
所

に
係
る
他

の
同

項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ

イ
ト
型
指
定

介
護
予

防
小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護

事
業

所
の
登
録
者
の
居
宅
に

お
い
て
行
う

指
定
介

護
予
防

小
規
模
多
機

能
型
居
宅

介
護

を
含
む
。
）
を
い
う
。

以
下
こ
の
章

に
お
い

て
同
じ

。
）
の
提
供

に
当
た
る

者
を

１
以
上
と
し
、
夜
間
及

び
深
夜
の
時

間
帯
を

通
じ
て

指
定
介
護
予

防
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介
護
の
提
供

に
当
た
る
介

護
予
防

小
規
模

多
機
能
型
居

宅
介
護
従

業
者

に
つ
い
て
は
、
夜
間
及

び
深
夜
の
勤

務
（
夜

間
及
び

深
夜
の
時
間

帯
に
行
わ

れ
る

勤
務
（
宿
直
勤
務
を
除

く
。
）
を
い

う
。
第

５
項
に

お
い
て
同
じ

。
）
に
当

た
る

者
を
１
以
上
及
び
宿
直

勤
務
に
当
た

る
者
を

当
該
宿

直
勤
務
に
必

要
な
数
以

上
と

す
る
。
 

２
～
６
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

７
 
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
で

あ
つ
て
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
そ
の
他
の
保
健
医
療
又
は
福
祉
に
関
す
る

７
 
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

サ
テ
ラ
イ
ト

型
指
定
介
護

予
防
小
規

模
多

機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指

定
介
護
予

防
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
で

あ
つ
て
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
事
業
等

そ
の
他
の
保

健
医
療
又
は
福
祉
に
関
す
る

114



江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

事
業
に
つ
い
て
３
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業
者
又
は
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
基
準
条
例
第
２
１
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
以
外
の
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
又
は
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
同
項
に
規
定
す
る
指
定

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
当
該
指
定
介
護

予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
対
し
て
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
係
る
支
援
を
行
う
も
の
（
以
下
「
本
体
事
業
所
」
と
い

う
。
）
と
の
密
接
な
連
携
の
下
に
運
営
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

置
く
べ
き
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
本
体
事
業
所
の
職
員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
登
録
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ

れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
１
人
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

事
業
に
つ
い
て
３
年
以

上
の
経
験
を

有
す
る

指
定
介

護
予
防
小
規

模
多
機
能

型
居

宅
介
護
事
業
者
又
は
指

定
複
合
型
サ

ー
ビ
ス

事
業
者

（
指
定
地
域

密
着
型
サ

ー
ビ

ス
基

準
条
例

第
１

９
１

条
第

１
項

に
規

定
す

る
指

定
複

合
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
い
う
。
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
以
外

の
指
定

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型

居
宅

介
護

事
業

所
又
は
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
項
に
規
定
す
る
指
定

複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

い
う
。
）
で
あ
つ
て
当
該
指
定
介
護

予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事

業
所
に
対
し
て
指
定
介
護
予

防
小

規
模

多
機

能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
係

る
支
援

を
行
う
も
の
（
以
下
「
本
体

事
業

所
」

と
い

う
。
）
と
の
密
接
な
連
携
の

下
に
運

営
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同

じ
。

）
に

置
く
べ
き
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に

当
た
る
介
護
予
防
小
規
模
多

機
能

型
居

宅
介

護
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
本

体
事
業

所
の
職
員
に
よ
り
当
該
サ
テ

ラ
イ

ト
型

指
定

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介

護
事
業
所
の
登
録
者
の
処
遇

が
適

切
に

行
わ

れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
１
人

以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
 

８
 
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
本
体

事
業
所
に
お
い
て
宿
直
勤
務
を
行
う
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業

者
又
は
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

基
準
条
例
第
２
１
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従

業
者
を
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
の
登
録
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

８
 
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
サ
テ
ラ
イ
ト
型

指
定
介
護

予
防
小
規

模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所

に
つ
い
て
は

、
夜
間

及
び
深

夜
の
時
間
帯

を
通
じ
て

本
体

事
業
所
に
お
い
て
宿
直

勤
務
を
行
う

介
護
予

防
小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護

従
業

者
又
は
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
従
業
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

基
準
条
例
第
１
９
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
従
業
者
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
を
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
の
登
録
者

の
処
遇

が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め

ら
れ

る
と

き
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型
介
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予
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サ
ー
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事
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人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
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着
型
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サ
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新
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照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

は
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
宿
直
勤
務
を
行
う
介
護
予
防
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

は
、
夜
間
及
び
深
夜
の

時
間
帯
を
通

じ
て
宿

直
勤
務

を
行
う
介
護

予
防
小
規

模
多

機
能
型
居
宅
介
護
従
業

者
を
置
か
な

い
こ
と

が
で
き

る
。
 

９
 
（
略
）
 

９
 
（
略
）
 

１
０
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
登
録
者
に
係
る
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
８
条
の
２
第
１
６
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
に
係
る
計
画
及
び
介
護
予
防
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
計
画
の
作
成
に
専
ら
従
事
す
る
介
護
支
援
専
門
員
を
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
介
護
支
援
専
門
員
は
、
利
用
者
の
処
遇

に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
所
に
併
設
す
る
第
６
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

１
０
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事

業
者
は
、

登
録
者
に

係
る
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

等
（
法
第
８

条
の
２

第
１
８

項
に
規
定
す

る
指
定
介

護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以

下
同
じ

。
）
の
利
用
に
係
る
計
画
及

び
介

護
予

防
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
計

画
の
作

成
に
専
ら
従
事
す
る
介
護
支

援
専

門
員

を
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、

当
該
介
護
支
援
専
門
員
は
、

利
用

者
の

処
遇

に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当

該
指
定

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、

又
は
当

該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事
業
所
に
併
設
す
る
第
６

項
各
号

に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
に

従
事

す
る

こ
と

が
で
き
る
。
 

１
１
・
１
２
 
（
略
）
 

１
１
・
１
２
 
（
略
）
 

１
３
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
が
指
定
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
が
同
一

の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
１
０
１
条
第
１
項
か
ら
第
１
２
項
ま
で
に
規
定
す

る
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
つ
て
、
前
各
項
に
規
定
す
る
基
準
を

満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

１
３
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事

業
者
が
指

定
小
規
模

多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
者
の

指
定
を
併
せ

て
受
け

、
か
つ

、
指
定
介
護

予
防
小
規

模
多

機
能
型
居
宅
介
護
の
事

業
と
指
定
小

規
模
多

機
能
型

居
宅
介
護
の

事
業
と
が

同
一

の
事
業
所
に
お
い
て
一

体
的
に
運
営

さ
れ
て

い
る
場

合
に
つ
い
て

は
、
指
定

地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準

条
例
第
８
２

条
第
１

項
 
 
か

ら
第
１
２
項

ま
で
に
規

定
す

る
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満

た
す
こ

と
を
も
つ
て
、
前
各
項
に
規

定
す

る
基

準
を

満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な

す
こ
と

が
で
き
る
。
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

（
管
理
者
）
 

（
管
理
者
）
 

第
４
５
条
 
（
略
）
 

第
４
５
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
本
文
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
２
１
１
条
第
１
項
本

文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
本
体
事
業
所
の
管
理
者
を
も
つ
て
充
て
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
本
文
及
び
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
基
準

条
例
第
１

９
２
条
第

１
項
本

文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

指
定
介

護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介

護
事

業
所

の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合

は
、
サ

テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防

小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理

者
は
、

本
体
事
業
所
の
管
理
者
を
も

つ
て

充
て

る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

（
登
録
定
員
及
び
利
用
定
員
）
 

（
登
録
定
員
及
び
利
用

定
員
）
 

第
４
７
条
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
は
、
そ
の
登
録
定

員
（
登
録
者
の
数
（
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
が

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
登
録
者
の
数
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
１
０
１
条

第
１
項
に
規
定
す
る
登
録
者
の
数
の
合
計
数
）
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
２
９
人
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
１
８
人
）
以
下
と
す
る
。
 

第
４
７
条
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
所

は
、
そ
の

登
録
定

員
（
登
録
者
の
数
（
当

該
指
定
介
護

予
防
小

規
模
多

機
能
型
居
宅

介
護
事
業

者
が

指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事

業
者
の

指
定
を

併
せ
て
受
け

、
か
つ
、

指
定

介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介

護
の
事

業
と
指

定
小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介

護
の
事
業
と
が
同
一
の

事
業
所
に
お

い
て
一

体
的
に

運
営
さ
れ
て

い
る
場
合

に
あ

つ
て
は
、
登
録
者
の
数

及
び
指
定
地

域
密
着

型
サ
ー

ビ
ス
基
準
条

例
第
８
２

条
第

１
項
 
 
に
規
定
す
る
登
録
者
の
数
の
合
計
数
）
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
２
５
人

（
サ
テ

ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
つ
て

は
、
１

８
人
）
以
下
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
設
備
及
び
備
品
等
）
 

（
設
備
及
び
備
品
等
）
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

第
４
８
条
 
（
略
）
 

第
４
８
条
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
が
指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
と
が
同
一
の

事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
１
０
５
条
第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
に
規
定
す
る
設

備
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
つ
て
、
前
各
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た

し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業

者
が
指
定

小
規
模
多

機
能
型

居
宅
介
護
事
業
者
の
指

定
を
併
せ
て

受
け
、

か
つ
、

指
定
介
護
予

防
小
規
模

多
機

能
型
居
宅
介
護
の
事
業

と
指
定
小
規

模
多
機

能
型
居

宅
介
護
の
事

業
と
が
同

一
の

事
業
所
に
お
い
て
一
体

的
に
運
営
さ

れ
て
い

る
場
合

に
つ
い
て
は

、
指
定
地

域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
条
例
第
８
６
条
第
１
項
 
 
か
ら
第
４
項
ま
で
に
規
定
す
る
設

備
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す

こ
と
を

も
つ
て
、
前
各
項
に
規
定
す

る
基

準
を

満
た

し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ

と
が
で

き
る
。
 

 第
６
２
条
 
削
除
 

（
地
域
と
の
連
携
等
）
 

第
６
２
条
 
指
定
介
護
予
防

小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者

は
、

指
定

介
護
予

防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
の
提

供
に
当
た
つ
て
は
、
利
用
者

、
利

用
者

の
家

族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、

町
の
職

員
又
は
当
該
指
定
介
護
予
防

小
規

模
多

機
能

型
居
宅
介
護
事
業
所
が
所
在

す
る
区

域
を
管
轄
す
る
法
第
１
１
５

条
の

４
６

第
１

項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支

援
セ
ン

タ
ー
の
職
員
、
介
護
予
防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅
介
護
に
つ
い
て
知
見
を

有
す
る

者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協

議
会

（
以

下
こ

の
項
に
お
い
て
「
運
営
推
進

会
議
」

と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
お

お
む

ね
２

月
に

１
回
以
上
、
運
営
推
進
会
議

に
対
し

通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

回
数
等
の
活
動
状
況
を
報
告

し
、
運

営
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を

受
け

る
と

と
も

に
、
運
営
推
進
会
議
か
ら
必

要
な
要

望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

２
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模

多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
前
項

の
報
告
、
評
価
、

要
望
、
助
言
等
に
つ
い
て
の

記
録
を

作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該

記
録

を
公

表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模

多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
そ

の
事

業
の

運
営
に

当
た
つ
て
は
、
地
域
住
民
又

は
そ
の

自
発
的
な
活
動
等
と
の
連
携

及
び

協
力

を
行

う
等
の
地
域
と
の
交
流
を
図

ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模

多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
そ

の
事

業
の

運
営
に

当
た
つ
て
は
、
提
供
し
た
指

定
介
護

予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護

に
関

す
る

利
用
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し

て
、
町

等
が
派
遣
す
る
者
が
相
談
及

び
援

助
を

行
う

事
業
そ
の
他
の
町
が
実
施
す

る
事
業

に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

５
 
指
定
介
護
予
防
小
規
模

多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指

定
介

護
予

防
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
の
所

在
す
る
建
物
と
同
一
の
建
物

に
居

住
す

る
利

用
者
に
対
し
て
指
定
介
護
予

防
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
提

供
す

る
場

合
に

は
、
当
該
建
物
に
居
住
す
る

利
用
者

以
外
の
者
に
対
し
て
も
指
定

介
護

予
防

小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提

供
を
行

う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

（
記
録
の
整
備
）
 

（
記
録
の
整
備
）
 

第
８
５
条
 
（
略
）
 

第
８
５
条
 
（
略
）
 

２
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記

録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
５
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護

事
業
者
は
、

利
用
者
に

対
す

る

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
共
同
生

活
介
護
の
提

供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記

録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の

日
か
ら
５

年
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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江
差
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

（
１
）
～
（
６
）
 
（
略
）
 

（
１
）
～
（
６
）
 
（

略
）
 

（
７
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
９
条
第
２
項
に
規
定
す
る
報
告
、
評
価
、

要
望
、
助
言
等
の
記
録
 

（
７
）
 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
６
２
条
第

２
項
に
規

定
す
る
報

告
、
評
価
、

要
望
、
助
言
等
の
記
録
 

（
準
用
）
 

（
準
用
）
 

第
８
６
条
 
第
１
１
条
、
第
１
２
条
、
第
１
４
条
、
第
１
５
条
、
第
２
３
条
、
第
２

４
条
、
第
２
６
条
、
第
３
１
条
か
ら
第
３
４
条
ま
で
、
第
３
６
条
か
ら
第
３
９
条

（
第
５
項
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
５
６
条
、
第
５
９
条
、
第
６
１
条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
１
条
第
１
項
中
「
第
２
７
条
に
規
定
す
る

運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
８
０
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」

と
、
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業

者
」
と
、
第
２
６
条
第
２
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
４
章
第
４
節
」
と
、

第
３
２
条
中
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介

護
従
業
者
」
と
、
第
５
６
条
中
「
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
５
９
条
中
「
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生

活
介
護
事
業
者
」
と
、
第
３
９
条
第
１
項
中
「
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
回
数
等
の
活
動
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
活
動
状
況
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。
 

第
８
６
条
 
第
１
１
条
、
第
１
２
条

、
第
１
４
条
、
第

１
５
条
、

第
２
３
条

、
第
２

４
条
、
第
２
６
条
、
第
３
１
条
か
ら
第

３
４
条
ま
で
、
第

３
６
条
か
ら

第
３
８
条
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
で
、
第
５
６
条
、
第
５
９
条
、
第
６
１
条
及
び
第
６
２
条

の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防

認
知
症

対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事

業
に

つ
い

て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第

１
１
条
第
１
項
中
「
第
２
７

条
に

規
定

す
る

運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「

第
８
０

条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に

関
す

る
規

程
」

と
、
「
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通

所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の

は
「

介
護

従
業

者
」
と
、
第
２
６
条
第
２
項

中
「
こ
の

節
」
と
あ

る
の
は
「
第
４

章
第
４
節
」
と

、

第
３
２
条
中
「
介
護
予
防
認

知
症
対

応
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と

あ
る

の
は

「
介

護
従
業
者
」
と
、
第
５
６
条
中
「
介

護
予
防
小
規

模
多
機
能

型
居
宅
介

護
従

業
者
」

と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者

」
と
、

第
５
９
条
中
「
指
定
介
護
予

防
小

規
模

多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
と

あ
る
の

は
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応

型
共

同
生

活
介
護
事
業
者
」
と
、
第
６

２
条
第

１
項
中
「
介
護
予
防
小
規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す

る
者
」

と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
認

知
症

対
応

型
共

同
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見

を
有
す

る
者
」
と
、
「
通
い
サ
ー
ビ

ス
及

び
宿

泊
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
回
数
等
の
活

動
状
況

」
と
あ
る
の
は
「
活
動
状
況

」
と

読
み

替
え

る
も
の
と
す
る
。
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７
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通
り
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1
 

  

江
差
町
ほ
か
２
町
学
校
給
食
組
合
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
規
約
の
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
行
 

江
差
町
・
上
ノ
国
町
学
校
給
食
組
合
規
約
 

 第
１
章
 
総
則
 

(
組
合
の
名
称
)
 

第
１
条
 
こ
の
組
合
は
、
江
差
町
・
上
ノ
国
町
学
校
給
食
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い

う
。
）
と
い
う
。
 

（
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
）
 

第
２
条
 
組
合
は
、
江
差
町
及
び
上
ノ
国
町
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
 

 
 

 
（
事
務
所
の
位
置
）
 

第
４
条
 
組
合
の
事
務
所
は
、
檜
山
郡
江
差
町
字
南
浜
町
 
4
1
1
番
地
 
江
差
町
・
上

ノ
国
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
内
に
置
く
。
 

  
 
 
 
第
２
章
 
組
合
の
議
会
 

 
（
組
織
及
び
議
員
の
選
挙
）
 

第
５
条
 
組
合
の
議
会
の
議
員
（
以
下
「
組
合
議
員
」
と
い
う
。
）
の
定
数
は
４
人
と

す
る
。
 

２
 
組
合
議
員
は
、
組
合
を
組
織
す
る
町
（
以
下
「
組
織
町
」
と
い
う
。
）
の
長
及
び

組
織
町
の
議
会
に
お
い
て
互
選
さ
れ
た
者
１
人
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
し
、
そ

の
選
出
区
分
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

江
差
町
ほ
か
２
町
学
校
給
食
組
合
規
約
 

 第
１
章
 
総
則
 

(
組
合
の
名
称
)
 

第
１
条
 
こ
の
組
合
は
、
江
差
町
ほ
か
２
町
学
校
給
食
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）

と
い
う
。
 

（
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
）
 

第
２
条
 
組
合
は
、
江
差
町
、
上
ノ
国
町
及
び
厚
沢
部
町
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
 

 
 

 
（
事
務
所
の
位
置
）
 

第
４
条
 
組
合
の
事
務
所
は
、
檜
山
郡
江
差
町
字
南
浜
町
 
4
1
1
番
地
 
江
差
町
ほ
か

２
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
内
に
置
く
。
 

  
 
 
 
第
２
章
 
組
合
の
議
会
 

 
（
組
織
及
び
議
員
の
選
挙
）
 

第
５
条
 
組
合
の
議
会
の
議
員
（
以
下
「
組
合
議
員
」
と
い
う
。
）
の
定
数
は
６
人
と

す
る
。
 

２
 
組
合
議
員
は
、
組
合
を
組
織
す
る
町
（
以
下
「
組
織
町
」
と
い
う
。
）
の
長
及
び

組
織
町
の
議
会
に
お
い
て
互
選
さ
れ
た
者
１
人
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
し
、
そ
の

選
出
区
分
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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2
 

  

 
 
（
１
）
 
江
 
差
 
町
 
 
 
 
２
人
 

 
 
（
２
）
 
上
ノ
国
町
 
 
 
 
２
人
 

  
 
 
 
 

 第
４
章
 
組
合
の
経
費
 

 
（
経
費
支
弁
の
方
法
）
 

第
１
２
条
 
組
合
の
経
費
は
、
国
庫
補
助
金
、
給
食
負
担
金
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て

こ
れ
に
充
て
、
な
お
不
足
す
る
と
き
は
組
織
町
が
こ
れ
を
負
担
す
る
。
 

     ２
 
運
営
費
の
負
担
額
は
、
次
の
区
分
に
応
じ
算
出
し
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。
 

 
 
（
１
）
 
均
 
 
等
 
 
割
 
 
 
 
 
4
0
％
 

（
２
）
 
 
学

校
数

割
 
 
 
 
 
1
5
％
 

 
 
（
３
）
 
給
食
人
員
割
 
 
 
 
 
4
5
％
 

３
 
前
項
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
学
校
数
及
び
給
食
人
員
数
に
つ
い
て
は
、
前
年
度

の
学
校
基
本
調
査
に
基
づ
く
給
食
対
象
校
の
数
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

  

 
 
（
１
）
 
江
 
差
 
町
 
 
 
 
２
人
 

 
 
（
２
）
 
上
ノ
国
町
 
 
 
 
２
人
 

 
 
（
３
）
 
厚
沢
部
町
 
 
 
 
２
人
 

  
 
 
 
 

第
４
章
 
組
合
の
経
費
 

 
（
経
費
支
弁
の
方
法
）
 

第
１
２
条
 
組
合
の
経
費
は
、
国
庫
補
助
金
、
給
食
負
担
金
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て

こ
れ
に
充
て
、
な
お
不
足
す
る
と
き
は
組
織
町
が
こ
れ
を
負
担
す
る
。
 

２
 
建
設
関
係
費
（
公
債
費
を
含
む
）
及
び
建
設
中
の
一
般
管
理
費
の
負
担
割
合
は
次

の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
（
１
）
 
江
 
差
 
町
 
 
 
 
 
3
7
％
 

 
 
（
２
）
 
上
ノ
国
町
 
 
 
 
 
3
5
％
 

 
 
（
３
）
 
厚
沢
部
町
 
 
 
 
 
2
8
％
 

３
 
事
業
開
始
後
の
運
営
費
は
、
次
の
区
分
に
応
じ
算
出
し
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

 
 
（
１
）
 
 
均
等
割
 
 
 
 
 
 
 
4
0
％
 

（
２
）
 
 
学
校
数
割
 
 
 
 
 
1
5
％
 

 
 
（
３
）
 
給
食
人
員
割
 
 
 
 
4
5
％
 

４
 
前
項
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
学
校
数
及
び
給
食
人
員
数
に
つ
い
て
は
、
前
年
度

の
学
校
基
本
調
査
に
基
づ
く
給
食
対
象
校
の
数
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 

 

附
 
則
 
 

こ
の
規
約
は
、
平
成
２
９
年
８
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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